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決算審査特別委員会

８月２７日（金）午後２時５４分開議

議題１ 委員長の互選について

２ 座席の指定について

３ 副委員長の互選について

４ 決算審査順番

５ 決算事業現地調査

６ その他
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 長 島 邦 夫 委員

７番 青 柳 賢 治 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 菅 原 浩 行

書 記 安 在 洋 子
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〇森 一人議長 初めての委員会でありますので、委員会条例第９条第２項の規定によ

り、年長の松本美子委員さんに臨時委員長をお願いいたします。松本さん、こちらへ

お願いいたします。

〔松本美子臨時委員長、委員長席に着席〕

〇松本美子臨時委員長 年長のゆえをもちまして、私が臨時委員長の職務を行わせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

◎開会の宣告

〇松本美子臨時委員長 ただいまから委員会を開会いたします。

（午後 ２時５４分）

◎委員長の互選

〇松本美子臨時委員長 これより委員長の互選を行います。

慣例によりまして、委員長につきましては副議長が委員長職を務めるというふうな

慣例ができておりますけれども、これにご異議なければ、私、松本でございますが、

委員長職を受けさせていただきますけれども、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子臨時委員長 ご異議なしと認めます。

よって、私、松本が委員長と決定をさせていただきました。

ただいま委員長に当選されました私、松本でございますけれども、就任のご挨拶を

させていただきます。

〇松本美子委員長 慣例によりまして、副議長が委員長職ということでございますけれ

ども、不慣れではございますけれども、皆様のご協力をいただきまして、スムーズに

特別委員会が進行しますようにご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

◎座席の指定

〇松本美子委員長 それでは、座席の指定をさせていただきます。

座席は、議席番号順といたしたいと思います。なお、最終番席は委員長席といたし

ます。これにご異議ございませんか。
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〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 異議なしと認めます。

それでは、指定をさせていただきます。１番席、小林委員、２番席、山田委員、３

、 、 、 、 、 、 、 、 、番席 犾守委員 ４番席 藤野委員 ５番席 畠山委員 ６番席 長島委員 ７番席

青柳委員、８番席、川口委員、９番席、渋谷登美子委員、それから私、最後の席でご

ざいます。10番でございます。

◎副委員長の互選

〇松本美子委員長 それでは、副委員長の選挙ということになりますけれども、これよ

り副委員長の互選を行いたいと思います。

どのような方法により行いますか、お諮りをいたします。

長島委員、お願いします。

〇長島邦夫委員 指名推選でお願いしたいと思いますが。

〇松本美子委員長 指名推選の声が出ましたので、長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 指名させていただいてよろしいですか。

〇松本美子委員長 はい。

〇長島邦夫委員 小林智委員をお願いしたいと思います。１番委員の小林智委員をお願

いいたします。

〇松本美子委員長 ただいま小林委員が副委員長に指名をされました。

よって、小林委員を副委員長と定めることにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ご異議なしと認めます。

よって、小林委員が副委員長に当選をされました。

それでは、ただいま副委員長に当選されました小林委員から就任のご挨拶をお願い

したいと思います。

。 、〇小林 智副委員長 ただいまご指名いただきました小林でございます 副委員長の席

重責でございます。委員長を補佐してスムーズな運営に努めるよう頑張りたいと思い

ますので、よろしくご協力をお願いいたします。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。
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◎決算審査順番

〇松本美子委員長 次に、決算審査の順序についてお諮りをいたします。

お手元に令和３年度決算審査予定表をお配りいたしました。審査の順序は、配付し

た表のとおりでございます。ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ご異議なしと認めます。

よって、審査の順序は配付した表のとおりとさせていただきます。

◎決算事業現地調査

〇松本美子委員長 次に、令和２年度事業現地調査の件についてお諮りをいたします。

令和２年度事業において、現地を確認することが必要な事業等がございましたらご

意見をお願いをいたします。

渋谷委員、どうぞ。

、 。 、〇渋谷登美子委員 行く場所ですよね 視察の 観光案内スポットをつくりましたよね

看板。それを全部見ながら、大体見ながら、そしてインターランプ内は直接工事をし

ていないのかもしれないのですけれども、どういう状況になったか見ていきたいなと

思うのですけれども。

〇松本美子委員長 ほかに。

〇渋谷登美子委員 あと、下水道はあるのかな。私は、だからあそこは全部、２点とい

うか、何か所かあるのです。

〔 その１点と」と言う人あり〕「

〇渋谷登美子委員 それと、インターランプ内。私は、取りあえずそれで。あと、ある

程度見られるのかなと思うのですけれども。

〇松本美子委員長 ただいま２か所ということで出ておりますけれども、ほかにありま

せんか。

〇渋谷登美子委員 駅西は今年ですものね。

〔 駅西は２年です」と言う人あり〕「

〇渋谷登美子委員 去年、駅西。

〔何事か言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 工事やっていないのではないかな、今年ではないかな。
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〔 駅西は令和２年度です」と言う人あり〕「

〇川口浩史委員 駅西と、あと……

〔 まだ指名されていない」と言う人あり〕「

〇川口浩史委員 指名されていないのだね。

〇松本美子委員長 きちっと手を挙げていただいて、すみません、指名をさせていただ

きますから。

お願いします。川口委員。

、 、〇川口浩史委員 駅西と あと線路下の下水管は見ることはできないのだろうけれども

あれはちょっと変わった工事なのです。前の管を残して、それでやったのではなかっ

たかな。長くもたないのではないかなと私なんかは思っている工事なのですが。ほか

に行くところがあれば、そこは削ってしまっていいのですけれども、取りあえず私の

案です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 さっき渋谷委員の観光スポットのところを見て回るとなると、結構場

所、場所が限られて、幾つも出てくると思うのです。

それで、今川口委員の言った例の東武鉄道のところの特殊な工事だということです

から、図面だとか何かあるのでしょう、そういったのは見ておく必要があると思いま

すので、私は今出た中で、委員長さん、副委員長さんがいらっしゃるので、もう一度

その中で重要度が高いようなところをある程度提案してもらって、そしてお任せする

という形で進めていただいてもいいような気がします。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 今駅前のことは話が出ましたのですけれども、嵐なびの中が随分大幅

に変わっているのですが、予算的には何かあそこ使った、決算的には何かあったか。

その場所に行くのであれば。

〇松本美子委員長 ただいまの長島委員の件ですけれども、嵐なびの関係につきまして

は、２年度は観光協会のほうにお願いをしてありますので、補助金等は出ていると思

うのですけれども、その辺がいかがかなと思っています。

はい、どうぞ。

〇長島邦夫委員 その場所に行くのであればということで、改めてということではない
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のですけれども、行くのであれば、中の構造が変わっていますので、見てもいいので

はないかなというふうに思っただけのことです。よろしく。

〇松本美子委員長 はい、分かりました。

ただいま何点か、４、５点ということで、あとは観光案内板の関係はスポットとい

うことで、何か所あるか、ちょっと検討してみないと分かりませんけれども、その辺

の案が出ましたけれども、あとは委員長、副委員長に任せていただいて現地調査を行

うということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

◎散会の宣告

〇松本美子委員長 それでは、委員会を閉会とさせていただきます。大変ありがとうご

ざいました。

（午後 ３時０５分）
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決算審査特別委員会

９月６日（月）午前９時００分開議

議題１ 「令和２年度決算事業現地調査」
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 長 島 邦 夫 委員

７番 青 柳 賢 治 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長 大 野 敏 行 議員

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 菅 原 浩 行

書 記 安 在 洋 子

〇説明のための出席者

福 嶋 啓 太 技 監

藤 永 政 昭 企業支援課長

大 島 行 代 企業支援課商工・観光担当副課長

伊 藤 恵 一 郎 まちづくり整備課長

久 保 雄 一 まちづくり整備課道路担当副課長

清 水 延 昭 上下水道課長
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◎委員長挨拶

〇松本美子委員長 皆様、おはようございます。

本日は、決算審査特別委員会のご案内を申し上げましたところ、委員の皆様にはご

出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

現地調査及び審査を本日から行いたいと思います。よろしくお願いをいたします。

◎議長挨拶

〇松本美子委員長 それでは、ここで議長に出席をいただいておりますので、森議長か

らご挨拶をいただきたいと思いますので、お願いいたします。

〇森 一人議長 皆様、改めましておはようございます。

また、福嶋技監をはじめ担当課の課長の皆様には、ご多用のところ説明員としてご

出席いただきまして、大変ご苦労さまです。

本日から５日間、決算審査特別委員会となります。次期予算につながるような決算

審査をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。

◎開会の宣告

〇松本美子委員長 ただいまの出席委員は全員であります。定足数に達しておりますの

で、よって決算審査特別委員会は成立をいたしました。

（午前 ８時５８分）

◎開議の宣告

〇松本美子委員長 直ちに本日の会議を開きます。

◎委員会開会日の決定

〇松本美子委員長 委員会の開会日についてお諮りをいたします。

本委員会の開催は、本日９月の６日、７日、８日、９日及び10日の５日間としたい

と思います。
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これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ご異議なしと認めます。

よって、本委員会の開催は、本日９月６日、７日、８日、９日及び10日の５日間と

決定をいたします。

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで諸般の報告をいたします。

本委員会に付託されました案件は、認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳

出決算認定についての件から、認定第６号 令和２年度嵐山町下水道事業会計決算認

定についての件まで及び議案第46号 令和２年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について、また議案第47号 令和２年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰

余金の処分についての件、以上決算認定６件並びに議案第46号及び議案第47号の２件

ですので、ご了承願います。

次に、本委員会の決算審査予定表をお手元に配付しておきましたので、ご了承くだ

さい。

次に、本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、今委員会の説明員といたしまして出席通知のありました者の氏名、職業一

覧をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で委員長の諸般の報告を終わらせていただきます。

◎審査の方法

〇松本美子委員長 審査の方法についてお諮りをいたします。

認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件の審査は、

実質収支に関する調書及び財産に関する調書などの添付書類を含め、決算審査予定表

に基づき、課局ごとに議会事務局から順に行いたいと思います。最後に総括質疑とい

たしたいと思います。その後、認定第２号 令和２年度嵐山町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定についての件から認定第６号 令和２年度嵐山町下水道事業会計決

算認定についての件までの審査を順次行いたいと思います。最後に、議案第46号 令

和２年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び令和２年度嵐山町
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下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を審査したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から認定第６号並びに議案第46号及び議案第47号については、

先ほど申し上げたとおり審査することに決しました。

なお、認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件につ

きまして総括質疑をする委員は、９月の８日の午後１時までに委員長に届け出てくだ

さい。

◎現地調査の説明

〇松本美子委員長 それでは、現地に向かう前に担当課より説明をお願いいたしたいと

思います。

まず初めに、藤永企業支援課長、お願いいたします。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、現地調査の資料に基づきまして、順次説明のほう

をさせていただきます。

まず最初に、杉山城跡案内標識設置工事でございます。これにつきまして、事業概

要につきましては案内標識設置１基でございます。標識板の大きさにつきましては、

縦が60センチ、横が40センチの３枚づけというタイプの標識のほうを設置させていた

だきました。基礎からの高さにつきましては、3.1メートルでございます。

施工箇所につきましては、嵐山町大字杉山地内ということで、裏面の写真のほうを

ご高覧いただきたいと思います。真ん中の写真に設置後の写真のほうを掲載させてい

ただいております。場所につきましては、杉山ということで、写真の右側のほうに杉

山の公民館が写っているかと思うのですが、公民館の対角線上の角に設置のほうをさ

せていただいております。３面ということで、ちょっと写真のほうが見づらいのです

が、今見えている写真の反対側、玉ノ岡中学校から来るほうからも同じように矢印の

標識、また役場側から杉山公民館に向かってくる側、この３面に標識のほうが設置さ

れているものでございます。

請負者につきましては株式会社日装エスティー、請負金額につきましては21万

1,200円で、地方創生臨時交付金で補助率10分の10で対応しております。なお、今回
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４件の標識 案内標識板につきましては 全て地方創生臨時交付金 補助率10分の10で、 、 、

対応させていただいております。

事業期間につきましては、令和３年２月８日から令和３年３月12日までとなってお

ります。

、 。 、続きまして 観光施設誘導標識設置工事でございます 事業概要といたしましては

誘導標識設置を単柱式の１基という形の標識になっております。標識板の大きさは、

縦横とも１メートル、基礎から標識板の下部、下の高さまでが2.63、一番上の高さま

ではプラス１メーターになりますので、3.63メートルということになります。

施工箇所につきましては、嵐山町大字越畑地内ということで、裏面の写真のほうを

ご高覧いただきたいと思います。真ん中に施工後の写真が貼ってあります。こちらに

つきましては、アクセス道路のインター下りてから花見台工業団地へ向かっていく途

中の町道の交差点、歩道橋がある交差点のちょっと手前の右側のほうに設置させてい

ただいております。

請負者につきましては株式会社日装エスティー、請負金額につきましては52万

3,600円です。

事業期間につきましては、令和３年２月12日から令和３年３月22日までとなってお

ります。

、 。 、続きまして 杉山城跡入口案内標識設置工事でございます 事業概要としましては

案内標識の２面の標識板のほうを１基設置させていただいております。標識板の大き

さは、縦60センチ、横40センチのこれは２枚づけというタイプの標識でございます。

基礎からの高さは3.1メートルでございます。

施工箇所につきましては、嵐山町大字杉山地内ということで、裏面の写真のほうを

ご高覧いただけたらと思います。こちら、奥のほうに見える建物が杉山の公民館にな

っておりまして、杉山城の駐車場を案内する看板、こちら北部から公民館に向かって

いく写真になっておりますが、公民館のほうからも、ちょっと見づらいのですけれど

も、対面に同じ矢印で駐車場方面に行く案内の標識が設置されている状況でございま

す。

請負者につきましては株式会社工建、請負金額につきましては16万7,200円でござ

います。

事業期間につきましては、令和３年２月18日から令和３年３月22日まででございま
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す。

続きまして、杉山城跡大手口案内看板設置工事でございます。事業概要としまして

は、案内板の設置、これは文字写真フィルム印刷加工張りという看板になります。面

の大きさにつきましては、縦１メートル、横１メーター20センチでございます。基礎

からの高さは1.8メートルでございます。

施工箇所につきましては、嵐山町大字杉山地内ということで、裏面の写真のほうを

見ていただければと思いますが、これは杉山城の駐車場の玉ノ岡中学校の門の一番近

いほうのところに、大手口までの案内看板を設置させていただいております。ちょっ

とこの写真では見づらいのですが、ここの駐車場から大手口まで歩いていくところを

赤で表示して、要は体育館の脇のほうを通って大手口のほうに行ってくださいと、ち

ょっと現地のほうで確認していただければと思うのですが、そういう表示がされてい

る看板になります。

請負者につきましては松本看板店、請負金額につきましては19万9,100円でござい

ます。

事業期間につきましては、令和３年３月３日から令和３年３月22日までとなってお

ります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。

何かお聞きしたいことがありましたら質疑をお受けしたいと思いますので、挙手を

お願いいたします。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 ないと認めさせていただきます。

次に、伊藤まちづくり整備課長、説明をお願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは ２番目のＲ２道路改築工事 町道菅谷31号、 （

線）の内容につきまして説明させていただきたいと思います。

決算審査特別委員会（現地調査）資料に基づきまして説明させていただきます。事

業名としましては、Ｒ２道路改築工事（町道菅谷31号線）でございます。こちらは、

、 、昨年の全協でも説明させていただきましたけれども 駅前広場の整備でございますが

道路事業で行っておりますので、表記につきましては道路工事ということで事業名を

決定させていただきました。
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事業概要につきましては、Ｌイコール51メートル、Ｗイコール45メートルでござい

ます。誠に申し訳ない、117ページの主要な施策の説明書におきましては、事業概要

がＬイコール31メートルとなっておりますけれども、誠に申し訳ございません、こち

らのほうが51メーターでございますので、訂正させていただきたいと思います。

路床安定処理工は623平米、側溝工98メートル、防火水槽１か所でございまして、

これは説明させていただきますが、100トン、100立米の防火水槽を設置させていただ

きました。路盤工1,279平米、フェンス工42メーターでございまして、事業概要はこ

ちらでございます。現地行っていただいても分かると思いますが、駅前広場整備工事

の一部を行ったものでございます。

施工箇所につきましては嵐山町大字菅谷地内、請負業者は新埼玉環境センター株式

会社でございます。

請負金額につきましては、4,140万1,800円でございます。国費につきましては、都

市再生整備交付金につきましては５年間で４割となっておりますので、実質国費につ

きましては1,650万円でございます なお 当該年度内充当につきましては10分の10と。 、

なっておりますので、10分の４を超えて充当しているものもありますので、こちらに

、 。ついてはかなり充当しますけれども 実質国費につきましては10分の４でございます

事業期間につきましては、令和２年12月７日から令和３年３月31日までとなってお

ります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。

この際ですから、何か質疑がありましたらどうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 ないようですので、最後になりますけれども、清水上下水道課長、

説明をお願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 私のほうからは、３番目の現地調査及びお手元の参考資料を

基に武蔵嵐山駅付近線路敷横断排水路修繕工事の概要説明をさせていただきます。

まず、施工場所でございますけれども、お手元の参考資料をおめくりいただいて平

面図を御覧いただきたいと思います。施工場所につきましては、武蔵嵐山駅のホーム

から小川方面に向かって50～60メーターほどのところでございます。右手に菅谷の東

昌寺付近の菅谷寄居線から下ってきて、むさし台に抜ける踏切の付近でございます。
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次に、事業概要でございますけれども、参考資料の２ページ目の縦断図を御覧くだ

さい。当該線路敷地内を菅谷上流側からむさし台下流側へ、内径600ミリ、距離にし

て21.5メートル、深さが約2.8メートルの雨水排水管が横断しておりまして、その中

ほど、青く囲ったところが陥没箇所でございます。この原因が雨水排水管であったこ

とから、今回の本工事を、修繕工事を行ったものでございます。

参考資料の３ページ目を御覧ください。こちら、全体フローとなっております。ま

ず、管きょ更生前の軌道整備工、その後管路内の清掃と調査を行います。そして、管

きょを更生工すると、その後に管きょ更生後の軌道整備工の順で工事を行っておりま

す。

次に、施工写真を御覧ください。左上に写真番号が振ってございます。まず、写真

ナンバー１でございますけれども、こちら、左下の砕石がへこんでいるところが陥没

箇所でございます。

次に、中ほどの写真ナンバー２、こちらが管路の補修前に軌道上を整えまして、軌

道測定データを計測するための軌道整備工の状況であります。

写真ナンバー３からナンバー６につきましては、管路内清掃と調査工の状況でござ

います。まず、高圧洗浄機によりまして管きょ内に入り込んだ砕石や土砂等を高圧洗

浄で清掃した後に、テレビカメラを内部に入れて既設管きょ内の状況を確認している

写真でございます。この結果、管きょ内の破損箇所が４か所、土砂の流入箇所が１か

所、それと接続部においてずれがあった箇所が１か所ございました。工事に当たりま

しては、鉄道事業者との協議によりまして、ＦＣＲガラスライナーによる内部ライニ

ング工法を採用しております。

ナンバー７からでございます。ＦＣＲガラスライナー工法とは、３層ポリエステル

ガラス繊維状の二次製品、こちらナンバー７にございます。この製品をナンバー８の

ように管路内部に引き込んで、ナンバー９の空気圧力で膨らませた後に高温の蒸気を

送り込んで管路内部に密着をさせます。ナンバー10になります。そして、このライニ

ング材を密着させ、硬化をさせた後に新たな管を内部に作るように既設管を内部から

補強して、現状の土圧と列車通過時の活荷重にも耐えられるようにしているものでご

ざいます。このライニングの厚みでございますけれども、平均して6.2ミリの厚みが

ございます。

そして、ナンバー11でございます。ライニング材が硬化した後、上下の管口のライ
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ニング材を切断いたしまして、モルタル材で隙間を埋めて仕上げる状況が、こちらナ

ンバー11でございます。

表、表紙にお戻りください。請負業者につきましては、東武谷内田建設株式会社で

ございます。

請負金額は951万5,000円でございます。こちらにつきましては、都市下水路整備事

業債710万円を起債してございます。

事業期間につきましては、令和２年10月16日から令和２年の12月25日までの71日間

でございます。

以上が概要説明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 どうもありがとうございました。

何か質疑がございましたらどうぞ。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 この平面図ですけれども、下流側と上流側の入孔が21.5メートルとい

うことで分かるのですけれども、こういった管網みたいなものが東上線のレール内の

中にはこれ１本だというような形で聞いているのですけれども、それでいいのかどう

かということと、それとこの平面図上の横に出ている、５から６とかと振っている番

号があるではないですか、丸で。平面図の下り線だとかのところに４とか５とか６と

か、これは何の記号になるのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

清水上下水道課長、お願いします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

まず最初の管きょ数でございますけれども、東上線を横断している管きょにつきま

しては雨水管、それは３路線ございます。今回のこの600ミリの雨水管のほかに、東

電の変電所の前からホームの下を通ってむさし台側に行っている路線 こちらが450ミ、

リで横断しております。距離にしまして55メーター。もう一本が駅前ロータリーを森

林公園側に向かって、埼玉りそなから線路の側道に出る路線、あそこにもう一本、横

。 。 、断管路がございます むさし台に抜けている管がございます そちらにつきましては

、 。1,650ミリのボックスカルバートでございまして 距離は34.5メートルでございます

２点目のこのナンバーにつきましてお答え申し上げます。こちらにつきましては、

先ほどご説明申し上げました軌道整備工のためのポイントでございます。こちらのポ



- 19 -

イントで施工前と施工後にそれぞれポイント５点を定めまして、軌道測定のデータを

計測いたします。軌道データの計測というのは、軌道管内の変位とか、水準の変位、

あるいは平面性の変位、高低変位、いろいろございますけれども、そのデータをきち

んと施工前と施工後に取って、変化がないかどうかを確認した上でその実施状況を確

認しております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかにございますか。

川口委員、どうぞ。

、 、 、〇川口浩史委員 管がずれていて それで陥没が起きて砂利が入ったり 漏水というか

漏れたりとか、そういうことが起きたわけですよね。管がずれっ放しで、ガラスライ

ナー、これを入れてやったということなのですか。ずれた部分にガラスライナー、弱

いのではないかなと思うのですけれども、その点どうなのでしょうか。

〇松本美子委員長 質疑終わりましたので、答弁をお願いいたします。

清水上下課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、お答え申し上げます。

確かに管がずれている場所がございまして、それが30センチも40センチもずれてし

まいましたら、今回のこの内部ライニング工法というのはちょっとできないのです。

その検証をしたところ、その管のずれもさほどずれてはいない。そのずれから土砂と

いうのが浸入はしていなかったために、さほどのずれではないので、中にこのライニ

ング工法で、新しい管を通すような形になるのですけれども、それで対応したという

ことでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 どうぞ、川口委員。

〇川口浩史委員 ずれはどのくらいだったのか、分かっているのですよね。分かります

か、今。

〇清水延昭上下水道課長 10センチほどでございます。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

〔発言する人なし〕
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◎現地調査

、 、〇松本美子委員長 それでは 決算審査特別委員会の説明を終わらせていただきまして

これより現地に参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

現地調査 午前 ９時２５分

現地調査箇所：杉山城跡案内標識設置工事

観光施設誘導標識設置工事

杉山城跡入口案内標識設置工事

杉山城跡大手口案内看板設置工事

Ｒ２道路改築工事（町道菅谷３１号線）

武蔵嵐山駅付近線路敷横断排水路修繕工事

現地調査終了 午前１１時００分
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決算審査特別委員会

９月７日（火）午前９時００分開議

議題１ 「認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査

について
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 長 島 邦 夫 委員

７番 青 柳 賢 治 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 菅 原 浩 行

書 記 安 在 洋 子

〇説明のための出席者

佐 久 間 孝 光 町 長

髙 橋 兼 次 副 町 長

青 木 務 参事兼総務課長

木 村 公 正 総務課庶務・人事担当副課長

金 子 守 総務課財政契約担当副課長

馬 橋 透 地域支援課長

青 木 正 志 地域支援課政策創生担当副課長

安 藤 浩 敬 地域支援課人権・安全安心担当副課長

村 田 朗 税 務 課 長

贄 田 秀 男 税務課課税担当副課長

岡 野 富 春 税務課収納対策室長

高 橋 喜 代 美 町 民 課 長

柳 澤 純 子 町民課戸籍・住民担当副課長
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吉 田 信 子 町民課保険・年金担当副課長

前 田 宗 利 福 祉 課 長

太 田 直 人 福祉課社会福祉担当副課長

内 田 淳 也 福祉課児童福祉担当副課長

萩 原 政 則 健康いきいき課長

根 岸 隆 行 健康いきいき課保健担当副課長

内 田 富 惠 健康いきいき課健康管理担当副課長

田 畑 修 会計管理者兼会計課長

大 島 真 弓 会計課会計用度担当副課長

奥 田 定 男 教 育 長

堀 江 國 明 代表監査委員

大 野 敏 行 監 査 委 員
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◎開議の宣告

〇松本美子委員長 皆様、おはようございます。

川口委員さんにつきましては、所用がございまして、少し遅れるという連絡等が入

っております。ご了承ください。

ただいま出席委員は、川口さんが遅れるということでございますので、９名という

ことになりますけれども、よろしくお願いをいたします。定足数に達しております。

よって、決算審査特別委員会は成立をいたしました。

これより本日の会議を開きます。

（午前 ９時００分）

◎町長挨拶

、 。〇松本美子委員長 早速ですが 次に佐久間町長からご挨拶をいただきたいと思います

よろしくお願いいたします。

〇佐久間孝光町長 皆さん、おはようございます。この決算審査というのは、単に昨年

の予算の執行状況を確認していただくということだけではなくて、来年度の予算編成

。 、にも関わる大変重要な審査であると思っております 忌憚のない意見をいただく中で

しっかりと審査、また認定をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

また、１点ご報告申し上げます。この定例会における一般質問の中で、青柳委員の

ほうから防災無線を使った自宅療養者に対して直接的な投げかけというのでしょう

か、メッセージを発したらどうかというようなご提案がありまして、金曜日、一般質

問が終わった後に、すぐに対策本部を招集し、その件を検討いたしました。防災無線

上、特に問題はない、また最終的にはすぐにこれは実施すべきだろうという結論に達

しましたので、先週金曜日の５時からその放送をスタートする、またあんしんメール

においても直接的なメールを配信させていただきました。どうもありがとうございま

した。

以上です。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。
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◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで報告をいたします。

本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、本日より４日間、堀江代表監査委員、大野監査委員にご出席をいただくこと

になっております。大変ご苦労さまでございます。

また、傍聴につきまして申し上げます。当委員会への傍聴の申出がある場合は、原

則許可したいと思いますので、ご了承願います。

それでは、本日の審査を始めます。

◎認定第１号の質疑

〇松本美子委員長 それでは、直ちに本日の審査を始めます。

委員の皆様に申し上げます。質疑の際は、挙手により委員長の指名後、ページ数を

述べてからお願いをしたいと思います。また、質疑の回数は３回までとしていますの

で、ご了承願います。

認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題とい

たします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

まず、議会事務局に関する部分の質疑からお願いをいたします。

それでは、質疑をどうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、議会事務局に関する部分の質疑を終結い

たします。

暫時休憩いたします。

休 憩 午前 ９時０４分

再 開 午前 ９時０５分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、税務課に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑をどうぞ。
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渋谷登美子委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 16ページになると思うのですけれども、普通徴収のうち……

〇松本美子委員長 すみません、どちらの説明書……

〇渋谷登美子委員 すみません。主要な施策の説明書です。16ページに普通徴収の金額

が出ていますけれども、持続化給付金と、それから中小企業経営支援金がそれぞれそ

の所得の中に加わっていると思うのです。その件数、法人、個人と伺えればと思いま

す。これ件数だけで、金額的には分からないのでしょうから。

それとあと、他市町村のふるさと納税の件数と金額、それと寄附控除がどのくらい

あったか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

贄田副課長、お願いいたします。

〇贄田秀男税務課課税担当副課長 お答えいたします。

。 、申し訳ございません 普通徴収の中に持続化給付金の件数とということなのですが

そこは分かっておりません。

もう一件、ふるさと納税のほうですけれども、寄附金全体の額2,506万6,000円、う

ちふるさと納税分が2,382万9,000円、寄附控除額が全体で1,148万2,000円、うちふる

さと納税分の控除が1,120万7,000円、人数にしまして336人。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷登美子委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 持続化給付金というのは、私、所得の中で結構大きいのだろうなと

思うのです。１世帯というか、１個人100万円とか50万とか、そういうふうな感じで

出ていて、そうするとコロナによる影響というのは、直接的な影響というのが分から

ないことになってくるのですけれども、これというのは把握の仕方ができないのかど

うか伺います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を贄田副課長、お願いいたします。

〇贄田秀男税務課課税担当副課長 お答えいたします。

一応住民税に関しましては、県のほうへ報告します市町村民税の納税義務者等の調

べとか、そういう調査はあるのですが、その中に持続化給付金が幾らあったかとか、

そういう申告の、確定申告のときにはお聞きして収支内訳書とかには書くのですが、

それがそのまま住民税のデータとして残るということがありませんので、ちょっと件
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数、金額が分かりません。すみません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷登美子委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 そうすると、持続化給付金については分からないと。中小企業経営

支援金については、企業支援課では分かるということになってきて、税全体の中では

把握ができないということになります。そうすると、今の嵐山町の町民のコロナ禍で

の影響というのはここでしか見えないのですけれども、それが分からないということ

ですよね。まずいのではないかなと思うのだけれども。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

贄田副課長、お願いいたします。

、 、〇贄田秀男税務課課税担当副課長 住民税ではないのですが コロナの減免としまして

固定資産税のほうで中小企業の事業者を対象に軽減の受付をいたしました。その中で

申請件数が56件ございまして、固定資産税、全額軽減をする人が、これは令和３年の

課税のときにするのですが、申請は２年度中に受け付けまして、全額軽減が23件、半

額の軽減が33件。これは、家屋、償却、両方ということなのですけれども、申請内訳

としまして家屋が42件、償却が46件、両方減額の人が32件になります。金額にしまし

て減免額2,590万8,341円、主に製造業や小売業といった方の申請は受け付けました。

固定資産税では分かるのですが、住民税のほうはちょっと把握ができておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますでしょうか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 今の質問の答えだと、コロナの影響はちょっと分からないということ

で、そういう答弁だったのでしょうか。それで、コロナの影響によって、令和２年度

はどのくらい嵐山町では倒産があったのか、ちょっと伺いたいと思います。

それから、14ページがいいかな、16ページがいいかな、個人町民税の平均所得を伺

いたいと思います。それから、差押えはどのくらいの件数があったのか、ちょっと事

例も含めてお聞きしたいと思います。

それから、62ページの町税還付事業なのですが、町県民税、軽自動車税以外還付加

算金がついて、出ているわけですけれども、還付金も。ちょっと内容を伺いたいと思

います。
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下の固定資産税の利息相当額という、ちょっとこの内容と、どういうことで支払い

が出たのか伺いたいと思います。

取りあえず以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

それでは、答弁をいただきます。

岡野収納対策室長、お願いいたします。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、お答えいたします。

私のほうからは、差押えの件数ということでお答えをさせていただきます。令和２

年度につきましては、合計で121件差押えをして取立てをいたしました。内訳につき

ましては、預金の差押えが95件、給与が６件、生命保険が４件、所得税の還付金が９

件、売掛金が２件、差押え債権の残余金というものが１件、建物更生共済が２件、あ

と購入電力料金が１件、最後に出資金が１件、合計で121件です。

ちなみに、元年度と比べまして、件数的には差押えの件数は減っているといった状

況でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続けて贄田副課長、お願いいたします。

〇贄田秀男税務課課税担当副課長 お答えいたします。

各所得者の平均所得ということで、まず給与所得者が296万7,105円、営業所得者

342万1,696円、農業所得者203万1,800円、その他の所得者177万6,441円です。

次に、還付金、還付加算金ですが、まず町県民税ですが、税務署のほうから期限後

申告の確定申告をされた方が年間で114件ございました。内容につきましては、扶養

家族の変更や営業経費の変更、また医療費控除の変更といったものなのですが、その

データが税務署のほうに申告されてから１か月程度で送られてくるのですが、中には

還付額が大きい方がいらっしゃいまして、そうすると１か月ちょっとで還付加算金が

ついてしまうというか、ついてしまったものがございました。

法人税につきましては、還付につきまして、32件の還付がございました。これにつ

きましては、法人税、予定申告により前年の税額の半分の額を先に納付していただい

ているのですが、コロナの影響があったのかちょっと分からないのですけれども、確

、 。 、定申告で金額がそこまでいかなかったと 少なかった場合に還付になります 中には

法人によっては100万円以上の還付も３件ございました。そうすると、１か月ぐらい
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で100万円ですと、もう加算金がついてしまうということで、５万7,000円、11件の還

付がございました。

固定資産税につきまして、この１万4,900円の還付ですが、これは償却資産の申告

の入力に誤りがございまして、持ち主の方の申出により変更させていただいたもので

す。そのときの還付に加算金がついたものです。

返還金の利息相当額ですが、これにつきましても土地の評価の修正をさせていただ

いて、10年間の還付金と返還金ということで、利息が8,100円ついたものです。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、村田税務課長、答弁をお願いいたします。

〇村田 朗税務課長 私のほうから、コロナの関係で倒産件数ということで、そちらの

ほうをお答えさせていただきます。

嵐山町の倒産件数というのは、現在把握しておりません。国内では、リサーチ会社

等によりますと、飲食店が一番多いということです。次に建設工事業、３番目にホテ

ル、旅館業という内容をリサーチ会社のほうで発表しているようです。

また、先ほども贄田副課長のほうから町内の中小事業者の関係でお答えいたしまし

たけれども、こちらの軽減の申請者数ですけれども、56件、金額にしまして2,596万

3,000円で、この内容、申請件数、産業別で申しますと、上位３業種を見ますと製造

業が19件、建設業が11件、卸、小売業が６件、製造業、建設業の申請が多いというこ

とが分かります。

また、産業別の減税額ですけれども、１番目が製造業で約65％、次に生活関連サー

ビス業で13％、３番目が卸、小売業で6.6％というような状況になっておりまして、

コロナの影響で、倒産件数は分かりませんけれども、こういった事業内容等、実績が

あまりよくないためにこのような固定資産税の軽減の申請が出てきているという状況

をお話しいたしました。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 初めに、差押えなのですけれども、全部で121件あったと、昨年より

は減っているという回答でございました。前にも聞いているのですけれども、私が前

に聞いたときの所得、300万円ということで聞いたら、200万円で統計を取っていると

いうお話でしたけれども、この中で所得200万円以下の人で差し押えた人、何件ぐら
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いあるのか。あった場合、その方の生活状況をしっかり見て差し押さえたのか、その

点確認したいと思います。

個人町民税の平均所得、ちょっと書き切れなかったので、後でちょっとペーパーで

もらえないでしょうか。

倒産件数については、統計を取っていないということでのお話でしたけれども、こ

れは税金がほとんど法人になっているのかな、個人もあるわね。税金が上がらなくな

るわけですから、その点で分かる方法というのはあるのではないかなと思うのですけ

れども、ちょっとその辺を伺いたいと思います。

62ページの還付の関係なのですけれども、まず固定資産税の関係ですけれども、固

定資産税、もう含めたあれなのですか。軽減申請というのは、固定資産税も含めた軽

減申請が上がっていたということなのでしょうか、ちょっと確認したいと思います。

軽減申請は、所得もありますよね、固定資産税の軽減もたしかあると思いましたけれ

ども、ちょっと内容を伺いたいと思います。固定資産税の軽減がどのくらいあったの

かというのを聞こうと思っていましたので。

それから、還付加算金なのですけれども、昨年は法人町民税以外なかったわけです

よね。この辺は、コロナとの関係があるのかなと思ったのですけれども、その点はど

うなのでしょうか、伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

それでは、答弁をいただきます。

岡野収納対策室長、お願いいたします。

〇岡野富春税務課収納対策室長 お答えいたします。

200万円以下の方の件数ということでお答えをさせていただきます。先ほどお答え

しましたとおり合計で121件で、うち200万円以下の方については40件ということでご

ざいます。委員さんのほうからお話ありましたとおり、生活状況を見てということで

すけれども、ご本人さんにまずお話を聞いて、あとはそれだけですとちょっと足りな

い部分がございますので、こちらでも預金の調査とかそういったものもさせていただ

いて、その両面から判断をさせていただきまして、生活に支障を来さないということ

で判断いたしまして差押えのほうをしているという状況でございます。

以上です。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

贄田副課長、お願いいたします。

〇贄田秀男税務課課税担当副課長 お答えいたします。

還付加算金の関係ですが、コロナとの関係ということで、個人住民税につきまして

は扶養家族の変更とか医療費控除の変更ということで、あまりないのかなと思うので

すが、法人税につきましては前年の税額の半分を納めていただいて、２年度はそこま

でもいかなかったということですので、還付が生じたということで、コロナの影響は

法人税はやはりあったのかなと思います。

固定資産税の減免の話ですが、先ほど私と課長がお答えしました中小企業の軽減措

置、申請が56件あったという、この2,500万の軽減は、令和３年度の固定資産税から

軽減するということと、あともう一件、固定資産税のほうで、令和３年に評価替えが

あったのですが、土地の評価については上がった分をそのまま据え置いて措置すると

いうものがございまして、個人、住登外、法人とあるのですが、影響額としまして全

部で1,273万899円、固定資産税は土地の分ですが、これを据え置いて、上げないとい

うものがございます。これが固定の２件の軽減になります。

以上です。

〔 軽減申請」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

贄田副課長、お願いいたします。

〇贄田秀男税務課課税担当副課長 お答えいたします。

コロナの固定資産税の軽減申請の内容でよろしいですか。これは、令和２年度に申

請を受け付けまして、令和３年度課税でそれを軽減するというもので、対象は中小企

業者です。固定資産税の家屋と償却を対象に税額を軽減するというものです。申請を

受け付けましたら、申請件数が56件ございまして、全額軽減が23件、半分の２分の１

軽減が33件ございました。その金額は、家屋が1,545万3,264円、償却が1,045万

5,077円、合計しまして2,590万8,341円の額が軽減をいたします。

あと、コロナの影響ということで、一番影響が大きかったのは法人税かなと思うの

ですが、調定額としましてマイナス1,878万3,200円でございました。ただ、これが全

てコロナの影響だったかどうかとはなかなか言えないのですが、中小企業者と、あと

、 。 、大法人 大きい法人の中で自動車関連の企業は影響があったのかなと思います ただ
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設備投資とかをして控除されると、うちのほうには申告では法人税額しか分かりませ

んので、法人税額に対して税率を掛けていますので、収入とか損益とかそういうのま

ではこちらのほうで全部把握しておりませんので、なかなか全てがコロナだったとい

うふうには言えないとは思うのですが、先ほど申しましたように中小企業、または自

動車部品を扱っている企業については影響が大きかったのかなと それがその1,800万、

円というマイナスに出ているのかなと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、３回目ですけれども、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 200万円以下の人の差押え、十分調査しているのだということであり

ますので。もともと200万円くらいで生活するというのは、それだけでぎりぎりです

から、そこに差押えをされたら普通は生活難しいだろうなと思うのですけれども、預

金があったのかどうか、ちょっとそこはしっかり調査されているということなので、

生活に影響がないようにこれからも見ていってほしいと思います。

１点聞きたいのは、課長が軽減申請と金額で2,596万3,000円とおっしゃったわけで

すよね。今のお答えは、2,590万とおっしゃったのではないですか。ちょっとこの差

は何なのか、伺いたいと思うのですけれども。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

村田税務課長、お願いいたします。

〇村田 朗税務課長 お答えさせていただきます。

こちらの軽減税額につきましては2,596万3,000円、こちらが正しい数字となってい

ます。こちらにつきましては、今回一般会計の補正予算にも出ておりますので、こち

らは新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金、こちらの申請の数字

になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、ほかに質疑のある方はどうぞ。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 １点ですけれども、主要な施策の説明書の14ページです。法人の町民

税ですけれども、収納率が99.9％、前年と同じですけれども、この収入未済額が32万

7,000円なのです。いろんなコロナ等の影響もあるのでしょうけれども、この額が増

えているのがやっぱり心配です。それで、ここの件数ですか、どんなふうな推移にな
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っているのか。前年比で増えているのだろうとは思いますけれども、納税義務者の数

は減っていますので、その点についてお尋ねいたします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

岡野収納対策室長、お願いいたします。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、お答えをさせていただきます。

法人町民税の収入未済額の件数ということでございます。２年度につきましては３

社、元年度につきましては２社だったというふうに記憶してございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかに質疑のある方はいらっしゃいませんか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、税務課に関する部分

の質疑を終結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。

休 憩 午前 ９時３７分

再 開 午前 ９時３９分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、総務課並びに会計課に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑をどうぞ。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 初めに、19ページの地方消費税交付金なのですが、これが大きく昨年

の決算書から見ると増えているわけです。消費税は令和元年に上がったわけですけれ

ども、令和元年に上がった12月、３月を比較しても上がっているわけなのです。コロ

ナの影響でこれがあったのか。全体的には景気は落ちているというふうに聞いている

わけですけれども、この点どういう関係で上がったのか、伺えればと思います。

それから、46ページの上の会計年度任用職員なのですけれども、フルとパートの人

数をちょっと伺いたいと思います。

それと、休暇はしっかり取得できているのか、時間外がどのくらいあるのか、最高

の時間でどのくらいになっているのか伺いたいと思います。



- 35 -

パートの方で、期末手当が出なかった人数は何人いるのでしょうか。会計年度任用

職員はこの年度から始まったわけですけれども、それまでの臨時職員より給料は増え

ているのか、伺いたいと思います。

それと、この年度で辞めた方、何人ぐらいいるのでしょうか。引き続き勤めている

方は何人ぐらいいるのか、伺いたいと思います。

それから、一番下の職員の衛生管理なのですが、今日、新聞に、神奈川で自殺をし

た職員が、県は１億円の補償するということで新聞に載っていたわけですけれども、

そういう事例がありますと、やっぱり職員の精神的な状況ってのはどうなのだろうか

って、嵐山町でどうなのだろうかってちょっと思うわけです。それで、こちらも休暇

の取得はどうなのか、伺いたいと思います。時間外は、最高何時間ぐらいやっている

のか伺いたいと思います。２年度、長期休暇された人数、どのくらいの期間なのか、

その内容は精神的なものなのかどうか、もし内容でお話しできれば伺いたいと思いま

す。

それから、50ページの平和事業なのですけれども、今日もまだやっているのかな、

今日はやっていないのかな。ちょっと今、今日は焦って、この前はありましたので見

ておりますけれども、今年のを見ますと嵐山のが一つもないのです。嵐山の戦争遺跡

の保存というのが、私は前から言っているのですけれども、しっかり保存していくべ

きだと、少なくとも写真には撮っていくべきだというふうに思うのですけれども、ち

ょっと考え。去年もあったのかな、ちょっとこの辺のあったのかどうか、では確認し

て、考え方を伺いたいと思います。

それから、60ページの一番下の入札・契約事業ですけれども、この状況を伺いたい

と思います。

それと、69ページの監査委員の関係なのですけれども、委員報酬が昨年より減って

いるのです。どうしてこれが減ったのか、ちょっと内容を伺わせていただきたいと思

います。

それから、研修が昨年もなくて今年もないのですけれども、研修はもともともなか

ったのか、コロナの関係でなくなったのか、伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。
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〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私からは地方消費税交付金の関係と

入札の関係についてお答えしたいと思います。

地方消費税交付金につきましては、令和元年の10月から税率が８％から10％に引き

上げられたものでございます。こちらが伸びた理由ですけれども、コロナの影響とか

もあったのですけれども、国のほうの消費税もかなり予算に対して上振れしたという

報道がございました。やはり消費につきましては、それほどコロナの影響はなかった

のかなというふうに考えているところでございます。

続きまして60ページ、入札の状況についてお答えいたします。入札案件に係る町内

業者との契約の状況でございますが、工事につきましては総契約件数が18件ございま

した。そのうち町内と契約したものは15件ございました。率にしまして83.3％でござ

います。町外につきましては３件です。契約金額につきましては、総契約金額が１億

4,671万円ございました。そのうち町内業者につきましては１億348万円の契約となっ

たところでございます。率にしまして70.5％でございます。町外につきましては

4,323万円でございます。

委託につきましては、総契約件数が28件ございました。そのうち町内と契約したも

のは７件でございました。率にしまして25％でございます。町外につきましては21件

。 、 。でございます 契約金額につきましては 総契約金額が２億4,080万円でございます

そのうち町内業者と契約したものは9,190万円でございました。率にしまして38.2％

でございます。町外は１億4,890万円となっているところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続けて答弁をいただきます。

木村副課長、お願いいたします。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 まず、46ページの会計年度任用職員の関係か

らお答えさせていただきます。

会計年度任用職員の令和２年度の職員数ということでお答えをさせていただきま

す。フルタイムの会計年度任用職員は１名でございます。パートタイムの会計年度任

用職員は113名いらっしゃいました。その中で、休暇ですとか、時間外ですとか、ど

うだったかというご質問なのですけれども、休暇のほうはそれぞれ勤務日数に応じて

付与されている日数が異なります。大体１日取れる職員の方、あと年間で５日まで取

れる方、そういった方がいらっしゃいます。おおむね取得はできているというふうに
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は伺っております。

時間外につきましてなのですけれども、会計年度任用職員につきましては、ほぼ時

間外を行っているというような職員はいらっしゃいません。ただ、突発的にやはり少

し仕事があったというようなときには、月に数時間程度、そういった時間外はあろう

かというふうに思っております。

あと、期末手当の関係です。先ほど113名の方、パートタイムの会計年度任用職員

でいらっしゃるということでお話しさせていただきましたが、その中で期末手当を支

給している、もらっている方は33名いらっしゃいます。この期末手当なのですけれど

も、週に何時間以上お勤めの方、働いている方に対して期末手当が出るというような

、 、決まりになってございますので その勤務日数に応じて支給をしているということで

その人数が33名でございます。

令和２年度から会計年度任用職員の制度が始まったわけなのですけれども、それま

で臨時職員さんとしてお勤めしていただいた方がほとんどです。そのまま令和２年度

も一緒に続けてお勤めをしていただいている方がほとんどなのですけれども、基本的

にはお給料、そういったものは下がるというようなことがないように、まずは時給の

設定もさせていただきました。増えているかと申し上げると、それぞれ業務に応じて

仕事の内容が変われば、それは増えたり減ったりということはございますけれども、

通常、前年度と同じ仕事をしていれば減っているというようなことはございません。

あと、辞めた方が何人いるかというお話でしたけれども、113名の方をまず令和２

年度の当初で採用させていただきまして、特段事情がなければ、そのまま１年間お勤

めをしていただくというような形になります。ご本人様の都合、あとは希望などによ

り、年度の途中で退職されたという方が何名かいらっしゃいます。把握しているのは

本当に数名というような形で、そんなに辞めた方はいらっしゃらないというふうに考

えております。

あと、46ページの職員安全衛生事業の関係の質問なのですけれども、先ほど自殺を

されてしまっている方がどこかでいらっしゃったということなのですけれども、町で

は基本的にはストレスチェックというようなこともやっております。あとは、何か困

り事があれば常に相談に乗りますというようなことでお話はさせていただいているの

ですけれども、具体的にそういった相談は今のところはございません。

ただ、このストレスチェックをやった中で、ストレスが高かった人というのは何人
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かいらっしゃって、こちらのほうではちょっと把握はできていないのですけれども、

そういった方はご自身で、自分はちょっとストレスがかかっているなということは自

覚をしていただいておりますので、そういったところで何かあれば相談をしていただ

けるかなというふうに考えております。

あと、休暇と時間外の関係ですけれども、休暇のほうは去年の実績で、平均取得日

数なのですけれども、8.2日が平均の取得日数でございます。時間外で一番多かった

のは何時間かということですけれども、去年はコロナの給付金の事業が年度初めにご

ざいました そのときに少し仕事が多かった職員がおります ただ そのときでも50か。 。 、

。 、60時間が最高だったようなことで記憶をしております それより高かったというのは

年間を通じていらっしゃいませんでした。

あと、長期の休暇、病気の休暇などをされている方ということでご質問なのですけ

れども、こちらは病気休暇ということで２人いらっしゃいました。それぞれ１か月、

２か月、そういった期間での休暇でございます。

平和事業につきまして、50ページなのですけれども、令和２年度、去年度の事業に

つきましては、去年は戦後75年、新聞記事の特集ということで、新聞社から許可をい

ただきまして、約40の記事をエントランス、役場の入り口のところに掲示をさせてい

ただきました。人数等は、ちょっと把握はしてございませんが、来庁者の方にはそこ

、 。で足を止めていただいて 御覧になっていただけたかなというふうに考えております

今年度なのですけれども、今年度も講演会とかちょっとできないというようなこと

で、同じように役場のエントランスに写真パネルを掲示させていただきました。パネ

ルが12枚ぐらいだったかと思います。比企の地域の戦争のそういったシーンをそれぞ

れ展示させていただいたのですけれども、こちらのパネルが町所有のパネルではござ

いませんで、お借りをして、それを展示させていただきました。その中に、多分１つ

だけ嵐山町のものも含まれていたような気がいたします。申し訳ありません、たしか

あったかと思います。そういった写真の遺跡の保存につきましては、総務課では、申

し訳ありません、ちょっと考えてはいないのですけれども、所有というものではない

ものですから、お借りして展示をさせていただいたというものでございます。

あと、69ページの監査委員の報酬の関係です。こちらは、前年度より安くなってい

、 、 、 、るということなのですけれども 46万6,000円 こちらは代表監査 年額27万1,000円

議員選出の監査委員さんが19万5,000円ということの46万6,000円なのですけれども、
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前年度は48万2,250円ということで、これは途中で監査委員さんの改選がございまし

た。月割りの支払いをさせていただいたものですから、１か月だけダブって昨年度は

、 。お支払いをしているというようなことで 去年が多かったというような形になります

あとは、監査事務の研修会の関係なのですけれども、こちらは監査事務研究協議会

というものは行かせていただいておりますけれども、研修会というものは令和２年度

につきましてはなかったように記憶をしております。コロナの関係で、恐らく中止に

なったというふうに考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 19ページの地方消費税、給料が減っている人が何人もいるという報道

ですから、そういう人も確かに買わなければ生活できませんから、そういうのがここ

に出ているのかなと思ってはいるのですけれども、それでもちょっと伸びが大きいの

ではないかなと。昨年の12月が4,539万4,000円ですよね、今年が7,100万。12月は、

これは反映されるのかな もう少し後になってしまうかな でも ３月 昨年が9,090万、 。 、 、

6,000円か、ですから10万円以上も今年は上がっているということで、コロナで自宅

が多いからこういうのが伸びたのか、それも当然考えられるのですけれども、給料が

減った人も生活しなければならないという人がこういう目に遭っているということ

で、支出が増えているということが言えるのではないかなと思うのですけれども、も

し何かあれば伺いたいと思いますけれども、なければいいです。

会計年度の関係では、分かりました。もう少し、これは精査してやりたいと思いま

す。

、 、 、 。職員の関係なのですが 長期休暇の人が２人いたと １か月 ２か月ということで

単なる病気としかお話にならなかったのですけれども、精神的な病気で長期休暇され

たのか、もしお話しできれば伺いたいと思います。

それから、ストレスチェックのお話がありました。私も、これをちょっとここへ持

ってこようと思っていたのですけれども、ストレスチェックは、これは職員、今何人

中何人がこれを受けたのかお聞きしたいと思います。高かった人が２人いるというこ

とですよね。ちょっと人数を伺いたいと思います。

50ページの平和事業の関係なのですが、嵐山町の戦争遺跡の保存は、する考えはあ

りませんよということで、これは担当課等に言ってもしようがないので、これはどこ
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になるのかな、町長になるのですか、教育長になるのですか。ちょっと教育長も急に

言われたので、あれですね。では、総括のほうにしましょうか。教育長だったら、総

括のほうにしたいと思いますけれども。

入札の関係、ちょっとこれ、ペーパーでもらえないでしょうか、ちょっと書き切れ

。 、 。 、なかったので 全体的には町内 結構高くやっているなというのを感じました 委託

どうしようもないのがありますので、町内ではできないというのがありますので、で

きている分ではかなり頑張っているなという印象を持ちました。正確にはちょっと、

ペーパーをもらって判断したいと思います。

監査委員さんの関係では、そうですか、ちょっとダブりが出てしまうわけなのです

か、その分が増えるということで。何か減らしたのかなと思ったので、お聞きしたの

ですけれども。

研修は、令和２年度はコロナの関係でできなかったというのがほかでもありますか

ら。ただ、元年度もないのですよね。この辺は、定期的な研修があったというふうに

私は認識しているのですけれども、分かったらでいいのですけれども。分かったらで

いいのですというのは、令和２年度は研修がコロナでやめたのかどうか。あったのだ

けれども、やめたのかどうか。令和元年度はなかったですから。ある程度定期的に研

修は必要ではないかなと思っておりますので、ちょっと伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 質疑は以上でしょうか。

〇川口浩史委員 はい。

、 、 。〇松本美子委員長 それでは 質疑の途中ですけれども 休憩を取らせていただきます

20分まで休憩とさせていただきますので、お願いいたします。

休 憩 午前１０時０５分

再 開 午前１０時１８分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

答弁から入らせていただきますので、お願いをいたします。

それでは、青木参事兼総務課長、よろしくお願いをいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、私のほうからお答えをさせていただきたいとい

うように思います。
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まず、１点目の地方消費税交付金の関係でございます。先ほどもご答弁、副課長の

ほうからさせていただいた内容につきましては、国における消費税全体の傾向という

ことでお話をさせていただいたところでございます。令和２年度の地方消費税交付金

につきまして、嵐山町、6,600万円ほど増額をしておるわけでございますが、こちら

の主たるものについては、地方消費税交付金のうち社会保障分ということで、一定の

額が交付されておるわけでございますが、令和元年度の年度中から始まりました幼保

、 。無償化の関係 こちらに関する財源のほうが令和２年度は１年間分交付がなされたと

なお、元年度につきましては、別途地方特例交付金ということで措置がされたという

ことでございますので、この無償化に関するものが主たる増額の要因ということにな

ろうかというふうに思います。

。 、２点目のストレスチェックの関係でございます どのくらいの職員が受けたのかと

このようなご質問だというふうに思います。正職員及び会計年度任用職員、全員に対

してご案内をさせていただきまして、実際には約６割の方が受けていただきました。

若干少ないなという印象を持っているところでございます。こうした結果を、このス

トレスチェック自体が本人の気づき、こうしたことを主に目的として実施をしている

ところでございますので、多くの方に受けていただいて、ご本人さんのご自身を知っ

ていただくと、そして重症化することのないように早期に改善等々を図っていただく

と、こうしたことに今後も努めていきたいというふうに思っているところでございま

す。

また、令和２年度中、長期休暇を取得した職員ということで、お二人ということで

お答えさせていただきましたが、いずれも心の状態、こうしたものがなかなか継続し

て勤務をすることが難しいと、こうした状況があったわけでございますが、お二人と

も早期に快方なされて出勤いただいたと、このような内容でございます。

最後に、監査事務研究会の研修ということのご質問でございますが、比企郡監査事

務研究協議会、この中でその年度の事業等々をどういうふうにしようかと役員さんの

中で協議をして、事業内容を決定しているというふうに承知をしているところでござ

います。令和２年度については、現下の状況を鑑みて、研修事業については中止とい

うことでございます。

１点、申し訳ございません、先ほどストレスチェックのところで、正職員と会計年

度任用職員ということで申し上げましたが、会計年度任用職員につきましては、正職
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員のおおむね４分の３以上の勤務をされている、比較的長時間の勤務をいただいてい

る会計年度任用職員さんを対象にしたというところでございます。

私から以上です。

〇松本美子委員長 それでは、奥田教育長、お願いいたします。

〇奥田定男教育長 それでは、戦争の写真、遺跡に関する担当ということですが、教育

委員会の人権文化財担当でございます。その中で、嵐山町に関わる貴重な写真、遺跡

等は、嵐山町史、それから博物誌の近世・近代・現代編に掲載されているものもござ

います。

なお、戦争体験集とか戦争体験に係る調査報告書というのもありまして、それらも

既に作成をしております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

ほかに質疑のある方はどうぞ。

〇長島邦夫委員 これは質疑ではないのですけれども、先ほど委員長が冒頭申し上げた

こと、もう一度話してもらえませんか。ちょっと聞き取れなかったのですけれども。

〇松本美子委員長 すみません。もう一度申し上げますけれども、現在の進行している

ものにつきましては、令和２年度の決算ということでやっているわけですよね、質疑

を。そして、どうしても質疑をなされている方たちが先へというふうな形で、次回は

とか、来年度はとか、そういうような言葉で質疑をしておりますので、ここで質疑に

戻っていただくということを申し上げました。すみません。お願いいたします。

質疑のある方はどうぞ、挙手を。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私から１点だけお願いしたいと思います。説明書の53ページ、ふるさ

とづくり基金管理事業、これはどういった事業の内容なのか、この基金の役割という

のはどういうものなのか、それをお尋ねしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

ふるさとづくり基金の目的でございますが、こちらにつきましては設置目的といた

しまして、自ら考え自ら実践するふるさとづくりを推進するため、そちらの事業に充
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てるために設置された基金でございます。

こちらの今現在の積立金につきましては、どういったものがあるかと申し上げます

と、森林環境譲与税分を里地里山づくりの保全に充てるために積み立てているもので

すとか、あと公共用地、そちらを売り払った分、そちらを積み立てている分、土地を

売払いした分をふるさとづくりに積み立てている分がございます。あと、ふるさと納

税でいただいた分を積み立てている分もございます。また、その他分として、昨年度

３月に国民健康保険の基金を廃止した繰入金がございましたが、そちらのほうを積立

てさせていただきまして、今後国保の子どもさんの減免のほうを今していると思うの

ですけれども、そちらのほうに利用したり、そういったことに活用しているものでご

ざいます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 決算書240ページと241ページを見ますと、公債費利子3,706万9,000円

という金額に対して支出済額が3,348万1,563円ということで、358万7,437円の不用額

となっている。これは、担当課のいろいろな努力によるものだと思います。

それで、ここから主要な施策の説明書の５ページに戻っていただきますと、地方債

の状況が出ております。これが、去年とその前ぐらいかな、比べてみて、元年度と比

較しても、元金も約２億も減っているのですけれども、私がお尋ねしたいのはこのＡ

の利率別の内訳です。ここが、元年ですと２％のところは3.5、それから1.5％のとこ

ろは２％以下というふうになってきていたのです。今回は、これ、２％と1.5になっ

ているのです。その辺の努力が報われて利子の不用額になっているのだろうと思うの

ですけれども、いろいろと財政融資資金なんかは、かなり古いものはなかなか変動す

ることはできないのでしょうけれども、その辺の担当課として努力された部分のとこ

ろをお尋ねしたいと思います。

それともう一点、25ページ、主要な施策の説明書、ここで地方創生臨時交付金がこ

このところにずっと載ってくるわけですけれども、この中で総務費の補助金というの

が約2,091万7,000円ほどあります。これをいち早く活用して、ページ数がちょっと動

きますけれども、98ページ、ここの４款の衛生費、上水道施設費、水道基本料金免除

事業、これが２回にかけて行われています。これは水道事業としか載っていないのだ
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けれども、一応これの効果といいますか、どのくらいの嵐山町の世帯数の方に還元で

きたのかということです。

それともう一つ、前後して恐縮ですけれども、50ページの新型コロナウイルス対策

物品購入事業です。これは672万ほど支出されていますけれども、ここにサーモグラ

フィーカメラというので、玄関にあるやつ、177万ほどしました。これについては、

いろいろな補助金も活用しながら、こういったようなものに、消耗品などにも使用し

ていったわけでしょうけれども、その辺のところの担当課として、こういったコロナ

対策の物品を購入する事業、ご苦労もあったと思います。その辺について、ある程度

この金額がやっぱり少し決算の額ではどうだったのかなというようなことについてお

尋ねしておきたいと思います。

３点でございます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私からは公債費、地方債の状況につ

きましてご答弁いたします。

こちら、昨年度から比較しまして、表のほうの表記を、3.5％という利率のものに

つきましてはもうなくなりましたので、２％以下という表示に改めさせていただいた

ところでございますが、利率をできるだけ抑えるために嵐山町では、政府資金につき

ましては、こちらは利率のほうがほとんど政府のほうで決まっておりますけれども、

民間資金につきましては、できるだけ低い利率で借入れを行うということを基本とし

ておりますので、民間の金融機関、今現在４行でございますけれども、そちらから見

積りを徴収いたしまして、できるだけ低い利率で借りるようにしているところでござ

います。

それと、水道料金の免除事業の関係でございますが、こちらにつきましては、こち

らのほうに水道基本料金免除事業として載っておりますが、一般会計としましては水

道料金のほう、減収分については水道会計のほうに補助を行ったものでございますの

で、事業の内容等につきましては、大変申し訳ないのですけれども、上下水道課のほ

うの質疑のほうでお伺いしていただければと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続けて答弁をいただきます。
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木村副課長、お願いいたします。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 私からは、新型コロナウイルス対策物品購入

事業につきまして、その概要等につきましてお答えをさせていただきます。

この購入事業につきましては、消耗品、あと備品、そういったものを感染拡大防止

ということで、あらゆるものを想定して、ここで購入をさせていただいたというもの

でございます。

まずは、消耗品430万ほど購入をさせていただきました。こちらの中では、マスク

はもちろんなのですけれども、飛沫防止のパーティションですとか消毒液、フェース

シールド、次亜塩素酸の薬、あと体温計とか加湿器、そういったものをできる限り皆

様に使っていただくようにということで、たくさん購入をさせていただいたところで

はございますが、例えばマスクなどは、当時マスク、とても高くて、なかなか手に入

らないというような状況がございました。単価が高かったのですけれども、１万枚購

入をさせていただきまして、今は備蓄をさせていただいております。

あとは、飛沫防止のパーティションは、役場の事務室内、カウンター、あとは学校

に、それぞれ全てのところに配置をさせていただきました。およそ200枚ほど購入い

たしまして、こちらのパーティションは182万2,056円でございます。消毒液もヒビス

コールをはじめ、いろいろな消毒液がございます。こちらのほうも各施設から要望が

あれば、その都度購入をさせていただきました。およそ500リットルぐらい購入をさ

せていただいたかと思います。こちらは、72万5,161円でございます。今もまだ備蓄

はございます。数百リットルの備蓄はあるかというふうに考えております。

あとは、フェースシールドが200枚、空気清浄機が３台、サーキュレーター、掃除

機も購入しました。あと、加湿器も購入させていただきました。体温計ですとかハン

ドソープ そういったものも購入をさせていただきまして トータルで消耗品は430万、 、

円ほどになったということでございます。

、 、備品購入のほうなのですけれども こちらは先ほど委員さんおっしゃられたとおり

来庁者の方々を検温するサーモグラフィーカメラ、庁舎の玄関と、あともう一台はふ

れあい交流センターに同じものを設置させていただいております こちら２台で177万。

1,000円ということで、こちらはとても高性能なもので、動いていてもすぐ体温が測

れるというようなものでございます。

そのほかに備品購入といたしましては、分散勤務とか、リモートとか、そういった
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ものを想定しましたプリンターの購入、こちらは２台で55万1,100円です。あとは、

サーモグラフィーカメラはもう少し機能を限定した小さいものも購入をさせていただ

きました。そちらは９万6,800円ということで、その他備品購入で購入をさせていた

だいております。

２年度につきましては、こういった形で購入をさせていただきました。足りないも

のは、また３年度にも追加で購入をしたりしております。

対策としてどうだったかということでございますけれども、予算のつく限りで大体

のものは購入できたというふうに考えておりまして、何とか庁舎内、その他施設の対

策は講じることができたかなというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、質疑をどうぞ。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうすると、主要な施策の3.5はなくなったからというようなことで

すけれども、この２％の部分というのも今回1.5になっているのだけれども、それも

3.5がなくなったというような捉え方なのか、それとも何かやっぱり国からだとか、

いろいろな指導があったりして、こういった形ができたのかということです。その点

をちょっとお尋ねしておきます。

、 、 、それと 水道事業のところで聞かせてもらうのですけれども これが補正予算でも

最初はこれ専決だったような気がするのです。それで、非常にこれ、皆さんに行き渡

ることなので、いいことだなと私も最初のとき思いました。その次の第２弾がまたが

ったわけです。２回にわたっているわけです、これはきっと。そうすると、これは国

からのほうの地方創生臨時交付金、これを生かしてここに使ってきたのではないかと

いうふうに私は思っているわけですけれども、やっぱり担当課としてもその辺のとこ

ろはいろいろ考えた上でこれをやられたのだと思います。その辺のところの臨時交付

金と、それから水道の減免の出す金額の捉えたところ、これなら行けるというのがあ

ると思うのだよね。その辺のところは、担当課としてやっぱり苦労されたのだと思う

のだけれども、その辺のところをちょっと聞かせてもらえればありがたい。

それと、３点目については一応、では取りあえずこの対策費の購入費の中である程

度、備蓄ができる程度、予算に対して決算額はこの金額で賄えていたという捉え方で

いいのかどうか、お願いします。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 では、私からお答えをさせていただきたいというふうに思

います。

まず、１点目の起債の償還の関係でございます。令和元年度、3.4％の償還残が１

件でございますが、平成７年に庁舎の関係で借り入れたものが残ってございまして、

令和元年の表については3.5％以下と、このような欄を設けていたわけでございます

が、この１件の償還が終わったことに伴いまして、令和２年度中で一番利率の高いも

のが、1.9％のものが１件、次が1.6％が２件と、こういった状況でございますので、

表のほうを改めさせていただいたというものでございます。ご案内のとおり、ここ何

年か、大変低金利の状況が続いておりますので、今借り入れるものは本当に低利で借

入れができると、このような状況になっておるかというふうに思います。

それと、２点目の臨時交付金の関係でございますが、これまでこのような大きな予

算が国から来て、自治体のいろんな発想で活用ができると、こうしたものというのは

数が少なかったか、ほぼなかったかなというふうに思っております。

こうした中にあって、今回の臨時交付金につきましては、この主要な目的というの

が主に４つ示されていたところでございます。１つ目が感染拡大防止策と医療提供体

制の整備及び治療薬の開発、嵐山町ではできない部分も多々ございますが、２点目が

雇用の維持と事業の継続、３点目が次の段階としての官民挙げた経済活動の回復、最

、 。後が強靱な経済構造の構築と こうした４つの主なものが示されたわけでございます

こうした国の指針に基づきまして、職員が頭をひねって、どういったことに活用して

いったら一番有効なのかということで、事業を選択させていただいたというところで

ございます。

委員さんご質問の水道料金の減免につきましては、たしか一次、今回のコロナの臨

交金は一次から三次まで示されておるわけでございますが、一次で示されたものの金

額の中では実は入れることができなかった事業でございまして、補正を組ませていた

だいたときに、一時的に一般財源を活用して減免しようと、こうしたことを町のほう

で決定して行ったものでございまして、それ以降の二次の交付金の範囲内で臨交金を

活用できると、こうした事業でございます。こうした水道料金の減免、即時的な効果

があろうかなというような内容でございますので、その後２度目の減免という形でさ
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。 、せていただいたところでございます お一人お一人の金額は少ないかもしれませんが

広く町民に対して支援ができた事業ではないかと総務課のほうでは思っているところ

でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 青柳委員さん、すみません、答弁漏れか何かありましたら、もう一

度、すみませんが、お願いできますか。

お願いします。

〇青柳賢治委員 ３点目の物品の備蓄もできて、十分ある程度この決算の数字で賄えた

というふうな課長、副課長の説明だったのだけれども、そのように受け止めた形でい

いかどうかという確認でございます。

〇松本美子委員長 ありがとうございます。

それでは、答弁をいただきます。

木村副課長、お願いいたします。

。 、〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 失礼いたしました こちらなのですけれども

２年度に十分に対策品のほうは購入することができました。備蓄のほうも今のところ

は整っていると、整備されているということですので、今のところは大丈夫かなとい

うふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 私からは３点です。

まず最初、37ページの寄附金についてですけれども、こちらふるさと納税された方

が一般寄附金、社会福祉費寄附、また自然環境など項目によって寄附をされているわ

けですけれども、どのような内容にそれぞれ使われたのかお伺いしたいと思います。

さっき、使わなかったものは基金に積んだと思いますけれども、それぞれのものがど

ういうものに活用されたのか、件数と内容についてお伺いいたします。

先ほどの50ページのコロナ対策の物品購入なのですけれども、こちらサーモグラフ

ィーカメラが177万1,000円ということで、来庁者検温と書いてあるのですが、これに

つきましては庁舎のみならず、町全体で購入された全部の金額なのか。また、庁舎に

は様々な方がご来庁になられて、例えば車椅子で来庁された方は、あれは高さがあり
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ますので、そういう方は検査できるのか。また、あそこのところにそういう方が来た

場合に、距離で、離れていれば検査ができたのかお伺いします。

それと、61ページ、一番下の不当要求等対策事業で、こちらが、もう何年になるの

ですか、前は地域支援課にあったかなと思うのですけれども、総務課ということです

ので、不当要求等のご相談が何件あったのかお伺いしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

ふるさと納税の使い道、どのような内容があるかというご質問でございますが、一

般の寄附金で受けたふるさと納税、こちらにつきましては一般的な寄附でございます

ので、基金のほうへ積立てを行っているところでございます。それで、この中にふる

さと納税分として25万円ほど、新型コロナウイルス対策の寄附として受けたものがご

ざいますので、そちらにつきましても基金のほうに積立てを行わせていただいたとこ

ろでございます。

民生費の社会福祉費寄附金につきましては、ふるさと納税の寄附金につきましては

、 。基金のほうに全て ふるさとづくりのほうに積立てを行っているところでございます

それと、37ページ、こちらの衛生費の寄附金、自然環境保全に対する寄附金です。

こちらにつきましては56万9,000円ございますが、ふるさとづくり基金のほうへ積み

立てた分が36万7,000円、武蔵嵐山管理活用事業、こちら除草の委託等を行っている

事業に20万2,000円充てさせていただいたところでございます。

それと、農業費の寄附金です。こちらにつきましては６万5,000円ございますけれ

ども、地産地消事業の消耗品のほうに３万円使わせていただいております。残額の３

万5,000円につきましては、ふるさとづくり基金のほうに積立てを行っているところ

でございます。

それと、教育に対する寄附金です。こちらにつきましては、学校教育分と文化財保

存事業分で受けておるところでございますが、学校教育分につきましては検定受検料

の補助事業、そちらの補助金のほうに13万円、残額の10万6,000円につきましてはふ

るさとづくり基金のほうに積立てをしたところでございます。

、 、 、それと 文化財保存事業の分でございますが こちらは寄附が16万円ございまして
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指定文化財の保存事業の環境整備業務の委託料のほうに13万円使ったところでござい

ます。残りの残額の３万円につきましては、ふるさとづくり基金のほうに積立てを行

うものでございます。

それと、保健体育費の寄附金、こちら９万円ほどふるさと納税ございましたが、こ

ちらにつきましては全てスポーツ振興基金のほうへ積立てを行ったところでございま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

木村副課長、お願いいたします。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 お答えさせていただきます。

まず最初に、50ページのサーモグラフィーカメラの関係でございます。こちらは

177万1,000円ということで、本庁舎の玄関とふれあい交流センターと２台の分の金額

でございます。同じタイプのものが各学校に設置をされておりますけれども、そちら

はまた別になります。このタイプのものは、この２台だけでございまして、あとはち

ょっと小さい簡易的なものになります。

先ほどのご質問で、車椅子の方ですとか、もしかしたら小さいお子さんなんかも同

じなのですけれども、ちょっと背が届かなくて感知ができないかもというようなお話

がございましたが、距離的には大分離れたところからでもその人を感知することがで

きますので、恐らく車椅子でも２、３メートル後ろからであれば体温を測ることがで

きるかなというふうに考えております。若干ちょっと夏場は誤動作があったりしたよ

うなのですけれども、高機能なものですので、動いているものでもきちんと温度を測

ることができるというふうになっております。

あとは、61ページの不当要求相談員の関係でございます。こちらは、たしか迷惑相

談員というようなことで、地域支援課のほうでやっていた相談員さんがいらっしゃっ

たかと思いますけれども、こちらのほうは主に不当要求というふうに書いてございま

すけれども、まさにそのとおりでございまして、それに限らず町民の方の何か困り事

ですとか、例えば不審者が出たとか、あとは不法投棄があったとか、そういったこと

に対しても対応させていただくというようなことで、今は環境課のほうにその方を配

置しております。

相談件数なのですけれども、同じ方が何度もトラブルというか、そういった問題を
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起こして、そういった方々を対応するということもございます。件数で申し上げます

、 。 、 、と 65件というふうに報告を受けております その中では またいろいろ細かい相談

ダブっている相談なんかもございますけれども、65件ということで報告を受けている

ところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 50ページの先ほどのサーモグラフィーなのですけれども、答弁ですと

ふれあい交流センターの入り口と庁舎の入り口の２台だということでした。今回北部

交流センターでも接種をしたわけですけれども、あちらにもあったと思うのですけれ

ども、そうすると持ち運びをしていらっしゃるということで、買わない方向で２台で

よろしいということなのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

木村副課長、お願いいたします。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 お答えいたします。

こちらに載っている２台のサーモグラフィーカメラは、１台80万5,000円でござい

ました。それに消費税が加わるのですけれども、今北部交流センターなどで集団接種

で行っているときには、ふれあい交流センターからそれを移動したりですとか、そう

いったことで対応させていただいておりまして、この２台は今のところ増やすという

ような予定はございません。

ただ、先ほど申し上げたとおり、少し簡易的な小さなサーモグラフィーカメラは令

和３年度になってから５台増やしました。そういったものを使って、同じように体温

は測れますので、そういったもので対応していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方、どうぞ。

藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私のほうは、主要な施策の54ページ、財政調整基金に２億5,700万云

々かんぬん、これが入っております。厳しい財政状況の中でということで、これは再

三言われている中で、この金額がこういう形で確保できたわけですけれども、これは

前年度は国からのいろんな形でコロナ関係、20億以上ですか、入ってきたということ

もあるかなと思うのですけれども、その辺の経緯というか、この辺の苦労話でもいい
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のですけれども、それをちょっとお聞かせ願えればと。

それから、前のときに、この基金残高でワーストテンというか、自治体の中でかな

り低いレベルということが強調されていたわけですけれども、その辺の状況は逆に脱

却ができたのかどうか、その辺ちょっとお聞きいたします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

財政調整基金、こちらの状況でございますが、なぜこれだけ積立てができたのかと

いうことでございます。９月の補正の段階で決算の剰余金、そちらのほうがかなりご

ざいました。それを１億7,000万円積み立てることができたということが増やせた原

因ではないかと考えております。

また、３月にコロナの関係で特別に発行が許された減収補てん債、そちらのほうを

発行したり、またコロナの関係で歳出がかなり減少になったもの等もございましたの

、 。 、で そちらで歳出のほうの余剰金とかもございました そちらの財源を利用しまして

３月で7,200万円ほど積立てのほうができました。そういったことが大きな要因とな

っているところでございます。

それと、財政調整基金、こちらの県内のほうの状況ということでございますが、こ

れは令和元年度の数字、まだ令和２年度は出ておりませんので、令和元年度のほうの

数字になるのですが、財政調整基金比率、そちらの数字がございます。そちらにつき

ましては 嵐山町は８％となっている状況でございます こちら 町村の平均が16.7％、 。 、

でございまして、市と町村合わせまして、県の平均だと12％、そちらが平均となって

。 、いるところでございます 市を含めましても下から３番目という状況でございまして

町村の中では令和元年度末でも最下位という状況になっているものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 そうしますと、残高の県内の比較というのはできていないということ

だと、まだ発表もされていないということだと思うのですけれども、もしその時点で

３億5,000万あるとすれば、どれぐらいの順位に該当するか。これは、当然類推でい

いのですけれども、それについてはいかがですか。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 お答えいたします。

あと5,000万円あったら、どれくらいになるかということでよろしいですか。

〔 あくまでも仮定」と言う人あり〕「

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 あくまでも仮定ですね。ちょっとお待ちくださ

い。

こちらにつきましては、大体5,000万円あったとしても財政調整基金比率は９％ぐ

らいになると考えておりまして、順位的にはそれほど上がらないのではないかと考え

ているところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかによろしいですか。

ほかにありますか。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 私は２点ほどあるのですけれども、まず50ページの備品購入費の中に

ウェブ会議用のパソコンというのがございます。現在使っている方法、どんなところ

で使っているのか。上のＺｏｏｍのライセンス料とも関係してくるのだというふうに

思いますが、活用方法をお聞きいたします。

あと１つは、53ページに普通財産の管理事業がございまして、委託料の中に不動産

の鑑定委託料、普通財産の何かを目的を持って鑑定したのだというふうに思うのです

けれども、内容をお聞きしたいと思います。

それと、下の伐採委託料についても、場所、どこであるのか、お聞きをしたいと思

いますが。

以上です。最初が50です。

〇松本美子委員長 50ですよね。

〔 所管が違う」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 所管が違うかな。

〇長島邦夫委員 違ったか。本当だ、ごめんなさい。

〇松本美子委員長 すみません。所管が違いますので、そのときにまたお願いします。

〇長島邦夫委員 分かりました。それでしたら、２点目のほうだけお願いできますか。



- 54 -

〇松本美子委員長 53ページで。

〇長島邦夫委員 はい。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私のほうからは53ページの不動産鑑

定委託料と伐採委託料についてご答弁申し上げます。

こちらの不動産鑑定委託料でございますが、こちらにつきましては普通財産の払下

げに伴う鑑定の委託料でございます。駅西地区の移転用地の払下げと、あと吉田地内

の普通財産の払下げもしましたので、そちらのほうの払下げの単価を決めるために鑑

定の委託料を行ったところでございます。

伐採の委託料につきましては、花見台工業団地内の緑地の木がございます。そちら

のほうがかなり大きくなっていまして、そちらのほうが工場の敷地内のほうに入って

きてしまっているという苦情といいますか、問合せがございましたので、そちらは木

のほうを根元から伐採させていただいた状況でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 簡単なことなのですけれども、もう一回再質問させていただきます。

その不動産鑑定委託料、吉田地区の……もう一回ちょっと説明していただきたいの

ですが、どういう場所なのですか、普通財産の。そこ、ちょっと今聞き取れなかった

のですけれども、もう一度お願いできますか。

それと、伐採委託料については、花見台の町の持っている普通財産のところの木の

伐採ということなのですか。もう一度、確認だけできれば結構です。

〇松本美子委員長 答弁よろしいでしょうか。

それでは、金子副課長、答弁をお願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えします。

主要な施策37ページです。そちらの４番目の吉田地内、こちらの土地を払い下げた

ものでございまして、そちらの鑑定評価になっているものでございます。

それと、伐採の委託料のほうにつきましては、工業団地の企業がございます。そち

らの敷地内に町の緑地から生えている木が、枝のほうがかなり侵入している状況がご

ざいましたので、それを伐採させていただいたものでございます。
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以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかにございませんか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 36ページの土地建物貸付収入ですが、ここに三和通商と清水建設と

あります。これは、メガソーラーですよね、今、問題になっている。それの、この契

約はどういうふうな状況になっているのか、どういうふうな形で契約したのか伺いた

いと思います。

同じような場所ですけれども、三和通商は１平米90円で、清水建設は１平米70円の

単価になっているのです、計算してみると。この基準の違いというのは何になるのか

伺いたいと思います。

あと、全体を通してなのですけれども、嵐山町では多分障害者雇用率は2.6％なの

ですが、令和２年度でどういうふうな状況になっているか伺います。

それと、これは資料を頂ければ結構なのですけれども、公用車管理事業、そのうち

の自動車借上料が40台分なのですが、どのような状況になっているか伺えればと思い

ます。公用車管理事業の中に会計年度任用職員報酬が入っているのですが、これはこ

こにだけ１人、運転手さんが入っているということなのか、それともこれを事務事業

として公用車管理事業を行っているということなのか、伺いたいと思います。

〔 ページ数」と言う人あり〕「

〇渋谷登美子委員 ページ数ね。そのページ数は52ページです。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

36ページの財産貸付収入の関係でございます。三和通商と清水建設、こちらのほう

の貸付けでございますが、こちらにつきましては、以前は公衆用道路となっていた土

地を太陽光発電の施設事業用地としまして貸付けを行っているところでございます。

それと、単価の関係でございますが、こちらにつきましては、両方とも単価につき

ましては10円となっているところでございまして、主要な施策のやつを割り返すと、

そのような90円とか70円とかの単価になると思うのですけれども、これは貸付期間が
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ちょっと２つとも違いますので、その関係で差異が出てしまっているような状況にな

っているものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、引き続き答弁をいただきます。

木村副課長、お願いいたします。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 お答えさせていただきます。

まず最初に、障害者雇用率の関係でございます。こちらのほうは、毎年６月１日時

、 。点の雇用率 そういったものを県の労働局に報告をしているというものがございます

その数字につきましてお答えをさせていただきます。先ほど委員さんがおっしゃって

いた令和２年６月１日時点、こちらは2.5％で恐らく報告をしているかと思っており

ます。令和元年度の６月１日では0.85％だったのですけれども、最新の令和３年６月

１日、こちらは2.68％でございます。

、 。 、 、それと 公用車の関係でございます 52ページですけれども 公用車は全部で40台

リースで40台ございます。そちらのほうは、軽の乗用車からトラック、そういったも

のがございます。状況につきましては、資料等を後でご提供させていただきたいと思

います。

会計年度任用職員の報酬ということでございますが、こちらは運転業務の会計年度

任用職員をこちらのほうで計上させていただいております。今回62万5,527円という

ことで計上させていただきましたが、令和２年度につきましては運転業務がほぼなか

ったこともございまして、年度の前半はコロナの給付金の事務、そういったものにも

従事をしていただいたところがございまして、今回62万5,000円というのは半年分の

金額になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 まず、三和通商と清水建設のこれはどういうふうな契約になってい

るのか、契約期間はどこまでなのか、そしてこの契約の条件というのはどうなってい

るのか伺いたいと思うのです。私、これ町道を廃止したときに、とても残念だったの

です。嵐山町の議会が町道廃止に反対していれば、ここのところのあのすさまじい嵐

山町の景観をなくすことはなかったなというのがあるので、これはどういうふうな契

約になっているのか伺いたいと思います。
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それと、障害者雇用率、令和元年度は0.8で、そして2.6％となると、嵐山町の職員

の方は、令和２年度では何人障害者の方を雇用していたのか伺いたいと思います。そ

れは、雇用率というのは正規職員ではなくて、非正規も含めての雇用率になるのか伺

いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子副課長、お願いいたします。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

こちらの契約の期間につきましては、三和通商のほうが令和12年７月14日まででご

ざいます。清水建設につきましては、令和13年の３月31日でございます。

契約の内容につきましては、今手元に資料がございませんので、後ほど回答させて

いただければと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、答弁お願いいたします。

木村副課長、お願いいたします。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 雇用率の関係でございます。令和２年６月１

日、2.5％と先ほど申し上げましたが、こちらは正規職員、会計年度任用職員、そう

いったものを含めた人数で計算をしておりますが、一定の条件を満たしている会計年

度任用職員ですとか あとは除かれる正職員 そういったものもございますので 2.5％、 、 、

という数字を出しております。人数につきましては２人でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかに質疑がある方はいらっしゃいませんでしょうか。大丈夫ですか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、総務課並びに会計課

に関する部分の質疑を終結させていただきます。

暫時休憩といたします。

休 憩 午前１１時１２分

再 開 午前１１時２５分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
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先ほどの総務課の関係なのですけれども、渋谷委員さんのほうの質疑に対しまして

答弁漏れというようなことがありましたので、ここで答弁をさせていただきますので

よろしくお願いします。

青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 貴重なお時間をいただいて、申し訳ございません。先ほど

渋谷委員さんのほうから、36ページの財産貸付収入の契約の内容についてご質問いた

だいた件でお答えをさせていただきたいというように思います。

いずれも一般的な町で使用している土地賃貸借契約書、こうしたものを取り交わし

てございます。いずれも使用目的につきましては、太陽光発電施設事業用地として使

用すると、こうしたことを規定させていただいておりまして、賃貸借の期間につきま

しては先ほど副課長からご答弁を申し上げたとおりでございます。

規定している項目といたしまして、権利譲渡等の禁止、こうした項目、あるいは土

、 、地の使用状況の変更 こうしたものを行う場合には公の承認を受けなければならない

町の承認を受けなければならないと、こうしたことが規定をされているところでござ

います。また、今申し上げた権利譲渡等の禁止あるいは土地の使用状況の変更、こう

したことの規定に違反したときの契約の解除、こうした項目についても取り交わして

いるというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。

それでは、続いて地域支援課に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑のある方は、どうぞお願いいたします。

それでは、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 まず、ページが50ページです。上から２行目にＺｏｏｍライセンス料

ということで３万3,000円が入っておりますが、こちらはＺｏｏｍ会議をされたとい

うことでライセンスを取ったのだと思いますけれども、内容についてお伺いしたいと

思います。

次が55ページ、ホームページ運用管理事業の中にイラストレーター使用料というも

のがございます。こちらについてお伺いいたします。

そして、56ページの12の地域公共交通支援事業、こちらの20万円についてお伺いい

たします。
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そして 57ページ 真ん中の４ コミュニティ施設感染予防対策事業 19団体に233万、 、 、 、

円ということであるのですけれども、お伺いいたします。

以上、４点です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 それでは、お答えいたします。

まず、Ｚｏｏｍ会議の関係なのですが、こちらコロナの関係でＺｏｏｍによる会議

が非常に増えまして、当初は町のパソコンを使ってやっていたのですが、どうしても

固定しているところでなくて、いろいろな場所でやりたいということで、移動できる

ように２台分のライセンスを購入しております。

続きまして、ホームページのイラストレーターなのですが、イラストレーターとい

うのは、特に駅にあるサイネージを掲示するときに、いろいろな加工をするときに使

うようなものはイラストレーターを使って作成しております。

続きまして、公共交通の20万円ということなのですが、こちらはコロナの感染症予

防対策の関係でして、バスの路線に対してコロナの感染症対策をしている事業者で、

幾つか条件があるのですが、嵐山だけではなくて、その幹線の道路、停留所を持って

いる、今回の場合は小川町と熊谷市の３市町でやったのですが、３市町ともこの業者

に補助をするということで、共同でやっていきましょうということで、金額のほうは

それぞれ各市町村によって変わってくるのですが、コロナ対策をしたところプラスあ

と売上げがある程度の一定量の減額が認められたところに補助をしております。

57ページ、コロナの公共施設の関係なのですが、こちらのところは、こちらもコロ

ナ感染症対策をする地域の施設 公共集会所等でコロナ対策をするものに対して 19地、 、

区ですね、団体というか地区に。こちらのほうは、その地区で購入していただいた備

品とか消耗品、例えばエアコン、あと熱の感知式のものとかマスク、消毒液等を購入

したものに対して補助するものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、どうぞ、畠山委員。

〇畠山美幸委員 Ｚｏｏｍライセンス、50ページになりますけれども、２台分のライセ

ンスということですけれども、３万3,000円という。普通、個人で入りますと１か月

2,000円、年間だと２万2,000円とかになるのですけれども、これ期間はどのくらいの
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期間になるのでしょうか。期間についてお伺いいたします。１万5,000円に消費税か

なというのは分かるのですけれども、ちょっと中途半端な金額なので、お伺いいたし

ます。

それから、57ページのコミュニティ施設感染予防対策事業は、ではこれは備品を買

ったという内容で 団体で何か……コロナ禍ですから 何もできないのにどうして19団、 、

体に対策事業費というのを差し上げるのかなと思っていたのですけれども、ではそう

いう備品購入費ということで、それ以外はないということでよろしいのでしょうか。

以上、２点です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 お答えします。

Ｚｏｏｍのライセンスなのですが、こちらはちょっと半端なのですが、2021年３月

から2022年の２月ということで１年間、年度をまたいでしまうのですが、１年間分で

ございます。

それと、コミュニティの集会所の感染予防の対策事業なのですが、こちらのほうは

先ほど委員さんが申したとおり備品の購入とか消耗品、あと先ほど言ったようにエア

コンとかカーテンの設置等の備品、消耗品のものに対しての補助金でありまして、地

区の補助金というのはまた別に出しております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方、どうぞ。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 先ほどちょっと間違ってしまったのですが、50ページの、今畠山委員

もちょっと関連で質問していましたが、私はウェブ会議用のパソコンの使い勝手とい

うか、使う方法、どんなところに使っているのかということ、それをまずお聞きした

いというふうに思います。50ページですね。ごめんなさい。

その次が61ページの４番の各種相談事業なのですが、顧問弁護士の報酬ということ

、 、 、で その中に括弧で45件というふうに書かれていますが 45件全部聞くのではなくて

どんな傾向のものがあるのかお聞きをしたいと思います。

次に、あと125ページにちょっと飛ぶのですけれども、感染症対応災害対策事業と

いうところに、新規事業ですけれども、自動車の購入費ということで、プラグインハ
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イブリッド自動車を購入したというふうなことでございます。借りたのではなくて、

購入したということですけれども、おおよそ、このプラグインハイブリッドというこ

とですから、何か分かるものもあるのですが、内容をまず最初からお聞きをしたいと

思います。

３点です。お願いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 それでは、私のほうからウェブ会議用のパ

ソコンについてお答えいたします。

、 、 、 、こちらは ノート型のパソコンが２台と これに伴うルーター またスピーカー等

こちらとはまた別のものの消耗品があるのですが、それを購入させていただいており

ます。こちらは、先ほどちょっと話をさせてもらったのですが、各課でそれぞれＺｏ

、 、 、ｏｍ会議が増えまして いろいろなところで使いたいということなのですが 移動先

空いている部屋等を使ってできるようなものとして２セット分を買っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、安藤副課長、答弁お願いいたします。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 それでは、私より顧問弁護士さんの

法律相談の内容についてお答えさせていただきます。

、 。 、月に１回 １日６人ということで法律相談を行ってございます 主な内容としては

お金の貸し借りというのが実は一番多うございます。続いて、離婚の問題というのも

今はかなり多うございます。あとは、相続、贈与、遺言関係、大きく分けてこの３つ

が今傾向として多くなってございます。

、 、45件ということになってございますが 実際町民の皆様から相談を受けたのは40件

残りの５件というのは行政、町の相談業務というのがございますので、町の相談業務

を５件受けてございまして、合計45件というふうになってございます。

続きまして、コロナの感染症対策事業につきますプラグインハイブリッドについて

お答えさせていただきます。プラグインハイブリッドにつきましては、委員さんもご

承知のとおりでして、100ボルトのコンセントが車に２個ついてございまして、非常

用電源として避難所等で活用できるということで購入をさせていただきました。

大きな目的としては非常用電源が確保できること、もう一つは広報車の機能を持ち
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たいということで、スピーカーをつけてございますので、いろいろコロナの感染症対

策をしっかりお願いいたしますという形の広報活動ができるということ、あとは災害

時に使いたいということもあって４ＷＤであったということ、この３つでまず選択を

したものでございます。

車の詳細といたしまして、バッテリー容量ですと13.8キロワットという形で、ちょ

っと分かりづらいのですが、今日のような涼しい日でエアコンなどを使わないと、一

般家庭の１日分を賄えるという形となっておりまして、200ボルトの充電器で４時間

半充電いたしますと満タンになると。それが切れたとしても、ガソリンでいうと５リ

ッター エンジンをかけて止まった状態で充電を始めたとしても ５リッターで13.8キ、 、

、 、ロのバッテリーは充電できますし エンジンをかければそのまま電気が行きますので

大体10日分というのですか、売りとしては一般家庭の10日分、電気が賄えます。その

、 。代わり車が走れませんので そういうふうな売りというような形になってございます

100ボルトのコンセントが２個ございまして、２つ合わせて1,500ワット。1,500ワッ

、 、 、トですから 一般家庭のコンセント１個分が ２か所から合わせて1,500なのですが

使えると、このような形で、やっぱり避難所等で活用したいという思いがございまし

て、このプラグインハイブリッドを選定したものでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続けて長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 ２回目の質問をさせていただきます。50ページのウェブ会議用のパソ

コンなのですが、ノート型のパソコンで、そのほかにルーター、スピーカーと１セッ

ト、持ち運びができるということで、各課でウェブ会議、いろいろあるのではないか

なと、最近増えているのではないかなというふうに思います。要望があれば、どの課

でも使えるということでお聞きをしました。以前議会でも、ちょっとこれから進んで

いく方向ですけれども、いざとなったら貸していただけるような話も聞いたものです

、 。 。から どんなところで使っているのかなということでお聞きしました 了解しました

次の61ページについてもお答えいただいた内容で結構です。

次に行きます。125ページなのですが、ここのところでちょっと質問したいという

ふうに思うのですが、通常このプラグインハイブリッド、今いろんな車種が出ている

から、軽から大きい車まで、こういうランクルタイプですよね、そういうタイプもあ

るのですが、ここのところで広報にも使うのだと、ですから４ＷＤの悪路でも使える
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というふうなことで選定したのかなというふうに思います。

そこで、この目的なのですけれども、非常時に主に使うということでございますけ

れども、非常時用に購入したということだというふうに思うのですが、通常は広報に

使っているのか、ほかにも何か使っているところはございますか、そこをちょっとお

聞きしたいのと、請負業者なのですけれども、町内の組合さんにもそういうふうな車

を販売しているというあれがあるのですね、初めて聞いたものですから、そこのとこ

ろをちょっと説明していただければと思いますが。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

馬橋地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうからお答えいたします。

まず、車のほうなのですけれども、あくまで感染対策ということで購入するという

ことで、少し縛りがありましたので、そちらのほうでやすらぎという施設、そちらの

ほうが感染者専用の避難所という設定になっております。そちらのほうを優先的に、

電気が止まったときに電気が供給できるようにということがまずメインの理由になり

ます。

それから、先ほど広報ということで、スピーカーで言葉を発せるようにできている

のですけれども、たまたま購入する時期に、今まで使っていた青色回転灯のパトロー

ルカー、こちらのほうがリース切れになりました。そちらの代用品として、災害が起

こっていない、平時ですね、平時に活用できないかということで、青色回転灯をつけ

まして、なおかつスピーカーもつけまして、そちらのほうを平時に青色回転灯のパト

ロールカーということで今使っております。そちらにつきましては、災害が起こった

場合にはすぐ使えますので、平時に遊ばせておくのがもったいないということで、ち

ょっとそちらのほうは、メインの目的は当然災害用なのですけれども、平時は青色回

転灯のパトロールカーとして使用しております。

業者さんのほうなのですけれども、こちらのほうは町内で整備組合というところで

車の販売を扱っているということがありましたので、そちらを優先的に使わせていた

だきました。

以上になります。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。
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ほかにございますか。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私のほうからは２点なのですが、１つは説明書のほうの57ページ、コ

ミュニティ推進事業の補助金で、菅谷１区から９区、宝くじ助成という形で書いてあ

るのですが、これは１区から９区、何か特別なことをやるということで助成したのか

どうか、その内容をお尋ねしたいというのがまず１点です。

それからもう一つは、60ページのところの人権対策啓発事業ということで、これは

要するに設置で謝礼が出ているということは、当然看板か何か設置したのだろうとは

思うのですが、それはどういった内容の看板か何かをどこに設置したのか、その内容

をちょっと教えていただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 それでは、私のほうから宝くじの関係につ

いてお答えいたします。

こちらは、宝くじの助成金を利用いたしまして、菅谷１区から９区まで、菅谷全区

のテント、こちらのほうがもう古くなってしまったということで10張、それとそれに

使う重りと、テントを運ぶの、今人も大変だということで、軽いのですが、キャリー

カートを購入した金額でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして安藤副課長、答弁お願いいたします。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 それでは、私より看板につきまして

答えさせていただきます。

看板につきましては、もうずっと前から立っております、ちょうど国道と……ファ

ミリーマートさんのところに看板がございます。ずっと昔から立っている人権尊重宣

言の町ということの看板を立てさせていただいています、そこの借地料という形で謝

礼のほうを毎年3,000円お支払いさせていただいておるものでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 そうですか。分かりました。



- 65 -

では、いいです。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

そのほかに。

山田委員、どうぞ、お願いします。

〇山田良秋委員 １点です。主要な施策説明書、これの55ページ、６の広域路線バス運

行事業です。中型のイーグルバスのことだと思います。他市町村との割合での負担金

316万4,000円です。町民の利用状況について、町民の足を確保するのはよいことだと

思いますが、これについてちょっとお尋ねしたいのです。

まず、１回目、バスの定員です。大蔵の狭いところを車をよけながら通るバスです

けれども、あの定員は何名ぐらいなのですか。

〇松本美子委員長 １点でよろしいでしょうか。

〇山田良秋委員 まず１点。

〔 全部聞いてからです」と言う人あり〕「

〇山田良秋委員 全部言う。それから、年間で延べ何人ぐらい乗るのか、または１日の

平均乗車率でもいいです。

それからあと、定員いっぱいになったことは過去ありますかということです。

以上、お尋ねします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 では、私のほうから路線バスの件でお答え

いたします。

バスの定員について、ちょっとここに今のところ数字が、資料がありませんので分

かりませんので、申し訳ございません。

利用人数なのですが、イーグルバス全体ですと、昨年度は年間５万8,021名の利用

がございます。定員を超えたという話は聞いておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかにございますか。

小林委員、どうぞ。

〇小林 智委員 主要施策56ページ、上段でございます。令和２年度は、特別定額給付

金事業、大変ご苦労さまでした。この数字見ると、ほとんどの町民の手に給付金が渡
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ったのかなと思いますが、給付金対象者の数と実際に給付した数、それと辞退した人

の数、それからその他、行き渡らなかった人がいたかいなかったか、この点について

お伺いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから特別定額給付金の関係をお答えいた

します。

まず、対象者ですけれども、１万7,895人に対しまして１万7,877人ということで、

99.8％の方に給付しております。それから、辞退された方につきましては１世帯２名

でございます。それから、通知が届かなかったというか、申請できていない方という

のは、一応18名いらっしゃるのですけれども、こちらにつきましては外国人等を含み

ます。

以上です。

〇松本美子委員長 小林委員、どうぞ。

〇小林 智委員 ありがとうございました。

それでは、外国人が18名、それ以外では辞退された方を除いてほぼ全員に行き渡っ

た、交付率が99.8％ということなので大変安心いたしました。

この18名の外国人なのですけれども、これの中で受け取れる権利があるのに受け取

られていないとか、受け取ることができない、お渡しすることができない事情とかが

ありましたら、全部とは言いませんけれども、大体こういうような事情がありました

ということで教えていただけたらと思います。

〇松本美子委員長 それでは、馬橋地域支援課長、答弁お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 お答えいたします。

外国人の方は、こちらにたしか５名いらっしゃいました。残りの方は、日本人の方

なのですけれども、パターンといたしましては基準日以降に転出してしまって、お手

紙をお渡しできないという方がほとんどでございます。

それから、日本人の方につきましても住民票を置いたまま違う場所に転出、実際体

は転出している方ですとかそういった方で、うちのほうもできる限り住基情報を扱っ

ている課にお願いしまして情報を集めまして、連絡先等を調べたのですけれども、そ

ういう方が見つからずにお手紙が渡せていないという方も数名はいらっしゃいまし

た。しかし、そういう方は恐らく実際住んでいるところで受け取っているというふう
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に想定しております。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、小林委員、３回目ですけれども、どうぞ。

〇小林 智委員 ありがとうございました。説明いただきまして、地域支援課のほうで

もそういったふうにご努力いただいて、一人も取り残さないというご努力いただいた

ということで、大変感謝しております。

質問は以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方。

藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私のほうは、まず49ページの下のほうですけれども、ＰＣ機器の借上

料、それから情報セキュリティ強化対策機器の借上料、それらありますけれども、こ

の台数、内容等を教えていただければと思います。

それから、もう一つは主要施策の54ページですけれども、企画総務事業の中で比企

元気アップ事業というのが10万円ありますけれども、これはどんな内容でされたのか

ということです。

それから、３点目なのですけれども、55ページ、この総合振興計画及び総合戦略策

定支援業務委託、これが548万云々かんぬんですけれども、それからその下のほうで

、 。 、公共施設個別施設計画策定業務委託 1,639万云々かんぬんと この業者選定の方法

この業者を選定した理由等をちょっとお聞かせ願えればと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 お答えいたします。

ＰＣの借り上げなのですが、こちらは52台を借り上げております。

続きまして、情報セキュリティーの強化の対策の関係なのですが、こちらは仮想化

といいまして、インターネットの分離、メールの無害化、暗号化等の費用でございま

す。

元気アップ事業なのですが、こちらは比企地域の市町村及び県、地域の団体が連携

を図りながら比企地域を取り巻く大きなチャンスを生かして地域の活性につながるこ

とを目的としておりますが、昨年度はコロナの関係で事業自体は実施しておりません
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でした。負担金のみでございました。実際事業を実施していなかったということで、

この負担金は今年度に繰り越しております。

最後に、総合振興計画と個別施設計画の業者選定なのですが、個別施設計画のほう

はプロポーザルを実施して決定しております。総合振興計画のほうは、入札を実施し

ております。プロポーザルのほうなのですが、内容を担当また関係機関と精査しまし

て、点数をつけさせてもらって、一番よりよいところということで決定させていただ

きました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、藤野委員、質疑をどうぞ。

〇藤野和美委員 私は、49ページのＰＣ機器の借上料ですけれども、この金額に対して

52台というのは、ちょっと何か少ないかなという感じもするのですけれども、これは

各１台当たりの月額料、かなりの金額かなと思うのですけれども、これはかなり前の

契約からずっと続いているということですか。

〇松本美子委員長 それでは、１点だけでよろしいですか。

〇藤野和美委員 １点だけです。

〇松本美子委員長 それでは、青木副課長、答弁をお願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 すみません、借上料、私のほうでちょっと

間違えておりまして、先ほど52台と言ったのは委託料の関係でした。実際の借り上げ

の台数は187台でございました。すみませんでした。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

ほかに質疑なさる方は。まだ質疑があるようでございますけれども、暫時休憩をさ

せていただきますので、よろしくお願いをいたします。

開始時間は１時30分とさせていただきます。

休 憩 午前１１時５７分

再 開 午後 １時２８分

〇松本美子委員長 それでは、時間は少し早いのですけれども、皆様がお集まりでござ

いますので、午前中に引き続きまして地域支援課に関する部分の質疑を行いたいと思

います。

また、馬橋地域支援課長さんより答弁漏れがありましたということの申入れがあり
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ましたので、こちらを先にしていきたいと思います。

まず、山田委員さんの答弁漏れからお願いをいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、午前中、山田委員からご質問ありましたバスの定

員の関係でございますけれども、そちらにつきましては36名でございます。

続きまして、藤野委員のご質問、同じく55ページなのですけれども、総合振興計画

策定事業と公共施設の個別施設計画策定事業でございますけれども、こちらのほう、

両方ともプロポーザルにより優先交渉権を決定しております。まず、総合振興計画の

ほうは６者にお願いしまして、２者が参加しております。個別施設計画の関係は８者

にお願いして、同じく２者が参加しております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。

それでは、地域支援課につきましての質疑をなさる方は挙手をお願いいたします。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 21ページの下から２つ目の丸の行政財産使用料、これが昨年はなかっ

たのですけれども、どういうところが使用財産になったのか伺いたいと思います。

それから、54ページの企画総務事業の比企元気アップ事業、去年もありました。そ

の下の宇宙・産官学・地域連携コンソーシアム、どんなことをしたのかちょっと分か

らないので、伺いたいと思います。

それから、次の55ページの特別定額給付金の関係なのですが、小林委員さんからの

ご質問で大体は分かりました。ＤＶの方もいらしたのではないかなと思うのです。世

帯主申請ですから、そういった場合の対応はきちんとできたのか、漏れはなかったの

か、伺いたいと思います。

それから、60ページの真ん中より上の駐輪場の関係なのですが、最近はすぐ置ける

かなという感じがするのですけれども、でも苦情はあったのか伺いたいと思います。

それから、69ページの上の国勢調査事業の、この四角の中のゼンリンに関係するこ

となのですが、事業内容として調査員が使用する調査区地図作成に係る業務委託と、

ちょっとよく内容が分からないのです。ゼンリンといえば、１戸１戸の戸建ての住宅

まで地図で示しているわけですけれども、それを手伝っているということになるわけ

なのですか、ちょっと伺いたいと思います。

それから、123ページ、この消防施設整備でいいのかな、非常備消防の消防車には
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車載カメラは全部についているのか伺いたいと思います。

それから、一番下の防災対策事業なのですが、アルファ米13箱、備蓄用パン30箱と

いうことで、これで何人分になるのか伺いたいと思います。

それから、これはある程度の賞味期限があると思うのですが、その前の賞味期限も

切れたので購入したのかなと思うのですけれども、その前の分はどういう処理をした

のか、今度の賞味期限と併せ、その前の分はどう処理したのか伺いたいと思います。

次の124、一番下のアルミ簡易ベッドが60台、その下にもアルミ簡易ベッド91台と

151台になるわけですよね。大体これが想定される、避難される方の人数ということ

であるわけなのでしょうか。段ボールベッドがそこにあったことがありますよね、そ

れを幾つか購入しているのかどうか、併せて伺いたいと思います。

それと、次の125ページの中ほどの工事請負費に電源増設工事というのがあるので

すけれども、これは何のために増設したのか伺いたいと思います。

それと、その上の安否確認タオル１万枚ということで、これは黄色いタオルのこと

かなと思うのですけれども、これを各家に配ろうということでやったこの経緯は、ど

ういうふうな経緯で配ったのか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 それでは、私のほうから、ここから武蔵コ

ンソーシアムの関係とゼンリンの関係をお答えさせていただきたいと思います。

ここから武蔵コンソーシアムというのは、産官学ということで、町、学校、あと民

間の事業者、法人、個人の方が集まって、メインは鳩山にある地球観測センターのほ

うがメインになりまして、コンソーシアムということで地域のワークショップをやっ

ております。昨年度は、コロナの関係で総会だけしかございませんでした。

続きまして、ゼンリンの関係なのですが、こちらは国勢調査を調査員の方に回って

いただくときに地図を持っていただくのですが、この地図はゼンリンの地図を使わせ

ていただいております。この地図は、勝手にコピー等はできませんので、ゼンリンの

ほうに委託して、その地図を使わせていただいて、その担当の地区をコピーして、担

当の調査員のほうに持っていただいて調査に回っていただくということで使用してお

ります。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして馬橋地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、55ページの特別定額給付金のＤＶの関係をお答え

いたします。

こちらにつきましては、世帯主さんに一応支給しておりますけれども、ＤＶの関係

で申請があった場合にはそれぞれ個人の方に支給しております。各市町村と連携を持

ちまして、漏れのない対応をしております。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、安藤副課長、答弁をお願いいたします。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 それでは、私、何点かお答えさせて

いただきます。

まず、駐輪場に関してお答えさせていただきます。駐輪場につきましては、今年度

より担当としてはまちづくり整備課のほうに移管をさせていただきましたが、最初に

駐輪場を１つ廃止のときは、かなりのお叱り等を頂戴したものでございますが、慣れ

てしまったというのもあるのかもしれないのですが、今私どものほうに少ないという

形のほうは、お話はいただいておりません。ただし、並びが、どうしても自転車がば

らばらに並んでいるという形での、そういった形の台数というよりかは並ばせ方がよ

くないという形での去年は一つお話をいただきまして、白い線で駐輪場の区画を書き

直したといいますか、現地に行っていただくとあれなのですが、そういったふうな作

業を行いまして、こういうふうにきれいに置いてください、このスペースですよとい

う形で調整のほうはさせていただいたという形で、台数というよりは置き方がばらば

らなのではないかと、そういった形のお話のほうはいただいてございます。

また、アルファ米につきましてお答えさせていただきます。アルファ米、備蓄食料

ですね、アルファ米につきましては50食になります。これだと650食という形で、５

キロの乾燥したお米にお水を５キロ入れると10キロになるという形で、200グラムで

50食というような形になります。賞味期限は５年間になります。備蓄用パンにつきま

しては、缶詰のパンという形になっていまして、中に２個入っております。こちらは

、 。 、30箱で24食ですので 720食という形になります 650を足しますと1,370という形で

こちらも賞味期限は５年間という形になります。備蓄食料は、一般的に賞味期限５年

間という形になっていますので、毎年少しずつ買い足しております。当然５年間たつ
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と切れますので、そういったものに関しては、今は特に自主防災組織とか地域のコミ

ュニティの方にご案内して、訓練等でどうでしょうかという、そういうような形でご

案内をさせていただいております。今年度につきましても、幾つかから、もう切れそ

うなものはありませんかという形でお声かけをいただいておりまして、実際は配付を

してございます。

続きまして、アルミベッドにつきましてお答えをさせていただきます。このアルミ

ベッドにつきましては、コロナの地方創生臨時交付金を活用して購入のほうをさせて

いただきました。補正予算、６月補正予算、９月補正予算、そういった関係で２回に

分けて購入をさせていただきまして、計151という形になってございます。この151に

つきましては、この上にはワンタッチパーティション、このパーティションとアルミ

の簡易ベッドがセットという形になりまして、２メーター10掛ける２メーター10の高

さは140というのですか、そういうプライベート、ワンタッチのパーティションの中

にアルミベッドを１つ置きまして、これは避難者というか、要配慮者といいまして、

障害をお持ちの方ですとか妊産婦さん、あとは乳幼児、ちょっとした病気をお持ちの

方、外国人の方等、特別の配慮が必要だと思われる方のプライベートといいますか、

少し間仕切りをするという形で、各10の避難所に、今コロナの対策で少し幅を取りま

、 、 、 、して ぎゅうぎゅうでなくて ゆったりしたスペースを取りまして 各避難所に幾つ

例えば菅小は26、志賀小は20というふうに１個１個、避難所で幾つ要配慮者のスペー

スが必要かというものを全部計算いたしまして、最終的に計算したものが151セット

ということで、アルミの簡易ベッドとパーティションはセットという形で購入をした

ものでございます。

一般の方に関しましては、このパーティションではなく、ある程度スペースを取り

ながら、ブルーシート、ここにはないのですが、２メーター70の１間半、１間半のブ

ルーシートを買いまして、こちらに通路１メーター、お互い、今２メーター空けて各

避難所に配置をするという形でコロナ避難所のマニュアルをつくってございますの

で、そういった形で対応してございます。こちらのパーティションにつきましては、

特別配慮が必要な方用という形でご認識をいただければと存じます。

続きまして、電源の増設工事につきましてお答えさせていただきます。こちらにつ

きましては、先ほど長島委員からお話をいただきましたプラグインハイブリッド、

200ボルトの充電が必要になりますので、車庫にちょうど200ボルトの電源が来てござ
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いましたので、本当の簡易にコンセントを作るだけという形で済みまして、このよう

な形で増設の工事をさせていただいたものでございます。

続きまして、安否確認タオルにつきまして１万枚という形で、ちょうど７月に防災

会長会議を行いまして、各地区の防災会長さんに趣旨を説明して、多分七郷地区以外

は全ての皆さんに行き渡っているかなと思っていました。七郷地区は、ちょうど今月

末にこれから配付をするという形で承っております。もともとは、七郷地区の防災会

の方から、七郷地区は発足して以来、避難に関してすごく力を、とにかく避難に特化

した形でずっと訓練を行っておりまして、何とか、基本的には地震を考えております

が、地震のときに各班長さんが近所を見て回りたいのだと。そのときに無事かどうか

分からないし、避難をしてしまったかも分からないので、何かないだろうかという形

で事前にご相談を、これは何年も前からお話をいただいておりました。そこで、ちょ

うど臨時交付金を頂戴できるということもありまして、ではタオルを買ってみようか

と。結構全国的にやっております。それで、タオルを玄関に置いて、無事だよとか、

、 、 、もしくは今避難をしているよという形で 基本的には班長さん 隣近所で確認をして

大丈夫かな、避難したかなと、それをどうしても防災会としてやりたいと、そこから

始まりまして、では七郷だけではなくて全町でやろうよと、そういう形で１万枚購入

をさせていただいたものでございます。

車載カメラにつきましては、こちらは非常備消防であればついているのかなと思う

のですが、町の消防団の車ですとドライブレコーダーという形が精いっぱいで、なか

なかナビが車の性質上つけられないといいますか、ナビつきというのがあまりありま

、 。せんので ドライブレコーダーという形になるのかなというふうに考えてございます

答弁漏れあったら申し訳ありません。私のほうは以上になります。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を引き続き馬橋地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから21ページの行政財産使用料、こちら

のほうのお答えをいたします。

こちらにつきましては、福祉課を通しまして、保護司会のほうに菅谷のパトロール

センターの一室を貸しております。そちらの使用料になります。

以上です。

〇松本美子委員長 これで再質疑は、川口さん、よろしいですか。

〇川口浩史委員 いいですよ。
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〇松本美子委員長 川口委員さん、質疑をお願いいたします。

〇川口浩史委員 21ページの行政財産使用料、保護司会から云々という今ご説明で、こ

れは、なに、去年から、令和２年度からのことなのですか。その前はやっていなかっ

たということなのですか。ちょっと今の説明だとよく分からなかったので、この始ま

り、どういう経緯で始まったのかを、もし令和２年度からであればお願いしたいと思

います。

それから、54ページの元気アップ事業、これはちょっと説明がなかったように思う

のですけれども、10万円、比企の各自治体が出し合っているわけですよね。全部10万

円とか交付金、どんな事業をした……

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 犾守さん、質問したか。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 そうなの。そうか、ごめん、聞いていなかった。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 ああ、そう。では、そこをちょっと突っ込みたいので。どんなことを

していたのか伺いたいと思います。

それからその下の宇宙・産学官・地域連携コンソーシアム、総会で３万円なのです

か。これもあれでしょう、宇宙、鳩山の。だから、各自治体でこれは出し合っている

のでしょう。お金ためて何かしようということを計画しているのですか。それであれ

ばいいのですけれども、何もしなくて総会だけで３万円というのは、もう嵐山の費用

だけで３万円で済んでしまいますよね、総会だけだったら。ちょっとどうなのか伺い

たいと思います。

55ページの定額給付金なのですが、ＤＶの関係。そうしますと、これは何件ぐらい

嵐山ではあったのでしょうか。きちんとされたということなので、当然件数もおつか

みでしょうから伺いたいと思います。

60ページの駐輪場なのですが、そうですか、今は苦情がないということで。そうし

ますと、現状のままでいくということですか。少し広げる話が数年前にあったわけで

すけれども、その話はもうないということでよろしいわけなのですか。西口に有料の

駐輪場を造るというわけですよね。そういうことも鑑みて、東口はもうこれ以上は広

げないということでよろしいのか伺いたいと思います。
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それから、消防団の消防車なのですが、車載カメラとドライブレコーダーというの

はちょっと違うのですか。私にすればどっちでもいいのですけれども、しっかりそれ

がついているのかどうか、全部の消防車についているのかどうかをちょっと確認した

いのですけれども。

それから、アルファ米や備蓄用のパン、そうすると自主防災訓練、こういう場で使

うから扱っていますよということなので、余っているということはないわけですか、

、 。捨てているということはないわけなのですか そこをちょっと確認したいと思います

それから、次の124ページの……分かりました、このアルミ簡易ベッドの使い方、

使うことにつきましては。避難者、一般の避難者の場合の段ボールベッドというのは

幾つぐらいあるのですか。そこは十分備わっているのか、ここの中では買えなかった

のかどうか、ちょっと確認したいために今の数を伺いたいと思います。

あとはいいです。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 それでは、私のほうから54ページのまず元

気アップ、コンソーシアム。すみません、元気アップのほうは、先ほど藤野委員さん

のところでお答えしたので答えませんでした。すみませんでした。

比企元気アップ事業は、比企地域の市町村及び県、地域団体が連携を図り、比企地

域を取巻く大きなチャンスを生かして比企の地域の活性化につなげることを目的とし

ております。昨年は、コロナ感染症予防のために中止されているのですが、それまで

は事業として大きく、一昨年は３つしておりました。まず最初が着地型の観光セミナ

ーということで、比企に人口増加のプロジェクトをしようということで行っておりま

す。もう一つが比企こどもまつりということで、比企青年会議所等に協力していただ

きまして、比企のこどもまつりを実施しました。もう一つが人口の誘導戦略というこ

とで、若年層の労働者の勧誘ということで企業説明会等を実施しておりまして、昨年

、 。度も実際は実施する予定だったのですが コロナの関係のため中止となっております

また、今年度の、令和２年度の補助負担金の10万円は事業をしていなかったというこ

とで、今年度に繰り越しております。

続きまして、宇宙・産官学・地域連携コンソーシアム、こちらのほうは町の負担金

は３万円ということなのですが これは会議だけではなくて 会員さんが 法人が18法、 、 、
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人、個人の方が７人いらっしゃいまして、その中からいろいろな事業をやってみたい

という方で応募していただきまして、その方に協議会のほうでこの事業が面白いので

はないかということで、ある程度補助してそれをやっていただきまして、それをワー

クショップ等で発表していただくと、それが総会の中に入っておりますが、昨年度は

ウェブ会議のみの開催となりました。

54ページは以上です。

〇松本美子委員長 それでは、馬橋地域支援課長、答弁お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、お答えいたします。

まず、21ページの行政財産の使用料ですけれども、これは昨年度からということに

なっております。

続きまして、55ページの特別定額給付金のＤＶの関係ですけれども、嵐山町に住所

を有していて、ほかで受け取っている方は３名でございます。

続きまして、60ページの駐輪場の関係ですけれども、こちらにつきましては先ほど

副課長のほうから答弁がありましたけれども、今年度よりまちづくりのほうに事業を

移管しておりますので、西口の開発と絡めまして総合的に判断していただくことにな

っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして、安藤副課長、答弁をお願いいたします。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 それでは、私のほうからまた何点か

お答えさせていただきます。

まず、アルファ米につきましては、捨てていることはございません。地区の夏祭り

とか、とにかくいろんなところに声をかけて使っていただけないかという形での一種

の営業活動を行って、捨てることがないようにこちらも努力をしております。

車載カメラにつきましては、こちらはドライブレコーダーということで、消防団各

車両に設置がしてあるという、ドライブレコーダーが設置をしてあると、そのような

形でございます。

、 。 、 、段ボールベッドにつきましては 現在12しかございません 段ボールベッド 一時

かなり注目されまして、訓練用等で購入をしてみたのですが、かなり大きいのです、

物が。ですから、やっぱりしまっておくというところにどうしても難点が来てしまう

ので、あくまでも試験的、実験的に購入をしたのですが、今12ございますが、これを
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増やしていくというような形では、置き場所という面も含めて、現在のところでは考

えてございません。

以上でございます。

〇松本美子委員長 川口委員、もう終わりですか。

〇川口浩史委員 うん。

〇松本美子委員長 分かりました。

そのほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 説明書の60ページなのですが 部落解放同盟の補助金が27万1,300円、

で、これはいつも、毎年45万円だったかなと思うのですけれども、返還があったとい

うことですよね。その点の具体的な内容について伺います。

それから、61ページ、顧問弁護士料が85万8,000円ですけれども、契約内容という

のはどのような形になっているのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 ２点でよろしいですか。

〇渋谷登美子委員 ２点です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

安藤副課長、お願いいたします。

、 。〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 それでは 答弁させていただきます

まず、部落解放同盟の補助金についてでございます。委員さんおっしゃるとおり返

還がございました。５月に支部のほうで総会が行われまして、その後実績報告のほう

を頂戴してございます。その実績報告書を支部の方に、プラス支出伝票のほう、持参

のほうをいただきまして、一つ一つ一緒に確認をしまして、補助の対象になるものを

積み上げたところ27万1,300円だったということで、補助金のほうは40万円でござい

ましたので、差額の12万強を出納閉鎖、５月31日でございますので、出納閉鎖までの

間に返還のほうをお願いしたというようなことでございます。

、 、 、顧問弁護士さんとの契約内容につきましては 月に１回 町で法律相談を行う及び

あと電話等で必要に応じて相談を行うというような形で、基本的には内容としてはそ

の程度の内容をさせていただいておりまして、あとは月払いだよとかという形で今や

らせていただいているものでございます。

以上でございます。
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〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 そうすると、すみません、部落解放同盟の補助金のほうですけれど

も、実績報告書があって、支出伝票を一つ一つ調査して、そして返還を求めたという

、 、ことで 実際には40万円の部分があったということなのかどうか伺いたいと思います

支出が。

ということと、それと顧問弁護士の報償費なのですけれども、月１回となると一月

７万1,500円になりますが、そのほかに電話での相談というだけで、それも含めてと

いうことで、他の弁護士さんが関わっている条件に関しては、それ以外のものは前に

着手金を払ってあるから今回は使っていない、令和２年度は契約内容の中に入ってい

ないということでよろしいのですか。

〇松本美子委員長 それでは、安藤副課長、答弁をお願いいたします。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 それでは、２件お答えさせていただ

きます。

部落解放同盟嵐山支部さんの支出の総額という意味でございますが、40万円は届い

てございませんでした。中身を確認させていただきますと、緊急事態宣言中に関して

は活動がやっぱりございませんでした。緊急事態宣言前、４月の頭と緊急事態宣言が

解除された７月から活動ということになっておりました。あとは、研修会とか等、当

然やっぱり減ったこともございまして、トータルという意味での40万円は支出はして

ございません。

続きまして、顧問弁護士の先生に関しましては、純粋に月１回の相談と、必要によ

って……相談というのですけれども、行政との相談というような形で、それは随時と

いう形で、純粋に７万1,500円掛ける12か月という純粋な相談業務ということだけの

契約でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 顧問弁護士報償については、そうすると前回から見ているので、住

民訴訟の部分と、それから公平委員会等の対応というのがありますよね。それは令和

元年度の着手金で済んでいて、それ以後のものは全然支出していないということでよ

ろしいのですか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。
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馬橋地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 うちのほうで管轄している部分では支出しておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑がある方は。

青柳委員、どうぞ。

、 、〇青柳賢治委員 先ほどから出ているのですけれども 55ページの特別定額給付金事業

これもいち早く嵐山町では町民の皆さんのところへ届いて、あまり混乱なく、担当課

はよく頑張ってくれたのだと思います。

さっき小林委員も聞いているところがあるのですけれども、いわゆる会計年度任用

職員からずっと出てきているところが約1,070万ほどになるわけですよね。この作業

に当たって委託料なども発生しています。初めての国民に国が給付するというような

事業だったわけですけれども、ある程度、最初の当初の予算ですと1,600万ぐらいの

国からの事務局経費というのは出ていたわけですけれども、それをかなり減額した形

で決算がされています。それで、その辺についての、担当課として、この時間外勤務

が約332万ほど出ていますけれども、その作業をやるについてどうだったのだろうか

なということをお尋ねしたいのです。

それと、先ほど畠山美幸委員も聞いているのですけれども、57ページのコミュニテ

ィの感染対策予防事業なのです。これ19団体ということになると、地区だから恐らく

35ぐらい、本当は出ていくべきなのかなと思ったのですけれども、233万、19団体に

対策事業として補助金が出ました。この辺のところは、要するに各地区に対して、そ

れなりの町として、いわゆる周知をした上での補助金になっていったのかどうかとい

うこと、その点について２点です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

馬橋地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから特別定額給付金の関係をお答えいた

します。

こちらにつきましては、当初国のほうで概算予算ということで、単純に1,600万ほ

ど事務費を使って構わないという形で来ていましたけれども、こちらにつきましては

うちのほうで事業を進めていく中で、例えば委託、外部に委託して作業をするですと

か、そういったことになるとかなりの経費がかかったかなと思うのですけれども、こ
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ちらは各課に協力いただきまして、職員である程度対応できましたので、そちらのほ

うをかなり経費削減できたかなというところで考えております。

消耗品等、そういった必要なものに関しましては、全て用意させていただいて滞り

なく事業を終了できましたので、いただいた金額については精算をしております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 それでは、コミュニティ施設感染予防対策

事業の関係なのですが、こちら19団体、19地区ということなのですが、実際申請があ

りましたのは、全てではないのですが、もっとあります。ただ、例えばマスクとか簡

易なものというのは、他の防災のほうの消耗品等で対応できるものがございましたの

で、改めてそこで重なるようなことがないように、あくまでもこちらのほうで該当す

るものだけ、あとパーティションとか段ボールベッド等も希望があったのですが、そ

ちらは違う事業のほうから地区のほうには希望どおり配付しております。

以上です。

〇松本美子委員長 青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 今課長から説明があったように外部への委託だとすると、もっといわ

ゆる経費がかかっているという説明でした。そうすると、かなり役場の職員で努力さ

れながら、この事業をやられたと思います。

１点、例えばＴＫＣに出ている164万5,000何がしなのですけれども、こういったよ

うなものというのは、これもあくまでも特定給付のこの事業のためだけに使ったと、

あと汎用というか、ほかのところに使っていけるようなものではないということなの

かどうか、それが１点。

それとあと、19団体に出た233万という補助金ですけれども、そうすると担当課と

してはパーティションだとかいろいろなものは出てきたけれども、この補助金の趣旨

に沿ったコロナの感染の予防対策の事業に対して補助ができたということでよろしい

のでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

馬橋地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 お答えいたします。

こちらの委託料はＴＫＣのほうの委託料でございますけれども、こちらの内容につ
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きましては特別定額給付金の事業をするためだけのソフトということになります。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、青木副課長、お願いいたします。

〇青木正志地域支援課政策創生担当副課長 コミュニティ施設感染予防対策事業のほう

なのですが、こちらは先ほども申したとおり要望があったものをほとんど対応してお

りまして、ここに載っていないものも他の予算で対応しております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はいらっしゃいませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑がないようでございますで、地域支援課に関する部分の質疑を

終結したいと思います。

暫時休憩とさせていただきます。

休 憩 午後 ２時０７分

再 開 午後 ２時０９分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、町民課に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑をどうぞ。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 65ページの一番上の旅券事務委託、これはパスポートの件ですか。昨

年から比べて増えているわけですけれども、コロナで旅行減るのかなと思ったのです

が、増えているわけですよね。何かつかんでいたら、こういったことが要因としてあ

るのではないですかということがありましたら、ちょっと伺いたいと思います。

それから、一番下の地方公共団体情報システム機構、この金額が大幅に増えている

。 、 。 。わけですよね ２倍以上ですよね 昨年の ちょっとその理由を伺いたいと思います

それから、令和２年度のマイナンバーカードの発行数というのは、これはちょっと

どこかに載っているのかなと思って見ていたのですが、載っていそうもないのです。

ちょっとどこに載っているのか伺えればと思うのですけれども。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、柳澤副課長、答弁をお願いいたします。
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〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長 それでは私のほうから、まず初めに最初の旅

券の申請の旅券事務委託料の件についてお答えいたします。

やはりコロナの影響で、令和２年度の東松山のパスポートセンターの実績の数は、

１年間で24件、令和２年度は24件ということで、前年度に比べたら前年の13％で、す

ごく金額のほうは減っているのですけれども、こちらの旅券事務の委託料は、嵐山町

は東松山のほうに申請交付事務を権限移譲している額になりますので、こちらの額は

そちらには関係なくといいますか、請求のほうが来ていますので、額はあまり変わら

ず、この金額になっております。

あと、地方公共団体情報システム機構の負担金のほうが多くなっているということ

についてですが、そちらの額はマイナンバーカードの交付の数と、あと人口割のほう

でＪ―ＬＩＳの事業費の請求ということで来ておりますので、そういうのを計算して

こちらの金額で、マイナンバーカードの交付も増えておりますので、大きな額になっ

ております。

それとあと、令和２年のマイナンバーカードの交付の数なのですけれども、累計で

令和２年の３月31日末の数は5,636枚と、そのときは交付の率が31.5％で、県内で７

位になっております。

私のほうからは以上になります。

〇松本美子委員長 川口委員、質疑をどうぞ。

〇川口浩史委員 パスポートの件数は減っているのですけれども、委託費は増えている

というわけなのですか。これは何か理由、聞いていますか。何か向こうの言い分、言

い値で払っているという感じを、していては駄目というか、理由ぐらいは聞いてもら

いたいと思いますので。聞いていないと思ってこういうことを言ってしまっているの

ですけれども、ちょっと理由を伺いたいと思います。

地方公共団体情報システムは、これはマイナンバーカードが大きく関わっていると

いう、そういう理解でよろしいのですか。これが増えているから、この事業費は増え

ているという、そういう理解でよろしいのか伺いたいと思います。

マイナンバーカードの数がちょっとどこに載っているのかなと思って。これは出て

いますか、5,636枚というのは。23ページの一番下に個人番号カード再交付手数料と

いうことで、再交付の枚数は出ているわけです、20件と。あまり載せたくないのであ

れなのですか、普通の発行は載せないようにしようと、聞かれたらしようがない、答
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えようと、そういうことで対応しているのか。ちょっと載せない理由を伺いたいと思

います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 お答えいたします。

、 、 、まず 旅券事務の委託料でございますが こちらは県のほうで算出がございまして

均等割額、今年度でいきますと30ページ、16款県支出金、県負担金の総務費県負担金

でございますが……

〔 もう一回」と言う人あり〕「

。 、〇高橋喜代美町民課長 30ページの下から３つ目の丸です 戸籍住民基本台帳費負担金

旅券事務交付金、こちらになりますが、均等割額が35万1,000円、人口割額が48万

6,000円、合わせまして83万7,000円になっております。こちらの額をパスポート事務

をする経費として県のほうから算定されまして、交付金をいただいております。この

旅券事務交付金を、嵐山町は東松山市に旅券のパスポートの事務を委託しております

ので、その委託費として全額を東松山市のほうにお支払いするようなことになってお

りますので、事務的な経費がほとんどになりますので、パスポートの件数が、委員さ

んおっしゃるとおり令和２年度につきましては、先ほど副課長が答弁したとおり約

13％に落ちているのですけれども、実際に東松山のパスポートセンターにはその事務

をしている職員もおりますし、そうした事務的経費になりますので、特に下がったと

いうことはなく、県のほうで案分された金額を、もらったものをそのままそっくり委

託費としてお支払いしている状況でございます。

続きまして、Ｊ―ＬＩＳの負担金でございますが、こちらのほうも国のマイナンバ

ーカードに係る全経費を全国の市町村に案分してお支払いするわけですけれども、こ

ちらのほうもＪ―ＬＩＳのほうにお支払いする金額は全額国のほうから交付されてお

りまして、そちらはページが26ページ、一番上段の総務費補助金、社会保障・税番号

制度個人番号カード交付事業費補助金、こちらが766万9,000円交付されております。

こちらの金額がＪ―ＬＩＳのほうにお支払いする金額として100％いただいておりま

す。こちらの補助基準額から、先ほどご指摘のございましたマイナンバーカードの再

交付手数料２万円ですけれども、こちらのほうを控除しまして、国のほうから負担金
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をもらっているような状況でございます。ですので、手数料のほうも、再交付に係る

手数料を町のほうで徴収しているのですが、その分は差し引いて補助金をもらってい

るので、町としましては再交付に係る手数料につきまして、実質的にはただでやって

いるような形になっております。

続きまして、マイナンバーカードの交付数が主要な施策のほうに掲載されていない

というご指摘でございました。マイナンバーカードの交付につきましては、実質的に

支出と関わっているものではございませんので、記入する欄がございませんでしたの

で、意図的に載せていないということではなくて、掲載する箇所がございませんでし

たので載せておりませんでした。こちらにつきましては、先ほど答弁させていただい

たとおりですが、令和２年度末が5,636枚とお伝えしましたが、年間で言いますと令

和２年度中は2,630枚交付をさせていただきました。その前年は768枚の交付でしたの

で、令和元年度に比べまして３倍以上の交付ができました。マイナポイント等の制度

の関係もございましたので、大変皆さんに関心を持っていただいたこと、また町民課

、 、 、でも駅のデジタルサイネージでお知らせしましたり 町の広報 それとホームページ

また窓口で啓発するほかにも各地へ出向いて、図書館ですとか、交流センターで受付

をしたこともございました。ただ、こういった回数を本来もう少し増やしたかったの

ですけれども、コロナの最中ということもございまして、それが増やせなかったとい

うことが少し残念でございました。令和２年度末では県内７位でございましたが、現

在、今年度中にまたどんどん伸びまして、８月末では交付総数7,454件で、県内では

２位の状況です。交付率は42％という直近の状況をお伝えさせていただきます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方は挙手を。

犾守委員さん、どうぞ。

。 、〇犾守勝義委員 １点だけです 説明書の78ページでちょっと分からないのがあるので

それを質問というか、質疑させていただきたいと思うのですが、国民年金の総務事業

の中の保険料免除の状況ということで、一応ここに一覧が書いてありまして、法定免

除、申請免除、納付猶予とか学生納付特例。この納付猶予とか学生納付特例というの

は、大体こんなことかなというのは分かるのですが、この法定免除とか申請免除、こ

れはどういったものなのか、ちょっと教えていただきたいと思うのですが。

〇松本美子委員長 それでは、吉田副課長、答弁をお願いいたします。
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〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

免除の種類ですが、法定免除につきましては障害年金ですとか、生活保護を受けて

いる方が主にその中の詳細となっております。申請免除につきましては、年収、前年

度の所得に対して所得が今年度下がってしまって、ちょっと納めるのが難しいという

ふうな内容の方々が主になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 では、ついでに、ついでと言ってはあれですけれども、納付猶予とい

うのは、当然これは納付するのを猶予するということなのですけれども、それは基準

はどういう形なのですか。

〇松本美子委員長 それでは、吉田副課長、答弁をお願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

、 、 、対象の方は 年齢が20歳から50歳未満の方を対象としておりまして 納付のほうを

追納が……納付はしたいけれども、今納付するのが大変なのでということで、その納

付の期間を延ばしてくださいというふうなのが主な理由になっております。

この納付猶予をすることによって、もしその後障害年金ですとか、そういったこと

になったときには、一応未納ではないので、その申請するに当たっては未納ですと、

もし障害年金になったときですとか、そういうときにはちょっと給付のほうが受けら

れないというふうな形になってしまうのですけれども、納付猶予で出している場合に

はそういったときでも対象にはなってくるような形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 犾守委員、どうぞ。最後です。

〇犾守勝義委員 この学生納付特例というのは、これは学生の間はオーケーということ

でいいのですか、そういうことで。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

委員さんの言ったとおり学生の期間、免除の申請のほうは毎年行っていただくよう

な形にはなるのですけれども、学生の間は免除のほうを出していただければ、その本

人さんの収入にもよるのですけれども、通るような形になっているような状況でござ
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います。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 ２点伺います。

まず１点目がコンビニ交付の住民票の写しと印鑑登録証明で、コンビニで利用され

た方が全部で29件という形でよろしいのですか。

そして、今度統合端末、コンビニ交付サービス事業で……

、 。〇松本美子委員長 申し訳ありませんけれども ページ数をちょっと先にお願いします

〇渋谷登美子委員 ごめんなさい。次、66ページと67ページになりますけれども、説明

書のほうですけれども、コンビニ交付サービス事業で211万3,017円と統合端末ハード

ウエアで30万2,280円になっています。これでコンビニの交付が行われるようになっ

てきたので、ふれあい交流センターの職員を引き揚げたわけですよね。これは、私は

かなり問題があるかなと思っているのですけれども、統合端末機の、全部の嵐山町の

町内のコンビニに端末機が入ったというふうに考えていいのですか。そして、だから

ふれあい交流センター、それは後になっていくのですけれども、これが考え方として

このような考え方になってきたのかなというふうな流れがあるのかと思うのですけれ

ども、その点について、これは政策的な判断ですから、その点について伺いたいと思

います。

それと、次は80ページになるのですけれども、がんの集団検診が実際的に行われな

かったので、これはコロナ禍で集団検診をしないという判断をしたということでよろ

しいのでしょうか。

以上。80ページ、そうだよね、町民課だよね。たしかそう思ったのだけれども、違

ったかな。町民課だね。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

柳澤副課長、お願いいたします。

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長 最初に質問がありましたコンビニ交付の件に

ついてお答えいたします。

コンビニ交付は、３月の23日にスタートになったということで、令和２年度は何日

でもなかったのですけれども、税のほうでは11件、住民票の写しとか印鑑証明のほう
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の関係では、住民票は20件、印鑑証明のほうは９件、交付のほうはございました。

それで、先ほど質問がありましたコンビニエンスストアのほうに統合端末のほうを

置くのかとかというようなご指摘があったかと思うのですけれども、コンビニ交付を

実際する機械は、今までコンビニエンスストアに設置してありましたマルチコピー機

というところの機械で行うものですので、こちらの67ページのほうにあります統合端

末のハードウエア購入というのは、こちらの町民課のほうで使用する、コンビニ交付

で使う端末になっております。こちらの金額は、新型コロナ対策の地方創生臨時交付

金を利用して導入する形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

肺がんにつきましては、集団検診が行われなかったので、なかったという形という

ことで、この文言のほうにちょっと不備があったような形、集団検診がなかったため

というふうな形に変えさせていただければと思います。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、質疑をどうぞ、２回目です。

〇渋谷登美子委員 そうすると、コンビニ交付については27日間の間に29件あったとい

うことで、それでふれあい交流センターに関してはもともと人がいなくなってきたの

だけれども、そういうふうな形の29件もあったので、ふれあい交流センターから窓口

を全部引き揚げても大丈夫だろうという判断があったということで、こういうふうな

形になってきたのかなと思うのですけれども、それは決算なのだけれども、ここのと

ころが結構重要だなと思っていて、これコンビニ交付するから、ほかの窓口はなくな

ってもいいよという判断になったということですよね。これは総括になるかもしれな

いのだけれども、コンビニ交付事業というのは、今住民票の写しと印鑑登録証明がや

れるということで、ほかのもので窓口業務があったものがなくなっていったのは何が

あったのですか、それを伺います。

それと、がんの集団検診は、もともと集団検診を予定していなかったということな

のですか、予算で。ちょっと予算書を見ていないので。

〇松本美子委員長 それでは、高橋町民課長に答弁をお願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 お答えいたします。

ふれあい交流センターとコンビニ交付の関係でございますが、コンビニ交付が始ま
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るということを決定しましたときに、証明書につきましてはコンビニで取ってもらお

うということで、臨時職員、会計年度任用職員ですね、の配置につきまして検討する

ということになりました。

ふれあい交流センターの業務につきましては、今回コンビニで交付できる住民票の

写し、印鑑登録証明書と税務の課税証明書、所得課税証明書、この４つが取れるわけ

ですけれども、それ以外のものにつきましては、証明書につきましては役場のほうに

来ていただくか、あるいは郵便で請求してもらう、それとあと電話の予約で土曜また

は日曜に受け渡しをするというようなことで、証明書につきましてはそのような対応

をしていただくこととなりました。

そのほかに、ふれあい交流センターで行っておりました業務全般につきましては、

こういった町民課、税務課の業務のほかにも、福祉関係のものですとか、ごみの受付

等いろいろあったわけですけれども、そちらにつきましてはいろいろなことで業務を

見直すという形で話合いがなされまして、交流センターの業務を終了させるというこ

とになりました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、吉田副課長、答弁をお願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

集団検診がなくなってしまったために、予算はありましたけれども、がんの検診の

ほうがなくなってしまったということになります。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 これは、ちょっと総括的になるのですけれども、ふれあい交流セン

ターの業務を廃止していくというふうになった会議とか、そういうふうな話合いはい

つ行われたのか、どういうふうな形で行われたのか、ちょっと伺いたいと思います。

それと、よく分からないのだけれども、予算に取っておいたけれども、集団検診が

なくなったためにがん検診がなくなったというのは、コロナだから、コロナ禍だから

集団検診をやめたということだと思ったのですけれども、そういうことでいいのです

か。

〇松本美子委員長 それでは、吉田副課長、答弁をお願いいたします。
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〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

今委員さんがおっしゃったとおり、コロナのためになくなったということで、その

とおりでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 先に検診関係でございますけれども、集団検診につきましては

コロナ禍のため、町民の安全を第一に考えまして、健康いきいき課のほうでやむなく

集団検診を中止ということになりました。それで、それは集団のほうはやむなく中止

、 、ということにはなってしまったのですけれども 個別の検診のほうはありましたので

予算的には予算を落とさず、できるだけ個別検診のほうで受けていただきたいという

ことをお伝えしまして、やはりコロナのために８月ぐらいまではどうしても受診控え

というものがありましたが、後半になりまして、皆さん、検診はしたほうがいいとい

う意識がまた高まってまいりましたので、ある程度の人数の方には受けていただけた

のかなと思っております。

続きまして、交流センターの存続についての会議がいつ頃というお話でしたけれど

も、ちょっと手元にそういったものを持ってきていないので、日にちまではちょっと

、 、 、 、覚えていないのですけれども 総務課が中心になりまして 関係する町民課 税務課

教育委員会の職員で集まりまして、あと環境課の職員も集まりまして、その業務の細

部につきまして検討した結果、ふれあい交流センターの業務につきましては庁舎のほ

うで引き継いでやっていけるということになりました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようでございますので、町民課に関する部分の質疑を終

結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。

それでは、50分まで休憩ということでお願いします。

休 憩 午後 ２時３６分

再 開 午後 ２時４８分
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〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、福祉課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 ２点についてお尋ねします。

84ページ、ひとり親家庭の臨時特別給付金事業です。これも予算のときにも説明が

ありましたけれども、町内の篤志家の方がいらっしゃって、このような形ができたと

いうことで、1,000万、1,000万というような形でなると思うのですけれども、これを

いただいた家庭については、このコロナ禍の中で本当に大変ありがたい給付金だなと

いうふうに思っているのではないでしょうか。その辺のところを担当課としても、そ

ういったことができたということについてどのように考えているかということです。

それと、86ページ、この子育て世帯への臨時特別給付金、まず1,823万、これもあ

る程度地方創生臨時交付金を使ってのものだと思いますが、その下にも今度18番とし

て子育て世帯応援給付金、その下に次年度へ繰越しが170万ありますけれども、ここ

のところは同じ条件で支給、給付されているふうに思うのですけれども、1,560万円

と170万足しますと、ちょっと金額の差異があるようなのですけれども、どういうこ

とでこのようになってくるのでしょうか、その２点についてお尋ねしておきます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、青柳委員さんの２点のご質問につい

てお答えさせていただきます。

まず１つが、84ページのひとり親家庭臨時特別給付金でございます。こちらにつき

ましては、町内の寄附をいただきまして２回実施することができました。概要から申

し上げますと、まず１回目につきましては令和２年度の６月１日時点で、児童扶養手

当の受給者へ支給をいたしました。受給者につきましては122名、対象児童といたし

まして189名の方に支給をさせていただきました。１世帯につき７万円、第２子以降

があるご家庭については、第２子以降１人につき２万円の加算という形で、６月１日

に支給をさせていただきました。支給総額としましては988万円となっております。

２回目につきましては、令和３年の１月１日時点で、同じく児童扶養手当の受給対

象者の方に支給をさせていただきました。受給者につきましては124名、対象児童と
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しましては199名、２回目につきましては１回目とちょっと支給条件が変わっており

まして、多子世帯に手厚く支給したいということもありまして、まず初めに１世帯に

つき５万円、第２子がいる家庭については１人につき５万円の加算、第３子以降につ

いては１人につき６万円の加算という形で支給をさせていただきました。３月25日に

支給をさせていただきまして、総額で1,011万円になっております。

失礼しました。先ほどの１回目の支給日を６月１日と言ってしまったのですが、６

月10日に支給です。失礼いたしました。

こちらにつきましては、当初、５月の終わりぐらいに寄附者の方からお話がありま

して、このコロナ禍で、なかなかひとり親世帯の方、仕事がなくなり家庭が苦しくな

、 、って そういった方にぜひ支援をさせていただきたいというご連絡をいただきまして

かつ６月についてはなるべく早く支給をしてあげてくださいというご要望がありまし

たので、担当課としてもできるだけ早く事務を進めまして支給したところでございま

す。支給された方から声というのは特に聞いてはいないのですが、町としても非常に

ありがたく思っております。

続きまして、86ページの給付金になります。まず、子育て世帯への臨時特別給付金

でございますが、こちらにつきましては国のほうでの事業で、全国一律で行った事業

でございます。児童手当を受給する世帯に対して、１人当たり１万円を上乗せする臨

時的給付という形になっております。こちらにつきましても、先ほどの１回目と同じ

く６月の10日に児童手当の支給に合わせて上乗せして支給した形になります。令和２

年度の４月分の児童手当の受給者を対象としておりまして、対象者としましては

1,105名、対象児童数としては1,823名となっております。

続いて、子育て世帯応援給付金でございます。こちらにつきましても、コロナの感

染症の影響を受けている子育て世帯の生活を応援するためということで、こちらにつ

きましては地方創生臨時交付金のほうを活用させていただいて、町単独で支給をさせ

ていただきました。こちらにつきましては、児童手当を受給する世帯に対し、１人当

、 、たり１万円の給付 令和３年の１月分の児童手当の受給者が対象となっておりまして

対象者としては959名、対象児童としては1,564名となっております。こちらについて

は、青柳委員さんのほうで金額のほうがというお話をされたのですが、これにつきま

しては公務員分が令和２年度に支給ができなかったものですから、繰越しをさせてい

ただいて令和３年度に支給をする予定となっておりまして、公務員分の金額が抜けて
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いるような形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 このひとり親の支援というのは、なかなか町単独の予算では厳しいわ

けですけれども、今回は本当に特別にコロナの中でこのようなありがたい交付金をで

きたわけでして、この辺のところの一つの考え方として、今コロナで、やはりいろん

な意味で負担がかかっている部分のところに、このひとり親の家庭というのはあると

思うのです。そんな中で、これを、今回は指定寄附金でこういう方に特にあげてほし

いというものがあったので、こういう形が取れましたけれども、もしそういったよう

なものがなかったとしたら、仮定の話で恐縮ですけれども、そういったような考え方

というのはなかなか難しいものなのでしょうか、それをちょっと伺っておきたいと思

います。

それと、児童手当の６月10日、３月１日の、さっき人数もおっしゃっていただいた

のだけれども、１回目は1,823名とおっしゃったのですよね、次が1,564名か。これ、

ある程度同じ条件で支給されるわけでしょうから、人数のずれはないような気がする

のですけれども、その辺だけちょっと確認させてください。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、給付金の人数の違いというところで

お答えをさせていただきます。

86ページの子育て応援給付金の人数につきましては、こちらの公務員分の人数がな

い状態で、一般の方のみの児童手当の人数になります。６月に支給させていただいた

臨時特別給付金、国のほうの給付金のほうにつきましては、一般の方、公務員の方、

両方とも支給しておりますので、内訳としましては、６月10日の支給では一般の方の

対象児童が1,655名、公務員分が168名という内訳になっておりますので、基準日が違

うので、若干の人数の揺れがありますけれども、公務員分の170前後ぐらいの人数が

令和３年度での支給ということで、応援給付金のほうについては公務員分が入ってい

ないという状況になります。

〇松本美子委員長 それでは、答弁いただきます。

前田福祉課長、お願いいたします。
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〇前田宗利福祉課長 私のほうから、85ページのひとり親世帯の給付金の関係、もし寄

附がなかったらどうしたのかというところでございますけれども、この寄附がある前

、 、にも 町としてのそういった世帯に国からの臨交金を使ってという話もございまして

そういった話をしている中でこの寄附がありました。なので、この寄附を財源にひと

り親世帯のほうにつきましてはできて、ほかのところにその臨交金の分は回したとい

うことで、本当に非常に町としては大変助かったということで考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、質疑をどうぞ、青柳委員。

〇青柳賢治委員 町の姿勢というのですか、そういったことも検討しながらやっていく

中で、こういったありがたいことがあったということで承っておきます。答弁は結構

です。ありがとうございました。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私から２点です。

まず１点は、説明書の84ページ、民生費、児童福祉費、児童措置費の中の子どもの

ための教育・保育給付事業ということで、一応委託料というのを、数見てみると結構

たくさんのところに委託しているのだなというふうに感じているところなのですが、

これだけのところに委託しているというのは、嵐山町の子どもはそれぞれ保育園とか

保育所にお世話になっているというところで、こういう要するに委託料を払っている

のかということがまず１つと、もう一つはこれは人数割とかそういう形でこの金額が

違ってきているのか、その辺のところをお聞きしたいというのがまず１点です。

それから次に、86ページ、これは子育て世帯応援給付事業の中で、ちょっと私もこ

れは質問しようというふうに思っていたのですが、その中でなぜこの給付金が公務員

分だけ２年度に給付できなかったのか、要するに次年度に繰越しという状況になった

のか、その辺の事情をちょっとお聞きしたいなと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、犾守委員の２点につきまして回答さ

せていただきます。
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まず、84ページの子どものための教育・保育給付事業でございます。こちらにつき

ましては、こちらに載っている保育所全部に、町のほうからお子様が行っているとこ

ろの保育園に対して委託料という形で支給をさせていただいております。毎月保育園

のほうから請求が参りまして、その月の25日にお支払いをしているところでございま

す。

金額の違いにつきましては、それぞれお子様の年齢によって単価が国のほうで定め

られております。その単価に基づきまして、年齢と、あと施設の職員なり加算要件が

それぞれ施設によって違いますので、それが全部総合的な金額で出てきておりますの

で、それぞれの施設で単価が違ってきているという状況になっております。

あと、続きまして86ページの応援給付金のことですが、公務員分がどうして令和３

年度に繰り越してしまったかということでございます。先ほどもご説明させていただ

きましたが、今回の応援給付金が令和３年３月の児童手当の受給対象者、これは補正

をたしか組ませていただいて支給のほうをさせていただいたかと思うのですが、児童

手当の支給の一般の町民の方の受給者につきましては、毎月町のほうで支出をしてお

りますので、対象者は既にこちらで把握しておりますので、すぐ支給の準備はできる

のですが、公務員の方につきましては、嵐山町に住所があってもそれぞれの事業所で

児童手当というのは支払うことになっております。なので、町のほうでどなたが児童

手当を受けているかというのは把握できていない状態です。それなので、公務員の方

につきましては、改めてこちらから通知を差し上げて期間を決めさせていただいて、

この間に応援給付金を受給される方は申請してくださいという形でご案内をさせてい

ただいて、それが令和３年度からの４月から６月までの間に申請をしていただいてい

るところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 私からは３点です。

まず、70ページの社会福祉総務事業の中にＳＡＩＴＡＭＡ出会いサポートセンター

の交付金、負担金がありますけれども、これは社協でやっていただいているものなの

か、ちょっと内容についてお伺いしたいと思います。コロナ禍で事業ができたのかな

とも思いますので。
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それと、82ページの一番下のファミリーサポート、緊急サポートについてですけれ

ども、コロナで学童保育室が緊急事態宣言で行けなくなったりとかもしましたので、

利用回数というのですか、利用件数など、どのような対応をしたのかお話を伺いたい

と思います。

83ページ、家でも学校でもない第三の居場所の、こちらも緊急事態宣言ありました

ので、どのような対応をしたのかお伺いしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、太田副課長、お願いいたします。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 それでは、私のほうから70ページ、ＳＡＩＴＡ

ＭＡ出会いサポートセンターの関係でご回答いたします。

こちらにつきましては、埼玉県が主導となりまして、各自治体及び社会福祉協議会

等の参加団体を募りまして、参加団体につきましては、自治体に関しましては人口の

関係で均等割で負担金を算出、県のほうがしまして、その分をお支払いしているもの

でございます。

こちらにつきましては、社会福祉協議会が行っている結婚支援事業とはまた別のも

のでございまして、全国的にも珍しく都道府県が主導で、いわゆる機械的なシステム

を立ち上げまして、そこに利用者が登録をし、マッチングをして結婚に至るというよ

うなシステムを構築されました。住民の方につきましては、すみません、ちょっと手

元に資料がなくてあれなのですけれども、加入する負担金、個人の負担金も自治体の

ほうで登録会員になっている場所につきましては、少し割引をして登録ができるとい

うことになってございます。昨年の状況ですと、嵐山町の方で１組、ご成婚されたと

いう情報が入ってございます。

今後、実は社会福祉協議会の結婚支援事業と別で動いてございますが、そちらとも

タイアップをしていきながら、より嵐山の方が結婚して、こちらに定住いただいて人

口の増加に寄与していただければということも考えてございますが、今のところ社協

さんは社協さんで、単独でその事業を実施しているという状況でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして内田副課長、答弁お願いいたします。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、私のほうから２点お答えさせていた

だきます。

初めに、82ページのファミリーサポートセンターの利用状況でございますが、令和
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２年度につきましては活動件数として293件ございました。通常の利用の方が286件、

緊急の病児だったりだとか、そういった緊急の場合が７件となっております。件数と

いたしますと、前年度とそれほど変わりはありません。というのも、まず保育園等の

待機児童がなくなってきたということもありまして、ファミリーサポートセンターの

利用の状況を見ますと、ほぼ固定の方、常時利用されている方で、学童保育の送り迎

えという方がメインになっております。その方も、先ほど委員さんおっしゃられたよ

うに、緊急事態宣言等で登園自粛等はしているのですが、学童に来ている方なのかな

というところで、基本的に令和元年度と比べると利用状況はそんなに、ファミリーサ

ポートセンターについては変わっていないというのが現状です。

続きまして、83ページの第三の居場所の利用状況でございます。第三の居場所につ

きましては、年間を通しての延べになるのですが、小学生が99名、中学生が16名、相

談件数が669件となっておりまして、一月で多い月ですと小学生で平均12名の方が利

用されて、中学生の方が多い月で平均４名ぐらいの利用があります。

こちらの第三の居場所の利用状況につきましては、やはり緊急事態宣言等によりま

して利用をかなり制限いたしました。前年まではイベント等を開催して、サポートセ

ンターに登録されていない児童さんも含めて、いろいろなイベントに参加していただ

いて活動していたのですが、令和２年度につきましてはイベントをほぼ実施すること

ができませんでした。さらに感染予防ということで、１日の利用者もかなり少数に抑

えて運営していましたので、前年と比べると大幅に人数のほうは減っているような形

になると思います。

私からは以上です。

〇松本美子委員長 それでは、ほかに質疑のある方はどうぞ。

川口委員さん。

〇川口浩史委員 70ページの下から２段目の民生委員の、人数は同じなのですが、金額

が減っているわけですよね。人数が同じで、どうして減っているのかを伺いたいと思

います。

それから、81ページの学童の関係なのですけれども、全体で、全体というか、各学

童の人数を伺いたいと思います。また、断った児童がいたのか伺いたいと思います。

それと、各学童の指導員と支援員の人数を伺いたいと思います。

それから、外遊び、これは課長、あまり積極的ではないのですけれども、やっぱり
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学童は家に帰ってきた感じで保育をするのだということで、当然家に帰ってきて勉強

ばかりではないわけですから、遊びもするわけですから、外遊びも私は大事なことだ

と思うのです。学童の仕事だと思うのです。どのくらいしているのかを伺いたいと思

います。

それと、シダックスになって、おやつは買ってきたものばかりなわけです。やはり

手作りはゼロで、袋のものを買ってきて、それを子どもたちに食べさせているという

状況なのでしょうか、伺いたいと思います。

それと、今年になってクラスターが発生してしまったわけですけれども、ＰＣＲは

保育士は行っていたのか、ＰＣＲ検査を行っていたのか伺いたいと思います。

それと、その下のこども医療費なのですが、これは今年の予算でもお聞きしたので

すけれども、金額が前年から比べて減っているわけです。どんなことが言えるのか、

この大幅な減額が。1,000万円を超える減額ですから。町としては、支出が減ってよ

かったということになると思うのですが、ただそれだけでとどめたのでは、なぜこれ

だけの金額が減ったのか伺いたいと思います。

82ページの先ほどのファミリーサポートの件なのですが、こちらも金額は減ってい

るのです。こども医療費と連動した部分があるのかなと思っていたのですが、今のお

答えですと送迎が主だということで、病児、病後児の関係でそちらが減ったからこの

金額が減ったのかなと思っていたのですが、そうではないということなのですか。ち

ょっと金額が減った理由を伺いたいと思います。

それから、83ページの家でも学校でもない、人数は分かりました。食事をしていた

人数を伺いたいと思います。

それと、86ページで保育所、保育園の関係ですけれども、待機者はいたのか伺いた

いと思います。

それから、保育士の先生方、ＰＣＲ検査を受けているのか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

太田副課長、お願いいたします。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 それでは、私のほうからＰ70の民生委員児童委

員協議会の関係で回答いたします。

民生委員児童委員協議会、町の補助金でございますが、こちらにつきましては町の



- 98 -

ほうで事業費補助金交付要綱に基づきまして、補助対象経費といたしまして活動費、

報償費、旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金、研修費、こちらを予算の範

囲で10分の10ということで交付することとなってございます。

減額している理由としましては、コロナの関係で、まず４月の会議が緊急事態宣言

下につきまして中止をしてございます。それから、埼玉県のほうで各民生委員さん、

活動年齢等に基づいた研修を実施するわけですが、そちらについても基本的には出席

を求めず、ＤＶＤ資料を送付して自宅で研修等をしていただくことになってございま

した。

したがいまして、通常でいきますと旅費関係と報償費の関係、あるいは10月には関

連する施設の視察研修ということも例年実施してございましたが、こちらにつきまし

てもコロナ禍ということで中止をしてございます。そういったことを加味しまして、

補助金の額に対しまして決算、仮決算しますと、補助額よりも下回ってしまいますの

で、その分を町のほうに返還させていただきまして、339万3,448円と。当初は351万

でございましたが、11万6,552円の返還を実施いたしまして減額となっているもので

ございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして内田副課長、答弁お願いいたします。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、私のほうから何点か回答させていた

だきます。

まず初めに、81ページの学童のお子様の人数と支援員の人数でございます。令和２

年度の人数ですが、ひまわりクラブが62名、ひまわり第２クラブが47名、てんとう虫

クラブが59名、子どもの森が42名となっております。先ほど待機児童はというお話だ

ったのですが、令和２年度につきましてはひまわりクラブで16名、ひまわり第２クラ

ブで12名の待機児童がございました。

、 、 、 、続いて 支援員の人数ですが ひまわりクラブのほうが常勤が５名 非常勤が９名

ひまわり第２が常勤が３名、非常勤が10名、てんとう虫クラブが常勤が４名、非常勤

が５名、子どもの森が常勤が３名、非常勤が３名となっております。

それで、学童保育のおやつの関係なのですが、令和２年度につきましてはコロナ禍

ということもありまして、手作りのおやつというのは多分一切控えている状況だった

と思います。なので、手作りでの提供はしていないというふうに聞いております。
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続いて、こども医療費の金額ですが、こちらにつきましては……

〔 ＰＣＲ」と言う人あり〕「

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 すみません、あとＰＣＲ検査です、学童保育の

ＰＣＲ検査ですが、令和２年度についてはＰＣＲ検査の実施はしたという話は聞いて

おりません。令和２年度の話ではないのですが、現段階ですと、今学童の支援員さん

のほうで令和３年度、今月の頭の話、状況ですが、40人支援員いる中で、23人は……

失礼しました、ＰＣＲ検査はしていないというふうに聞いております。

続いて、こども医療費でございます。こども医療費の金額の減につきましては、主

な原因はやはりコロナ禍において病院へ行くのを控えた結果が、あと実際には子ども

自体も少しずつ減ってきておりますので、そういったものが原因でこの金額の減にな

っているかなと考えております。

続いて、82ページのファミリーサポートの金額ですが、ファミリーサポートの委託

料自体は前年度と大きく変わっておりません。ただ、全体の予算として、子育て広場

レピで通常ですと教室等を開いておりまして、その教室に講師の謝礼、報酬というの

がありましたが、それがコロナの影響で教室を一切実施することができませんでした

ので、その人件費のほうの金額で差が出ていると思います。

続いて、86ページのところですが、令和２年度保育所の待機児童はありません、ゼ

ロ人でした。保育士のＰＣＲ検査等は、実施のほうはしたという話は聞いておりませ

ん。

私からは以上になります。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 私のほうからは、学童の外遊びの件と、第三の居場所の食事の人

数をお答えさせていただきます。

学童につきましての外遊びは、教育委員会のほうのご協力を得まして、校庭を使っ

て外遊びを今やっております。私もたまに見に行きますけれども、外で放課後、遊ん

でいる様子は見られますので、現在は外遊び、前もそうですけれども、教育委員会さ

んのご協力いただいて校庭を使わせていただいて外遊びをやっているという状況で

す。

第三の居場所の食事の人数ということですけれども、先ほど内田課長のほうから子

どもの数が実人数としては13から14人見ていると。食事の提供というのではなくて、
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子どもさんたちにそういった簡単な料理、自分たちで作れるような料理を支援員と一

緒にやっていると。預けるというよりもコミュニケーション教室、そういった生活習

慣を身につけるような教室ということで、今子どもさんたちを見ているということで

ございまして、食事につきましても提供というよりも一緒に作って、子どもさんたち

にその作り方を学んでもらって、簡単な自分でできるようなものをするというような

ことで食事をやってございます。なので、出来合いのものを出すとかというのではな

くて、子どもさんたちと一緒に作るというような提供の仕方をしているということで

ございます。

人数につきましては、先ほど言った子ども家庭支援センターで見ている13人のお子

さんが、その食事のほうも一緒にやっているというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 学童の関係ですが、これは予算のときに断った人はいないとたしか答

えていたのではないですか。でも、実際はひまわり第１が16人と、第２が12人いたと

いうことでいいわけですか。ちょっとこれは確認です。

おやつが手作りなしということで、これは別にこの年度だけではないですよね。手

作りしたことがないのではないですか。ちょっと栄養面の偏りが出てくるのではない

かなと思うのですけれども、買ったもので高カロリーのものばかりをおやつに出して

いるのではないかなと思うのですけれども。その辺何を出しているかというのは確認

しているのでしょうか。ちょっとその辺、心配するのですが。

外遊びについては、ちゃんと遊んでいるということでありますので、そうですか。

いや、否定的なことを言われるのかなと思ったのですけれども、そうではないので、

分かりました。外遊びについては結構です。

こども医療費について、子どもさんが少なくなっているというのは確かにそうなの

ですけれども、それ以上に大幅な減ですからね。コロナで病院に行かなくなったとい

うのは、まあ、いいです。私は、マスクが一番大きいかなと思って、マスクで風邪を

。 、引かなくなったというのが大きいのではないかなと思っているのですけれども いや

そうではないよというのがあれば、もしあれば伺いたいと思います。

次のページのファミリーサポートなのですけれども この金額 昨年は12万5,200円、 、

という金額でしたよね。今年が８万7,000円ですから、５万円近い減額になっている
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わけです。その主なものは、レピの教室だと。この中にレピが入っているという、昨

年までは入っていたので、それが開催されなくなったので減額になっているという、

そういう理解でよろしいのか伺いたいと思います。

家でも学校でもない食事の人数13人ということで、なるほど、生活習慣を身につけ

るためのそういった点は大事なことだなと思うのです。私が聞きたいのは、緊急事態

中に子どもさんの食事はどうしたのだろう。生活習慣を身につけるにせよ何にせよ、

食べられるわけですから。これが宣言中はどうしたのか伺いたいと思います。

あとは、ではいいです。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。お願いいたします。

内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、学童保育の待機児童の関係なのですが、すみません、予算のときというお話

でした。でも、当初予算のときですと、まだ待機児童の人数が出ていなかった……す

みません、ちょっとどのタイミングでその人数を言ったかというところがちょっと分

からないのですが、いずれにしてもこちらとしては待機児童の、令和２年度の人数は

この人数として、５、６年生がメインになっていたかと思うのですが、そこの言葉に

ついては、大変申し訳ないですが、待機児童になってしまいますということで話をさ

せていただいていたかと思います。

次に、学童保育の食事、おやつなのですが、すみません、こちらでは何を具体的に

おやつとして出していたかというのは把握しておりませんので、調査させていただき

ます。

続いて、こども医療費でございます。川口委員おっしゃるようにマスクをしていた

というのは、この減額につながった大きな要因の一つであると私どもも考えます。

ファミリーサポートセンターですが、すみません、私のほうで先ほど答弁、勘違い

しておりまして、82ページの補助金のファミリーサポートセンター補助金の金額につ

きましては、昨年と比べて、昨年が12万5,200円、今年度が８万7,800円ということで

金額のほうが落ちております。先ほど利用者自体は、大きな変動がないということで

あるのですが、若干は人数のほう減っておりますので、その関係で金額のほうが、利

用者が若干減ったので金額のほうも少し減ってきているということになります。申し

訳ありませんでした。
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〇松本美子委員長 それでは、前田副課長、答弁お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 私のほうから、第三の居場所の緊急事態宣言中の食事ということ

ですけれども、緊急事態宣言中は子どもさんの利用はありませんでした。第三の居場

所の子ども家庭支援センターのほうでも、緊急事態については子どもさんの利用は自

粛して受けていなかったということでございます。

ちょっと補足ですけれども、学童のおやつなのですけれども、当然学童で出すおや

つについては、県で出していますガイドラインがありますので、そのガイドラインの

中にこういったものを出すようにというような指示がございますので、当然そういっ

たことを指定管理者のほうにお伝えをして、そういったものに基づいておやつ等を出

すようには指導はしております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、質疑をどうぞ、川口委員。

〇川口浩史委員 学童の待機児童は、昨年の予算の前に要望が出たわけなのです、突然

５、６年生が入れなくなりましたということで。それは解決したようなことで答弁が

あったというふうに私は記憶しているのです。ところが、結果的には16人いて、12人

いてということですから、何だったのだろうなということでのことなのですが、何か

あるわけですね。

それから、家でも学校でもない、この緊急宣言中のこれやっていないというのは、

私も近所ですから分かっているのですけれども、問題はきちんと家で食事ができてい

たのかというのを確認はしているのですか。家だから、もう知らないよと。家で大変

だから来ているわけですから、食事ができていたのか確認しているのか、ちょっとそ

こを確認したいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 学童の待機児童の件なのですけれども、当初、初年度ですか、待

機児童が出たときには何人かいらっしゃって、その調整をかけてみましたけれども、

その後緊急事態宣言になって、預かってもらいたいという親御さんがいなかったので

す。だから、待機の方が入れたのではなくて、待機なさった方で入りたいという希望

がなかったものですから、そういった意味で解決をしたというか、問題なかったとい

うことでございます。
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今回については、その後の、また新年度についての話で、令和２年度ですね、２年

度の申込みを受けたところ、また５年、６年生についてはそれだけの人数がいたとい

うことでございまして、当然その方たちも前と同じような形で、必要であれば当然町

、 、のほうでは教育委員会のほうにも協力いただきながら 前もお答えしましたけれども

そういった対応をしていこうというようには考えております。ただ、今のところそう

いった要望がないものですから、そのままの状況になっているということでございま

す。

また、第三の居場所のほうの食事ということですけれども、今見ているお子さんに

つきましては、皆さん、常時家庭等で取れている状況でして、食事ができないという

お子さんは今見ているお子さんの中ではいらっしゃいませんでした。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方は。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 81ページなのですけれども、療育医療費給付金というのがあります

が、これは健康いきいき課かなと思ったのですけれども、福祉課になっているので伺

いますけれども、76万2,340円なのですが、対象人数と入院期間と、そしてこれ歳入

のほうでは個人負担が出ているのです。これどういうことなのかなと思っていて、国

庫負担金とかそういうのにはあまりなくて、県支出金にはあったのですけれども、こ

れは町の財源がどの程度入っているのか伺いたいと思います。

それから、81ページなのですが、学童の１人当たりの法定面積と、実際の嵐山町の

１人当たりの面積はどのくらいになるのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 以上でよろしいですか。

〇渋谷登美子委員 ２点で。

。 、 。 、 、〇松本美子委員長 ２点 それでは 答弁をいただきたいと思います それでは 答弁

お願いをいたします。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、81ページの療育医療費給付金でござ

います。こちらにつきましては、支払いのほうは福祉課のほうで担当しているのです

が、補助金等の申請につきましては健康いきいきのほうで行っております。人数につ

きましては、未熟児医療ということで、実人数として３名、延べで８名の方に給付を
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しておりまして、76万2,340円という形になっております。

続いて、学童保育室の１人当たりの法定面積ということですが、1.65メートルとい

うことでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 これ支払いということなので、療育医療費の給付金ですけれども、

これは町の財源が入っているのかどうか。これは、支払いだから分かりますよね。そ

れとも、どっちにしても健康いきいき課で聞くのですけれども、どんなふうになって

いるのかということと、学童１人当たりの面積ですけれども、それを伺うのと、あと

学童１人当たりの面積は、法定面積は1.65平方メートルで、そして嵐山町の学童保育

の面積、１人当たりの面積はどのぐらいになるのですか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 療育医療費を、町の負担分ということなのです

が、申し訳ありません、ちょっとこちらでは把握できておりません。

〇松本美子委員長 それでは、前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 学童の１人当たりの面積なのですけれども、実は嵐山町の場合、

各学童保育所、定員がありまして、その定員が、面積を法定要件で割ったのを定員に

しているのです。なので、ひまわりクラブだったら60で、ひまわり第２が40で、てん

とう虫が60ということで、これはみんな1.65の面積で割るとなるのですけれども、な

ので今いるのは要するに定員いっぱいなので、嵐山町も1.65、上限の面積で見ていま

す。なので、要するにそれを超えてしまうので、待機等は見られないというところが

あって、もし増やすのであれば当然学童を増やすとかしないと、そういった５年生、

６年生まで見るようなことはできないということで、今面積いっぱいの状況で見てい

るというところです。なので、1.65の法定の面積が嵐山町の今の学童の１人当たりの

面積ということです。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 私 今すぐぱっと計算ができないのですけれども １人当たり1.65と、 、

なると、密度としてはどの程度になるのかな。1.65割る1.314か、どのくらいになる

のですか。１メートルよりはあるということですか。
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〇松本美子委員長 １点でよろしいですね。

それでは、前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 1.65というと、本当に座って隣がすぐというような密な状態にな

ります。なので、コロナ禍ですので、本当に学童で今の人数を見てしまうと当然密の

状態です。なので、学童については、この前も濃厚接触で感染になってしまいました

けれども、とても今の学童の中では密を避けるということはできない。なので、今緊

急事態宣言下では登室の自粛をお願いしています。なるべく密を避けたいということ

で、家で見られる方については家で見ていただきたいということで、密を避けるよう

な手は打っています。ただ、緊急事態宣言がまた解除になれば、当然そういった密の

状態になるというのはあると思っています。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますでしょうか。

藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 主要なところの81ページで、学童の関係なのですけれども、シダック

スに委託で約6,239万払っているわけですけれども、これは前の仕組みに比べて、い

わゆるコスト面での効果がここであるのか。それから、コスト面だけではなくて、メ

リットもデメリットも含めてどういう評価をしているのか、ちょっとお聞きいたしま

す。

〇松本美子委員長 それでは、答弁いただきます。

前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 私がこのセクションになって12年目になりますけれども、私はそ

の保護者会から指定管理者になったときの担当をしていました。何で指定管理者にな

ったかといえば 保護者の方から保護者運営で非常に大変だと 運営が 年額1,000万、 、 。

近くの予算を動かしますし、あと支援員さんを工面したりとか、そういった面で非常

に大変な思いを保護者の役員の方たちがしていたのです。毎年毎年役員も替わってし

まって、そういった要望が多くて、それでは指定管理者にということでお話が始まっ

たということなのです。

今回もありましたけれども、コロナ禍で、学童の中で不幸にも陽性のお子さんが出

、 、 。て また支援員さんも陽性になったりとかして いろんな対応をさせてもらいました

当然父母会であれば、父母会の役員さんたちが仕事を休んで対応したりとかというこ
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とになると思いますけれども、そういった面では今回のこういった非常事態宣言で指

定管理者にして、ちゃんと企業としていろんな対応をしてもらったところでは非常に

よかったなと思っています。これがもし父母会の運営であったらば大変だったなと、

父母会の皆さんはとても苦労したのではないかというふうに思っています。

コスト面ですけれども、確かにコスト面としては保護者が見ていたよりも若干多分

上がっているかもしれません。ただ、県の補助金の中でやっていますので、それほど

増額になっているとは思っていません。ただ、今後どういったところで、子どもさん

が今度逆に減っていくような場合も、児童が減ってきますから、そういった場合どう

していくかということもありますけれども、メリットとしてはそういった面で、運営

面では非常によかったと。デメリットとメリット、やっぱり企業ですから、そういっ

たところで、町としては当然いろんなことで指導していかないといけないところがあ

りますけれども、そういう面では今後も引き続きと思っています。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、福祉課に関する部分

の質疑を終結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。

それでは、暫時休憩ではございますけれども、55分から開始ということで、よろし

くお願いいたします。

休 憩 午後 ３時４４分

再 開 午後 ３時５４分

、 。〇松本美子委員長 皆様おそろいでございますので 休憩前に引き続き会議を開きます

続いて、健康いきいき課に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑をどうぞ。

山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 それでは、よろしくお願いします。１点に限ってのみ質問させていた

だきます。説明書の71ページです。７番の障害者地域ふれあい事業です。事業内容や

業者等は記されているのですけれども、事業場所です。

〔 福祉課だ」と言う人あり〕「
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〇山田良秋委員 健康いきいき課と書いてある。

〔 その前に福祉が書いてある」と言う人あり〕「

〇山田良秋委員 ああ、そうか。失礼しました。では、次の機会にやります。福祉課、

では終わってしまったのだな。終わり。では、次の人がやってください。

、 、 、〇松本美子委員長 それでは 山田委員さんは申し訳ないですけれども 違いますので

場所が。次回にということで、すみません、お願いします。

それでは、ほかにどうぞ。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私は、決算書の109ページ、これも一応健康いきいき課と書いてある

、 。 。のですけれども これも福祉課に入るのですか これは健康いきいき課でいいのかな

〔 ちょっと声が聞こえない」と言う人あり〕「

〇犾守勝義委員 109ページの備考欄の一番上で健康いきいき課と書いてあって、その

18番目に地域福祉人材育成事業と書いてあるのですけれども、これは健康いきいき課

でいいのでしょうか、福祉課ではなくて。大丈夫。これは大丈夫ですか。では、質問

していいですか。

〔何事か言う人あり〕

〇犾守勝義委員 これも福祉課ですか。ああ、そうですか。では、これもなしですね。

〇松本美子委員長 それでは、ちょっと紛らわしくて、ここは課の設定が変わりました

から答弁のほうも変わってきてしまっておりますので、また申し訳ないですが、これ

は取消しということにさせていただきます。

それでは、そのほかでありましたらどうぞ。

長島委員。

〇長島邦夫委員 間違わないようにやりますので。

最初は、88ページの、いつも質問しているのですが、保健推進員の運営事業、予算

に対してかなり少なくなってしまって、重要な、推進事業というのは大切なものだと

いうふうに思うのですが、何か事業が停滞してしまっているのではないかななんて思

ったりなんかしているのですけれども、何か内容をお聞きをしたいと思います。

次に、ちょっと５点ほどあるのですけれども、次に同じページの一番下のほうにや

すらぎのトレーニングルームの運営指導業務というのがあります。年間で大体、指導

員料ですから決まっているのではというふうに思って、483万の予算がついています



- 108 -

、 、 、 、が それに対して やはりこういう状況ですから お答えは大体想像できるのですが

長期の継続ということで、指導の日数も146日ということですけれども、やはり状況

が、こういうコロナの状況の中で指導日が少なくなってしまったということなのかな

というふうに思うのですが、一応確認のためお聞きをいたします。

次に、91ページのインフルエンザの予防接種の助成事業でございますけれども、こ

れは予算化をされていない事業でございまして、県の補助も34ページだかに……そう

、 、 。ですね 県の補助金でインフルエンザワクチンの接種事業 約600万円ついています

そういう、これは県の指導の中から、インフルエンザのこの予防接種、町でも取り入

れてやるようになったというふうに想像しますが、そこいらのところを想像だけでは

なくて、ちょっと内容をお聞きしたいと思います。

それで、自分もこの中で受けていて、何か今年は高齢者については無料だったよう

な気がしますが、ほかの方、いわゆる子どもたちから中学３年生、特別なものが書い

てありますけれども、ほとんど無料でできたのだかどうだか、そこら辺をお聞きした

いと思います。

次に、94ページ……今４点質問しましたか。

〔 今３点」と言う人あり〕「

〇長島邦夫委員 ３点だよね。あれ、どこ行ってしまった。では、94ページの地域療養

の療育の事業ということで、言語聴覚士の派遣業務、委託料ですが、それと発達支援

等巡回訪問事業、ここら辺の回数だとか等は書かれているのですけれども、対象にな

るようなお子さんに派遣をしているのだというふうに思うのですが、あんまりはっき

り申し上げられなければそれでも結構なのですけれども、この内容をもうちょっと詳

しくお聞きしたいと思うのですが。

あとちょっと１個忘れてしまいましたから結構です。４点でお願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは、私のほうから、まず保健推

進員の活動について、昨年の形をお答えいたします。

昨年につきましては、支出のほうが20万2,500円ということで、前年よりも34万

6,500円の減でございました。こちらにつきまして、保健推進員の活動は年間２回の

、 、会議を定期的にやっていること それと健診の推進等を各家庭へ回っていただいたり
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活動をしていただいている事業でございました。昨年は、ご存知のとおり、コロナの

感染対策ということで、１回目の会議につきましては、61名の保健推進員がいらっし

ゃいますので、２回に分けて保健推進員会議を実施いたしました。１回目の会議を２

回に分けて、分散して、30人ぐらいに分けて実施をいたしました。２回目の会議につ

きましては、例年３月を予定しているのですけれども、やはり緊急事態宣言になりま

して、こちらの会議につきましては中止をさせていただいたところです。

活動につきましても、やはりコロナ禍ということで、お宅に訪問というのはなかな

か難しいであろうということで、活動のほうは昨年については実施をいたしませんで

したので、１回目の会議の出席者に対して報償をお支払いした分の支払いのみという

ことになりました。保健推進員については、以上でございます。

続きまして、やすらぎの開館状況とトレーニングの指導状況でございます。こちら

につきましては、表記については指導日数が146日ということで記載させていただい

ておりますが、こちらにつきましては一般会計で支払いをしている日数という記載に

なっております。年間を通しましては、164日開館をいたしました。例年に比べます

と５か月半以上の休館日を設けましたので、例年、元年度は281日実施をしまして、

平成30年度は１年間通して実施しているのが308日でございました。なので、約半分

ちょっとという実施の日数になったということでございますが、４月から６月を休館

にしたということ、それと緊急事態宣言のため、１月８日から３月21日まで休館にし

たということでございます。この間の約５か月半ちょっとぐらいなのですけれども、

この間に関しても契約金額の６割の支払いということで、人件費のほうはお支払いを

した金額となっております。

実施状況につきましては、例年ですと開館時間に自由に、やすらぎのほうにトレー

、 、ニングに行けば自由な時間できたのですけれども 昨年は７月から開館するに当たり

感染予防のために時間 予約制にして実施をいたしました １回90分で その中で15分、 。 、

の消毒時間を設けて、１日５回です。そちらを１回当たりマックス12人の人数で予約

を受けまして、トレーニングマシンの間隔を離して実施したり、消毒を徹底するとい

うことで、やすらぎの会館の中も利用の制限をかけながら、更衣室は使えないという

か、最低限にするとか、窓を開けながらするとか、そういった感染対策をして実施い

たしました。やすらぎに関しては、以上でございます。

続きまして、インフルエンザの予防接種事業でございます。こちらにつきましては
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説明書のほうで91ページになりますけれども、５番のインフルエンザ予防接種助成事

業、こちらにつきましては国のほうの臨時交付金の対象ということで実際は活用いた

しましたので、全体的に臨時交付金の対象となっております。その中で、先ほど長島

委員さんのおっしゃった埼玉県の補助金も利用しながらということだったのですけれ

ども、こちらの中の例年行っております高齢者インフルエンザ予防接種につきまして

は、埼玉県の補助金を活用して、自己負担金１人1,500円なのですけれども、そちら

の分を埼玉県の補助金として充てました。それ以外については、全部臨時交付金で実

施をしたということになります。

対象につきましては、高齢者の方、65歳以上の方のほかに、こちらに記載されてお

ります、例年やっております中学３年生、これは高齢者の方と中学３年生に関しては

例年行っております それにプラス妊婦さん 生後６か月から小学２年生 それと65歳。 、 、

未満の基礎疾患を有する者ということで、国のほうで優先して打っていただきたいと

いう示されたものがございましたので、そちらに準じてこちらの方も無料で実施をし

たということでございます。

インフルエンザ予防接種につきましては、以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、私のほうからは発達支援等巡回

訪問事業についてお答えいたします。

この事業は、町内の５か所の幼稚園、保育園を年２回、昨年度は10月と２月に訪問

いたしました。内容としましては、発育、発達にちょっと遅れがあるおそれがあると

いう、あと成長面だとか発達面だとかで心配のあるお子さん等を、事前に園のほうか

ら情報をいただきまして、それに基づきまして町の保健師と、それから福祉法人昴の

ほうから派遣いただきました理学療法士、言語聴覚士、あとは作業療法士ですか、あ

と心理士がいらっしゃるときもあります。共に幼稚園、保育園を巡回訪問しまして、

例えば園の中の事前情報をいただいているお子さんを中心にちょっと見させていただ

いて、発達支援等のアドバイス等をさせていただいているという事業でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、質疑をどうぞ。

〇長島邦夫委員 説明で詳しく教えていただいたので、ほとんど再質問はないのですけ
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れども、ちょっと確認をしながらいきたいと思います。

最初に、保健推進員の関係なのですけれども、やはりできなかったというふうなこ

とでございますけれども、やはりそれで不足しているなと反省している部分等もある

のではないかなというふうに思いますが、実際できなかったわけですから。そういう

ところのあれをどのように思っているか。私は、そのように不足している部分があっ

たから、その先のことは何かお考えではないかなというふうに思うのですけれども、

反省点として何があるか、できなかったということは何か反省する部分があるのでは

ないかなと思いますので、お聞きをできればと思います。

トレーニングルームについては分かりました。

それと、インフルエンザの関係についても国の臨時交付金があったということで、

、 、 、では一般会計とかその関係で 一般財源の中で使用する部分はなくて ほとんど全部

今言った対象者にはほとんど無料に近くできたということで、もう一回確認をいたし

。 、 、 。ます 確認だけですから そのとおりですということであれば それで結構ですから

あと、94ページの発達障害者等の巡回の関係なのですが、どういうシステムでやっ

ているのかなというふうに、よく分からなかったから質問したのですけれども、大体

対象者の方は把握していて、こちらで相談日を設けますからということでやっている

というふうなことでございますよね。ここの３つについては、大体同じようなシステ

ムなのですか。同じ日に、月に、10月と２月にやったということですけれども、全て

同じ日にそのような相談を受けたということでよろしいのでしょうか。

以上、それで再質問終わります。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは私のほうから、まず保健推進

員の活動で反省している点ですとか、不足していた点があるかということなのですけ

、 、 、れども こちらについては非常に難しいなと思いまして 会場の感染対策をしながら

会議については実施できるときにはしたのですけれども、緊急事態宣言中は、ちょっ

と予防接種のほうも進んできたというところもあるのですけれども、なかなか開催は

難しかったと。あと、やはり町と住民の方をつなぐ大切なパイプ役で保健推進員さん

はおりますので、そういった方たちの活動をどうしたらこれは持続していけるのかな

ということは、今の時代、課題だと思っております。



- 112 -

、 、 。それと インフルエンザの予防接種につきましては 全て無料で実施ができました

〇松本美子委員長 それでは、根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、先ほどの療育事業の関係でお答

えさせていただきます。

先ほどお話しさせていただきました発達支援等巡回訪問事業とは別に、すくすく相

談というのを設けておりまして、そのすくすく相談というのは健康増進センターで実

施しております。これについては、日にちを決めて、予約制で、そこに言語聴覚士、

それから理学療法士の先生に来ていただいて、いろんなちょっとテストというか、い

ろいろ遊びの中で見させていただく、その中で発達支援を促せるようなアドバイス等

をしていただきまして、場合によっては医療につなげるような、そういったアドバイ

スもさせていただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 今の94ページの言語聴覚士の派遣業務なのですけれども、近年そうい

うふうになってしまう子というか、何か多いのだという話は聞くのです。実質的にや

ってみて相談件数が多いだとか、対象のお子さんが多くなっているというのは事実で

ございましょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

根岸副課長。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

やはり発達、病後の言葉の面とかあるのですけれども、やはり遅れが見られるとい

うか、発達ですね、発達にちょっと遅れが見られるというお子さんについては、ここ

何年かの中ではやはり増えているという状況です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 まず、先ほどの長島委員が聞いた88ページのやすらぎトレーニングル

ームですけれども、こちらの利用者数は何人だったのか、教えていただきたいと思い

ます。

それから、94ページ、不妊治療の支援事業ですけれども、こちら令和元年度と同等

ぐらいの金額なのですが、本当に不妊治療は大変なのですけれども、中には着床した
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とかというような、そういうようなお話はあったのでしょうか、お伺いしたいと思い

ます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

内田副課長。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは、私のほうからやすらぎの利

用人数ということで、令和２年度につきましては延べ4,420人、ちなみに元年度は１

万2,871人でございました。実人数にしまして、令和２年度は149人、元年度は341人

でございました。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を続けてお願いいたします。

根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、不妊治療につきましてお答えい

たします。

その後妊娠されたかどうかということなのですけれども、全数については把握して

いないのですが、実際にその後妊娠届が、母子手帳の交付という形で妊娠届が出たと

きには、あの人、あのご夫婦ですね、妊娠されたのだなということで、その場で初め

て確認というか、よかったなというお話はしております。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 94ページの不妊治療ですけれども、そういうお話聞くと、よかったな

と思います。

これの内容なのですけれども、不妊治療費助成は６人で53万と、たしかこれ１回目

、 、 。 、 、が10万まで出たのだったか ちょっと内訳 何に10万だとか だから １人に対して

最初申請すると10万ですよ、早期不妊検査費用は、これは単純に計算すると１人２万

円で検査ができるのかなと思うのですけれども、今女性だけではなく男性も不妊治療

できるように嵐山町はなったのだったかどうだったか、確認したいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、不妊治療について引き続きお答

えいたします。
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畠山委員さんご指摘のとおり、不妊検査については１人２万円が上限になっており

ます。実質、実際に不妊検査にかかる費用というのは２万を超えてくることがほとん

どですので、ほぼ全額かかった費用、２万円はほぼ全員が該当になるのですが、不妊

治療につきましては県の上乗せ分、県の不妊助成事業は30万円が上限なのですけれど

も、県の初回分というのですか、それが、その30万円からの上乗せ分が、町がさらに

10万円を上限として助成しますよという事業ですので、中には40万もかからない方も

いらっしゃる、不妊治療しても30万円台の方もいらっしゃる。そうすると、上限10万

円ではない方もいらっしゃるという形にはなっております。

それから、男性の不妊治療についてなのですが、これについては不妊治療申請の条

件として、助成の条件として、県のほうも含めて男性のほうの……女性だけの要件と

いうのかな、女性だけではなくて、男性も併せて検査、治療を受けないと助成にはな

らないという条件にはなっております。

以上です。

〇松本美子委員長 どうぞ、畠山委員。

〇畠山美幸委員 不妊治療のこの６人の53万円の内訳を教えてください。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

根岸副課長。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 すみません、内訳といいますと、例えば。

〇畠山美幸委員 いいです、後で聞きますから。いいです。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。

川口委員、どうぞ。

、 、 、〇川口浩史委員 88ページの保健推進員の関係なのですが 先ほど 先ほどというのは

副課長は61人いたと。これ、前の決算ではそうなのですよね。それが45人になってい

るわけです。どうして減ったのかをちょっと伺いたいと思います。

それから、その下の健康づくり事業で、看護師が一昨年の決算では45人いたと、昨

、 、 。年の決算では26人と これも随分減ったなと思ったのですが 今年の決算では８人と

どうしてこんなに減ってしまったのか。それで、これで健康づくり事業が遅滞なくで

きたのかということをお聞きしたいと思うのですけれども、これは正直にお答えして

いただきたいのです。いや、できませんでしたという正直な声が大事なので、それに

基づいてどう対応したらいいかというのを考えたいと思いますので、正直にお答えい
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ただきたいと思います。

91ページのインフルエンザのその上に返還金とあるのですけれども、ちょっとどう

いうことで返還金が発生したのか伺いたいと思います。

それから、このインフルエンザの関係なのですけれども、昨年私も対象になったわ

けなのですけれども、もう私が申し込んだときに、私はのんびりしているので、まだ

大丈夫かなと思っていたら、もう申し込んだときに「ありません」ということだった

わけなのです。受けられなかったという人数というのは結構いるのではないかなと思

ったのですが、ちょっと分からないですか。それが１点。

92ページに、中学３年生に、先ほどお答えになったように、これは90人で、全員が

受けたということでよろしいのですか。この人数なのかなと思って。もう少しいるの

ではないかなと思いまして、伺いたいと思います。

新型コロナの関係ですけれども、町ではＰＣＲをやっていないわけですけれども、

結果的に町民が熱が出るまで待つということで対応してきたわけですよね。その対応

がよかったのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。

それから、外国人やＤＶの被害者、こういう人たちをきちんと検索して、今年の接

種につなげられたのかどうか、遺漏があったのかどうか伺いたいと思います。

93ページの先ほど来ある妊産婦の支援タクシーなのですけれども、これは不思議に

昨年とぴったり同じなのです、170人で。ただ、事業費が違うのです。昨年は11万

5,360円、今年は５万7,700円と。ちょっと人数が多いので、こんなに使われては困る

ということで引き下げたのか、補助費を。内容を伺いたいと思います。

それから、高齢者の場合の利用は、駅から遠ければ遠いほど利用度が下がってくる

わけですけれども、こちらはどうなのか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、お答えいたします。

まず、返還金、14万8,000円の返還金についてですが、こちらに関しては令和元年

度の感染症予防事業の国庫補助金の返還分です。これは、昨年度実施しました、昨年

度が２年目ですか、実施いたしました風しんの追加的対策事業です、大人の風しん。

大人の男性の風しんの追加的対策事業に関する、概算払いで補助金を受けているので
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すけれども、それの実績に合わせた分の返還分という形になっております。

それから、インフルエンザ、中学３年生のインフルエンザの90人ということなので

すが、こちらに関しては約150人弱です、通知を差し上げたのが。そのうちの90人の

中学３年生が実際に接種をしております。ですので、６割ちょっとという形になりま

す。

それから、妊産婦外出支援タクシーの関係ですが、こちらに関しては高齢者のタク

シー事業に合わせまして、昨年度は額を、利用額ですね、今までは初乗り分760円だ

ったものを、昨年度は１回分、初乗り分500円に変更しております。その代わりに１

回につき３枚使えるよと、１回につき500円掛ける３枚、1,500円分を使えるというふ

うに改めましたので、ちょっと数字が違ってきているのかなと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして内田副課長、答弁お願いします。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 すみません、私のほうから確認なので

すけれども、新型コロナの関係で、外国人の方やＤＶの被害者の方はちゃんと実施が

できたかという質問でよろしかったでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、もう一度質疑をお願いいたします。

〇川口浩史委員 ここで抽出したのだと思うのです。その方たちは漏れがあったのかど

うか、実際の。そことの差を確認したくて質問したのですけれども。

〔何事か言う人あり〕

、 、 、〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは すみません 私のほうから

まず保健推進員の人数について再度お話しさせていただきたいと思います。

昨年、保健推進員の委嘱している人数は61人でございますが、会議に出席した人数

が45人ということで、すみません、こちらには45人ということで記載をさせていただ

いたということでございます。

続きまして、健康づくり事業、こちらの看護師の報酬等が減っているがということ

の質問でございましたが、こちらにつきまして、らんらん健康教室というものを令和

元年度から行っております。そちらに関して、やはりコロナということで教室の規模

を縮小して行った関係で、報償費のほうが大分少なくなってしまったということにな

ります。

ちなみに、令和元年度につきましては11日間、３グループを行っておりました。し
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かし、令和２年度は当初より、予定していた時期からコロナ対策ということで、なか

なか実施が難しくなりまして、教室自体をどうするかということを見直ししまして、

日数をその後減らしまして、対象人数も減らしまして実施をいたしました。実施をし

た日数につきましては、６日間を２グループということで、１つのコースが18人の参

加、もう一つのコースのほうが20人の参加ということで、38人の参加者の方がいらっ

しゃいました。令和元年度に比べまして、実施の日数もほぼ半分になってしまったと

いうことと、対象人数も減らしてしまったということで、やはり思ったようにはでき

なかったというところが状況でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして萩原健康いきいき課長、お願いいたします。

〇萩原政則健康いきいき課長 最後に、新型コロナウイルスワクチン接種事業の80万

800円の関係で、ＤＶ、外国人等にちゃんと通知が届いているのかというお話だった

と思います。令和２年度の80万800円につきましては、接種券を作成するためのシス

テムの改修にかかった経費であります。２年度においては、接種券はまだ発送はして

おりません。今年度になってから発送させていただきましたが、外国人、ＤＶを受け

ている方、全て滞りなく通知のほうは届いていると思っています。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 88ページのこの看護師の関係なのですが。そうすると縮小したので、

８人でも健康づくり事業はできましたよということなのですか。いや、やっぱり８人

ではちょっと不十分だったなということなのでしょうか、そこをちょっとお聞きした

いと思います。

中学３年生のインフルエンザの関係なのですが、受けたくないという、当然そうい

う方もいると思うのですが、ただ随分多いなという感じがするのですけれども、何か

副反応を心配してなのですか。分からないですか、内容は。分かればちょっと伺いた

いと思います。新型コロナ、そうですか。ここでは接種券の作成のみで終わったとい

うことですか。分かりました。

妊産婦の関係ですけれども、やはり金額を下げたということが一番大きいわけです

ね。分かりました。

利用状況なのですけれども、これは高齢者の関係と同じような、駅から遠くなれば
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なるほど利用度が減るという状況になっているのでしょうか、その辺つかんでいるの

でしょうか、伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、内田副課長、答弁をお願いいたします。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 私のほうからは、再度健康づくり事業

の看護師８人で足りたのでしょうかというご質問なのですけれども、職員も保健師等

がおりましたので、そちらで職員も一緒にやりながら実施をいたしたところで、不足

したということはございませんでした。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、根岸副課長、答弁お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、中３インフルエンザについてお

答えいたします。

こちらに関しては、今年度確かに６割ちょっとという接種率だったのです、令和２

年度。これは、令和元年度と比較しますと、元年度が７割弱でありましたので、やは

り少しコロナの影響もあったのではないかというふうには考えております。

それから、タクシー券の助成事業に関してですが、こちらに関しては、その距離に

関しては高齢者タクシー事業と一緒の要件にはなっておりません。これに関しては、

あくまで初乗り分で500円、500円掛ける３枚までは１回の乗車につき、例えば一緒に

同乗したとしても１グループで３枚まで一度に使えますよと、初乗り分500円掛ける

３枚分ですよという条件になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 インフルエンザの関係で、中学３年生はその前の年が７割弱と、意外

に受けないのだなというのを、ちょっと分かりました。

一般の方の、高齢者の方の受けられなかった人数というのは分かるのですかね。そ

れは分からない。でも、人数何人いるかというのは分かっているわけだよね、受けた

人数がここにあるわけですから。

それから、タクシーの関係なのですけれども、これは高齢者のタクシーは駅から遠

くなれば遠くなるほど利用度は減るわけですよね。妊産婦のタクシーは、それはない

のですか。１回３枚というのは分かりますよ。そこは分析し切れていないのですか。

ちょっとそこのところだけ質問いたします。



- 119 -

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは、私のほうからインフルエン

ザ予防接種の件で、一般の方ということで、高齢者の対象者数は5,988人でございま

した。接種率は66％となっております。元年度につきましては46％でございました。

希望される方は受けていただけたかなと思っているのですけれども、相談があれば対

応して、受けられるように対応はしてまいりました。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続けて、根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、妊産婦タクシー券事業の関係な

のですが、これについてはあくまで１回、距離に関係なく、遠くても近くても関係な

く、１度の利用で500円掛ける３枚分、要は1,500円までは助成できますよという制度

になっています。

〇松本美子委員長 それでは、荻原健康いきいき課長にお願いいたします。

〇萩原政則健康いきいき課長 駅から遠くなると利用者が少なくなるという質問だった

と思います。はっきり分析はしておりませんが、やっぱり駅に近い、アパートが駅に

近いところには多い、妊産婦さんがどこに集中して住んでいるかというと、調整区域

よりやっぱり市街化区域、そしてまだ家を持っていないアパートがある駅の周辺かな

というふうに思われますので、駅に近い妊婦さんの利用が多いというふうに思われま

す。分析はしていませんが、私の考えでちょっとお話しさせていただきました。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷登美子委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 81ページ、養育医療費給付金というの、これは福祉課なのですけれ

ども、76万2,340円なのです。21ページのほうに養育医療費保護者負担金というのが

あって、それが16万7,380円で、これは３人分だということなのですけれども、延べ

で８人分ということなのですが、この養育医療費というのは本来無料ではなかったか

と思うのですけれども、県の支出金というのは５万6,250円があるのですが、この財

源内訳というのですか、これはどういうふうにして考えたらいいのか伺いたいと思う

のですが、養育医療費、未熟児の医療費は無料だったと思うのだけれどもなと思いな
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がら考えたのですが。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、お答えいたします。

養育医療費の負担金、保護者負担金に関してですが、こちらに関しては、実質は保

護者の負担額はゼロです。これに関しては、実際にこの部分については児童福祉部門

でこども医療費で振り替えて支出している関係で、実際は保護者の負担金は実質はゼ

ロになっております。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、県の負担金が５万6,250円で、国庫負担金がちょっ

と探してみたら見つからなかったのですが、あとは全部町が負担するという形になる

のですか。そのところが分からなくて。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 この社会保険分、社会保険の方の分につい

ては社会保険、そちらで支出しております。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷登美子委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 これは全然分からないのですけれども、養育医療費給付金は福祉課

として76万2,340円支出しているのですね、実際に。それが出ている。だけれども、

社会保険はこっちには出てこないですよね、福祉課のほうには。だから、そうすると

県の負担金は、私がちょっと見た感じでは５万6,250円があるだけで、あと国庫負担

金はないから、全額嵐山町が支出しているのか、それともこれは地方交付税に算入さ

れてそこに出てくるのか、どういうふうな計算したらいいのか分からない。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

根岸副課長、お願いいたします。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、お答えいたします。

国の負担分、国の負担金がここには出ておらないのですけれども、これに関しては

国のほうの交付決定が遅れたのです、前年度。国の交付決定が、国のほうでもコロナ
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対策とかいろいろあって遅れた関係で、令和２年度中の概算払いは行われなかったの

ですね。その関係でここにのってこない、ゼロになっているのです。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑はありますでしょうか。

青柳委員、どうぞ。

、 、〇青柳賢治委員 １点だけなのですけれども ページはちょっとあれなのですけれども

いろいろな健康事業が今の質疑の中でなかなか縮小されて、そして今までふれあいの

あそこの健康教室でしたか、やすらぎか、行っていた人たちもかなり縮小されたりし

てきていたわけですよね。

そういった中で、健康いきいき課がやっぱりコロナ、コロナということで、今もま

たなおさら大変な、予防接種でご苦労されているのだけれども、令和２年として見る

と、コロナで１回閉めて、また開いたりとかということが行われましたよね。やすら

ぎなんかでも、さっき300人からの人たちが利用したりしているという、そういった

やっていたような人たちへの健康の、いわゆる何て言ったらいいのかな、維持という

か、何とか町としてはそのまま継続ではないけれども、続けていくような形もあって

いいのかなと。むしろやっていた人たちが不健康になってしまうというようなことも

あるのかなと思うのです。そういう点については、担当課としてはやっぱりぎりぎり

できる範囲でやってきたというような見解でいらっしゃるのかどうか、その点だけち

ょっと確認させてください。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 それでは、令和２年度の健康づくり事

業、やはり縮小、縮小の中でなかなか思ったようにはできなかったですし、皆さんが

コロナ以外の病気になってしまうのではないかとか、健診率も下がったりとか、どう

やったらいいのかということはずっと１年間、模索の中で行ってまいりまして、ぎり

ぎりの中、限られた人数で必死に実施はしてまいりました。

１つだけ、らんらんポイント事業というものでポイントを出す事業があるのですけ

れども、そちらでウオーキングポイントというものを、例年だと１ポイントなのです

けれども、３ポイントにして、みんなに一生懸命、ではちょっとウオーキング頑張っ

てもらおうとか、そういった工夫はしたところでございます。
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以上でございます。

〇松本美子委員長 青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 そういうポイントなんかも、通常１ポイントのところを３ポイントつ

けて、ほぼ去年と同じぐらいの予算が決算で使われていますよね。

それでもう一点、要するにそういうふうな、そこの教室だとか、いろいろ来ていた

人たちへの、いわゆる町からの、やっぱりこういう状況なのだというようなことにつ

いては、いろいろと健康教室だとか、いろいろ来ていた人たちに理解をいただいてい

るというような形で担当課としては思っていらっしゃるかどうか、その辺答えてくだ

さい。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田富惠健康いきいき課健康管理担当副課長 健康づくり事業につきましては、先ほ

どもらんらん健康教室のお話もさせていただきましたけれども、年度当初、もう既に

、 、申込みを受け付けてしまったりとか そういった中でどうしていこうかということで

。 、事業のほうも進みながら変更をかけていった状況がたくさんございました その中で

、 、 、既に申し込んできていただいた方に関しては 電話をしてご理解をいただいて 次回

またちゃんと感染対策をして開催するので、お知らせを待ってくださいというふうに

直接お話をさせていただいたり、ご理解をいただきながら実施してまいりました。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにありますでしょうか。質疑の方はいらっしゃいませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑がないようでございますので、健康いきいき課に関する部分の

質疑を終了させていただきます。

◎散会の宣告

〇松本美子委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会をいたします。

大変ご苦労さまでございました。

（午後 ４時５２分）
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決算審査特別委員会

９月８日（水）午前９時００分開議

議題１ 「認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査

について
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- 127 -

◎開議の宣告

〇松本美子委員長 皆様、おはようございます。

ただいま出席委員は９名であります。定足数に達しておりますが、長島委員さんは

所用がございまして、少々遅れるという連絡が入りましたので、よろしくお願いいた

します。

よって、決算審査特別委員会は成立をいたしておりますので、これより本日の会議

を開かせていただきます。

（午前 ９時００分）

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで諸般の報告をさせていただきますが、本日の委員会次第はお

手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第１号の質疑

〇松本美子委員長 認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について

の件を議題といたします。

既に健康いきいき課に関する部分までの質疑が終了いたしております。

本日は、長寿生きがい課に関する部分の質疑から行います。

それでは、質疑がある方はどうぞ、挙手を願います。

川口委員。

〇川口浩史委員 74ページのやすらぎの件からですけれども、初めに昨年雨漏りのこと

でご質問しました。その後町職員あるいは副町長が、副町長自ら上に上って雨漏りの

対処をしたというか、防いだということで、この話聞いて、すごい副町長なのだなと

いうのを思った次第ですけれども、しっかり雨漏りは防ぐことができたのか伺いたい

と思います。

それから、委託料なのですけれども、昨年より減っているわけです。この減額の大

きいのは、やはりコロナの影響で各関係の事業が、事業というか、補償などができな

かったということで減っているのか伺いたいと思います。それで、まずちょっと大き
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な点では。

それで、１つちょっと見ておきたいのは、１つというか２つだな、新埼玉環境セン

ターの、昨年は２項目あったのですけれども、これを１つにまとめたから金額が大き

くなったのか。昨年書いてある一番上の金額だけだと倍以上しているわけなのです。

昨年が26万6,400円、今年が57万960円ですから、この金額がなぜこれだけ上がったの

かを伺いたいと思います。

その下の綜合警備保障は若干下がったのですけれども、コロナの影響でこれは保障

がなくなったので下がったのかなと思ったのですけれども、ちょっと理由を。２つで

はない、３つです。

それから、その下の戸口工業なのですけれども、ここも金額が下がっています。そ

れから、次のページで56万1,000円というのがあるわけなのですけれども、これは何

のことをやったのか伺いたいと思います。昨年はありませんでしたので、伺わせてい

ただきたいと思います。

それから、76ページなのですけれども、地域包括支援センター、ここの18の負担金

補助及び交付金の関係なのですが、昨年は地域包括支援センター職員研修、これがあ

、 、ったのですけれども 恐らくコロナの関係でなくなったのかなと思うのですけれども

ちょっと廃止になった理由を伺いたいと思います。

それから、介護支援専門員更新研修が、金額が下がったとはいえ、実施されている

わけですよね。昨年もあるのですけれども、人数と、これは毎年実施をするのでしょ

うか、この関係者は。この研修はコロナでも、運転免許と同じなのかなと思っている

のですけれども、しっかり密を防いで研修ができる、研修をしたということでやった

のか伺いたいと思います。それだけでいいです。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

それでは、近藤長寿生きがい課長、お願いをいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、まず私からはやすらぎの雨漏りの件について

お答えいたします。

やすらぎの雨漏りにつきましては、議員さんのほうからも議会でご指摘をいただき

まして、昨年度10月21日に職員で修理を行いました。その後雨漏りのほうもなく、来

ておりましたが、７月下旬の大雨で３か所、ちょっと雨漏りが起こっております。そ

の後ちょっと様子を見ているところなのですけれども、ここ８月に入ってからの雨に
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ついては雨漏りがない状況でございます。

一応構造上、トップライトと土台のところのシーリングのほうが欠損しておりまし

、 、 、たので そこを補修する工事をしておりますので どうしても雨の降り方によっては

またそういう劣化してきて漏るということがありますので、今後は定期的にシーリン

グのほうの補修をしていきたいと考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、お願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えさせていただき

ます。

74ページのやすらぎ管理事業の件なのですけれども、こちらの事業の減額なのです

けれども、300万ぐらい減額しているのですけれども、これはコロナの影響なのかと

いうことなのですけれども、確かにコロナの関係で光熱水費とか、あとやすらぎのほ

うでシルバーの方にお願いしてもらっているのですけれども、その委託料が減ったか

ら300万ぐらい減額となっております。

細かい点なのですけれども、12の委託料の表なのですけれども、一番最初の新埼玉

環境センターについてのご質問なのですけれども、こちらの契約期間が長期継続にな

っていまして、昨年の契約期間が９月30日で切れてしまうので、９月30日までの金額

と、あと10月１日から年度末までのなので、２段書きになっています。ですので、大

体金額が同じで、今年と比較すると若干、２万6,960円ぐらい差が出てしまうのです

けれども、これについては消費税が上がりましたので、差額が出てしまっています。

その下の綜合警備保障につきましても消費税が８％から10％になりましたので、そ

の分の差額になっております。

その次の戸口工業なのですけれども、これも２段書きになっているのは、59万

8,950円のほうについては、長期継続契約が９月30日までで切れまして、これは消費

税が８％の分になります。その次のページの75ページの一番上の56万1,000円の金額

については、10月１日からの長期継続になりまして、消費税が10％になった金額とな

っております。

以上になります。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして簾藤副課長、よろしくお願いいたします。

〇簾藤久史長寿生きがい課包括支援担当副課長 76ページの地域包括支援センター事業
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につきましてお答えさせていただきます。

18の負担金補助及び交付金の負担金でございますが、まず１点目が昨年あった地域

包括支援センター職員研修がなくなった理由なのですが、こちらの主に包括に配属さ

れた新任職員が参加しております国というか、全国研修になっておりまして、嵐山町

が一番近いのは東京ですので、東京のほうに幾日か通って行っておりました。私も２

年前にこちらに配属されて行ったのですが、座学以外にグループ研修が主な研修でご

ざいました。

昨年なのですが、新任職員が、配属された職員がいたのですが、コロナの影響でウ

ェブになってしまいました。私の判断でグループ枠、これが非常に勉強になるので、

取りあえず去年１年間は、２万2,000円と非常に金額も高い研修ですが、内容もなか

なかいいのですが、ウェブになってグループ研修ができないもので、１年様子を見よ

うということで、昨年は不参加とさせていただいたことによりまして、そちらの分は

減額になっております。

もう一点ですが、介護支援専門員更新研修ですが、包括支援センターには介護支援

専門員が配属されておりまして、川口委員さんおっしゃるように運転免許証と同じよ

うに５年間という更新の期限が参りましたので、その分の研修。コロナでもこちらの

研修のほうはやらないと資格のほうが駄目になってしまいますので、参加のほうをし

たということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 やすらぎの件は、そうですか、分かりました。雨漏りも、なるほど、

シーリング補修をしっかり定期的にやらないと駄目なわけですね。ちょっと当面そう

いう対応をするしかないと思いますので、やっていただきたいと思います。

包括支援センターですけれども、なるほど、ウェブになったわけですか。ウェブで

、 。参加はしなかったということなのですか 今のちょっとよく分からなかったのですが

参加すると費用が発生するわけですよね。しなかったのかどうかだけ、ちょっと確認

しておきたいと思います。

介護支援専門員の研修ですけれども、これ人数は何人だったのでしょうか、ちょっ

とその点も伺わせていただきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。
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簾藤副課長、お願いいたします。

。 、〇簾藤久史長寿生きがい課包括支援担当副課長 大変失礼しました １点目と答弁漏れ

申し訳ございません。介護支援専門員更新研修ですが、１名参加しております。

もう一点、再質問のほうの地域包括支援センター職員研修でございますが、２万

2,000円なのですが、ウェブになったのですが、金額は変更がございませんでした。

ということで、ちょっと高いなということを感じまして、昨年度は見送りをいたしま

した。ということで、参加しておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 説明書の76ページ、高齢者外出支援事業ですけれども、当初予算のほ

うで、こちら、今年からまた見直しがあって、より使いやすい制度になるのかなと思

っておりますけれども、こちらが予算のときには、65歳以上の方が5,915人、免許証

を持っていない方が1,754人、このうちの45％の789人を予算では見込まれたのですけ

れども、申請者は863人ということで、大変多くの方が申込みをされておりますが、

利用者数は561人ということで低迷をしたわけですが、こちらは去年はコロナの緊急

事態宣言もございましたけれども、一応結果としてはどのようにお考えなのか、お聞

きしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

菅原副課長、お願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、76ページの外出支援事

業につきましてお答えさせていただきます。

当初予算では、先ほど畠山委員がおっしゃったとおりなのですけれども、実際のと

ころ65歳以上の対象者が5,964人でした。免許証を持っている方というのは、警察に

お尋ねできるので尋ねたところ、3,758人だということで、実際免許証を持っていな

い方というのは2,206人で、2,200人ぐらいいるのですけれども、そのうち申請者が

863人ですので、大体39.1％の方が申請したということになっています。

令和２年度、昨年の実績よりも90万ぐらい減っているのですけれども、やはり畠山

委員がおっしゃっていたようにコロナの関係がありまして、外出を控えた方がほとん
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どの理由だと思います。ですので、90万ぐらいの減額となっております。新年度から

は新しい制度になりましたので、今後その経過を見ながら、また考えていきたいと思

っています。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。

山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 説明書の75ページ、１点のみです。やすらぎのトレーニングルームマ

シンリース料について伺います。

100万円ということです。長寿生きがい課の施策なので、年配者向けのマシンも用

意されていると思います。高齢者であっても筋肉に刺激を加えると筋肉がつきます。

外からのぞいたことがあります。年配の方が多いような感じもします。トレーナーの

指導の下に各マシン用意したと思うのですけれども、どのようなマシンが入っている

のか、それから併せてメーカーが分かっていたら伺いたいと思います。よろしくお願

いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

菅原副課長、お願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、75ページのやすらぎの

トレーニングマシンリース料につきましてお答えさせていただきます。

こちらにつきましては、契約のほうが健康いきいき課のほうでやっていただいてい

ますので、ちょっと詳しい内容までは分からないのですけれども、今長寿のほうで分

かっているものというのが、フリークライマーというものが２台と、あとリカンベン

トバイクというのが２台、サイベックスのレッグプレス１台、あとサイベックスのＶ

Ｒバックというのが１台あるということが分かっております。

以上になります。

〇松本美子委員長 どうぞ、山田委員。

〇山田良秋委員 どうもありがとうございます。ちょっと分かります。

このリース料の中には、機械ですから、こういったマシンというのはよく壊れるの

ですけれども、使用頻度が高いと特にあります。修理費も含めたリース料になってい

るのですか。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。
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〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 修理料も含まれているのですけれ

ども、買い取っている機械もありますので、そちらにつきましては修繕料のほうから

払わせていただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 それからもう一点、最後にメーカーというのはどこですか。

〇松本美子委員長 お願いいたします。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 すみません。メーカーまでは、ち

ょっとこちらでは分かりかねますので、お答えできません。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方。

それでは、藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私のほうは、主な説明書の75ページ。

〔 マイク」と言う人あり〕「

〇藤野和美委員 75ページです この中で 在宅高齢者等日常生活支援事業 これが32万。 、 、

云々かんぬんあるのですが、これはどんなことをやっているのかお聞かせ願えればと

思います。

以上です。

〇松本美子委員長 １点だけですか。

〇藤野和美委員 はい。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

菅原副課長、お願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えいたします。

75ページの在宅高齢者日常生活支援事業につきましては、こちらにありますように

緊急通報システムの借上料と、あと訪問利用の事業を行っております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 75ページになりますけれども、高齢者就業促進事業でシルバー人材



- 134 -

センターの補助がありますが、シルバーの請負事業の影響というのはどの程度あるの

か伺いたいと思います、コロナでの影響。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

近藤長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 請負事業の影響なのですけれども、令和２年度の受注件

数は954件となっております。令和元年度は935件ということで、19件増加しておりま

す。ただ、個人とか公共からの受注は増加していますが、民間からの受注はコロナの

影響で減少しているような状況でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

、 、〇渋谷登美子委員 個人からのものというのは 草取りとかそういったタイプのもので

民間からのというのは仕事の店舗に派遣とか、それから工場での就業とかそういった

ものになると思うのですが、そこら辺の金額的な影響はどうなっているのか伺いたい

と思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

近藤長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 民間からの金額的な影響ということなのですけれども、

令和２年度が9,324万9,000円です。前年度が１億590万4,000円となっておりまして、

かなり金額的には減少している状況です。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

青柳委員、どうぞ。

、 、〇青柳賢治委員 １点なのですけれども 75ページのやすらぎの管理事業ですけれども

米印で開館日数、年間利用者数、１日平均利用者数が出ています。去年はコロナがな

かったと言いつつ281日、１万2,980人、46.2人というものです。

それで、昨日も健康いきいき課のとき、ちょっと確認させてもらったのですけれど

、 、 、も 健康いきいき課ではそういったなるべく歩くことを ポイントを増やしたりとか

そういうようなやっぱり工夫をして、なるべくそれを継続してやっていってもらうよ

うな努力もしてあったというふうに聞きました。

今年の令和２年度の事業の中において、これだけの方がやっぱり、実際にあそこを



- 135 -

一回出て、何か拭いたりとか、いろいろなことで使ってきたということで私も聞いて

いますけれども、ある程度使って利用してきた人たちに、やっぱりコロナの感染を食

い止めなくてはならないからということで、そこは十分理解できるのですけれども、

そういった利用していた人たちへのフォローというのでしょうか、これを継続してい

くよとか、嵐丸体操のようなものがあるとか、何かそんなふうな形で担当課のほうで

工夫したようなところはあるのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

近藤長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

長寿生きがい課サイドとしてのフォローということなのですけれども、委員さんが

おっしゃったように嵐丸体操をホームページのほうでアップしてお勧めしたりとか、

あと広報のほうで介護予防のための体操を紹介させていただいたりとか、あとそれか

ら東松山のケーブルテレビと協力いただきまして、町内の保育園だとかいろんな団体

の方に参加していただいて、嵐丸体操を紹介する番組を放送していただいたりという

形で実施しております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 そういった努力がされているということをやっぱり分かってもらわな

くてはならないわけであって、この１万2,900人という人たちが4,400人になった、そ

れは開館日数が少ないからそうですけれども、その辺がある程度周知できたよという

ような形で担当課としては捉えていらっしゃいますか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

近藤長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

やすらぎの参加者の方にも周知をさせていただいたり、あとはホームページ等で周

知をさせていただく、それから長寿生きがい課で実施しています介護予防の教室等に

参加されている方にも周知をさせていただくということで、あらゆる方法で実施させ

ていただいております。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

小林委員、どうぞ。
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、 、〇小林 智委員 75ページ これはシルバー人材センターへの補助金なのですけれども

先ほど渋谷委員からも質問がありましたけれども 私からは まずこれ1,197万3,000円、 、

の補助金が出ているのですけれども、これは恐らく条例等に基づいて支出されている

ので、これの計算根拠、算出根拠をまず教えていただきたいのです、どういうふうに

出されているか。

、 、 、 、それと シルバー人材センター これは町にはなくてはならない これは就業支援

就業促進という面からも、それから事業という面からも非常に頼りにされていて、な

くてはならない存在だと思うのです。この辺のことについての課題とか、それから町

での人材センターの事業、この事業についてどういうふうに捉えているのか、その辺

の考えをお伺いしたいと思います。

〇松本美子委員長 小林委員に申し上げますけれども、一部予算の部分に入られている

ようなので、答えが範囲内でということになりますけれども、ただいまの質疑は。

〇小林 智委員 えっ。

〇松本美子委員長 予算にも関係をしてきておりますので。今決算ですから。

〇小林 智委員 ですから、決算で1,197万3,000円出ているので、これの計算根拠をま

ず教えてくださいというのが１つ。

もう一つは、その結果です。令和２年度の結果として課題があったのかなかったの

か、評価してくださいというのが質問の内容です。

〇松本美子委員長 分かりました。

ということで、答弁をいただきます。

それでは、菅原副課長、お願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、シルバー人材センター

の補助金の交付の根拠なのですけれども、こちらにつきましては補助金交付要綱がご

ざいまして、補助対象が国が定める高年齢者就業機会確保事業等の補助金の対象の経

費のうちの運営費ということで、過去３年間の会員数だとか、就業延べ人数とか、日

数とかを割り出しまして、ＡからＣランクに格付されるのですけれども、嵐山町のシ

ルバーについてはＢランクになりますので、Ｂランクの金額となりまして、それプラ

スサポート事業というシルバーのほうでやっていただく高齢者の事業があるのですけ

れども、それプラスサポート事業の事業費が入りまして、それからあと事務局長の人

件費が入りますと1,197万3,000円になります。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして近藤長寿生きがい課長、答弁をお願いいたし

ます。

〇近藤久代長寿生きがい課長 私からは、シルバー人材センターの課題ということでお

答えさせていただきます。

まず、シルバー人材センターの会員なのですけれども、令和２年度は258人で、前

年度より９人減少しております。ただ、内訳のほうを見ますと、令和２年度の入会者

数は33人で、退会者数が42人となっております。やはり退会者数のほうが多くなって

いるのですけれども、高齢化が進んでいるということが１つ、それと就労形態が大分

変わってきておりまして、70代の方でお仕事をされている方等も増えてきております

ので、入会される方も今後ちょっと減少してくるのではないかなというところは考え

ております。その辺りで、会員数の確保を今後どうしていくかということが１つと、

あとはやはり請負事業のほうは割と多く入ってはきているのですけれども、派遣事業

のほうがやはり数が少ないし、またコロナの影響もあって減少しているという状況も

ありますので、その辺りを企業さんの方々とどう連携して就業先を確保していくかと

いうあたりが課題かなと考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 小林委員、どうぞ。

〇小林 智委員 ありがとうございました。算出根拠、なかなかちょっと難しくて全部

理解できなかったのですけれども、一応そういった形で算出されているということな

のですけれども、課題の中で私も会員数の減少であるとか会員の確保というのが非常

に課題なのかなと思います。草刈りからいろんな事業をこちらのほうでされておりま

して、やはり人がなかなか足りないよという話、それによって、特に人気の高い事業

なんかになると３か月待ってくださいとか、そんなことがあるというふうに聞いてい

ますので、人気の高い事業というのは草刈り等なのでしょうけれども、そうするとや

っぱりきつい仕事が多かったりということで、なかなか需給のギャップがあるのかな

と思います。この辺について、特に令和２年度で、こういう点についてフォローした

とか、金額面の補助金ではなくて、先ほどの課題について、町として何か特別フォロ

ーしたということはあったのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。
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近藤長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

この件につきましては、町のほうとして特にこういうことという形で支援をしたと

いう部分は、昨年度はございませんでした。

以上です。

〇松本美子委員長 小林委員、どうぞ。

〇小林 智委員 ありがとうございました。シルバー人材センターに限らず、なかなか

いろんなところでやっぱり人材不足ということは言われていると思います。これは、

今後町での課題でもあるかと思いますので、この辺については多方面、補助金とかそ

ういう面だけではなくて、いろんなフォローを今後考えていく必要はあるのかなと思

います。

質問は以上です。終わりです。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、長寿生きがい課に関

する部分の質疑を終結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。

休 憩 午前 ９時３５分

再 開 午前 ９時３８分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、環境課、上下水道課に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑をどうぞ。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私からは、２点お願いしたいと思います。

説明書の97ページです。ここで不法投棄物処理事業というのがあるのですが、これ

は何件ぐらいこの不法投棄があったのか、それとどういったものが物として投棄され

たのか、それをお願いしたいと思います。

それからもう一点は、その下の４番のごみ資源収集運搬事業、これは一方ではごみ

減量化推進ということも当然掲げているわけですから、これが前年度と比べて減量を
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したのかどうか。また、もし減量してあるのであれば、どの程度の減量化が進んだの

か、または要するにその反対もあろうかと思うのですけれども、その点についてお聞

きしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、まずお答えさせていただきます。

不法投棄の関係に関しましてですけれども、どのようなものが不法投棄されている

かということで、道路上に、町道上に落ちているものに関しましては、やっぱり廃プ

ラスチック類、それから瓶、缶、プラスチック、そういったものが多く捨てられてお

ります。

件数については、具体的に課の中で処理簿というのを作って対応しているわけなの

ですけれども、具体的な件数までは２年度は把握しておりません。不法投棄の苦情が

ある前に課職員が自ら行って収集したりしているものについては、一々という言い方

は変なのですけれども、処理簿を作っていないということもありますので、具体的な

件数は捉えておりません。

それから、ごみ処理の収集運搬の関係なのですけれども、ごみの量ということでよ

ろしいですか。

〔 はい」と言う人あり〕「

〇千野政昭環境課環境担当副課長 ごみの量について、収集運搬業者のほうから毎月と

いうか、一般廃棄物の処理状況報告書というのが提出されていまして、それの積み上

げの量を申し上げますと、まず生活圏ごみ量、令和元年度と２年度を比較すると、ま

ずし尿浄化槽汚泥が6,520.72キロリットルから6,081.21キロということで、439.51キ

ロリットルの減という形になっています それから 可燃ごみにつきましては 2,710ト。 、 、

ンと2,786トンで76トンの増という形になっています。不燃ごみにつきましては280ト

ンと294トンで14トンの増、美化清掃ごみにつきましては２年度は実施しておりませ

んので、８トンとゼロトンで８トンの減という形になっています。それから、事業系

のごみにつきましても、よろしいですか。事業系のごみの量については、やはり同じ

く令和元年度と２年度を比較すると、可燃ごみが1,122トンと1,014トンで108トンの

減、不燃ごみが94トンと86トンで８トンの減、資源ごみにつきましては52トンと23ト

ンで29トンの減という形になっています。
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それから最後に、資源物の回収量です。こちらも比較しますと、段ボールが159ト

ンと168トンで９トンの増、新聞が137トンと121トンで16トンの減、雑誌が115トンと

133トンで18トンの増、それから最後に牛乳パックが増減なしの２トンということで

なっております。すみません、あと衣類です。衣類のほうが62トンと71トンで９トン

の増といった形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続けて犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 不法投棄の件なのですけれども、今の話ですと、例えば道なんかにポ

イ捨てをしているような、そういったものの要するに回収ということの不法投棄とい

う、ある意味では処理ということと捉えていいのですか。要するに例えば山林等に何

か捨てているのを発見して、それを処理したとかそういうような事例というのはなく

て、例えば道のところにプラスチックとかそういうのを、落ちていたものを回収する

という、そういうような処理事業というふうにこれは捉えていいのか、まずこれが１

つです。

それと、もう一つはごみ資源収集のほうで考えると、産業ごみのほうは、随分これ

は減量化が進んでいるなというふうな感じがあるのですけれども、これは要するに一

般のほうとすれば、増がある部分と減がある部分というのがあるような気がするので

すけれども、ちょっと私聞き間違ったのか分かりませんけれども、それをちょっと確

認したいと思うのです。

そのときに、例えば減量化が進んでいないというときに、環境課としてはどういう

ふうな考え方をこれからしていくのか、その一つの問題点というのですか、課題点と

か、そういうものがあったら、それもちょっとお話しいただきたいと思うのですが。

〇松本美子委員長 それでは、千野副課長、答弁をお願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 お答えします。

不法投棄に関しましては、先ほど言ったとおり、職員が自発的に不法投棄が多い場

所というのですか、そういったところを巡回して回収していると。それから、あとは

町民の方から苦情、これがどこに落ちているよという形で苦情があったことに基づい

て収集に向かうと、そういった形になっているわけなのですけれども、令和２年度に

関しては現場に出ることが多いものですから、自発的に収集、これ落ちているなと思

ったら拾うと、そういった形で進めてまいりましたので、それほどの多くの件数はな
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いかと思われます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

藤原環境課長、お願いいたします。

〇藤原 実環境課長 それでは、私のほうから資源ごみの増えてしまったことに対する

今後の対応についてお答えいたします。

今現在コロナ禍の中で、特に資源物に対しては外国に輸出しているという部分、資

源物もございまして、コロナ禍の中で今まで日本から外国に輸出していた部分が全て

ストップをかけられたと、そういうことで収集を初めはしないというお話もあったの

ですけれども、それでは資源物といえども物があふれてしまいますので、回収だけは

してくれと、そういったような状況で、回収はしていただいていますけれども、買取

り単価は今のところゼロ円というものがございます。

そのあふれてしまった資源物を、ではこれからどうするかということにつきまして

は、海外の動向とかそういうものにも左右されますので、そちらのほうの動向次第で

ちょっと左右されてしまう部分がございます。可燃ごみもそうなのですけれども、資

源ごみもこのコロナ禍で、断捨離ではございませんけれども、今まで手の届かなかっ

たものが一気に出たと、そういう面もございますので、そういうことに関しましては

ホームページ等でも、すぐすぐお出しになる必要がないものは取りあえずちょっと控

えてくださいという広報等をしております。当然資源物は資源ですので、有効活用を

図らなければいけませんので、そういった広報等もふだんから心がけて行うようには

しておりますし、これからもそのように行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかに。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 質問させていただきます。

最初に、96ページのぽい捨て・路上等喫煙防止対策事業についてお伺いします。委

託料で、ほとんど業務委託でしておりますが、防止ですから、その委託料、業務委託

の中に啓発の部分も入っているというふうに思うのですが、その部分をどういう依頼

をしているのかお聞きをしたいと思います。

そして、成果、この防止対策によって喫煙等の動向がどうなっているのか、課では
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どのようにお考えかお伺いします。

次に、97です。今犾守委員さんが不法投棄の件で質問しましたのですけれども、以

前からずっとこの事業はやっているわけですけれども、減っていないのではないかな

というふうに思います。そういう中において、回収はもちろんなのですけれども、摘

発、名前等が入っていて、警察または役場のほうから対応して善処していただくよう

な行動が、研修があったのかどうか。前もあったわけですから、今はどうなのか、今

年度はどうだったのかお聞きをします。

それと、120、121です。内容的には同じなのですが、120のほうであれば下のほう

に小千代山の管理事業委託がありまして、あそこの原木を、原木といいますか、雑木

を伐採しまして、それをシイタケ材またはまき材等で町内の方にお譲りをすると、そ

ういう事業をやっていましたよね。非常にいいことだなというふうに思うのですが、

そこの部分の効果をちょっとお聞きできないでしょうか。

それと、やっぱりトラスト地のほうにおいても枯損木の処理というふうなことで、

伐採からあったわけですけれども、あそこを利用、散策している方に私尋ねられたの

ですけれども 「切ったままあそこのところに並べてあるのだけれども、私持ち帰っ、

てもいいのでしょうか」というのを尋ねられたので 「それは無理ですよ」と 「町の、 、

ほうに尋ねて、必要があればお話ししたらどうですか」というふうな話をしました。

この小千代山の件と同じ件なのですが、どのようになさっているのかお聞きをしたい

と思います。それだけです。

以上です。よろしく。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

藤原環境課長、お願いいたします。

〇藤原 実環境課長 それでは、私のほうからポイ捨ての関係についてお答えいたしま

す。

こちらの禁煙等強化区域巡回委託ということで委託をさせていただいています。こ

ちらのほうは、現在、昨年度も同様なのですけれども、お二人の方に２人１組で回っ

ていただきまして、委員さんご質問の啓発及び指導に関しましては、やはりたばこを

吸っている方とかが指定場所以外で吸っている方に対しましては、そこでは吸わない

ようにということで、指導とともに、ここの区域は禁煙等の強化区域であると、そう

いったご説明をさせていただきまして、ご理解をいただけるようにお話をさせていた
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だいています。そういったお話をする中で、反発する人とかそういう人は今のところ

、 、 、いなくて 素直に聞いていただけるということで 昨年よりも大分指導といいますか

そういった件数も減っているという話を聞いております。

それと、その辺の効果でございますけれども、効果のほうは、すみません、今言っ

てしまいましたけれども、上から目線ではなく、懇切丁寧にご説明することによって

理解が年々深まっていると、そのように感じております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして千野副課長、答弁をお願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 お答えいたします。

まず、不法投棄の関係ですけれども、令和２年度に不法投棄されたものの中で警察

のほうに摘発されたような案件はございませんでした。中に個人情報がなかなか入っ

ていないものなので、仮に少し個人情報が入っていたとしても、個人を特定するまで

は至らないというところでありました。

それから、こちらの中身につきましては、令和２年度でいえばシイタケ木として

22口、それからまきとして５口、合計27口ということで配付させていただいたわけな

のですけれども、基本的に広報で事前に周知をさせていただいて、町民の方、町内在

住の方ということで限定させていただいて配付をしているわけなのですけれども、配

付日の以降につきましては配付のほうをお断りというか、そういった形を取らせてい

ただいております。

以上です。

〔 トラストのは」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 トラスト。小千代山と。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 失礼しました。トラスト地内の伐採した木の配付と

いう関係でお答えさせていただきます。

トラスト地内に関しましては、トラスト協会がございますので、トラストで嵐山の

ボランティアスタッフの方がいらっしゃって、その方にお聞きしたり、もしくは直接

トラスト協会のほうにお問合せいただいて、配付がいいよとなれば持っていっていた

だくという、そういった形を取らせていただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。
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〇長島邦夫委員 ポイ捨てのところから再質問させていただきますけれども、私が聞い

ている限りでは週２回のお二人で回っているということです。それは、前の聞き取り

でそういうふうに聞いているのですが、効果というか、成果というか、そういうふう

に回っていることによって、もちろんポイ捨てがあったら、それも取り除いているの

だというふうに思いますけれども、件数的にそういう声がけの量が少なくなっている

のだかどうか、回収したもの、ポイ捨てしたものの。そこのところだけちょっと確認

したいと思います。

それと、不法投棄のところはなかったということで、確かに私が役場のほうにこう

いうふうな名前が入っているものがありますよといった今までの例もございます。そ

このところだけはっきりよく見ていただかないと、ごみの中をあさるというのも嫌で

すけれども、だけれどもこれは仕事ですから、はっきり特定できるものについては、

摘発するだけではなくて、ご注意を申し上げると。あったものについては撤去しても

らうのだと、そういうことのあれは最も大切だというふうに思うのですが、なかった

ということでございますので、それはそれで結構ですけれども、そういう努力もさら

にしたほうがいいような気がします。

それと、120ページですけれども、最終的には余ってしまって、山の中にそのまま

で、期間が切れたのでお断りをしたというふうな今お返事だったというふうに思いま

すが、やはりあそこの中に置いて肥やしになればいいのですけれども、逆のマイナス

の部分も山林というのはありますから、やはり多少期間がずれた程度でお断りすると

いうのもどうなのですか、どういうふうにお考えなのか。もう期間を切ったら、ぴた

っとこれからもやっていくのかどうか、ちょっとお聞きをしたいと思います。次につ

ながることですから、ちょっと返事がいただけなければ、それでも結構です。

トラスト地については、委託先のほうに全部依頼しているということで、処理を依

頼しているということで、では了解いたしました。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

藤原環境課長、お願いいたします。

〇藤原 実環境課長 それでは、ポイ捨ての関係についてお答えいたします。

こちらのほうは、まずその件数でございますけれども、件数につきましては、昨年

度はたしか230数件ほどだったと思います それに対しまして 今年は周知啓発で95件。 、

ということでございます。指導のほうに関しましては、たしか13～14件だったと思う
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のですけれども、それに対しまして昨年度は４件という形で、かなり減っている状況

でございます。

それと、そのごみの量なのですけれども、昨年実はご質問いただきまして、ごみの

量を控えているのかということでございまして、そのときはちょっと控えてございま

せんで、これから控えさせていただくというご答弁させていただきまして、前年度の

、 、 、 、ごみの量は 申し訳ありませんが ありませんけれども 令和２年度に関しましては

、 。 、一応ごみの総量でございますけれども 31.1キログラムでございます そのうちの缶

ペットボトルが約0.5キログラムという形で控えさせていただいています。

以上でございます。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

続きまして、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、自分のほうから、現地に置きっ放しかど

うかという話だったのですけれども、それで今年度というか、令和２年度に関しても

そうだったのですけれども、切ったばかりの木ではなくて、昨年度に切ったものがい

いよとかという、そういう話も申し込まれた中の方からいらっしゃいましたので、そ

ういった場合には適宜誘導させてというのではないですけれども、こちらを選んでい

ただいて持ち帰っていただく、寄附をいただいて持ち帰っていただく形を取らせてい

ただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 96ページの12番の空き家等管理事業でございますが、こちら消耗品費

ということで書いてあるわけですけれども、空き家管理に使われるような何かをお買

上げになったのか、またどちらを空き家対策されたのかお伺いしたいと思います。

次の13番、地域猫活動推進事業でございますけれども、こちらは地域活動推進事業

費10万円を活用されて避妊、去勢をされたと思うのですが、そして次のところの飼い

主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業、こちらはふるさと納税を活用されたのだろ

うなと思います。それと、ここには書いておりませんが、さくらチケットを利用され

て、地域猫活動、飼い主のいない猫、さくらチケット、トータルでもいいし、それぞ
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れでもいいのですけれども、何匹の猫を避妊、去勢されたのかお伺いいたします。

以上、２点です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 答弁いたします。

まず、空き家の管理事業ですけれども、消耗品費として計上されているわけでござ

いまして、こちらに関しましては所有者の方に幾ら話をしても対応いただけないとい

う案件がございまして、そちらのほうで毛虫が大量に発生してしまったので、毛虫の

防除というか、その殺虫剤というか、そちらを購入したという形になっております。

、 、 、続きまして 地域猫の関係ですけれども まず地域猫活動推進事業に関しましては

町内ボランティア１名の方に対しまして不妊、去勢費、それから保険費、それから子

猫の保護費等で10万円を支出したわけなのですけれども、それに関しましては不妊・

去勢の頭数は６頭という形になっています。

それから、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業に関しましては、３名の方

、 、 。に関しまして不妊手術が14件 去勢手術が25件 合計39件という形になっております

それから、支出の項目には出てこないわけですけれども、動物基金のさくらねこチ

ケット、こちらを活用して手術した頭数ですけれども、こちらにつきましては基金の

ほうで120枚のチケットの交付を受けまして、12名のボランティアの方に手術に協力

いただきまして、雄61頭、雌49頭の計110頭ということで、国で支出を実施している

ところであります。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 そうしますと、12番の件でございますけれども、毛虫の駆除というこ

とで消耗品費なのですが、空き家、大分多く見受けておりまして、それ以外に見回っ

たとか、あと草刈りをしたとか、そういう件数はないのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、千野副課長、答弁をお願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 答弁いたします。

見回ったという草刈りの関係、先ほど言ったとおり、所有者によっても対応いただ

けない空き家分がございますので、そういったところは町の備品といいますか、草刈

り機を使って草刈りを実施したと、そういったことはありますけれども、消耗品費と
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して購入した事実はございません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、３回目になりますけれども、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 役場の職員として、どうしてもそういうふうに受け入れてくれないと

ころの草刈りとかをしたのは何件だったのでしょうか。

〇畠山美幸委員 それでは、千野副課長、答弁をお願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 そういった対応をいただけない空き家、それが２軒

ございました。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はいらっしゃいますでしょうか。

〔 はい」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、申し訳ございませんけれども、暫時休憩とさせていただ

きますので、お願いいたします。

20分まで、すみません、お願いします。

休 憩 午前１０時０６分

再 開 午前１０時２０分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、質疑から入りますので、どうぞ。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 96ページのイノシシの個体分析なのですけれども、この年度では何匹

ぐらい捕まえて分析をしたのでしょうか。分析の結果というのはどういうふうに出し

ているのか、出ているようでしたら伺いたいと思います。

それから、一番下の水質調査なのですけれども、次のページに河川だとか沼もある

のかな……ありますよね、花見台ありますから。その水質調査の結果をちょっと伺い

たいと思います。

それから、犾守委員さんがお聞きした中で、可燃ごみの一般の量が2,760トンでよ

ろしいのですか、ちょっとこれ確認なのですけれども。事業系が1,122トンとおっし

ゃったのですか。ちょっとよく聞き取れなかったので、間違っていれば訂正をお願い

したいと思います。これは、前年より増えたのか減ったのか、ちょっと犾守さんの質
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問でよく分からなかったので、答弁が分からなかったので伺いたいと思います。

それから、120ページなのですけれども、自然緑地管理事業の委託料、除草委託料

。 、 、です 将軍沢の方に笛吹峠の除草を委託しているわけですけれども これは年何回で

何人くらいでやっているのか伺いたいと思います。

それから、次のページの一番上のモウモウ少年団の関係なのですけれども、この県

緑化推進委員会分、これが昨年は10万円あったのですけれども、４万円に下がったの

はどういう理由からなのでしょうか。

それと、ちょっとページが戻って、40ページの雑入の下から３つ目の丸の緑の少年

団活動助成金があるわけです。活動するのにお金を取っているということになります

よね、これだと。ちょっとこの理由と、昨年11万円で、今年というか、これが５万円

ということで、下がった理由等を伺いたいと思います。

118ページ、都市下水路、上下水道課の関係なのですが、川島川、毎回ご質問して

いますけれども、川島川の対応はどういうふうにしたのか、大腸菌はどのくらいの数

になったのか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 お答えいたします。

まず、イノシシの個体分析の関係ですけれども、令和２年度は11頭分です。１頭当

たり7,326円の11頭。

〔 11頭」と言う人あり〕「

〇千野政昭環境課環境担当副課長 11頭です。11頭分ということで支出しております。

それから、結果ということですけれども、埼玉県の第二種特定鳥獣の管理目標とい

うことで、農業被害を抑えて分布の拡大の防止を図るといったことを目的にやられて

いますので、町のほうからは報告して、そういった結果というのは特に返ってきてい

ないという状況にございます。

それから、水質の調査結果につきましてですけれども、まず河川水質の関係からご

説明しますと、結果として市野川水域、まず矢崎橋ですね、矢崎橋のところで年間、

５月、８月、10月、１月に測定を実施していまして、それで矢崎橋のほうではｐＨが

２回、５月、８月に基準値を超過してしまいました。ＢＯＤが、１月の１回が基準値



- 149 -

超過、それから大腸菌群数が５月、８月、10月の３回、こちらが基準値を超過した結

果です。それで、年４回の平均値も基準値を超過した状況でございました。

それから、相生橋ですけれども、大腸菌群数が８月と10月の２回、基準値を超過、

年４回の平均値も環境基準を超過といった形になります。

次に、川島川の流入前、流入後というのを１月にのみ１回実施したわけですけれど

も、こちらにつきましてはＢＯＤが超過して、いずれの流入前、流入後につきまして

もＢＯＤと大腸菌群数が基準値を超過した結果という形になっております。

それから、槻川水域ですけれども、谷川橋については基準値の超過はございません

でした。槻川橋につきましては、８月の１回で大腸菌群数が基準値を超過、それから

年４回の平均値も基準値を超過したという形になっております。

、 、 、 、続きまして 都幾川水利ですけれども 八幡橋につきましては 大腸菌群数が５月

８月、10月の３回、基準値を超過、年４回の平均値も基準値を超過した結果となって

おります。二瀬橋につきましては、大腸菌群数が５月、８月、10月、こちらもやはり

基準値を超過、４回の平均値も基準値を超過した結果となっております。

それから、ふん便性大腸菌群数、水浴場水質判定基準というところの結果でござい

ますけれども、まず槻川橋、こちらは５月が水浴場水質判定基準で水質の区分Ｂとい

うことで 可という結果になっております ５月は可で こちらにつきましては100ミ、 。 、

リリットル当たり400個以内ということで、可の結果となっております。８月が100ミ

リリットル当たり1,000個以内ということで、水質Ｃの区分、可という結果になって

おります。八幡橋におきましては、５月が100ミリリットル当たり1,000個以内という

ことで、水質区分Ｃで可、それから８月が100ミリリットル当たり1,000個以上という

ことで、こちらは不適という結果になっております。

それから、続きまして花見台工業団地の水質の調査の結果ですけれども、こちらは

調整池自体は環境基準が直接当てはまらない水域ということでございますけれども、

放流先の市野川の環境基準と比較して、全地点で参考として比較した環境基準に適合

していたと、そういった結果になっております。その中で、亜鉛含有量だけ見ると、

第一調整池がほかの地点よりも高い数値を示したと、そういった結果になっておりま

す。

それから、続きまして今度は環境調査業務委託の結果につきましてですけれども、

調査結果として、騒音と悪臭、こちらを測定しているわけですけれども、騒音では送
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風機前の敷地境界で基準値を超過した結果になっています。悪臭に関しましては、敷

地境界で９月に測定したときに基準値を超過、それから敷地境界でなくて、排出口の

ところで測定を実施したときにはやはり２か所とも基準値を超過という形になってお

ります。嵐山町におきましては、臭気指数規制がしかれているところでありますけれ

ども、敷地境界で規制基準を守られている上で、排出口の基準もクリアすることが求

められるということでありますので、今後も継続して指導をしていきたいところであ

ります。

続きまして、ごみの量、可燃ごみの量につきましては、生活系のごみが令和２年度

は2,786トンという結果になっております 事業系のごみの量 可燃ごみの量は1,014ト。 、

ンという形になっております。生活系のごみの可燃ごみにつきましては、令和元年度

が2,710トンで、２年度が2,786トンということで、76トンの増となっております。事

業系のごみにつきましては、元年度が1,122トン、２年度が1,014トンということで、

108トンの減という形になっております。

それから、自然緑地の中で将軍沢の里山管理、こちらにつきましては主に20名程度

の地元の方に参加いただいて実施をいただいているところでございます。年１回実施

しているところでございます。

それから、モウモウ少年団に関します緑化推進の交付金が減っていると、そういっ

た形につきましては、家庭募金、募金を原資としているものですから、募金が減って

しまったということで、緑化推進委員会のほうから、これまでの額よりちょっと減ら

していただいて、この額でお願いしたいということで、５万円を緑化推進のほうから

いただきまして、１万円を事務費として町のほうで財源移譲させていただいて４万円

を支出していると、そういった結果になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、私のほうからは118ページの都市下水路、川島川

の関係についてお答え申し上げます。

、 、 。まず 川島川の水質調査結果でございますけれども 数値のほうから申し上げます

令和２年度５月が、単位のほうはＭＰＮ／100ｍｌになっております。５月につきま

しては160万、８月が13万、10月が22万、１月が、先ほど千野副課長のほうから申し
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上げましたが、２点で採取をしております、川島川の流入前が7,900、流入後が１万

3,000でございます。平均値といたしますと、40万750でございます。昨年度の平均値

が109万4,250でございましたので、昨年度と比較いたしますと平均値で55.2％減少し

たという結果でございます。

次に、対応でございますけれども、こちらにつきましては118ページの委託料の中

の上から４つ目の都市下水路清掃業務委託、事業内容が清掃、消毒工、こちらのほう

で対応をいたしてございます。こちらの業務の中身でございますけれども、菅谷地内

の県道から駅ホームの森林公園側、先日横断管があると言ったところでございますけ

れども、そこまでの集水ますの間を、管きょ勾配の関係でたまり水ができやすいとこ

ろを中心に清掃と消毒工を昨年12月に実施いたしました。こちらは、排水路、管きょ

と、それと人孔部に清掃と高圧洗浄と、あと塩素消毒によるものを178メーター実施

。 、 、 、いたしました このことにより 先ほど数値を申し上げましたけれども 10月が22万

それで１月が流入後で１万3,000 流入前で7,900ということで この清掃と消毒を12月、 、

半ばに行いましたので、その辺りで１月の数値が下がったのではないかと思うところ

でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続けて答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 失礼いたしました。先ほど雑入の中で、緑の少年団

の活動助成金の関係ですけれども、少年団のほうから徴収しているという事実はござ

いませんで、緑化推進委員会からの交付金という形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、２回目の質疑になりますけれども、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 まず、96ページのイノシシなのですが、これは県のほうがこういう指

定でやるのですよということで、県のほうは平成34年、だから来年度までなのかな、

今年33年度ですよね、たしか。ちょっと間違っていたらあれなのですけれども、それ

、 。 、に基づいて また新たな計画が出されるということでよろしいのですか 多過ぎたら

当然処分しないとならないですよね。ちょっと県の意向が私は分からないのですけれ

ども、嵐山町辺りですとやっぱり農作物への被害も出ているということで、これ調査

だけではなくて、もっと駆除という形も大胆に取っていくべきではないかなと思うの
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ですが、これ言うと駄目ですよと言われるのですけれども、もし答えられたら伺いた

いと思います。

ごみの件は、そうですか、分かりました。これは、ちょっと犾守委員さんが質問し

ていますから、これはいいです。

水質なのですけれども、先に志賀地内からの用水路水質調査がありますから、これ

もちょっと結果どうだったのか伺いたいと思います。

それで、基準値をオーバーしているということで……そうだ、花見台の関係は亜鉛

が基準値超過だということでお答えあったわけですけれども、前はここはＢＯＤ、生

物化学的酸素要求量、これも不足していたということであったのですけれども、今回

はそれはなかったということなのですか、ちょっとこれは確認です。

それで、全体的に基準値を超過しているということで、担当課としてはどういう対

応されたのかを、これもちょっと……でも対応まではいいか、大丈夫だよね、伺いた

いと思います。

、 、 、 、それから 120ページの将軍沢の除草の関係ですが これは前 長島委員さんかな

質問して、私も改めてこれを見て、こういう地域に任せるというやり方はいいなと思

って感じた次第です。こうした方向をやっぱりほかでも取っていくことは大事ではな

いかなと思いましたので、ちょっとこれは総括でやりたいと思いますので、イノシシ

と水質、その件ちょっとお伺いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 答弁いたします。

まず、イノシシにつきましてですけれども、令和元年度でいえば捕獲頭数が33頭と

いうことだったのですけれども、２年度につきましては11頭ということで、捕獲頭数

は減ったと、そういったことになっておりまして、令和３年度に見直しになるという

ことは県から聞いておりますので、またその計画に基づいて適宜捕獲等について……

捕獲はこちらではないのですけれども、個体分析調査のほうを実施してまいりたいと

いうふうに考えております。

それから、水質、志賀地区のほうです、志賀地区の水質の関係ですけれども、こち

らは志賀地内の諏訪沼からの用水路、こちらのほうで地元の方々から用水路が赤茶色

というのですか、てかてか光っている、そういった形のお話がありまして、水道の水
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域に影響があるのではないかということで水質調査を実施したところです。志賀沼の

上で太陽光発電施設が２か所造成されましたので、そういったことも含めまして調査

を実施したわけですけれども、農業用水基準、ヒ素、全窒素、水素イオン濃度等の９

項目につきまして調査したところでございますけれども、その中で電気伝導率の項目

が若干基準値を超過しておったと、そういった結果ではありますけれども、委託業者

のほうからは水道の正常な生育には支障がないというお話をいただいております。

それからあと、花見台の水質の関係ですけれども、亜鉛が超過したということでは

なくて、基準値内には収まっていたのですけれども、その中で第一から第三までの中

で数値が高かったと、そういう表現でございます。失礼いたしました。全ての項目で

環境基準に適合していたと、そういった結果となっております。

以上です。

〇松本美子委員長 質疑がございますか。

〔 答弁漏れがある」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 すみません、川口委員、答弁漏れが現在までにまだございますでし

ょうか。

〇川口浩史委員 うん。

〇松本美子委員長 では、どうぞお願いします、もう一度。

〇川口浩史委員 基準値超過しているわけです、平均値で。４回やったらとかとおっし

ゃっていて。これは、どういう対応を取られたのか。ここの会社から出ているな、そ

こまで突き止めたら、その会社に指導はしたのか。ちょっとそういう対応について伺

いたいのですけれども。いや、していなければしていないでいいのだ。

〇松本美子委員長 川口委員に申し上げますけれども、花見台の関係だけでよろしいで

すか。

〇川口浩史委員 ううん、全体の。

〇松本美子委員長 全体ですか。では、全体だそうですので、水質の検査の結果につき

ましてどのような対応をしたかということで、よろしくお願いします。

すみません、千野副課長さんでよろしいですね。お願いします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、答弁させていただきます。

水質で基準を超過してしまったところで、どういった指導をしているかということ

ですけれども、まず河川水質につきましては、特段ここの業者から出たものが悪いと
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かというのは判明しておりませんので、特段の指導はしておりません。

それから、花見台につきましては、先ほど申し上げましたとおり環境基準には適合

していましたので、指導も実施しておりません。

それから最後に、環境調査業務委託の中で臭気指数を超過したと、こちらもよろし

いわけですよね。文書による指導というのではなくて、令和２年度に関しましては６

月から11月まで中に立入調査という形で入らせていただきましたので、改善点があれ

ば逐一口答で指導しているというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

そのほかに質疑のある方はどうぞ。

山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 説明書の95ページ、96ページにかけて２点ございます。

初めに、１点目です、９番の河川美化清掃事業です。負担金の槻川をきれいにする

、 、 。 、 、会 きれいな町の財産ですけれども この会どこにあるのか それから ５万7,000円

この会の事業内容ですか、それをちょっと伺いたいと思います。これが１点。

２点目です。11番の外来生物対策事業です。これは、外来生物等とあります。アラ

イグマ、ハクビシンとかタヌキ等も入ると思うのですけれども、町の外来生物の実態

ということでお尋ねしたいのですけれども、捕獲頭数117頭あります。これのアライ

グマがどのぐらいかとか、それがもし分かっていたらお尋ねしたいと思います。

それから、２番目は「等」と、外来生物等とあります。スズメバチの駆除でお世話

になった関係もありますので、スズメバチの駆除なんかもこの中に予算として入るの

かどうかということをお尋ねします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 答弁させていただきます。

まず、槻川をきれいにする会ですけれども、この会自体、小川町、事務局が小川町

なのですけれども、小川町に事務局がありまして、東秩父村と嵐山町の監視員の方々

で構成されております。

事業内容といたしましては、これまでは河川の美化清掃だったり、ウグイの放流だ
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ったり、先進地、事業地の管内研修だとか、そういったものを実施したわけですけれ

ども、令和２年度につきましてはコロナの関係もありましたので、全てが中止といっ

た形になっております。

それから、外来生物の関係ですけれども、この117頭というのは、町のほうで専門

の職員、会計年度任用職員を採用しておりますので、その方が月曜と金曜に来られた

ときに、回収、処分等をしていただいた頭数が117頭という形になっております。そ

れで、実際の全ての頭数、令和２年度につきましては224頭という形の結果となって

おります。加えて比企管内というのですか、東松山環境管理事務所管内では2,751頭

の捕獲ということで、令和元年度と比較して97.7％の結果であったということでござ

います。

それから、外来生物の事業の中でスズメバチの駆除が含まれるかというご指摘です

けれども、こちらについては含まれておりません。

以上です。

〔 117頭の内訳」と言う人あり〕「

〇千野政昭環境課環境担当副課長 失礼しました。117頭の内訳、こちらにつきまして

は全てアライグマという形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 全てアライグマということですか。

それから、再質１点ですけれども、町内の外来生物の増減、これは捕獲数と相関関

係がほぼあると思います。増える傾向にありますかということなのですけれども、も

し分かっていたらお願いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 答弁いたします。

まず、元年度と単純に比較すると、元年度が203頭で、２年度が224なので、若干増

えているというところでございますけれども、おおむね200頭前後のところで推移し

てきましたので、２年度に関しては若干増えたかな、10％ぐらい増えてしまったのか

なというところでございます。

以上です。
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〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 先ほどの外来生物のアライグマの駆除なのですが、地域的にはどこ

が多くなっているか。ある程度の分析はできていると思うのですが、市街地の中はど

の程度入ってきているのか伺いたいと思います。

それと、令和２年度で埋立ての申請数というのはどのぐらい……

〇松本美子委員長 申し訳ないのですけれども、渋谷委員、ページ数を先に言っていた

だかないと……

〇渋谷登美子委員 すみません これは ページ数はないです 外来生物に関しては96ペ。 、 。

ージですけれども、埋立ての協議についてはあったかどうかなので、これは申請があ

ったかどうかなので、それはページ数に出ていないです。

〇松本美子委員長 それでは、千野副課長に答弁をお願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 答弁させていただきます。

外来生物の関係で、市街地の中にどれぐらいというお話だったのですけれども、大

字ごとに何件というのは特に把握しておりませんで、全町にわたってアライグマ発生

しているものですから、被害があるものですから、市街地である菅谷地内でもありま

すし、平沢地内とかそういったところも多く捕まっているところでございます。

それから、埋立ての件数、これは条例の許可を得た件数ということでよろしいでし

ょうか。

〇渋谷登美子委員 申請です。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 土砂の搬入を伴うものの件数でよろしいですか。要

は切土、盛土の関係もあるので、切土、盛土は何件かあったのですけれども、土砂の

搬入に関しては特になかったというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 アライグマの地域的なものと、全町的になってきているということ

だと、200頭前後だけれども、全町的になってきていて、市街地の中に、令和２年度

。 、は菅谷の中にも入ってきたとかということですよね 志賀地区にも入ってきたのかな

全町的となると。そうすると、かなり広がってきていて、もう嵐山町町内はアライグ

マが闊歩しているような状況になっているということでしょうか、伺います。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 答弁させていただきます。

先ほど言った菅谷地内ですとか平沢地内、こちらにも件数が出てきているというだ

けであって、数が多く発生しているということではございません。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 外来生物なので、本来入ってきてはいけない生物なので、それが

200頭前後で動いていて、その程度で定着しているということで、多くはないという

ことなのですけれども、もっとこれについては、どこにというのはある程度把握して

、 、いないと どこにすみかがあるかというのは把握している必要があると思うのですが

それは把握されていなかったということでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

千野副課長、お願いいたします。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 アライグマに関しましては、基本的に家屋被害です

とか農業被害、こちらがあって、申請に基づいて箱わなを設置するものですから、今

現在町内で70か所以上、箱わなが設置されておりますので、設置された件数を具体的

に集計すれば、どこの地区は何件だというのは分かりますけれども、そこまではいま

いち把握していないというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方は。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、環境課、上下水道課

に関する部分の質疑を終結いたします。

暫時休憩させていただきます。ご苦労さまでした。

休 憩 午前１０時５６分

再 開 午前１０時５８分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、農政課に関する部分の質疑を行います。
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質疑のある方はどうぞ。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私からは３点でございます。

、 、 、説明書の101ページ 農業次世代人材投資資金 ３人でという形になっていますが

この内容をちょっと教えていただきたいというのが、まず１点です。

それから次に、102ページの21で賠償金という形で書いてあるのですが、どういっ

、 、た形で賠償金という形になったのか それをちょっと教えていただきたいということ

これが２点目です。

それと、もう一つは103ページ、これは多面的機能支援事業ということで９件とい

うことですが、この多面的機能支援事業というのはそもそもどういったものなのかと

いうことです。この３点をお願いしたいと思います。

〇松本美子委員長 補償金の関係ということでよろしいですか。７万円の農業の。

〇犾守勝義委員 補償金ですね、補償金。ごめんなさい。賠償金ではなくて。

〇松本美子委員長 それでは、答弁に移らせていただきます。

それでは、中村副課長に答弁をお願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 それでは、101ページ、農業次世代人材投資資

金ということで説明させていただきます。

こちらのほうは、県の補助金で10分の10でございまして、新規就農者が経営を開始

するとき、５年間補助金がいただけるということで、いつでも年額が150万円になっ

ております。３人対象者がございまして、１人目の方は２年目で150万円、もう一人

の方は４年目で、この方も満額の150万円、もう一人の方は５年目の前期分というこ

とで、そもそも前期から始めたもので、終わりも前期ということで75万円になってお

ります。合計が375万円ということです。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきますが、杉田農政課長、お願いいたしま

す。

〇杉田哲男農政課長 お答えさせていただきます。

賠償金７万円の件でございますけれども、こちらにつきましては、今町のほうから

行政財産使用料ということで、花見台工業団地の第三調整池、こちらを貸付けをさせ

ていただいてございます。本来あそこのため池につきましては、下流域の長沼下土地

、 。 、改良組合 勝田土地改良組合のほうが水利権を持ってございます そういった関係で
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地元のそこを行政財産として活用させていただいているわけでございますけれども、

地元との協議の中で、水利の補償金という形で毎年７万円のほうを支払いさせていた

だいている状況でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 続きまして、多面的機能支払交付金の事業につきましてご説明を

させていただきたいと思います。

こちらにつきましては、各嵐山町内の10土地改良組合等ございますけれども、その

うちの９地区につきまして、その土地改良組合と地域の住民の方々が町道でそのエリ

アの農道であったり、水路であったり、ため池であったり、そういったものにつきま

して、草刈りであったりだとか、農道の補修工事、そういったものを地域でやってい

ただいてございます。そういった地域につきまして、事業区域内の面積に応じまして

国、県から交付金が支払われてございますので、それに基づきまして、事業区域の面

積割に応じて交付金のほうを支払わせていただいているというものでございます。現

在町内で９地区の活動区域がございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 １点だけ、もう一度質問させていただきたいのですが、この次世代人

材投資資金のほうですけれども、３人新規ということですけれども、１人辞退したと

いうことではなかったですか。それは私の勘違いですか。

〇松本美子委員長 それでは、中村副課長、答弁をお願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 次世代投資育成金の関係ですが、２年度に限っ

ては辞退する方はおりませんでした。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 100ページの１番のところの地産地消の事業ですけれども、こちらが

倍になっているわけですけれども、内容について伺います。

ページ数はないのですけれども、102、103がため池のことなのですが、令和２年度

にため池の農業委員さんに応募していたわけですけれども、残念ながらそれが駄目だ
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ったわけなのですけれども、理由についてお伺いしたいと思います。

以上、２点です。

〇松本美子委員長 それでは、中村副課長、答弁をお願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 それでは、100ページの地産地消事業の関係の

説明をさせていただきます。

こちらのほうは、令和２年度に農林61号の関係で、めんこ61協賛店スタンプラリー

を行いました。スタンプラリーの開催に際しまして、のぼり旗33本、あとはスタンプ

ラリーのチラシ、そういったものを消耗品として購入しました。また、協賛店が15店

舗おりますが、その中の町内のパン屋さんですか、農林61号を使った商品を開発する

ということで、製粉済みの小麦粉を購入して試験的に提供したという内容でございま

す。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 私のほうから、農業委員さんのほうの補助金の関係につきまして

お答えさせていただきたいと思います。

令和２年度につきましては、支出のほうはさせていただいてございません。令和２

、 、年度に申請をさせていただきまして 二次審査まで行ったわけでございますけれども

最終的に審査委員会のほうから、やはりため池の他の地域との差別化といいますか、

区別化、それはどこがどういうふうな形で違うのか。また、そういったものを今後ど

ういった形で保全していくのか、そういったよかった点と指摘されている事項がござ

いましたので、令和３年の３月の幹事会の中でご相談を、協議をさせていただきまし

て、再度チャレンジをするということで、その反省点等を検討、指摘事項を踏まえて

再度これから申請に向かっていきたいということで、今年度につきましては予算のほ

うを計上させていただいているということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 100ページだけ再質問します。

地産地消でスタンプラリーをやり、いろいろなグッズも買ったり、協賛店も増えて

いるということなのですけれども、農林61号自体は何トンぐらい取れて、この事業に

よって売上げは幾らぐらい上がったのか、お分かりでしたら教えていただきたいと思
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います。

〇松本美子委員長 それでは、中村副課長、答弁をお願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 それでは、お答えいたします。

令和２年度の農林61号の作付面積が13.5ヘクタールということで、全てのトン数

32.4トンという量が収穫されました。

また、協賛店等の売上げでございますが、残念ながらちょっと売上げのほうは把握

してございません。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 １点だけお尋ねします。

農業者支援事業の12番の委託料のところです。

〔 何ページ」と言う人あり〕「

〇山田良秋委員 失礼しました。100ページです。

〇松本美子委員長 すみませんが、100ページでよろしいですか。

〇山田良秋委員 100ページです。失礼しました。12番の有害鳥獣捕獲委託事業の関係

です。まず、１点目はセイメイファーム周辺で被害を被るカラス、この追い払いもこ

の事業に含まれているのかということ。

それから、２点目はタヌキの捕獲、これは地域支援課の外来生物駆除でなく、ここ

に該当するのかということです。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

中村副課長、お願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 それでは、有害鳥獣駆除についてお答えいたし

ます。

、 。有害鳥獣捕獲委託事業としまして 小川猟友会嵐山支部のほうに委託しております

期間は、表にあるとおりでございますが、その中でカラスも捕獲の対象になっており

ます。実績ですが、39羽という捕獲数になります。

なお、追い払いにつきましては、捕獲でありますので、やってございません。

以上でございます。
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〇松本美子委員長 それでは、引き続き杉田農政課長、答弁をお願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 それでは、タヌキの件につきまして私のほうから答えさせていた

だきたいと思います。

有害鳥獣駆除ということでございますので、我々としますと農業者から、どういっ

た野生生物において、これは在来種になりますけれども、どういうふうな被害があっ

たかということにおきまして、これは環境サイドのほうになりますけれども、有害鳥

獣の捕獲の許可をいただきます。ということでございますので、基本的にはその種に

応じて捕獲のほうを行うということでございますので、在来種でタヌキの被害があっ

たということであれば、その駆除する動物の中にそれを取り込むということは可能か

と思いますけれども、今現在直接的に、足跡等で区別をするという、分別をするとい

うところになるかと思いますけれども、特にタヌキから被害が多いという状況はちょ

っと耳にしてはございません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 どうもありがとうございました。77万円、猟友会嵐山支部ということ

で、委託料で、この成果の顕著なものですか、それが分かるようでしたら教えてほし

いと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、中村副課長、答弁をお願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 それでは、実績についてお答えいたします。

まず、カラスは先ほどお答えしたとおり39羽でございます。スズメが９羽、ハトが

９羽、ヒヨドリはゼロでございます。ムクドリについてもゼロ、イノシシが10頭、鹿

13頭。

以上でございます。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかに質疑のある方はいらっしゃいませんか。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 何点かあるのですけれども、質問いたします。

最初に、100ページなのですが、職員手当の中に時間外の勤務手当がございます。

農政課の課員の動きを見ていますと、主に内勤というより、外でいろんな各種団体の
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ところに出向いていった、そういうようなものが多いのではないかなというふうに思

うのですが、実態、質問したことがないものですから、一度把握しておきたいなと思

いまして。

、 、 、次に 101ページの上段ですけれども 農業者のフォローアップがついていますが

前のページのフォローアップの事業については、これは分かりますが、コロナ対策、

いわゆる臨時交付金の関係かなというふうに、それで大きく農業者の方にはメリット

があったかなというふうに思うのですが、内容をお聞きいたします。

それと、確認なのですが、千年の苑の事業で土地購入費がございますけれども、こ

れは駐車場のところの整備したところの土地というふうに思っているのですが、確認

ですが、教えてください。

、 、 、 、それと 最後になりますが 103ページの林業の振興事業なのですが 伐採委託等

公共用地を中心に毎年進めていただいていますが、今年はどこの地域だったのかお聞

。 。きをしたいというふうに思います できればそこのところの成果をお聞きいたします

〇松本美子委員長 それでは、杉田農政課長、答弁をお願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 お答えさせていただきます。

私のほうからは、農業総務費の時間外手当につきましてお答えさせていただきたい

と思います。令和２年度につきましては、93万8,007円ということでございます。委

員ご指摘のとおり、我々農政課の職員につきましては、昼間は現場と農業者との接触

であったり、会議等がございます。そういった事務的な経費で、やはり夜間に、どう

しても期限がございますので、そういった中で対応を取らなければならないというも

のにつきましては、必要最小限ではございますけれども、時間外手当のほうをいただ

きましてやらせていただいているというふうな状況でございます。

職員の人事の関係もございますので、やはり新規というか、異動してきた職員等が

発生した場合につきましては、多少こういった時間も多くなるわけでございますけれ

ども、令和２年度につきましては約200万円程度の時間外でございましたけれども、

令和２年度につきましてはこちらのほうの金額で収まったというふうな状況でござい

ます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、中村副課長、引き続き答弁をお願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 それでは、101ページの農業者フォローアップ
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事業についてお答えいたします。

委員おっしゃるとおり、前ページに、100ページに載っていますフォローアップと

いうのは、通常毎年やっているものであります。こちらの予算につきましては、前年

度に認定農業者と直売所生産組合の組合員からいろいろ徴収しまして、ご要望いただ

きまして予算取りをするというものでございます。なかなかこちらの要望に添えない

状態でございまして、次のページにございます農業者のフォローアップ、２点ござい

ますが、委員のおっしゃるとおり地方創生の臨時交付金を使用しまして実施したもの

でございます。

まず、新型コロナウイルスの感染対策分でございますが、こちらはコロナの影響に

よって運営等で影響を受けている酪農家ですとか、イチゴ農家、新規就農者、有害鳥

獣に苦しむ農家を支援するために補助金を準備いたしました。こちらのほうは、補助

金が10分の10以内ということで、南部堆肥、施設の修繕費ですとか、らん丸塾、これ

は新規就農者の支援になるのですけれども、トラクター、リースで行っていましたも

のを購入したものに充てましたり、同じくらん丸塾の杉山の圃場に井戸を掘りました

り、そういったことに使っております。

また、酪農家の支援といたしまして、飼料用の種子を補助いたしました。また、イ

チゴ農家に対しても、終息後のお客さんを戻す準備ということで、イチゴの苗を１万

3,200株ほど補助いたしました。

また、ふだんのフォローアップでは電気柵のほうは補助しておりませんが、いろん

なご要望、農協の補助金もございますが、なかなか皆さんに、電気柵は人気がありま

すので、回らないという声を聞いておりますので、こちらの電気柵についても９名の

方に補助をしました。

続きまして、農業者フォローアップの地域経済活性化分ということで説明します。

こちらもコロナ終息後の客の増加と売上げアップを応援するために準備してございま

した。補助率は、同じく10分の10以内ということで、内容につきましては直売所の生

産組合、なかなか売場のほうの冷蔵庫等も足りておりませんので、平冷蔵庫購入に補

助しました。

また、売上げアップというか、営業時間も短縮してコロナ禍の中営業しておりまし

たので、リピーターを生むために生産組合サービス品ということで、1,500円以上買

った方には150円のジャガイモですとか、そういうお野菜の小袋を用意しましてプレ
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ゼントしたというサービスを行ったものに対してフォローアップで補助しました。

、 、 、また 比企のらぼう菜のほうには のらぼう菜というと収穫時期がございますので

特産品にいろいろ使うためには、加工して乾燥させてフレーバーにすれば、通年パン

であったり、ケーキであったり、いろんな使用用途がございますので、そういったの

らぼう菜を乾燥させるための乾燥機購入のために補助してございます。

また、生産組合に対しましては屋内の販売、なかなかこういう時期でございますの

で、あまり好ましくないということで、外の売場を確保するということで、外の売出

し等で使う屋外のアンプ、スピーカーのアンプですね、そちらのほうに補助をしまし

た。

また、味彩工房に対しまして、タケノコ等、使用用途はいろいろございますが、真

空パックをするための機械の購入に充てました。

そのほか、ちょっとたくさんあるのですけれども、農林61号を使った協賛店の方も

お店を構えてなかなか頑張っているということで、カフェの童音舞さんがコロナ対策

として間取りを改修するということで、改修費を補助しましたり、カフェわさん、こ

ちらも農林61号を使ったレモンケーキ等が大変好評でございましたので、スタンドミ

キサー等を購入したものに補助し、もろもろが補助されてこの390万7,000円になった

ものです。

続きまして、土地購入費でございます。こちらが千年の苑の土地、これは駐車場で

ございます。駐車場につきましては、土地開発公社で購入していただきましたので、

そちらの勧奨金ということになっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、杉田農政課長、答弁をお願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 私のほうからは、林業振興事業のほうの里地里山の再生事業につ

きましてお答えさせていただきたいと思います。

こちらにつきましては、県のほうの10分の10の補助金をいただきまして、施工箇所

といたしましては越畑２か所、千手堂地区で小千代山と千手堂地内１か所ずつという

ことで、合計４か所でございます。

以上です。

、 、〇松本美子委員長 申し訳ございませんけれども 審議の途中ではございますけれども

１時間以上たっていますので、ここで40分までお休みをさせていただき、暫時休憩と
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させていただきます。

休 憩 午前１１時２６分

再 開 午前１１時３８分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、農政課に関する部分の質疑の途中でしたので、引き続き行いたいと思いま

す。

長島委員さんからの質疑なのですけれども、その前に答弁漏れということがござい

ましたので、農政課長より答弁をもう一度お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 答弁漏れがありました。大変失礼いたしました。実績、成果でご

ざいますけれども、その４か所の中で、合計といたしまして面積で3.97ヘクタールの

刈り払い等の事業が実施をさせていただいてございます。また、枯損木といたしまし

て637本の枯損木の伐採ができたということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞお願いいたします。

、 、 。〇長島邦夫委員 では 何点か再質問するところがあるのですけれども お願いします

時間外勤務手当のところですけれども、農政課の職員さん、たくさんいらっしゃいま

すが、全ての方がそのような場に、時間外のところに当たるという可能性があるので

すね。そこのところはちょっと分からないから、お聞きをしたいと思います。

それと、２点目なのですけれども、101ページの今言ったフォローアップの関係、

随分詳しく説明していただいてありがとうございました。想像している以上に皆さん

が困っているという話はいろんな部分で聞きました。生産しても売り先がなかなか詰

まってしまっていて売れないのだとか、そういう場合にはもう捨てるしか方法がない

ので、他人にあげたりなんかするのだけれども、営業で作っているのだから、そうい

うわけにはなかなかいかないのだよという話を聞きまして、こういうふうにフォロー

アップ、援助していただいたところが次に大きくつながるのではないかなというふう

に思うのですが、であってもまだこのほかにも援助し切れなかったというところがも

しあったら教えていただきたい。自分では、そうそう把握しているわけではないので

すけれども、あったら教えてください。

それと最後に、答弁漏れでお話ししていただいたのは農林振興事業のところだとい
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うふうに思うのですが、全て予定していたもの、予定も聞いていますが、予定してい

たものが全て終わったのかどうか、この年度初めに予算化した中で全て終わったのか

どうか、そこのところだけ確認させてください。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、杉田農政課長、答弁をお願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 お答えさせていただきます。

まず、時間外の関係でございますけれども、管理職を除く方につきましては時間外

の対象になってございます。その方々の進捗状況であったり、また農業者を対象とす

る会議の担当者であったり、そういった方々が主に時間外の対応になるということで

ございますので、ご了解いただければと思います。

また、続きましてフォローアップのほうの関係でございますけれども、ハード面、

そういったもので町からの支援ができるものにつきましては、こういう形で支援をさ

せていただいてございます。農産物の、主といたしましては生産組合員さん等々も中

心になってくるわけでございますけれども、そういう一つの例といたしますと、ＪＡ

埼玉中央のほうで東武東上線を活用して、ある意味閉店前で、３時であったりだとか

２時であったり、売れ残り、在庫として残る部分、そういったものを月に１回であっ

たりだとか、そういう形で池袋の駅において販売をしているというふうな努力もされ

ているようでございます。こちらにつきましては、非常に好評をいただいているとい

うふうに聞いてございます。

また、農業者支援事業の中で、全て今年度に終わったのかというところでございま

すけれども、こちらのほうの事業の中で、やはり委託等で、例えば農業振興地域の整

備計画の委託であったり、そういったものにつきましては、コロナ禍の中で打合せで

あったり、また県との協議に時間を費やしている部分がございましたので、繰越しを

させていただいている事業が何点かございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

〇長島邦夫委員 あれ、農林振興事業のところを今説明してくれたの。

〇松本美子委員長 そうですね。

〇長島邦夫委員 そこのところの話。

〇松本美子委員長 はい。
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〇長島邦夫委員 分かりました。

〇松本美子委員長 それでは、３回目になりますけれども、お願いします。

長島委員。

、 、〇長島邦夫委員 再質問といいますか フォローアップのところでございますけれども

フォローアップのところは、臨時交付金ですからいろいろなものができてきて、予算

、 、があるわけではなくて そこのところに十分に配付をしたというふうに思うのですが

やっぱり短期間の間でやったというふうに思います。ですから、そこのところに漏れ

というか、要望は出ていたのだけれども、そこまで時間が切れてしまったとか、そう

いうものもあったのかどうかということをちょっとお聞きしたいのです。

〇松本美子委員長 それでは、杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 お答えさせていただきます。

こちらにつきましては、国の感染対策分、また次期作のための要件というものがご

ざいますので、それに合致しているものを拾い上げをさせていただきまして、事業の

完了年度内に完了する見込みのあるものということで採択をさせていただいてござい

ますので、全て年度内に終了しているものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方は。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 99ページの四角の表ですけれども、遊休農地現地調査確認用図面作成

業務委託、両備システムズに。これは毎年やるものだと、農地法でやるものだという

答弁を昨年していましたけれども、昨年と今年、今年というか、どの程度の違いがあ

るのかを伺いたいと思います。

それから、100ページの有害鳥獣の件なのですけれども、この金額、事業費が昨年

より減っているわけです。結果が、カラスが39羽、スズメが９羽等々、昨年よりこれ

は少なかったので事業費も減ったということなのでしょうか、その点を伺いたいと思

います。

それから、101ページの千年の苑事業なのですけれども、大体１年間に2,700万円く

らいはかかるというふうに見ていいのか伺いたいと思います。

それと、一番下に返還金が、1,026円で僅かですけれども、これはなぜこの金額が

発生したのか伺いたいと思います。
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それから、102ページの下の……103ページのほうがいいな、この調査しているわけ

ですけれども、この結果をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 99ページの農業委員会費のほうの委託料でございます。遊休農地

の現地確認の図面の作成料でございますけれども、こちらにつきましては11月に意向

調査等々に基づきましたＡ判定をされている農地、Ｂ判定をされている農地、そうい

ったものを踏まえまして調査のほうをさせていただいている基礎資料となるものでご

。 、 、ざいます これにつきましては 変更があったのかということでございますけれども

やはり荒廃農地、Ｂランクに当たるものでございますけれども、保全管理からなかな

か手が回らなくなってＢ判定に行ってしまったというものにつきましては微増でござ

いました。何筆かということにつきましては、ちょっと今詳細のほうは答えられませ

んけれども、特に将軍沢地域であったりですとか、そういう８つのエリアはなかなか

手が回らなくなってきている状況なのかなというふうに感じております。

私のほうからは以上です。

〇松本美子委員長 それでは、中村副課長、答弁をお願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 続きまして、101ページの千年の苑事業の推進

協議会への関係をお答えいたします。

大きく分けまして事務費と事業費になってございます。この中で管理事業というこ

とで、らんざん営農さんの委託料というのがかなりウエートを占めております。

また、令和２年度に関しましては、そのほかに排水対策ということにかなり重点を

、 、 、置きまして 水路のしゅんせつ工事と先ほどの水路 大きい水路２本ございますので

そちらのほうの排水対策、またはラベンダーの苗等不足分を購入した、そういったも

のに使わせていただきました。

また、次のその下に書かれております返還金でございますが、こちらは地方創生交

付金、地域支援のほうで申請のほうをしていただいておりますが、30年度の確定額と

実績額の差額が生じたということで、こちらのほうは返還したという金額です。

続きまして、有害鳥獣の委託費でございますが、こちらのほうは特に実績が変わっ

たからというものではございませんで、２年度の委託費が単純に単価等の関係で77万
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円になったものでございます。

続きまして、102ページのハザードマップでございます。こちらのほう、農業水路

等長寿命化・防災減災事業ということで、ハザードマップの作成でございまして、そ

の前年度に17か所、防災重点ため池が27か所ございまして、そのうちの花見台を除く

24か所が防災重点ため池となっておりますので、この辺の作成が、前年度の17か所の

残りの２年度は７か所ということで作成した委託でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続けて杉田農政課長、答弁をお願いします。

〇杉田哲男農政課長 お答えさせていただきます。

ため池のほうの耐震診断であったり、そういったものをここ何年か実施をさせてい

ただいてございます。先ほど副課長からお話ありましたけれども、27か所のうち花見

、 、台を除く24か所につきまして調査をさせていただいてございまして 豪雨の耐性評価

そういったものにつきましては、基準値をクリアしているものは１か所のみでござい

ます。耐震の診断、こちらにつきましては24か所中６か所が基準値を超えていると、

オーケーであるということでございますので、それ以外のため池につきましては今後

何らかの改修工事が、発生が出てくるのかなというふうに考えてございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、質疑どうぞ。

〇川口浩史委員 この99ページの関係なのですけれども、２か所の保全がＡからＢに変

わったということで、現状しようがないかなとは思うのですけれども、これは法律で

調査することになっているわけです。国からは、何か指導というか、方向性のあるも

のは来ているのでしょうか。取りあえず調査だけなのか、何か来ているのかどうか伺

いたいと思います。

それから、有害鳥獣の件なのですが、単価が下がったという答弁でした。そうする

と、単価が下がったというのは、町としてはいいのですけれども、猟友会としては、

では今これは何人でやっているのですか。人数も少なくなって、さらに単価も下がっ

たと。そうすると、ますます魅力のないことになっていきますよね。ちょっとその辺

はいかがなものかなとも思いましたので、なぜ単価を下げたのか伺いたいと思うので

す。この方たちがいるから生産物の被害が防げているわけです。ぜひこの被害額とい

うのも出していくようにしていってほしいのです。そうでないと、やっぱりどうして
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も対策が十分なことができない、できてはいないと、これは環境課のほうもそうです

よね。そういうふうなことになってしまうと思います。これ言うと、もうこれ以上言

うと予算の分野だよと言われるから、この程度に収めておきます。

千年の苑、そうすると排水対策の関係とラベンダーの不足分を除けば、大体１年間

はかかる金額になるということですよね。ちょっとどのぐらいになるのか。いや、こ

、 、 、このところの事業費の これが排水対策ですよ これがラベンダーですよというのが

金額が分かればちょっと教えてもらえないでしょうか。

沼の調査の件ですけれども、対応は今後していくと。今年度は、今の新しい年度で

は入っているのかな、ちょっとその辺伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 お答えさせていただきます。

まず、99ページの農地のほうの判定の関係でございます。こちらにつきましては、

やはり谷津田の中でＢ判定、これはもう耕作不能というか、そういったところにつき

ましては、今国の指導の中では近隣の農地に支障のないものにつきましては、林野化

したような箇所につきましては非農地判定を行っていくというふうな指導もございま

すので、現状把握をさせていただいて、地主の意向等も含めて近隣の農地に影響のな

いものにつきましては、そういった対策も必要になってくるのかなというふうに考え

てございます。

続きまして、有害鳥獣駆除でございますけれども、こちらにつきましては猟友会の

人数の方も減少傾向にございます。町といたしましては、環境保全型農業の中で猟友

の銃器であったり、わなであったり、そういった資格を取得する方につきましては補

助をさせていただきながら、増加に向けての支援をさせていただいているというふう

な状況でございます。町といたしましても、限られた予算の中でございますので、猟

友会の方々に負担をお願いしているということは重々ご理解はしてございますけれど

も、こういった形で調整を取らせていただきながら実施をしているというふうなとこ

ろでございます。

続きまして、千年の苑事業のほうでございます。一般的に令和２年度の中で圃場の

草むしりであったり、管理であったり、通常の経費でございますけれども、人件費相
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当額として考えていただいていいと思いますけれども、大体1,320万円をそういった

通年の管理の中で委託をお願いしている状況でございます。それ以外の費用につきま

しては、枯れてしまったラベンダーの苗であったり、肥料であったり、そういった対

策費に充てさせていただいているというふうな内容でございます。

続きまして、ため池のほうでございますけれども、こちらにつきましては、今年度

調査、点検等々が終わりましたので、これは国土強靱化事業、そういった国のほうの

施策のところもございますので、今後この24か所につきましては整備計画を立てなが

ら、年次的にこれらの対策工事のほうを、ハード面を、来年、再来年以降になるかと

思いますけれども、実施をさせていただくということで、これは時限立法で、国のほ

うでこの期間までということでの財政支援がございますので、有利な状況に合わせな

がら進めさせていただきたいというふうに考えてございます。

以上です。

〔 猟友会の人数」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 猟友会の人数ということで、すみません。

それでは、杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 失礼しました。猟友会の人数につきましては14名でございます。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

〔何事か言う人あり〕

、 。〇松本美子委員長 それでは 引き続き農政課に関する質疑を藤野委員にお願いします

どうぞ。

〇藤野和美委員 私のほうは101ページです。この中で、環境保全型農業推進協議会、

それから農業再生協議会、それから地域６次産業化推進事業、それぞれの内容、どん

なことをやったのかということをお聞かせ願いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

中村副課長、お願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 それでは、答弁いたします。

まず、環境保全型農業推進協議会でございます。こちらのほうは、生分解性マルチ

活用事業の補助、または南部の有機堆肥場、有機肥料の活用推進事業としましてホイ

ールローダーのリース料を補助してございます。また、農業用の廃プラの回収、年１
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回、１月でございますが、そちらのほうの回収と処理を行っております。また、有害

鳥獣の被害の防除といたしまして、捕獲したものの倉庫、解体する倉庫ですとか冷凍

庫の購入に補助しております。

また、再生協議会でございます。こちらのほうは、農業団体の代表が構成されてお

ります委員によって、経営所得の安定対策事業のほうの事務的な補助、取りまとめ等

の支援に補助しております。

環境保全型農業の直接支払いでございます。３件と書いてありますが、こちらのほ

うは団体に補助しておりまして、化学肥料や農薬の慣行レベル50減などを実施してい

る３団体に補助しているものでございます。

６次産業化の事業でございますが、こちらのほうは農林61号を使用したパン屋さん

が新規にできまして、そちらのほうの業務用の機械、パンをこねる機械の購入の助成

に補助したものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 藤野委員、どうぞ。２回目です。

〇藤野和美委員 そうしますと、環境保全型農業推進協議会、協議会そのもので協議を

しているというよりも、いろんな施策に対して援助しているというふうなことなので

す。

それから、再生協議会についても、協議会そのものを行っているよりも、この中で

支援等しているというふうに理解していいのでしょうか。会議等をしているのであれ

ば、それをどういう形のメンバーで、何回しているとかあれば教えていただきたいと

思うのです。

それから、農業支払い３件というのが、団体３件ですけれども、どのような団体が

あっているのか、構成をしながらこういうことに取り組んでいるのかということがあ

れば教えていただきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

中村副課長、お願いいたします。

〇中村 寧農政課農業振興担当副課長 再生協議会の会議でございますが、大きい会議

が、まず大体９月にやっておりますが、これはブロックローテーションの関係、土地

。 、 、利用の調整協議会ということで担い手さんを中心に行っております また 10月には

例年なのですけれども、転作のブロックの作付の調整会議、こちらも認定農業者等と
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行っております。そのほか幹事会等も数回やっております。

続きまして、環境保全型農業の直接支払いのほうなのですけれども、３団体という

ことで、らんざん営農さん、それからこれは小川の団体ですが、圃場が嵐山町内でご

ざいますので、地場産研究会……

〔 違う、違う、協議会だ、協議会」と言う人「

あり〕

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 私のほうから環境保全型農業推進協議会の構成のほうにつきまし

てお答えさせていただきます。

これにつきましては、従来防除協議会というものがございまして、空中散布であっ

たり、水稲等の防除、そういったものを検討させていただいた団体でございますけれ

ども、時代の流れとともに今の時代に合わせた形での対策をということでの協議をす

る会でございます。会長といたしましては、町のほうがさせていただいてございまし

て、参与として県の農林振興センターであったり、農業協働組合、県の農業共済、ま

た農業委員会、土地改良の連絡協議会、また南部堆肥生産組合、鳥獣保護委員等々が

メンバーというふうな形でなってございます。

基本的にはどういったものをということで、事業計画といたしますと、水稲の温湯

消毒、そういったものの実施であったり、取りまとめであったり、また有機肥料の利

活用の推進を協議、また農業用の廃プラスチック、そういったものの適正な処理に係

る推進であったり、小麦等の赤カビの防除、また先ほど来ご質問いただいていますけ

れども、有害鳥獣対策、こういったものをどういう形でやっていくのか、そういった

対策のほうを協議しながら、事業実施に向けての取組を行っていく協議をさせていた

だく団体というものでございます。

再生協議会のほうにつきましては、先ほどお話をさせていただきました国の転作制

度でございますけれども、経営所得安定化対策、こちらの推進に係る事務費というこ

とで、国のほうからそういった臨時職員の経費であったり、取りまとめの経費であっ

たり、補助のほうが10割来るわけでございますけれども、その事務実施を行っていた

だくための補助金という内容でございます。

続きまして、６次産業化のほうでございますけれども、先ほど説明のほうをさせて
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いただきましたけれども、めんこ、小麦農林61の利活用を推進するために、新たに町

内のほうに店舗ということで、その61号をパンに加工するための機材の一部のほうを

補助させていただいたというふうな内容でございます。こちらにつきましては１件で

ございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑がないようでございますので、農政課に関する部分の質

疑を終結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。

再開につきましては１時30分とさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。

休 憩 午後 零時０９分

再 開 午後 １時２７分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、企業支援課に関する部分の質疑を行います。

では、質疑のある方はどうぞ。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私からは、１点伺いたいと思います。

説明書の105ページ、地域商業等活力創出支援事業について伺いたいと思うのです

が、この推進委員会に対して200万円ほど一応補助金が出ているのですが、当然これ

は地域商業の活力創出についていろいろ話合い等、議論されていると思うのですが、

その実績でどういうふうなものがあるのか、それを伺いたいと思います。よろしくお

願いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

大島副課長、お願いいたします。

〇大島行代企業支援課商工・観光担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

、 、嵐山町商工会の地域商業等活力創出推進委員会 こちらの実績になりますけれども

令和２年度、まず事業といたしまして、１つ目が嵐山さくらまつりの開催に当たるも

のがございます。ただし、こちらにつきましては、令和２年度、新型コロナウイルス

の影響により中止となりました。



- 176 -

２つ目が空き店舗活用補助金でございます。こちらにつきましては、事業所のぱん

工房たろたろさんに対しまして、空き店舗の活用ということで補助金を交付いたして

おります。補助金額は50万円でございます。

３つ目がまちゼミ事業に関わる事業者向けセミナーです。こちらにつきましては町

内事業者が講師となりまして、専門店ならではの知識などを一般消費者向けのセミナ

ーを開催することで、販路開拓、新規顧客獲得を目標とする事業でございます。こち

、 、 、 。らにつきましても 緊急事態宣言が発出されたため 開催が延期 中止となりました

ただし、各店舗同士で個別に対応している案件があるかもしれないのですけれども、

ちょっとそちらまでは把握ができておりません。

４つ目につきましては、飲食店等応援事業でございます。こちらの事業は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、飲食店への来店客の減少に伴う厳しい状況を鑑み

まして、飲食店のテークアウトやデリバリーの情報を集約し、町民の皆様へ周知する

取組でございました。こちらにつきましては、嵐山町の広報、昨年度の６月号への差

し込みと、嵐山町を中心としました読売新聞と朝日新聞への折り込み、こちらで対応

させていただきます。以上の４点が事業実績でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、犾守委員、２回目どうぞ。

〇犾守勝義委員 そうすると、この200万円というのは、ただ単に委員会の例えば話合

いとかそういうものではなくて、今の４つの事業に対して、さらに補助金を分配とか

と、そういう形でやられているというふうに解釈してよろしいわけですか。

〇松本美子委員長 それでは、お願いいたします。

大島副課長。

〇大島行代企業支援課商工・観光担当副課長 委員お見込みのとおりでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 次に質疑のある方はどうぞ。

山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 106ページ、お願いします。２件あります。

１点目は、下のほうですけれども、消費者行政推進事業のところの18の負担金、東

松山市消費生活センター、この内容をお尋ねします。

それから、２点目はその下の観光総務事業ですけれども、負担金の、３か所ありま
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す、日本さくらの会、それから全国京都会議、それから埼玉県外国人観光客誘致推進

協議会ですか、この負担金、どんな会なのか、内容をお尋ねします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、藤永企業支援課長、答弁お願いいたします。

〇藤永政昭企業支援課長 お待たせしまして、すみませんです。それでは、まず最初の

東松山市消費生活センターの負担金の内容でございます。こちらにつきましては消費

者相談、そういったものの相談を、今比企のほうでは東松山市のほうでやっていただ

いておりまして、それに伴う負担金のほうをお支払いしているという状況でございま

す。

、 。 、続きまして 日本さくらの会の負担金の内容でございます こちらにつきましては

財団法人のほうでさくらの会という会がございまして、これは全国でやっている会に

なります。これは、嵐山町の場合につきましても都幾川の桜堤の桜並木、約２キロほ

どあります。また、その他笛吹峠の桜、また古里のほうにも桜並木観光という形での

維持管理をさせていただいております。それに伴いまして、このさくらの会のほうに

加盟しておりまして、２年前にもこのさくらの会の桜の木に詳しい方、ちょっと来て

いただいて、状況のほうもいろいろ見ていただいたとか、そういった経緯がございま

す。それは会費を負担していれば、無料でそういった相談にも乗っていただいたり、

実際に見に来ていただいて確認をしていただいたりとかというのをしていただいてい

る、そんなような状況でございます。

続きまして、全国京都会議でございます。これも名前のとおり、全国的に、嵐山町

の場合には小京都嵐山ということで、京都の嵐山に絡んだ観光地というところも売り

に出しておりますので、そういったところでこちらのほうに加盟して負担金のほうを

お支払いしております。これは全国的にやっていますので、全国の総会だとかそうい

ったものについては、全国各地、これは各加盟している市町村が手を挙げて、うちの

ほうで開催してくださいという形で開催しているようでございますので、この辺、埼

玉県内でここ何年かの実績を見ますと、埼玉県内ではそういった総会だとか、会議と

、 、いうのは行われてはいないのですけれども なかなか遠くの開催が多いものですから

そういった会議に実質参加はしておりませんが、負担金のほうを納めながら、加盟し

ている団体の観光に関してのＰＲ、そういったものを一緒にやっていただいている、

そういうような会になっております。
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続きまして、埼玉県外国人観光客誘致推進協議会、これにつきましては県内の観光

地、これは外国人の観光客を誘致することを促進、振興を図るということを目的に組

織されている協議会でございまして、観光に関しまして各市町村、全団体とは限らな

いのですけれども、観光励行をやっているような市町村については、この協議会のほ

うに加盟しているというような状況で、観光客誘致に向けての観光のＰＲ、そういっ

たものをしていただいているという内容でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 どうもありがとうございました。

１点目の内容については、東松山市でやっている、それのあれですね。

それから、さくらの会、あるいは京都会議、外国人誘致、これはＰＲを一緒にやっ

てもらっているという、５万円払ってメリットがあるということですね。分かりまし

た。ありがとうございます。

〇松本美子委員長 ほかに。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 106ページから３点ほどあるのですけれども、聞きます。

最初に、一番上段の元気回復会議の成果をまずお聞きいたします。

それと、その下に、これは新規なのですけれども、販売促進支援給付金事業、内容

を、何に使ったのか。多分支援しているわけですから、給付しているわけですから、

その給付したところがあるのですけれども、それに給付したことによって、何かこう

いう成果がありましたとか、そういう報告までいただいているのかどうか、お聞きを

します。

それと、その下の補助金で、嵐山町商工会に対して184万9,000円していますが、内

容的には分かっています。コロナの関係で、コロナ禍において、いろんな給付事業が

出てきたときに、どこでも支援、自分、全部やらなくてはならないかというときに、

商工会のほうでいろいろ説明、応対、申請の代行等もやっていただいたという事業内

容は分かっていますが、成果的にどうだったか。どのような件数があって、こういう

効果がありましたというところを教えていただきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、藤永企業支援課長、答弁をお願いいたします。

〇藤永政昭企業支援課長 では最初に、元気回復会議の関係でお答えさせていただきま
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す。

この元気回復会議は、名前でいくと何か会議を持っているような名称に、以前から

ちょっとご質問を受けて、思うのですが、元気回復会議というのは、昨年度はちょっ

とコロナの関係と、また観光協会のほうがいろいろ改革をしまして、ＤＭＯ化に向け

ていろいろ観光協会自体も動きがありましたものですから、実際に会議というのは昨

年度はなかったと思います。今までですと、商工会、観光協会、町と、そこでいろい

ろ何回か会議をして、活性化のほうの会議のほうをしていたという経緯なのですが、

昨年度は会議自体はたしかございませんでした。

こちらの回復会議のほうの予算の関係なのですが、主に嵐なびのほうの販売等、そ

ういったものの人件費、そこが主で予算のほうをお願いしていただいております。

成果につきましては、いろいろ嵐なび等も、各観光協会事務局が年度途中、ちょう

ど移転をしたりだとか、そういうところも含めて、少し県内の店舗だとか、そういっ

たのも少しずつですけれども、商品を増やしたりだとか、場所のスペースとかも模様

替えといいますか、そういうのも考えながらやっていって、そういったところでいろ

いろ工夫をしながら、活性化のために動いてはいたのですが、昨年度もやっぱりコロ

ナの影響でなかなか、観光客数というのがかなり激減しておりますので、そういった

意味で実際に数字としてというのは、どうしても売上げから何から、前年度に比べれ

ば落ちておりますので、なかなか成果というと、ちょっと比較がしづらい部分もあり

ますが、いろいろ行った方で話を聞きますと、大分変わってきてよくなったねとか、

商品の数が増えてきたねとか、いろいろそういったご意見もいただきますので、そう

いった意味では今後コロナのほうが収まってくれば、成果のほうもだんだん見えてく

るのかなというふうには思っているところでございます。

続きまして、コロナ対策の販売促進の関係でございます。販売促進の関係につきま

しては、こちらにつきましては町内事業者向けの支援という形で実施をさせていただ

いております。こちらにつきましては、経営革新計画、これを策定しまして、もしく

は計画を実施している業者さん、そういった業者さんに対して、いろいろこれから経

営のほうを促進していくというところの事業者さん向けに10万円を上限とした給付金

のほうを支払ったという内容でございます。

主な内容につきましては、例えば機械装置等を設置するだとか、そういった費用だ

とか、広報関係、チラシを作って配布したりだとか、ホームページ、例えば作ってＰ
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Ｒしていくとか、または展示会等に出展するだとか、そういったことで促進に向けて

やりますというところの事業者さん向けに支援のほうをさせていただいております。

補助を受けた業者さんから実際成果どうだったのというのは、ちょっと確認のほうは

できておりませんが、現実、皆さん、このコロナのほうの対策として前向きにやって

いる事業者さんのほうが申請のほうを出してきたと思っておりますので、そういった

意味では、ちょっと成果というよりは今後事業を続けていくという意欲を持ってもら

う分にはよかったのかなというふうには思っております。

また、商工会の補助金の関係でございます。こちらにつきましては、委員さんご質

問のとおり申請の相談窓口のほうを開設して、主にそちらのほう、人件費、そういっ

たものを含めて補助金のほうを出させていただきました。社労士さんのほうにも依頼

して、相談のほうもやらせていただいているというところでございます。

相談件数につきましては、令和２年度分としての全部の相談件数というのが、２年

度で366件の相談件数でございます。事業者数でいきますと256事業者、１事業者で複

数回相談に見えられたということもありますので、そういった意味で数字のほうは相

談件数が多くなっているということでございます。

成果としましては、例えば国のほうで進めております持続化給付金ですとか、国の

ほうにも申請を出す、また町のほうでも支援の、町のほうの支援の申請の中身という

、 、のはそんな難しい内容にはしなかったのですが そういったところの相談をしながら

商工会さんのほうで指導しながら、申請のほうがスムーズにできているかなというと

ころではよかったのかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 それでは、少し再質問させていただきます。

元気回復会議なのですけれども、何年かたっているからというか、私が当初に話を

聞いている限りだと、商工会の関係の役員ですとか、町の執行に近い方だとか、企業

の課の担当の方だとかが集まって、嵐山町を元気にしていくにはどうしたらいいかと

いうことで始めたというふうに、いろんな会議を持ったというふうに聞いています。

ですから、この年度にどのようなあれがあったかなと思って聞きたかったのですけれ

ども、会議等はやっていないと、嵐なびのほうの支援に回っていますというふうなこ

とでございますよね。ですけれども、元気回復会議ですから、ちょっと名前が違うの
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ではないかなと、そういうイメージで持たれるかなというふうに思うので、なるべく

そのように、沿ったところの会議はそういうところで出してあるわけですから、予算

も通ればそういうものだというふうに思いますので、そこのところはちょっと考え方

が違うのではないかなと思うのですけれども、言ったことに対してもう一度答弁いた

だきたいなと思います。

それと、販売促進のほうのことについては、本当に皆さん助かっています。いろん

なことで慣れないことが出てきて、事業はどんどん、どんどん縮小していく、そうい

う中においてどういうことを販売促進につなげたらいいかと、みんなアイデアを考え

て申請をしたというふうに思っています。ですけれども、10万円ですから、そうそう

あれでもないかなというふうに思いますけれども、次のときにでもその成果というの

を、必ずこういう効果があったのだというふうなことを、それは全部聞くことはでき

ないかもしれませんけれども、事業としてやる以上は控えておいたほうがいいかなと

思いますけれども、ご意見伺いたいと思います。

それと、商工会の申請の窓口については、万々歳の成果だったというふうに私も思

っています。非常に良好で、大変いい成果が出たというふうに思っています。これに

ついては再質問ございません。最初の２点だけお願いします。

〇松本美子委員長 それでは、藤永企業支援課長、答弁をお願いいたします。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、まず元気回復会議の関係でございます。委員さん

ご指摘のとおり、会議の名前と実際中身が違うというのでしょうか、何かあまり合っ

ていないなというのはそのとおりかなというふうに思います。現実、これは蓋を開け

てみますと、私のほうも元気回復会議の中身を見たときにはほぼ人件費で、結局この

会議名というのはどういう意味なのだろうなというのは、ちょっとすぐにはやはり理

解できないところもございましたので、そういった意味ではやはり委員さんご指摘の

とおりかなと思います。

今年度から一応観光協会のほう、指定管理という形で嵐なびのほうもやりましたの

で、この元気回復会議につきましては、予算上はもう計上のほうはされておりません

ので、かといってこれから観光協会、商工会、町、ここが全然打合せをしないで観光

を進めるわけではございませんので、その都度、その都度、３つの団体、ましてやＤ

ＭＯに向けて観光協会は今向かっていきますので、そういった意味では随時会議とい

うのは開かれていかなければできないのかなというふうにも思っていますので、これ
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と内容に沿った、元気回復会議みたいな名前に沿った会議というのは今後行われてい

かなければいけないのかなというふうには思っております。

また、販売促進の関係でございます。これにつきましては、本当に成果のほうがな

かなかまとめていなくて、大変申し訳なく思います。これから、まだ全然遅くはあり

ませんので、商工会さんのほうの協力を得ながら、22件の申請ありましたので、その

22者、できれば全部のところに、ちょっと成果、何かあったかどうかというのは確認

してまとめたいなというふうには思っております。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 まず最初に、ページがなくて、104ページに花見台の管理センターは

あるのですけれども、私の質問は花見台の企業さんの駐車場が足りないということを

予算のときに質問させていただきました。その際に、もしそのようなご相談があれば

相談に乗るということでございましたが、令和２年度相談はあったのかお伺いしたい

と思います。

それと、もう一つが106ページの６と７、事業名が６番と７番の小規模と中小企業

の給付金です。国のほうの給付金が、50％以上売上げが落ち込んだところには国でや

っていただいて、今回そこから漏れた方のための中小と小規模のところの内容だとい

うのは存じ上げておりますが、小規模のほうは63件、それで中小は98件ということで

したが、売上げが落ちたところに差し上げる給付ですので、これ全体が幾つで63件だ

ったのか、98件だったのか、お伺いしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、小輪瀬企業誘致推進室長、お願いいたします。

〇小輪瀬一哉企業支援課企業誘致推進室長 それでは、最初の花見台工業団地の企業さ

んから駐車場についてのご相談があったかという件についてお答えいたしたいと思い

ます。

令和２年度には、直接企業支援課のほうに駐車場に困っているよということで相談

いただいたということはありませんでした。ただ、近隣を見ますと、山を少し切って

、 、 、駐車場を造ったりしている企業さんも見受けられますので 企業さん 個別の対応で

企業支援課を通さずともいろいろ調整を図りながら駐車場を造っているという状況か

なと思っております。全部が解消されたということではないと思いますけれども、そ

んな状況かなと思っております。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、藤永企業支援課長、お願いいたします。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、２つ目の給付金の関係につきましてお答えさせて

いただきます。

小規模事業者等応援給付金、これは委員さんおっしゃるとおり、国の持続化給付金

に該当にならなかった方、20％から50％の間の減少した企業さんを助けようというこ

とでの給付金でやらせていただいて、申請のほうが63件だったということでございま

す。全体、町内の事業者数は、昨年度のこの頃にちょっと調査した数字でございます

けれども、小規模事業者が489、中規模事業者が140、大規模事業者が３の合計632業

者で、これは小規模業者という形になりますので、大規模事業者とかそういったとこ

ろは該当しないというところもございますけれども、一応事業者数は今のような数字

で、申請があったのが63という状況でございます。

中小企業経営継続応援金の98件、これにつきましては、この給付金の趣旨というの

でしょうか、これの内容というのは原則無利子の貸付制度ということで、セーフティ

ネット保証の４号、５号とか危機関連保証という、そういう制度が国のほうで始まっ

て、こちらのほうで100万円以上の、要は資金を借り受けした業者さんに対して、少

しでも救おうというところで20万円の給付という形をさせていただきましたので、小

規模だとか大規模だとかということではなく、減少が大きくて金銭的に負担が大きか

った業者さんを少しでも助けようというところでの支援をさせていただいたところで

ございます。それが98件だったということでございます。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

ほかに質疑のある方は。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 105ページの企業誘致事業なのですけれども、この川島地区地権者説

明会用の資料作成業務一式で９万7,900円と。いや、すごい金額だなと思って、どう

いう資料を作ったのか伺いたいと思います。

それから、その下の企業奨励金、どんな企業に何をしたので渡したのかを伺いたい

と思います。

それから、そのページの一番下の嵐なびの清掃なのですけれども、これは毎日やっ

ているのでしょうか、伺いたいと思います。
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108ページの観光地域づくり法人推進事業、いや、私、正直言って、ＤＭＯを取る

のにこんなにお金がかかるという理解でいいのですか。これは、ＤＭＯを取るメリッ

トというのはあるのかなと思うのですけれども、この2,300万円を取り戻すというの

は相当時間がかかるのではないですか。その辺の見通しも併せて、どうしてこんなに

かかってしまうのか伺いたいと思います。

それから、一番下のハイカーおもてなし事業の案内板をこの前見させていただきま

した。関越から下りて右側に出て、その道路の右側に看板が、杉山城とあじさい寺の

看板があるわけですよね。この看板を見て、杉山城跡が２つあるような感じで捉えて

しまうのではないかとちょっと危惧するのですけれども、こういう看板の造り方とい

うのは、町サイドだけでこれで造ってくださいと言ったわけなのですか。こういう看

板を造っている会社に相談はしなかったのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、小輪瀬企業誘致推進室長、答弁をお願いいたします。

〇小輪瀬一哉企業支援課企業誘致推進室長 それでは、企業誘致事業につきましてお答

えさせていただきます。

まず、説明会用の資料の素案作成ということで、こちらにつきましては前回６月議

会でも全協でご説明のほうをさせていただきましたけれども、川島地区の産業系土地

利用を進めるのに当たりまして、４月に地権者を対象とした説明会のほうを実施させ

ていただいております。そのときに、地権者の皆様に事業の概要、今回業務代行方式

による組合施行の土地区画整理事業と、こちらの手法を使いまして進めていきたいの

だという内容、その内容につきましてご説明して、ぜひともご協力をいただきたいと

いう考えをお示ししたわけなのですけれども、その内容を分かりやすく資料として、

最終的には職員で作ったわけなのですけれども、いろいろたたき台となる素案のほう

を今まで、令和元年度には基本計画の策定だとか、農林調整の作成だとか、業務委託

のほうで発注をしておりました昭和の北関東支店のほうにつくっていただいたという

内容になります。あくまでたたき台です、資料のたたき台、素案をつくっていただい

たという内容でございます。

企業誘致条例の奨励金なのですけれども、こちらにつきましては共和合成株式会社

さんのほうに交付をさせていただいております。機械部品製造メーカーでございまし

て、土地を取得して倉庫を新しく建築されたと、その拡張に対しての奨励金という内
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容でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続けて藤永企業支援課長、お願いいたします。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、まず３つ目の嵐なびの清掃の関係でございます。

これは、毎日やっているのかというご質問だったかと思います。毎日でございます。

続きまして、観光地域づくり法人関係のところなのですが、一応決算上は農政課の

ほうになっておりますので、なかなか、この中身につきましては私のほうではちょっ

とお答えのほうはできないのですけれども、今後ＤＭＯ化で取り戻せるのかという意

味では、うちのほうになりますので、今までもちょっとお話のほうはさせていただい

ていますけれども、ＤＭＯ化に向けて稼ぐ、そこのところを考えながら、今後やって

、 、いかなければいけないというところもありますので 実際どうなるか分かりませんが

この辺の今までかかった費用、これが町のほうに返済できるように頑張ってやってい

くしかないのかなというふうには今思っているところでございます。

。 、最後のハイカーおもてなし事業の看板の関係でございます こちらにつきましては

２方向から杉山城のほうにというふうに見えるのではないかと。確かにぱっと見、杉

山城、杉山城と出てきますので、委員さんのおっしゃるとおり、そういうふうに、ふ

と思ってしまうかなというところもございますけれども、手前のあそこの信号を曲が

りますと町道という形で、特に関越のボックス、そういったところが狭くなっており

ますので、ちょっと大型のバスの通行が厳しいかなというところもありまして、大型

車ということで県道の深谷―嵐山線、そちらのほう、大型車は右折してくださいとい

う意味で大型車という名前もつけて看板のほう、あとは普通車は手前のその交差点、

町道のほうから行けますよみたいな形の考え方で設置のほうをさせていただいたとい

う経緯でございます。

業者さんと相談しているのかというお話もございましたけれども、全然相談しない

わけではございませんが、こういった看板でございますと、業者さんのほうで、例え

ばこういうのがいいのではないかとかということがあれば、それは受け止めながら、

ではどういうふうに造ったらいいのかなというのは当然考えていくと思いますが、案

内板のこういった形になりますと、ある程度町の意向が、こういうふうにやってもら

いたいと言えば、業者さんのほうでも、ああ、分かりましたという感じにはなってし

まうのかなというところもございます。内容によっては、業者さんのほうからアドバ
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、 、イスいただかないと こちらでも分からないという看板とかがあるかもしれませんが

今回につきましては、相談はしていますけれども、町の意向のほうが強かったかなと

いうふうには思っております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、質疑をどうぞ。

川口委員。

〇川口浩史委員 105ページの川島地区の関係、素案にしても約10万円、素案に対して

、 、 、10万円かかってしまうのかなというのは思ったのですけれども ある程度は そうか

あの資料かとちょっと今思い出して。分かりました。いいです。

企業奨励金ですが、企業名を言ってくれて、本当にこれ、今まで聞いても聞いても

秘密だ、秘密だということで答えなかったのですけれども、別に何でもないですよ、

答えたって。倉庫を造ったということで、分かりました。これは、もうそういうふう

な制度になっているわけですから。

146万円というのは、これは税収ないということではありますけれども、本当にそ

こまでの税収があるのかなというのをちょっと確認したいので、ちょっとお聞きした

いと思います。

嵐なびの関係なのですけれども、153万円と。それで、116ページに、まちづくり整

備課が東西連絡通路をやっているわけなのですけれども、例えばＮＰＯ法人夢・フレ

ンズが月から木曜日で45万7,000円だと。ちょっと値段が違い過ぎるのではないかな

と思うのですけれども、こういう連絡通路のほうとの整合性というのは、きちんと見

てこの金額を設定しているのかどうか伺いたいと思います。

、 、 、 。それから 観光地域づくり そうですね しっかり農政課と書いてあったのですね

てっきり企業支援課だと思っていて。分かりました。看板もちょっと分かりやすいの

が今後に、あれだとちょっと問題かなとも思いますので、今後はしっかりしたものを

造っていただきたいということを申し上げて、これはいいです。

支援課と嵐なびの。

〇松本美子委員長 それで２点ですね。

それでは、答弁をお願いいたします。

小輪瀬企業誘致推進室長。

〇小輪瀬一哉企業支援課企業誘致推進室長 企業誘致の奨励金146万円なのですけれど
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も、企業誘致条例の中身としまして、その対象となる企業の拡張していただいた土地

であるだとか建物、あとは新規の場合には償却資産も入るのですけれども、その固定

資産税相当額を奨励金として交付するという中身になっております。

申請するときには、その納税証明、あと公課証明、その対象となる物件の固定資産

税の公課証明というものも添付をしていただいた上で申請をしております。こちらで

も確認をしておりますので、この奨励金の146万円、これはイコールとは言わないの

、 。ですけれども ちゃんと税収として税務課のほうで収納されていると考えております

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、藤永企業支援課長、どうぞお願いいたします。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、嵐なびの清掃の関係でございます。他の、今具体

的にはまちづくり整備課との比較といいますか、その辺で整合性を取っているのかと

いうようなご質問かなと思います。特にそこのところを話をして、確認をし合ってい

るわけではございません。今回、例えばうちのほうの嵐なびの清掃につきましては、

実施の内容というものを仕様書で示して、こういった作業をしてくださいというのを

、 。６項目うたって 実際それをやってくださいということでやっていただいております

それに対して、これはシルバー人材センターさんのほうにお願いしていますので、

時給といいますか、１時間当たりの単価等はもう決まっているとは思うのですけれど

も、その単価に合わせて、やっぱり１日当たり何時間かかるとか、そういったところ

を突き合わせて、そうするとこのくらいかかってしまうというところでの積算のほう

をしておりますので、特に突き合わせというものはしていないのですけれども、ただ

２階、いろんなところを掃除、またトイレットペーパーの交換から何から細かいとこ

ろの全部管理もしていただいておりますので、多少ほかのところと比べると割高のよ

うな感じはするかもしれませんが、作業の内容が大分違うかなというふうに思ってお

ります。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

川口委員、どうぞ。

〔 補足で」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 申し訳ございません。大変失礼いたしました。

福嶋技監、お願いいたします。

〇福嶋啓太技監 すみません。ただいまの嵐なびの清掃の業務の関係で、まちづくりの
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ほうと突き合わせをしているかどうかという話なのですけれども、２つの業務を並べ

て突き合わせという形ではやっていないのですけれども、私のほうで各積み上げの積

算の状況というのはチェックしておりまして、先ほど藤永課長申し上げましたけれど

も、単価と人工と掛け合わせて、それと必要な経費を積み上げてということで予定価

格を出して、それに対して見積りを取ってという形でやっております。それについて

は、まちづくりのほうも同じような方法で契約をしておりますので、適正であると考

えております。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ほかに質疑がないようでございますので、企業支援課に関する部分

の質疑を終結させていただきます。

暫時休憩とします。

休 憩 午後 ２時０８分

再 開 午後 ２時１１分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、まちづくり整備課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 まずは、113ページのＬＥＤ道路照明灯なのですけれども、こちらが

若干値段が下がっているのですけれども、令和元年度に比べて。ちょっと私、去年の

を見ていないので分からないのですけれども、光熱水費が以前こっちのＬＥＤのほう

に入っていたように見ていたのですけれども、光熱水費が今度上に移っていて、上の

２番の光熱水費のほうも、令和元年は1,000万円を超えていたのですけれども、今回

令和２年度は880万円ということで下がっていますが、修繕料が元年は多くて、令和

２年はそういうところがなかったのか、ちょっと内容について伺いたいと思います。

あと、ＬＥＤのほうのこともお伺いしたいと思います。

それから、114ページの嵐山歩道橋の、これは次年度へ繰越しになったわけですけ

れども、その理由はどうして繰越しになったのだったかお伺いしたいと思います。

以上です。３点です。２番、３番、今の。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

久保副課長、お願いいたします。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 114ページの歩道橋の繰越しの関係です

が、繰越しの理由なのですけれども、いろんなところと調整をさせていただいたり、

そこら辺で時間を費やしてしまいまして、それで繰越しという形で、若干なのですけ

れども、年度を超えて工事のほうを一応終了はさせていただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、伊藤まちづくり整備課長、答弁をお願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 道路照明灯の光熱費と修繕料の関係を答えさせてい

ただきたいと思います。

、 、 、光熱費につきましては 毎年毎年上がっておりまして 昨年度は945万4,000円とか

それほどだったのですけれども、今年は845万8,000円と、約99万5,000円ぐらい下が

っているようでございます。こちらについては、やっぱり電気料というのは調整費と

かいろいろ複雑な計算がございまして、分かりづらいのですけれども、基本的に去年

につきましては光熱費、全般的に下がっている状況がありますので、そういう調整費

等が前ほど上がらなかったというふうに思います。

なお、ＬＥＤをやる前は2,000万程度かかっておりましたので、それが800万になっ

たというので、その辺は、上下はありますけれども、効果があるのかなというふうに

考えているところでございます。

修繕料につきましても、去年は多分87万円ぐらい取っておりました。今年42万円と

いうことでございまして、ＬＥＤについてはリースでございますので、リースにして

いる機器については、物はリースでございますので、お金は払いません。ただ、工事

費、工賃というか、そういうのはかかりますけれども、それについてはお金は払って

おりますので、基本的にはちょっと内容的にあれなのですけれども、詳しい１個１個

の積み上げはちょっと言えなくて申し訳ないですけれども、町の持っているＬＥＤ、

リースしているＬＥＤのほうが壊れて、町が単独で修繕したものが減ったということ

でございますので、その辺は、それもＬＥＤの効果が出ているのかなと考えたところ

でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、どうぞ。
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〇畠山美幸委員 114ページのほうの歩道橋をもう一回お伺いしますけれども、いろん

な調整をしていてということで今ご答弁がございましたけれども、予算のときには施

政方針の中にもこの歩道橋のことをうたっておりまして、しっかりここを直していき

ますよということがうたってあったのにもかかわらず、ちょっと私も説明あったのか

なと思って、調整でそんなに時間がかかってしまって繰越しになってしまったのでし

ょうか。それとも、そんなに直す必要がまだ……繰越ししても大丈夫だったからだっ

たのか、ちょっとうまく説明が言えないですけれども、確認したいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

伊藤まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

こちらの歩道橋につきましては10月に契約を行い、年度末までに完成するように進

めさせていただきました。

ただ、歩道橋については道路上にあるものでございますので、警察と協議したり、

あと多少、中の塗装とかの内容につきましても検査をしながら、あと足場とかの内容

についてもいろいろ調査しながら行っておりますので、若干、ちょっと１か月程度、

申し訳ありませんが、調整がつかなくて１か月程度遅れてしまったということでござ

います。これにつきましては、繰越明許費を出しておりますので、議会等では既に３

月のときに説明等をさせていただいているかなというふうに。３月の議会のときに、

補正予算のときに繰越明許でお願いしているというふうに考えているところでござい

ます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 では、繰越しになって、もう完成していますね。確認です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

こちらにつきましては、４月30日に工期は終わっておりますので、既に完成し、通

行しているところでございます。

以上でございます。

〔 何月に完成」と言う人あり〕「
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〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 こちらにあるとおり、４月に完成しているところで

ございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私から１点だけ、119ページ、都市公園等管理事業の一番下のところ

の遊具点検委託料ということで、都市公園７か所とフィットネス21パーク、これの遊

具等の点検作業をされたということなのですが、その結果はどうだったのか、それを

伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

安在副課長、お願いいたします。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 私のほうから遊具の点検について説

明いたします。

都市公園８か所とフィットネス21パークの遊具について点検をさせていただきまし

た。この中で、点検の結果、菅谷公園のブランコとチェーンネットクライマー、それ

から志賀の団地から薬局のほうに上がっていくところの右手に蜻蛉橋上緑地というと

ころがあるのですけれども、そちらのほうのブランコの台座について、ちょっと指摘

を受けまして修繕を行いました。蜻蛉橋のほうなのですけれども、こちらのほうはブ

ランコの座る台座のところが腐食していまして、地区のほうのまもり隊のほうで台座

のほうを修繕していただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方。

山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 １か所、お尋ねします。

ページは116です。２段目の表のエレベーターの保守管理点検委託料です。嵐山駅

というのは、町の一つの顔だと思います。今は、西口の整備も進んでおります。エレ

、 、 、 、ベーターのこれ 町の負担というのは 私 勉強不足で初めて知ったのですけれども

２つお尋ねしたいことがあります。武蔵嵐山駅設置のエレベーターの管理は、町側で

、 。 、 、行う 費用が年間約100万円ですか エレベーター設置したとき 過去設置したとき

これも町が負担したのかということが聞きたいのです。
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それから、もう一つは東武東上線、駅がどんどん増えています。昔はもっと少なか

ったのですけれども、寄居のホンダ移転のあれもできました。橋上の各駅にはエレベ

ーターがあります。ホーム内のエレベーターというのは、多分東武側が造ると思うの

ですけれども、東上線の各駅の、橋上の駅がほとんだと思うのですけれども、そのエ

レベーターというのは、その駅がある自治体でみんな管理、点検やっているのかなと

いうことをちょっとお尋ねします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

伊藤まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

嵐山町の東西連絡通路にあるエレベーターにつきましては、嵐山町が駅を橋上化し

たときに嵐山町が設置させていただきましたので、引き続き嵐山町が管理を行ってい

るところでございます。もちろん中のホームにつきましては、そのときも設置します

けれども、それは東武が負担して、今も東武が管理しているところでございます。

東武東上線もいろいろ橋上化されていて、東西連絡通路とか自由通路がありますけ

れども、内容によってはやっぱり東武が造ったものについては東武がやったり、ばら

ばらでございまして、まだ町が、基本的にはその市町村が要望すると、基本的には市

町村がつけるというのがおおむねあるかなというふうに考えているところでございま

して、東武がつけたところについては東武が設置して管理をしている、そういう状況

であるというふうに認識しております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 よろしいですか。もう一度ありますか。

、 、〇山田良秋委員 先に要望してしまうと自治体が負担するという それはあれですよね

住民のあれですから。どうもありがとうございました。

〇松本美子委員長 それでは、ほかに質疑のある方。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 116ページの事業名７の武蔵嵐山駅の西口整備事業、主要施策の説明

書、これがずっと次年度繰越しなど、今までのご苦労をここに載せてあるような、最

終なことになるのでしょうけれども、私がこの２年度の決算を評価させていただく意

、 、 、味では この部分のところのいろいろと載せてある事業 これもいろいろと苦しくて
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事故繰越が続いたわけですけれども、令和３年度中にここに載せてある事業は一応完

成するという捉え方でいいのかどうか、確認をさせてください。いわゆる次年度へ繰

越しという工事がずっとありますよね、さっきの菅谷36号線の956万円から。この工

事が一応令和３年度中に予定されているわけですので、その点だけちょっと確認をさ

せていただきたい。

〇松本美子委員長 それでは、伊藤まちづくり整備課長、答弁お願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 こちらにあるとおり、繰越しとか事故繰越とか多く

て、皆さんにご心配かけているというふうには認識しております。地権者等の交渉が

ちょっと長引いたところもありまして、いろいろ事業が長引いている状況でございま

す。もちろん、次年度に繰り越している委託費につきましては、こちらのとおり、こ

ちらは菅谷36号線でございますので、菅谷36号線というと駅広に向かう、滑川のほう

から向かってくる土地の測量とか、そういうのはすぐに終わるよというふうに考えて

おりますし、また一部見直し等もしておりますが、それについても警察との協議が終

わり次第、終了するかなというふうに考えたところでございます。

移転先造成工事につきましても、今現在、多分、現地確認していただきたいと思い

ますけれども、もう既にほぼ工事が終わっておりますので、こちらについても終わる

かなというふうに考えております。

前年度に繰越し、事故繰越で計上しているものにつきましては、既に契約が終わっ

ておりまして、その残金を繰り越しているものでございます。さきに現地を見ていた

だきましたけれども、既に移転先を着工しているような状況でございますので、これ

は必ず３月に終わるというように契約上なっておりますので、また地権者の方もそれ

に向けて協力していただいている状況でございますので、こちらにつきましては全て

終わるというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかに質疑ございますか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 115ページの一番上の前川の護岸整備なのですけれども、これちょっ

とどの辺のことを言っているのか。そして、災害防止の事業だということで、崩れか

かっているのを修理することになったのか、整備することになったのか、ちょっとそ

の辺を伺いたいと思います。
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それと、118ページの平沢土地区画整理組合なのですけれども、予算でも聞いてい

るので、予算のほうが進んだことを聞いているわけですけれども、この事業で、どこ

まで終わったのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

それでは、久保副課長、お願いいたします。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 115ページの前川なのですけれども、位

置につきましては、前川は長い距離がございまして、そこで毎年台風とかが来たとき

に越水しそうな、崩れそうな箇所という形で、一応６か所の工事を予定している箇所

の委託業務になります。そこの場所につきましては、積みブロックという形で護岸の

整備の予定を一応しております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、安在副課長、答弁をお願いいたします。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 私のほうから区画整理事業について

説明いたします。

令和２年度では、区画整理事業始まってから26年になりました。事業内容としまし

ては、換地処分を令和３年度に行う予定で、それに必要な換地処分通知書の作成準備

業務と、あと街区及び画地の出来形確認測量、それから換地への修正業務、また55街

区というところに３つ保留地がございまして、そちらの鑑定評価を令和２年度は実施

いたしました。

現在令和３年度なので、またそれに令和２年度の業務内容を引き続きまして、換地

処分に向けて今回新たな業務委託等で令和３年度は実施しております。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 前川なのですけれども、越水するおそれがある６か所、この６か所全

部を今回積みブロックで整備したということでよろしいのですか。その長さが60メー

トルだということで。10メートル、10メートルで６か所になりますよね。そういうこ

とでよろしいのか伺いたいと思います。

それから、平沢土地区画整理なのですけれども、これで、あと何年だったかな、ち

ょっと予算のときのことを覚えていないのですけれども、順調にいったとして何年で

これは終わるのか伺いたいと思います。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

久保副課長、お願いいたします。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 115ページの前川の関係なのですが、令

和２年度につきましては測量設計業務をやらせていただきました。６か所、１か所当

たり10メーターで、一応60メーターの設計業務になります。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、安在副課長、お願いいたします。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 区画整理事業の終わりなのですけれ

ども、今年度換地処分ということを目標に今進めております。

ただ、換地処分終わりました後、区画整理事業の精算金の精算事務というのがござ

いまして、そちらのほうが令和４年度以降から行う予定でございます。また、保留地

が、今現在土地の謄本とか、そういった登記がされていないものですから、そういっ

たものの登記を行うという業務もあります。ですので、今年度事業計画の変更を行っ

ているのですけれども、組合解散の予定時期は令和８年度末、令和９年３月31日とい

うことで進めています。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

ほかにございますでしょうか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑がないようでございますので、まちづくり整備課に関する部分

の質疑を終結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。

それでは 休憩時間なのですけれども 45分までということにさせていただき 45分、 、 、

から始めます。

休 憩 午後 ２時３０分

再 開 午後 ２時４３分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、教育委員会事務局に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑をどうぞ。
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犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私からは１点でございます。説明書のほうの146ページ、これは145、

146につながっているのですが、社会教育団体等育成事業ということで補助金の関係

の質問です。嵐山町文化団体連合会と、それから嵐山町青少年健全育成委員会をちょ

っと見ますと、前年度の決算が９万円でしたか、それが文化団体のほうが２万

6,417円、また青少年健全育成委員会に至っては１万円というふうに相当減額されて

います。その辺の事情というのは、どういう理由からこうなったのか、伺いたいと思

います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水次長、お願いいたします。

〇清水聡行教育委員会事務局生涯学習担当次長 それでは、お答えいたします。

嵐山町文化団体連合会並びに青少年健全育成委員会の補助金の減額についてという

ご質問でございますけれども、この２団体につきましては、コロナ禍ということで、

予定していた事業ができないということで減額申請になっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 一応コロナが原因ということであるということは、今後のことの話は

あれかも分からないのですが、当然これが次年度とか、そういうときはまた復活する

というような考え方をしてよろしいのですか。減額のままずっといくというふうな考

え方になったら、ちょっとまずいなというふうに思っていますけれども。

〇松本美子委員長 それでは、清水次長、答弁をお願いいたします。

〇清水聡行教育委員会事務局生涯学習担当次長 基本的には、補助金額については前年

度の当初額と同じ額の補助金を予定しております。

〇松本美子委員長 はい。

〇犾守勝義委員 ということは、一応２年度の予算と同じようなというような考え方で

よろしいのですね。

〇松本美子委員長 答弁をいただきます。

清水次長、お願いいたします。

〇清水聡行教育委員会事務局生涯学習担当次長 そのとおりでございます。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方どうぞ。
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川口委員。

〇川口浩史委員 126ページの教職員研修会謝礼、昨年が１万円で、今回５万円という

ことで、増えた理由を伺いたいと思います。

それから、127ページの奨学金貸付事業ですけれども、貸し付けた人がおられるの

か、いたら何人なのか。また、返済について、返済は滞りなく行われているのか伺い

たいと思います。

129ページの学校規模適正事業ですけれども、新校開校準備委員会のことだと思う

のですけれども、まずここで、１点目お聞きしたいのが傍聴者、どうしてもコロナの

関係で制限せざるを得なかったわけです。傍聴者を断った人数は何人ぐらいいるのか

伺いたいと思います。

、 、 、 、それから 新校開校準備委員会で決めたいこと 校名 校章は出ていますけれども

そのほかに何を決めたいのかを、決めたいと予定していたのか伺いたいと思います。

その下のＧＩＧＡスクールの関係なのですが、タブレットを全生徒児童に配付した

わけです。この活用は、令和２年度、どのような活用がされたのか伺いたいと思いま

す。

、 、 。 、それから 131ページの菅小だけなのです この標準学力調査というのは これは

どういう経緯で実施をしたのか伺いたいと思います。これ、ほかの学校はなぜしなか

ったのか、それも併せて伺いたいと思います。

ほかの学校では、比企地区学力テストというのをやっているわけです。ちょっとこ

の内容と、これは各学校の順位というのが出てくるのですか。あまりいいものだとは

思いませんが、そんな順位で競うというのは。ただ、出てくるのか、出てきているの

であれば、公になってしまいますけれども、これだと。いや、私は七小の順位が嵐山

、 。の中でどのぐらいの位置を占めるのか ちょっと確認したいので伺いたいと思います

それと、玉中とほかの学校でもありましたけれども、志賀小か、胃がん検診の委託

があるのですけれども、これは先生の検診をしたということでよろしいのですか。こ

ういう場合に町からの費用が出るということで理解していいのか伺いたいと思いま

す。

それと、学校給食、ちょっと飛んで153ページなのですが、管理事業の費用がほぼ

同額なのです。昨年は、４月、５月休んでいるはずなのですけれども、どうしてこう

いう金額になったのかを伺いたいと思います。
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そして、最後なのですけれども、先生方のＰＣＲ検査をしていないはずですよね。

いろいろ議論をして、うちはやめようと。各学校ごとかな、学校ごとでしなくてもい

いというふうに判断したのか、町からの指示があってしなかったのか、教育委員会の

指示でしなかったのか、ちょっとその辺の議論があったのか、なかったのかも含めて

伺えればと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、溝上指導主事、答弁をお願いいたします。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 １つ目のご質問、夏季教職員全

員研修会の予算の件でございます。昨年度は、結果的には中止ということになりまし

たが、教職員研修会は幼稚園、小学校、中学校の県費の教職員を含め、町の職員全員

が集まって行う研修でございます。ここでは、学力、人権、様々な角度からの研修を

行っております。そこで、外部からの優れた人材を講師として派遣をいただくための

予算ということで計上させていただきました。繰り返しになりますが、結果的には中

止となりました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、金子次長、お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 順次お答えをさせていただきます。

まず、２点目であります奨学資金についてでございますが、貸付け、新たに行われ

た方に関しては、令和２年度、３件でございます。また、返済に関しては滞っている

方というのが４件ありまして、こちらに関しては以前よりお話を、返済計画の見直し

、 。等を行いながらお返しいただいている方が３名 新たに１名ということでございます

こちらに関しても、返済滞りをそのままにすることなく、連絡を取りながらご相談に

乗るという形を進めさせていただいております。

続きまして、３点目の129ページの学校適正規模等推進事業でございます。こちら

に関しては、傍聴者、やはりコロナ禍の関係で、委員さんおっしゃるように、会場に

よっては人数の規制をすることがございますということをあらかじめお知らせさせて

いただいた中で、お断りをしたという方はいらっしゃいませんでした。逆に事前にと

いうお話しさせていただいておりますが、当日になってお越しいただいてもまだ人数

に余裕があったので、傍聴のほう、お入りいただいたという経緯もございます。

また、校名の募集をさせていただきましたが、それ以外に何を決める予定であった
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かというお話をいただいておりますが、この委員会の中では校名のほか、校章、校歌

に関してもお話を進めさせていただく計画を取っておりました。また、建築等に関し

ても、こちらに関しては専門技術が必要になりますので、委員の方からそのままいた

だくご意見ではないのですが、やはり保護者目線ですとか、いろんな住民、町民の立

場に立ったご意見というものをいただく予定でございました。

続きまして、129ページのＧＩＧＡスクール構想事業でございましたが、こちらに

関しては、令和２年度は納品までということでございました。工期ぎりぎりになりま

して、やはり全国区でタブレットとＰＣ、こういったものが一気に契約を結ぶことに

なりまして、各事業者にまだ納品ができないというような公共団体さんもあったよう

なのですが、嵐山はこの工期内に納品をしていただきながら、ただ活用に関しては納

品だけでなく、そこからその番号にアカウントを付したり、個人名の管理をしたり、

また学校に各何台ずつというような事前の準備が必要でございましたので、具体的な

活用というのは令和３年度になってからでございます。

続きまして、131ページでございます。131ページの標準学力調査に関しては、こち

らはこの主要な施策の記載の基準が30万円以上の契約ということでございますので、

ほかの志賀小、七郷小学校に関しては、この金額に30万円を超えませんでしたので、

表記をしていないということでございますが、３校のほか、中学校も含めて全部で５

校で実施をさせていただいております。順位等に関しましては、指導主事からご説明

をさせていただきます。

また次に、胃がん検診に関しては、町立学校で勤務される先生方に対して行うもの

でございます。

次が、153ページでございます。学校給食運営管理事業でございますが、こちらに

、 、 。関しては やはり４月 ５月が休校であったために給食を提供はいたしませんでした

ただ、その後、６月が簡易給食、７月、８月の一部ですが、追加で臨時給食というこ

とで提供させていただきました。そういった中で、各委託業者、給食の調理業務です

とか、運搬業務等に関しても契約変更を何度も行いました。そういったことで、減あ

るいは増減というような結果にもなりましたが、あとは令和元年度と比較しますと消

費税の関係がありまして、契約に関する消費税率が変わったことによる委託料という

ものも影響してきております。

また、最後、８番目でございますが、教職員のＰＣＲ検査をしていないという理由
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でございますが、基本的には国や県の指針に基づきまして、具合の悪い、体調の悪い

方々に関してはお帰りいただく、静養するということを原則としております。そうい

った中で、またお医者さん、医療機関の受診ということも、まずは原則ということで

進めさせていただいています。教育委員会では、そういった各種通知等にのっとりな

がら、校長会、各学校の校長先生方にも協議を諮りながら決定をさせていただいてい

るところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

不破指導主事、お願いいたします。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 お答えさせていただきます。

比企地区の学力テストについてですけれども、中学校３年生を対象として、玉ノ岡

中、菅谷中ともに３回行われております。こちらは、高校入試、進路選択のためのテ

ストということで、比企地区全体で行われております。試験の内容を基に各それぞれ

の学力を見て、自分の学力を基にどこの学校にどれぐらいの力があるのか、その学校

を選んだ中での順位というものは出るのですけれども、校内での順位というものは出

ない形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 教職員研修会が中止になったと、中止になって前年度より増えている

のです、事業費が。前年度の決算見ると１万円なのです。それで、令和２年度は５万

円と。ちょっとおかしいわけですよね。中止になって、どうして事業費が増えてしま

うのかという、どういうことなのかを伺いたいと思います。

奨学金なのですけれども、127ページの。そうですか。こういう時代ですから、滞

納、別に不思議ではないと思うのです。無理やり取っているようなことはないと思う

のですけれども、その点は確認しておきたいので、学生の後、生活に影響するような

、 。ことまでして返済を迫っているのか その点があるのかないのか伺いたいと思います

４件滞納があったということで、ほかの人はというか、全部が滞納者だということ

でいいのでしょうか。きちんと払っている方はいないということで認識してよいのか

伺いたいと思います。

新校開校準備委員会、129ページ、学校規模適正等の事業なのですけれども、断っ
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た人数はいない。ちょっとこれカウントしていないのだと思うのです。私の知ってい

る人で、当日行って、人数いっぱいですよと言われて帰ってきたということを伺った

のです。ですから、何人かいるのではないかなと思ってちょっと伺ったのですけれど

も、これはちょっと総括で出していますので、それはいいです。ただ、そういう人が

いたということですよね。

それと、校名、校章はそうですよね。校章はそうですよね。校歌、建築なども大体

の専門家が、設計士さんが作ったものを見てもらうというような形なのですか。その

くらいのことをやってもらおうということで考えていたのですか。ちょっと確認です

けれども。

タブレットは、そうですか、昨年度は活用はなくて、今年度以降ということで。そ

うすると、秋以降がいきなりだったわけなのですか、コロナで。今やっているのでし

ょうけれども。答えられたら。あまり予定の話をするのはよくないのですけれども。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 それで、タブレットの関係なのですけれども、いや、私が……そうそ

う、ちょっと次のページに書いてあったので。ＳＮＳのトラブルがあったとあれに書

いてありましたよね。９月議会に、学校の評価のあれの中に書いてあったのですけれ

ども、ご存じないの。学校評価の用紙、もらったでしょう。あの中にＳＮＳのトラブ

ルがあったと書いてあったのですけれども、このタブレットの関係で私はあったのだ

と思っていたのです。そうではないということなのですよね、そうすると。そうする

と、携帯は持っていっていると、携帯というか、スマホを持っていっているというこ

とで、遠い人は持っていっているのかな。たしかそうですよね。最後１人になってし

まうので、それは危険だということで、その子どもさんには持たせているということ

でしたよね。そうすると、その子どもさんが被害に遭っているというふうにあれでは

見ていいのか、ちょっと伺いたいと思います。

学校給食、ほぼ同じというのはちょっとどうかなと、ちょっと後でまた精査したい

と思います。

比企地区の学力テストは分かりました。標準学力調査は、これは学校ごとの順位と

。 、 、いうのは出るのですか 七小の順位がどうだったのかを 比企地区も個人のは出ない

個人のは出るとおっしゃったのですか。学校ごとのが出るのか出ないのか、ちょっと

伺いたいので。ちょっとそこを伺いたいと思います。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子次長、お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 お答えをさせていただきます。

まず、教職員研修でございますが、実際に人を集めて一堂に会してという研修会は

中止とさせていただきました。ただし、年度末に講師の先生がＤＶＤに焼いたものを

教職員が研修として、それを個々に見るというのでしょうか、そういったオンライン

系の研修をいたしました。そのときの講師の謝礼がこの金額になっております。すみ

ません。

次に、奨学金でございますが、失礼いたしました、きちんと払っている方というの

は当然いらっしゃいまして、返還を今回、令和２年度で行っている方は15人いらっし

ゃいます。そのうちの４人が滞納ということでございます。また、生活に影響がとい

うことで、実際のところ今月はちょっと難しいというご相談もあります。そういった

ところはご相談に応じて、ではまた来月、できる限りというようなことをして、途切

れない返還というものも念頭に置きながら、ご相談に乗るという体制を整えていると

ころでございます。

次に、新校開校の関係でございますが、建築に関してはやはり専門性がございます

が、嵐山の学校は大変古い建築年数でございます。現在の新しい学校ですとか、今の

学校の基準というものもかなり差異がありますので、そういったものも見ていただき

ながら、なかなかご希望がその建築の図面に反映するというところまでは当然いかな

いと考えておりますが、実際に子どもを育てるという環境の中でのお話をお伺いする

予定でございました。

次に、ＳＮＳのトラブルということで、今回の点検、評価の中で、いじめのページ

にＳＮＳトラブルから子どもを守るというような記載をさせていただいております

が、実際にＳＮＳによってトラブルが起きたという事例はございませんでした。

あと、スマホ、携帯電話の使用に関しては、やはり一切できないということではな

く、おっしゃいますように遠いご家庭もありますし、状況に応じてということで、学

校のほうにご相談、申入れをしていただいているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、不破指導主事、答弁をお願いいたします。
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〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 お答えさせていただきます。

標準学力検査、比企地区学力検査に関して、学校の順位というものは両者とも出な

い形になっております。

続いて、タブレットの活用ですけれども、学校のほうで子どもたちが活用でき始め

たのは５月の下旬、６月の頭辺りからになります。まずは、ログインをするところ、

写真を撮る、インターネットで検索をする等を行い、学校内での活用というものは１

学期のときに進んでおりました。今２学期に入りまして、持ち帰りについての準備の

活用を進めているところでございます。

続いて、先ほどのＳＮＳのトラブルですけれども、学校での持込みでのトラブル等

はありませんが、家庭でのトラブル等はある可能性があります。そこで起こったこと

が学校に連絡があって、そこで措置をするということはあります。ただ、タブレット

でのトラブルというものは、現在把握はしておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、３回目ですけれども、どうぞ。

〇川口浩史委員 126ページの教職員の研修会なのですが、オンラインでやったと。そ

、 。 、の前年度は しっかり講師が来てやったわけでしょう 講師が来てやったのが１万円

オンラインが５万円、ちょっといかがなものかなと思うのですけれども、その辺はお

考えにならなかったのか。前年度との整合性、ちょっとあまりにも取れていないなと

いうことをお考えにならなかったのかどうか伺いたいと思います。

ＳＮＳは、なるほど、そうですか。分かりました。これはいいです。では、その１

点だけで。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子次長、お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 ご説明させていただきます。

研修でございますが、その前の年に関しては、大学の教授で、ご本人から申入れが

ありまして、交通費程度で結構ですというお話をいただきましたので、金額に関して

は今回の金額になります。令和２年度に関しましては、やはり一つの映像をつくるの

に、やはり資料の作成だけでなく、映像に係る準備ですとか、そういったものも含ま

れるということで、金額が５万円ということでお願いをしたところでございます。

以上でございます。
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〇松本美子委員長 ほかにございますか。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 ちょっとダブるところもあるのですけれども、質問させていただきま

す。

最初に、学校の教育のＩＴ新事業、128ページの下段です。そこのところのページ

から次のページにかけて機械器具の借上料が載っております、約3,000万円ぐらいで

すが。予算のところで聞いた限りだと、ＰＣで86台を中学校というふうなことでござ

いますけれども、この下にタブレット、ＧＩＧＡスクールの構想で、これからその運

、 、営が始まっていくのだというふうに思いますが いわゆる子ども向けだけではなくて

タブレットではなくて、先生方のタブレット、いわゆるオンラインの関係をこれから

、 、やっていくには それの基になるものがないと駄目だというふうに思いますけれども

それはここの機械の器具の借上料の中に入っているのですか。まず、それを１点目に

聞きます。

それと、129ページの一番下にＰＣ用のタッチペンの購入が入っていますが、これ

はＧＩＧＡスクールのタブレットに合わせて子どもたちに支給をしていくというふう

に取りますが、それでよろしいのかどうか。

それと、この臨時交付金の中で、130ページにかけて、ロングレバーですとか、給

食の食器、あとサーモグラフィーが入っておりますが、これも臨時交付金の関係だと

いうふうに思って聞くのですが、その中のロングレバー、いわゆるこれ水道の水栓の

関係だというふうに思うのですけれども、一挙に替えたというあれは、感じとしては

なるべく手を、蛇口のここにぺたっと触らないで、ここでやるというふうなことだと

いうふうに思いますが、確認のためお聞きをいたします。

それと、これは152ページにちょっと移っていくのですが、一番下段に公有財産の

購入として土地の購入費が書かれていますが、これはどこを指しているのかお聞きい

たします。

何点かありましたけれども、よろしくどうぞ。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子次長、お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 お答えをさせていただきます。

まず、１点目でございます。ＧＩＧＡスクール構想に伴う子どもたちのタブレット
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に関しては、契約の中にも整備をさせていただいております。先生方のタブレットも

当然必要となってまいります。こちらに関しては、令和元年に小学校のタブレットＰ

Ｃ導入事業ということで、小学校に導入をさせていただいたものがございます。そち

らを小学校の児童が使うのではなく、全部の各先生方に振替をいたしまして、先生方

に指導できるタブレットというものが渡るようにさせていただいております。

契約に関しては、途中で契約を解除いたしますと当然いろいろな違約金等もありま

すし、今あるもの、今契約をさせていただいているものの中で、先生たちも同じよう

にできる環境というのを整えさせていただいております。この借上料の中に入ってお

ります。

２点目でございますが、タッチペンは、おっしゃいますとおり、ＧＩＧＡスクール

の関係で子どもたちに１人１台タブレットが手渡されました。タッチペンも、同じよ

うに１人１本という形で支給をさせていただくものでございます。

また次に、130ページの衛生関係のロングレバーでございます。おっしゃいますと

おり、水道蛇口のひねる部分を少し長めの柄のものに替えました。こうすることによ

って、実際に蛇口ですと手で回すことになりますが、手や指の消毒というものを励行

しておりますので、なるべくそういったところで触らない、肘で開閉ができるという

ものに取替えをさせていただきました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水次長、お願いいたします。

〇清水聡行教育委員会事務局生涯学習担当次長 それでは、私のほうから152ページの

公有財産購入費についてお答えさせていただきます。

これにつきましては、平成29年度に鎌形球場総合運動公園を用地買収したものでご

ざいまして、このときに埼玉県の土地開発公社の資金を使っての購入ということで、

その返済に充てる、償還ということでお支払いしているものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 全部ではございませんけれども、一部再質問させていただきます。

最初に、これは確認しながらいきますけれども、先生方については令和２年度の中

で、このＧＩＧＡスクールに使われると予想されるものについては全て所有している



- 206 -

、 。ということで 現段階においても何も支障がなく進むというふうなことで承りました

あと、タッチペンなのですけれども、もちろんタッチも使うのだと思います。タッ

チペンで使う部分もあるからタッチペンを購入したということで、これもなるべく触

らないようにということで、あれですか、分かりました。これはこれで結構です。

では、一番最後の公有財産の関係ですけれども、これはもう買い戻しというか、そ

ちらのほうで、一応県のほうでやってくれていたところに、新たにこの年度では発生

していないのになというふうに思ったものですから、またはＢ＆Ｇの関係かなという

、 、ふうに思ったのですけれども 鎌形球場のところだけということでよろしいのですか

ほかにも含まれているのかどうか、そこだけ。

〇松本美子委員長 清水次長、お願いいたします。

〇清水聡行教育委員会事務局生涯学習担当次長 お答えいたします。

鎌形球場と嵐山町総合運動公園になりますので、Ｂ＆Ｇの脇のグラウンドについて

も含まれております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかに。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 私、７か所ございます。

、 、 。 、まず最初に 127ページ 英会話指導事業でございます 今回補正予算に英会話の

早めに募集しないとなかなかつかまらないということで予算入っておりますが、こち

らは本来であれば学習指導要領の改訂に伴い、小学校３、４年生に外国語の活動の時

間、また５、６年生にも外国語の時間があるということですけれども、嵐山町におい

ては早い時期からやっていただいているのは承知しておりますが、今回この先生方に

ご指導いただいて、子どもたち、３、４年生、５、６年生はどのような感じだったの

かお聞きしたいと思います。

次に、ちょっとここのところで見つからなかったのですけれども、平成29年から学

習支援教室というものが３年間やっていたわけですけれども、それはもう３年間で終

了して、今後は支援講師を増員しということで予算のほうでご説明があったわけです

けれども、ちょっと一生懸命探したのだけれども、その支援員さん、どこにあるのか

なと思って、見つからなくているものですから、どのようになったのかお伺いしたい

と思います。
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そして、128ページ、親の学習講座でございますが、こちら３校で４万円の12万円

ということで掲載がございますが、コロナ禍において、果たしてこれができたのかな

というところがございますので、内容についてお伺いしたいと思います。

、 、そして 130ページの真ん中にサーモグラフィーカメラの購入６台とあるのですが

小中学校合わせて５校なわけですけれども、６台。これは、先生方が、教職員の方が

通るためのサーモグラフィーなのか、はたまた生徒たちが、生徒児童が使うものなの

か、ちょっと各学校に１台では足りないなと思うのですけれども、どのような活用を

されたのかお伺いします。

、 、 、それと 132ページには これは菅谷小学校の漏水調査をしましたよということで

７月15日に事業、期間は終わっているわけなのですが、６月補正にあったのだろうな

と思うのですけれども、内容をお伺いします。

それと、幼稚園につきましては、昨年、令和２年は50周年記念ということで、おめ

でとうございました。私たち議会にも何か粗品を頂いて、ありがとうございました。

50周年記念は、こんなコロナ禍にぶつかってしまいましたので、本当に記念品程度で

終わってしまったのか、内容についてお伺いしたいと思います。

それと、まちづくりだったかもしれないのですが、通学路においてのブロック塀の

撤去の補助金というのがあったのですけれども、それはこちらでよかったのかが、ち

ょっとまちづくりで確認しなかったのですけれども、もし分かれば撤去の補助ができ

たのかお伺いします。

全部で７点、以上です。

〇松本美子委員長 それでは、溝上指導主事、答弁をお願いいたします。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 それでは、１点目の英会話事業

につきましてお答え申し上げます。

、 。 、嵐山町では 大変手厚い英会話のための支援を行っていただいております 直近で

学力の状況が見られる埼玉県の学力・学習状況調査の結果を確認いたしますと、中学

校２年生、中学校３年生で英語の試験がございます。この結果からは、埼玉県の平均

値に十分達する力を持っているという結果が出ておりますので、この英会話事業もか

なり大きな力となっていると把握しております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、引き続きまして金子次長、答弁をお願いいたします。
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〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 ご説明を申し上げます。

２点目の学習支援事業に代わる先生方の増員ということでございますが、こちらに

関しては128ページの小中一貫教育推進事業というところで先生を増員したものでご

ざいます。

続きまして、128ページの親の学習講座実施事業でございますが、こちらに関して

は就学前健診、健康診断のときに行っているものでございます。これから就学をされ

るお子さんの保護者に行っているものでございますが、やはりこのコロナ禍で３密を

避ける、それから今までは教室１つで、体育館で行っていたのですが、これを分散さ

せまして、全部で菅谷小学校は４教室、七郷小学校は１教室、志賀小学校は２教室と

いうことで、それぞれ人数を20人以下ということで、おおむね20人以下ということに

分散をさせまして実施したものでございます。当然今まで配付していたようなものも

消毒ですとか、そういったものを徹底するということで、その講師の先生方にもご理

解いただいて実施をしたところでございます。

次に、130ページの備品の中のサーモグラフィーカメラでございます。こちらに関

しては６台ですが、菅谷小学校のみ２台、ほかの学校は１台ずつということでござい

ます。主に現在は玄関に置いてありまして、来訪者の方、来校者の方々に検温してい

ただくということを主に行っています。当然先生方もお使いになりますし、また何か

行事等がある場合は、持ち運びができますので、例えば体育館で何か集会というので

しょうか、そういったものがある場合には、そちらに持ち運んで使うということも実

施しているところでございます。

続きまして、132ページの菅谷小学校の漏水ということでございますが、こちらは

緊急修繕ということで、予備費対応をお願いいたしておりました。体育館の脇が水が

少ししみているという話から、即日、もう水がどんどんあふれて、校庭がかなり水に

なってしまった、校庭の広範囲が結構水になってしまったということで、漏水調査を

すぐに入れさせていただいて、修繕も併せてさせていただいたところでございます。

もう一つ、最後の７番目のブロック塀の撤去に関するものでございますが、ブロッ

ク塀に関する国庫補助は教育施設としてはありますが、こちらに関しての令和２年度

の利用はございません。また、一般の方の住居等のブロック塀撤去に関しては、企業

支援課またはまちづくり整備課で担当しているところでございます。

以上でございます。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

田中嵐山幼稚園長、お願いいたします。

〇田中恵子教育委員会事務局嵐山幼稚園長 ありがとうございます。昨年度50周年を迎

えることができました。当初、奥田前園長の頃から積立てをＰＴＡとともに始めまし

、 、 。 、て 式典を予定しておりましたが ６月に実施することができませんでした そして

その集めましたお金につきまして、式典を行わない代わりに記念誌の作成と、それか

。 、ら記念品を作らせていただきました この積立てに関しての収支決算につきましては

ＰＴＡで監査を受けております。

そこではそんなにはなかったのですが、おかげさまで嵐山幼稚園、嵐山町、そして

議会の皆様、そして地域の方も支援してくださって、うちわ等寄贈いただいたものも

あったり、また昨年、これを記念して絶滅危惧種サワトラノオを育てておりまして、

そこからできたさわとらくんから着ぐるみ等を、この50周年を記念して寄贈していた

だきました。ご質問いただきまして、本当に私感じているのは、嵐山町は幼稚園に対

しまして本当に温かく、多大なるご支援をしていただいているということをこの50周

年記念を通しまして、また日頃から感じているところでございます。この場をお借り

して本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。

〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、質疑をどうぞ。

〇畠山美幸委員 ほとんど分かったのですけれども、小中一貫教育事業の中に支援員さ

んが入っているということで、そうしますと、この職員手当等の会計年度任用職員手

当のところと上の報酬、１番と３番のところの方々が支援員ということでよろしいの

か、何人こちらにいらっしゃるのか教えていただきたいと思います。

一番最初の英会話教室の英会話事業のことなのですけれども、先ほど溝上先生から

は中学校の能力が高いということはお伺いしているのですけれども、私が質問したの

が小学校３、４年生、５、６年生ということで質問させていただいたものですから、

そこはどうだったのかなということで再度お聞きしたいと思います。

それと今のです。２問です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁漏れもあるようですけれども、再度の質疑というこ

とで、溝上指導主事、お願いいたします。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 大変失礼いたしました。先ほど

申し上げましたのは、小学校３年生から外国語活動、そして英語科の授業を受けまし
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て、中学校２年生、３年生で、これまで培った力がこういう形で発揮されてきたとい

うことのご説明でございました。大変失礼いたしました。

現在の３年生、４年生、それから５年生、６年生につきましては、おかげさまで町

の支援をいただいている関係で、ＡＬＴの先生も派遣をしていただき、そして小中一

貫の英語担当、外国語担当の職員もついておりますので、１つの教室に担任プラス小

中一貫の英語担当、そしてＡＬＴのネーティブの方ということで、３人体制で授業が

組めるような大変ありがたい環境に恵まれております。子どもたちは、おかげさまで

明るく、楽しく、そしてコミュニケーション力重視ということで頑張っております。

ありがとうございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、金子次長、答弁をお願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 お答えをさせていただきます。

小中一貫教育推進事業でございますが、この１、報酬、３、職員手当等、４、共済

費、８、旅費までがこの先生に係るものでございます。人数に関しては３人でござい

ます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 溝上先生にもう一回質問なのですけれども、先ほど嵐山町では早い時

期からやっていたものだから、今、中２と中３の子が本当にレベルが高いというお話

は伺いました。

嵐山町においては小学校何年生から、だから今回はこういうふうに変わったのだけ

れども、何年生を対象に何年前から始まったのか、ちょっと確認です。

〇松本美子委員長 それでは、参考までということになりますけれども、溝上指導主事

から報告いただきたいと思います。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 では、正確な資料、ちょっとこ

こに手持ちでないものですから、平成29年度から３、４年生、３年生以上のところで

授業としては開始をしているかと思います。ただ、１年生、２年生におきましても、

外国語という授業の活動はないのですが、学級活動の中で年間数回の英語の活動、英

語に触れる活動を入れていただいておりますので、今、中学校２年生、３年生につき

ましては１年生の頃から取り組んできているというような状況が考えられます。ＡＬ
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Ｔの派遣が全ての授業に入っているわけではなかったですが、１年生から外国語に触

れる活動はしている子どもたちが今２年、３年になっているというような状況でござ

います。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷登美子委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 説明書のほうの21ページで使用料がありますが、ふれあい交流セン

ター使用料、北部、南部それぞれに、コロナ禍だということで、緊急事態宣言で全然

利用できなかったわけですけれども、開館日数と、そして大体の利用者数というのは

どの程度になっているか伺いたいと思います。

４月ですか、５月の後半になったらサテライト利用という形で職員の方が入ってき

たわけですけれども、ほかの市町村によっては公民館とかふれあい交流センター、い

わゆる人達が集まるところを閉鎖するというところがないところもあったのです。そ

の基準というのはどこにあったのか伺いたいと思います。

それから、128ページ、発達障害等早期支援対策事業がありますが、これは年に１

回ということなのですが、境界知能というお子さんですか、それが大体７人に１人ぐ

らいになるということで伺っているのですが、その発達障害の早期支援対策事業と、

その境界知能の子どもさんをそこのところである程度検知できるというのかな、そう

いうふうな状況になっているのかどうか伺いたいと思います。

それから、130ページに人権教育事業がありますが、ふれあいじゅく、利用する子

どもさんの状況はいかがなのかということと、ふれあい講座はどのような形で行われ

ていたのか伺いたいと思います。

あと、同じところですけれども、人権教育研究事業、これは中学校の内容になって

、 。くるわけですが それについてはどのようなことがなされたのか伺いたいと思います

、 、 、 、あと 各ページにわたっているのですけれども 要保護 準要保護の数なのですが

令和２年度では元年度に比べて増えてはいないのです。実際にどの程度子どもさんを

持っている方で困っている方がいらっしゃるのかというの、なかなか数字として出て

こないのですけれども、その中で分かっていくようなことがあったでしょうか、伺い

ます。

あと、146ページ、これも図書館の開館日数と貸出し図書数なのですが、これにつ



- 212 -

いても図書館、開館しているところもあったのです、いろんな工夫をしながら。だけ

れども、嵐山町の場合は閉館してしまったというふうなことの状況判断は、基準とい

うのはどこがなさったのか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水次長、お願いいたします。

〇清水聡行教育委員会事務局生涯学習担当次長 それでは、使用料についてお答えさせ

ていただきます。

交流センターの開館日数と利用人数ということでございますけれども、大変申し訳

ございません、基本的には休館を、交流センターにつきましては、２年度については

４月１日から６月14日の75日間と令和３年１月４日から３月21日までの77日間、計

152日間の休館を行っております。

大変申し訳ございません。利用人数については、今手元に資料ございませんので、

ちょっとお答えできかねます。

基準につきましては、町内での会議等を持ちまして総合的に判断をしてということ

で、主に緊急事態宣言発出中については休館をするというような形で対策を取ってお

ります。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、溝上指導主事、お願いいたします。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 私からは、発達障害等早期支援

対策事業に関しましてお答え申し上げます。

、 、 、年間20回ほどの訪問 日数でいきますと10日ほどということになりますが 幼稚園

それから小学校の低学年につきましては早期発見、まさに早期発見を中心に活動して

。 、 、おります 支援に当たってくださっている先生の見立てによりまして 子どもたちに

発達障害の傾向があるお子さんにつきまして見いだしまして、そして保護者の協力の

下、しかるべき発達検査等の受検等を促すような形になっております。場合によって

は、発達検査そのものを受けるということもございます。

また、小学校の高学年、それから中学生になりますと、今度はその発達に課題のあ

るお子様方の支援の具体的な方法について教職員が学ぶような機会という意味合いも

持たせていただいております。
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以上でございます。

〇松本美子委員長 お待たせしました。申し訳ありません。

川上次長、お願いいたします。

〇川上 力教育委員会事務局人権文化財担当次長 それでは、私のほうから130ページ

のふれあいじゅくにつきましてお答えさせていただきます。

ふれあいじゅくなのですけれども、令和２年度、全部で23回を予定していたのです

が、やはりコロナ禍ということもありまして５回しかできませんでした。場所につき

ましては、北部交流センターで、割と比較的広いホールのほうを使いまして活動を行

いました。

以上です。

〔 大人の講座」と言う人あり〕「

〇川上 力教育委員会事務局人権文化財担当次長 では、続きまして大人の講座の中身

なのですけれども、健康ダンス教室、それからお花のクラフト教室を行いました。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、金子次長、お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 ４番目の137ページの振興事業につい

てでございますが、人数に関しては数名減っております。ただ、全体としての児童生

、 。 、徒数も減っているので 率としては上がっていると考えます ご相談をいただいたり

申請の時期にはボーダーラインの方に関してといいますか、まず全て申請をしてくだ

さいということでご案内をさせていただいております。その上で、またご相談という

ような繰り返しの体制になっているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川上次長、答弁をお願いいたします。

〇川上 力教育委員会事務局人権文化財担当次長 お答えさせていただきます。

同じく130ページの人権教育研究事業につきましてお答えさせていただきます。こ

ちらは、中学校２校、菅谷中学校、それから玉ノ岡中学校にそれぞれ10万円ずつの補

助金を支出したものでございます。

中身については、まず菅谷中学校なのですけれども、人権教育のＤＶＤ代、それか

ら生徒さんが人権の標語をつくって、それをクリアファイルに印刷したものを作成し

ました。それから、玉ノ岡中学校につきましては、同じくＤＶＤを購入する、それか
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ら連だこというのですか、連なっているたこを買って、そこに生徒さんの自分の目標

だったり、好きな言葉だったりを書いて、それを連ねたものを飛ばしたというのをや

りました。ちなみに、イメージ的には、お線香の青雲のコマーシャルがあると思うの

ですけれども、ああいう感じで連なったものを揚げたということです。例えば「健康

第一」とか、それから「有言実行」とか、そういう自分の好きな言葉だったり、目標

だったりを書いたものを揚げたということです。揚げた後は、それぞれの教室の掲示

板、外の掲示というのですか、下ろして掲示を、校内展示をしたということです。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

答弁につきましては、吉川主席主査、お願いいたします。

〇吉川壮司教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館主席主査 それでは、答弁させて

いただきます。

緊急事態宣言中の図書館の休館のご質問についてです。ふれあい交流センターで先

ほど申し上げましたのと同様に、教育委員会事務局として話合いを行いまして、緊急

事態宣言中は休館と決定いたしました。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁漏れは何かありますか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 答弁漏れになるのかな。要保護、準要保護の関係なのですが、それ

では令和２年度というのは令和元年度に比べると人数的には減少しているのですけれ

ども、30年度と比べると増えているのです。令和元年度では、この子どもの貧困状況

というのは把握することができなかったというふうに考えていいのかどうか伺いたい

と思います。

それと、図書館のことなのですけれども、図書館の貸出し図書数というのは……

〇松本美子委員長 渋谷委員に申し上げますけれども、図書館に入りますと２回目にな

りますけれども、いいですか。

〇渋谷登美子委員 違います。これも言っているので。

〇松本美子委員長 答弁漏れということですか。

〇渋谷登美子委員 うん。

〇松本美子委員長 では、どうぞお願いします。
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それでは、吉川主席主査、図書館についての答弁をお願いします。

〇吉川壮司教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館主席主査 図書の貸出しにつきま

して答弁漏れ、申し訳ありませんでした。令和２年度の図書の貸出数は４万6,115冊

でありました。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして金子次長、答弁お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 お答えさせていただきます。

、 。子どもの貧困状況の把握というのは 個々の事案としては把握はできておりません

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷登美子委員、質疑をどうぞ。

〇渋谷登美子委員 ふれあい交流センターなのですけれども、サテライトとして利用さ

れたのはよかったと思うのですけれども、逆に言えば住民がそこの分使えたわけです

よね。皆さんが使えるようにしてといって、密にならなければ。そうすると、住民対

応ということでは、住民のことについては、それほど集団で集まるとか、そういった

居場所を探さなくてはいけないということで物すごく苦労したわけなのですけれど

も、私なんかも川越市に行ったりとかいろんなところに行って、ヌエックが開いてい

るときもあったからヌエックもというふうな形でやっていたのですけれども、そうい

ったことに対しての対応というのは教育委員会事務局では考えなかったということな

のですか。ただ単に、嵐山町からコロナの感染者を出さないということのみに、１点

に絞ったというふうに考えていいのかどうか伺います。

それから、次の発達障害のことなのですけれども、境界知能の方というのは、この

頃出てきている問題というか、前からあったのだと思うのですけれども、ケーキを４

分の１に切れないとかそういう本がありますよね、少年。そういうふうな問題でいく

と、75から60ぐらいの方というのはボーダーラインとは違うというのかな、そこのこ

とに関しては申請ではなくて、教師が見つけなくては難しいような課題と書いてある

のですけれども、それは発達障害の早期支援事業で見つかるものなのかどうか伺いた

いと思うのです。そのことについては、発達障害とはちょっと雰囲気が違うのかなと

思って見ていたのですけれども、それは把握されているのかどうか伺いたいと思うの

です。

ボーダーラインというのは、ご自分で、親御さんが気がつくということですよね、
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申請していって。そうではない形でのものというのがあるのかどうか伺います。

ふれあいじゅく、ふれあい講座に関して分かったのですけれども、人権教育研究事

業の内容なのですが、それぞれ菅谷中も玉ノ岡もなかなか楽しいことをなさっている

のだなと思ったのですけれども、ＤＶＤというのはどのようなものを購入されている

のか。例えば相変わらずではないのですけれども、外国人の問題とか、ＬＧＢＴの問

題とか、そういった形も入ったＤＶＤをなさっているのかどうか。そういった研修と

いうのは、今の人権教育は幅広いですから、その点についてどのような形でなさって

いたのか伺いたいと思います。

あと、図書館の開館、貸出し図書数というのは、例年に比べてどのような形なので

すか。10万冊以上貸出しがあったと思うのですが、貸出し図書数も工夫されているよ

うだと思うのですけれども、やっぱり少ないのではないかなと思うのですけれども、

これは何か別の方法があってもいいのかな、考えられてもよかったのかなと思うので

すが、その点について伺いたいと思います。

町民の方というのは、おうちにいらっしゃらなくてはいけない方が多かったので、

、 。図書館とか それからほかの場所に行くことができなくて苦労なさったと思うのです

そういった部分もやっぱり考えられてもよかったのかなと思うのですけれども、教育

委員会事務局としていかがなのでしょうか、伺います。

〇松本美子委員長 ちょっとお尋ねしますけれども、質疑を今後まだなさる方、何人ぐ

らいいらっしゃいますか。

それでは、申し訳ございませんけれども、途中ですけれども、暫時休憩とさせてい

ただきます。

４時５分までということにさせてください。よろしくお願いします。

休 憩 午後 ３時５２分

再 開 午後 ４時０３分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

〔何事か言う人あり〕

〇松本美子委員長 すみません。ちょっと早かったのですけれども、時間のほうが。申

し訳ないです。

教育委員会に関する部分の質疑の関係ですけれども、渋谷委員さんの２回目からの
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質疑ということになると思いますので、どうぞ。

〔 答弁から」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑はまだ……

〔 質疑は終わりました。答弁からです」と言「

う人あり〕

、 。〇松本美子委員長 私の勘違いということでございましたので 大変失礼いたしました

そうしますと、渋谷委員さんが質疑をなさいましたので、答弁からということにな

ると思います。よろしくお願いをいたします。

それでは、村上教育委員会事務局長、お願いいたします。

〇村上伸二教育委員会事務局長 施設の閉館等について、私のほうからお答えをさせて

いただきたいと思います。

まず、新型コロナが、昨年度というか、昨年の頭から全国的にも拡大していった中

で、学校の閉校等もあったわけですけれども、その中で個々の担当部局、私どもでい

えば教育委員会ですけれども、それぞれで決めるのではなく、基本的には嵐山町です

ので、新型コロナ対策本部、こちらのほうが緊急事態宣言が出されたところで立ち上

がっております。その中で、様々な課が施設等を持っておる中で、できるだけ統一し

た形で施設をどうするかというのは考えていこうという形になりました。

極端に言いますと、例えば北部交流センターは閉館しているけれども、隣のやすら

ぎはやっているというと、町民の方がかえって混乱いたします。何よりも館を閉館す

るという段階では、新型コロナウイルスがどういう形で感染するのか、とにかく人が

密になるのを避けるということが言われておりましたので、渋谷委員のおっしゃると

おり、町民の皆さんが少人数で集まるような場所が、確かに公共施設が閉館になるこ

、 。とで場所がなくなってしまったわけで スポーツする場所もなくなってしまいました

スポーツ施設についても、屋外よりも、まず最初に屋内の施設のほうを閉鎖という形

、 、 、を取らせていただきましたけれども 町全体でそうした状況の中で 当然近隣市町村

また県内、また全国的にもどういう対応をしているのかということを調査しながら、

では嵐山町では、昨年度の前半の部分では、それほどまだ発症者の方の数は少なかっ

たですけれども、この発症者が少ない状態を維持するために施設の閉館、また職員の

サテライトも、これも町全体の中で、対策本部の中で、町として職員を２つのグルー

プに分けて勤務を行うという形を取らせていただきましたので、そういった中で渋谷
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委員がおっしゃるとおり、まず感染者を増加させない、これを優先的に、各施設のほ

うを閉館させていただきました。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして溝上指導主事、お願いをいたします。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 ２点目の発達障害に関する子ど

もさんの状況の把握について回答をさせていただきます。

子どもさんの発達に関する心配なことに関しましては、まずは親御さんが気づくと

、 、 、いうところ そしてそれが難しかったとしても福祉課の保健師 それから医療関係者

様々な健診等、それがかなわなかったとしても保育園や幼稚園での活動の様子を把握

している教職員から、そこで、もし万が一把握ができなかったとしても、小学校に入

学をする際の就学時健診での知能検査、それから知能検査では表れない行動等の違和

感、この辺については観察をしております。小学校に入学してからも、なお境界線で

なかなか気づかれにくいお子様につきまして、我々教職員は日々の活動の中から子ど

もの困難さを把握するために日々努力をしております。それでも、なお専門的な見地

からアドバイスをいただくことにより子どもの困難さに気づく目を養うということ

で、巡回支援の先生に年間を通じてご指導いただいているところでございます。

我々教職員が気づかず、そして親御さんもなかなか気づかずというところで、見逃

されて困難に直面している子どもさんになるべく早く必要な支援が行えますように、

この巡回支援の先生のご指導をいただいているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして不破指導主事、お願いいたします。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 ＤＶＤについてお答えさせていた

だきます。

多岐にわたる人権課題において、児童生徒には幅広く人権教育を進めていく必要が

あると考えております。そのような中で、ＤＶＤの内容としてはピンポイントで、例

えばＬＧＢＴＱとか障害者についてというものではなく、複合的なものが今ＤＶＤで

出されておりますので、各学校、学年に応じたものを、様々な人権課題が含まれたも

ののＤＶＤを購入して各学校で活用させていただいているところです。

以上になります。

〇松本美子委員長 それでは、図書館の関係ですけれども、吉川指導主事、お願いいた
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します。

〇吉川壮司教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館主席主査 それでは、答えさせて

いただきます。

まず、図書の貸出数、過去との比較です。コロナが関係しない過去３年間の平均貸

、 。 、出数は 年間で10万8,342冊でありました 令和２年度は４万6,115冊でありますので

例年の43％にこれは当たります。

そして、図書館の工夫についてお答えいたします。まず、臨時休館中のサービスと

しまして、２階入り口に特設窓口を開設し、予約資料の受渡しを実施いたしました。

予約者の負担軽減のため、電話予約を解禁し、ＡＶ資料のウェブ予約も解禁といたし

。 、 、 、ました また 本選びの助けとなるよう 図書だよりに掲載する紹介本を拡充したり

さらに図書館だよりの臨時号の発行等を実施いたしました。さらに、これに付随する

ものですが、ウェブ予約の推進もいたしました。広報、ホームページによる啓発、ウ

ェブ予約システムの分かりやすい使い方等のチラシの作成、ホームページへの掲載等

を行いましてウェブ予約を推進しました。この結果としまして、令和２年度のウェブ

予約数は2,473件となりまして、前年度比で1,335件増加いたしました。

、 。そのほかにも 工夫としましては本の福袋の事業の実施の回数の増加を行いました

例年２回行っておりましたが、実施を１回増加し、３回とすることで滞在時間の短縮

化を図り、感染症拡大防止に努めました。そして、出張ブックポストを町内に３か所

設置いたしました。ふれあい交流センター、Ｂ＆Ｇ海洋センター、活き活きふれあい

プラザやすらぎの３施設です。来館せずに気軽に返却できる環境をつくり、利用者の

サービスの拡大に努めると同時に、不要な図書館への来館を防ぐことにより感染症対

策にもつながるものだと思っております。

そのほかにも、コロナ禍に合わせたボランティア活動としまして、布絵本等の作成

などの感染症リスクが低い活動の紹介を図書館ボランティアさんに行いました。こち

らは、図書館が材料を提供し、ボランティアさんは自宅にて製作するものです。実績

としまして、昨年度、布絵本、計11点作成していただきました。うち４点がバリアフ

リー本棚に配置、うち７点が託児ボランティアに使用するものとなっております。こ

うした工夫を行いました。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。



- 220 -

藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 まず、私のほうからは学校管理費の件ですけれども……

〇松本美子委員長 ページ数をお願いします。

、 。 、 、〇藤野和美委員 ごめんなさい 131ページ これは菅谷小学校 それから七郷小学校

志賀小の関係なのですけれども、いわゆる管理事業費が小学校についてはかなり減額

になっています。中学校はそうでもないのですけれども、小学校３校がかなり減額に

なっているという。ちょっと細かく私は読み込んではいないのですが、何らかの形で

原因というか、傾向があるのであれば、それを教えていただきたいと思います。

それから、もう一点は148ページ、図書館の改修事業です。これは、昨年予算づけ

がされて、臨時交付金の中で手当てされているわけですが、これを見ますと設計業務

はもう終わっているということなのですが、見通しです、この辺の工事の見通しにつ

いてお聞きいたします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子次長、お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 お答えをさせていただきます。

小学校の管理費の減額についてでございます。こちらは、主に消耗品に該当いたし

ます。こちら令和元年度に学習指導要領の改訂に伴う指導書、指導教材、教員用の指

導教材を購入したことによる支出がございまして、令和２年度に関しては４年に１回

でございますので、その分が減額ということになっているものでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

吉川主席主査、お願いいたします。

〇吉川壮司教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館主席主査 では、お答えいたしま

す。

、 。 、 、148ページ 図書館改修事業であります こちらは 地方創生臨時交付金を活用し

図書館２階の開架ホールの窓と空調機の改修を行うものであります。今年度は、工事

が残っております。８月に工事業者が決定いたしまして、予定としましては10月１日

から12月末まで図書館を閉館し、工事を行い、来年から図書館を再開する予定となっ

ております。
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以上です。

〇松本美子委員長 藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 では、１点だけ。今、来年とおっしゃったのですが、来年度ではなく

て来年ですね。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

吉川主席主査、お願いします。

〇吉川壮司教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館主席主査 来年の間違いです。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 私からは１点なのですけれども、29ページに学校保健の特別対策事業

補助金という補助基準額がうたわれているわけです。そして、２分の１、限度があり

ますので、550万円ですか、この金額が町のほうに入ってきているのだと思います。

そこで、私がお尋ねしておきたいのは、さっき長島委員もちょっと尋ねていたので

すが、130ページに戻りまして、令和３年の３月までの決算年度ですので、このサー

モグラフィーだったり、それからロングレバーだったりとか、補正予算でも出てきた

ところですけれども、いち早く対応していただいたのかなとは思っています。ですけ

れども、大事な子どもたちを預かる現場として、その点についてある程度学校側で考

えている、予定している、ここまでは何とかやりたいというようなことが、こういっ

た備品類の調達含めてできたのでしょうか、その点をちょっとお尋ねしておきたいと

思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

金子次長、お願いいたします。

〇金子美都教育委員会事務局教育総務担当次長 お答えをさせていただきます。

補助金をいただきまして、各学校の衛生管理というものに大きく使わせていただき

ました。学校で必要なものということも常々学校と確認をしながら進めてまいりまし

た。また、学校で個々に必要なものに関しては学校の金額を決めまして、その中で学

校で購入していただくという方式も、併せて２方式で行っております。ただ、令和２

年度の後も手を洗ったり、消毒液等の消耗品に関しては、やはりある程度のストック

はありながらも、まだまだ必要な部分が、この先もまだ状況が分かりませんので、そ

ういったことに関しては、また整備をさせていただきたいと考えております。



- 222 -

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 令和３年の３月までの状況では、一応間に合っていたということでご

ざいます。これは余計なことになりますけれども、新学期も始まってきました。また

状況が違っていますので、現場のほうから強く、子どもたちを守るということも含め

まして対応していっていただきたいなというふうにお願いしたいところです。

結構です、これで。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑がございますか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、教育委員会事務局に

関する部分の質疑を終結させていただきます。

◎散会の宣告

〇松本美子委員長 以上で本日の日程は全て終了をいたしました。

本日はこれにて散会いたします。

大変ご苦労さまでございました。お疲れさまでした。

（午後 ４時１９分）
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決算審査特別委員会

９月９日（木）午前９時００分開議

議題１ 「認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査

について
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 長 島 邦 夫 委員

７番 青 柳 賢 治 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 菅 原 浩 行

書 記 安 在 洋 子

〇説明のための出席者

佐 久 間 孝 光 町 長

髙 橋 兼 次 副 町 長

青 木 務 参事兼総務課長

馬 橋 透 地域支援課長

前 田 宗 利 福 祉 課 長

萩 原 政 則 健康いきいき課長

近 藤 久 代 長寿生きがい課長

藤 原 実 環 境 課 長

福 嶋 啓 太 技 監

杉 田 哲 男 農 政 課 長

伊 藤 恵 一 郎 まちづくり整備課長

奥 田 定 男 教 育 長

村 上 伸 二 教育委員会事務局長



- 225 -

杉 田 哲 男 農業委員会事務局長農政課長兼務

堀 江 國 明 代表監査委員

大 野 敏 行 監 査 委 員
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◎開議の宣告

〇松本美子委員長 皆様、おはようございます。

ただいま出席委員は全員であります。定足数に達しておりますので、よって決算審

査特別委員会は成立をいたしました。

これより本日の会議を開きます。

（午前 ９時００分）

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで報告をいたします。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第１号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 全課局に関する質疑並びに現地調査を終了しております。

これより、歳入歳出を含め総括的な質疑をお受けしたいと思います。

総括質疑に対しましては、４名の方が届出を出していただいております。

初めに第10番、川口浩史委員、次に第12番、渋谷登美子委員、次に第９番、青柳賢

治委員、最後になりますが、第４番、藤野和美委員の順で行いたいと思います。

それでは、川口委員から総括に入らせていただきますけれども、順次質疑を求めま

す。

初めに川口委員、お願いいたします。

〇川口浩史委員 それでは、総括質疑をさせていただきたいと思います。

第１点目は、難病患者見舞金制度を復活させたことです。これは、福祉を重視する

視点から質問したいと。改めて考えまして、これはすごいことだなということで思い

ましたので、ご質問させていただきたいと思います。復活させた理由は何だったのか

伺いたいと思います。

２点目に、稼ぐ力についてです。私は、この稼ぐ力というのは、前の議会でもお話

ししましたけれども、強い疑義を持っております。そう簡単に稼げるはずがないから

です。むしろ失うお金のほうが結果的に多くなってしまうと、中には成功するものも
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、 。 、あるでしょうが 多くは失うお金のほうが多くなってしまう そうなっていないのか

嵐山町が。そういう視点で伺いたいと思います。稼ぐ力に使った金額と稼げた金額、

幾らなのか伺いたいと思います。

３番目に、環境を守る嵐山町、それにふさわしい行動が、事業ができているかとい

うことです。水質調査をお聞きしました。基準値超過というのが随分ありました。基

準値は、我々が健康に暮らすために設けられた値であります。それが超過しているわ

けです。町民憲章には、緑と清流のまちをつくりましょうということも書いてありま

す。そうした視点に立った町の環境が守られるような行動が行われているのかを伺い

たいと思います。

４つ目に、傍聴者の制限が行われております。これは、コロナの影響により仕方の

ないことです。ただ、傍聴者の制限が行われているために、傍聴したいという方が傍

聴できなかったという事例があるわけなのです。そのため、そうした方のために、隣

室等にモニターを置き、そこに配信することが必要ではないかというふうに思います

ので、お考えを伺いたいと思います。

５つ目に、新校開校準備委員会の件です。これは、昨日、この用紙を提出するのは

午後１時ということでありましたので、こういう書き方をしてしまったのですけれど

も、昨日の質疑でこのことはもう聞いておりますので、私が疑問に思っている点につ

いてお答えをお願いしたいと思います。

新校開校準備委員会の委員の方から 「この準備委員会は統合について少しでも議、

論する場がないのでしょうかね」ということで私に聞いてきました 「それは、統合。

はもう決まったことですから、それはありません。ないと思いますよ」ということで

お返ししたのですけれども、統合を理解していない人が、多分この方だけではないと

思うのです。校名、そして校章、今後は建設についてということで、いい議論ができ

るのか。こういうことを聞いて、私はできないだろうなと思ったわけです。議論の進

め方として、しっかり委員の皆さんには理解していただく時間が必要だ。ただ資料を

配って終わりだということではなくて、理解をしていただくことが必要だ、私はそう

思いました。１点目はそれを伺いたいと思います。

そして、２点目は、統合について少しでも関与した委員会にしていくべきだという

ふうに思います。そうでないと結果的にいい意見は出ない、そう思うのです。ところ

、 、 、 、 、 、が 校名とか 校章とか 教育委員会や町にとっては Ａであろうが Ｂであろうが
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Ｃであろうが、どちらでもいいわけです。そういうような視点ではいい意見は出ない

わけですから、もっと深みのあるものを得るためには、統合の段階から議論できる委

員会にしていくべきだと、校名とか校章とかそういうだけではなく、議論をしていく

べきだということで、ちょっとお考えを伺いたいと思います。

そして最後に、環境課の仕事量に対しての体制が弱いのではないかということで、

別にこれは環境課長に頼まれて言っているわけではないのです。何にも頼まれており

ません。私の主観でこれを質問しているわけですので、念のため申し上げて質問した

いと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、順次答弁をいただきます。

初めに、前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 私のほうから、１番目の内容につきまして答弁させていただきま

す。

難病者見舞金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、難病患者の

方に対し、経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的に見舞金を支給することとい

たしました。なお、支給額につきましては、年額5,000円でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、杉田農政課長、お願いできますか。

〇杉田哲男農政課長 私のほうから、質問項目２につきましてお答えさせていただきた

いと思います。

稼ぐ力に使った費用ですが、企業や商工者支援等で各事業にわたる部分がございま

すが、令和２年度決算ということでございますので、地方創生推進交付金での事業に

つきましてお答えさせていただきます。

事業費につきましては3,983万7,247円でございます。農政分野の事業といたしまし

ては、歳出のほうで、地産地消事業で11万4,345円、農業者フォローアップ事業とい

たしまして、新型コロナ対策分を含めて1,321万2,000円であります。

稼いだお金のほうでございますけれども、地方創生の事業といたしまして、コロナ

禍ではありますが、嵐山町観光協会でのバーベキュー場や千年の苑事業関連としての

収益事業といたしまして3,147万1,006円、めんこ61プロジェクト関連で協賛店等の売

上金額といたしまして4,029万2,600円、農産物生産組合の直売所での売上げ、こちら
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につきましては２億8,572万円です。

また、嵐なびでの販売でございますけれども、令和２年度では155万3,755円という

ことでございましたけれども、令和３年度につきましては、４月から７月の期間でご

ざいますけれども、農林61号の乾麺のお土産だったり、ラベンダーオイル等のお土産

品の販売等々で、４か月間で211万3,910円の売上げとなってございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは次に、藤原環境課長、お願いいたします。

〇藤原 実環境課長 それでは、お答えいたします。質問項目３についてお答えいたし

ます。

水質汚濁に係る環境基準には、人の健康の保護に関する基準と生活環境の保全に関

する基準があります。人の健康の保護に関する環境基準は、全ての公共用水域で直ち

に達成され、維持されるように努めるものとされています。

令和２年度の調査による人の健康の保護に関する環境基準の適合状況は、調査を行

った全ての地点、項目で環境基準に適合していました。

生活環境の保全に関する環境基準は、生活環境を保全する上で維持することが望ま

しい基準とされています。令和２年度の調査における生活環境の保全に関する環境基

準の適合状況は、水素イオン濃度（ｐＨ値）と生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）と大

腸菌群数で未達成である以外は、全て環境基準に適合しておりました。

水素イオン濃度について、河川では水深が浅く、水が停滞する河床、川底ですね、

の付着藻類があるような場所でｐＨ値が高くなること。生物化学的酸素要求量につい

て、水の中の有機物を微生物が分解するのに使われた酸素の量のことで、川の汚れの

様子や、ご家庭や工場などの排水の状態を評価するための指標であり、これが超過し

ていたこと。大腸菌群数について、水域にし尿汚染が存在する可能がある場合に、し

尿汚染の指標として用いられるもので、これが超過していたことで、これら、例えば

畜産農場、工場、浄化槽などから排水対策が一層推進されることで抑制が図られると

されております。

したがいまして、町は県と連携して、河川のしゅんせつや改修による水深や流速の

確保をすること、町民、事業者などが排水基準に適合する排水を心がけるための施策

や、その行動を誘引する広報活動等の周知をしていきます。

以上、答弁とさせていただきます。
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〇松本美子委員長 それでは続きまして、青木参事兼総務課長、お願いいたします。大

変失礼いたしました。清水上下水道課長の答弁をいただきたいと思います。

〇清水延昭上下水道課長 私からは、３のご質問の都市下水路、排水路から公共水域、

河川へ流入する水質の観点から答弁させていただきます。

昨日の審査委員会の中で、新田沼都市下水路の清掃をやって、ある程度の効果が得

られたということを答弁させていただきましたけれども、しかしながら依然として河

川の水質基準よりかなりオーバーした数値でございましたので、引き続き河川に流入

する排水路につきましては定期的な清掃と消毒を行い、河川の水質改善に取り組んで

まいります。

また、清掃や消毒のみでは、効果は一時的なものでございますので、水質基準に近

づけるための根本的な解決となるのは、やはり公共下水道への切替えでございます。

それと併せまして、未接続世帯の公共下水道へのつなぎ替えも併せて推進してまいり

ます。浄化槽排水が減少すれば、必ず河川の数値の減少につながることと考えており

ます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは続きまして、青木参事兼総務課長、答弁をお願いいたしま

す。

〇青木 務参事兼総務課長 では、私からは４点目の会議の開催につきまして、お答え

をさせていただきたいと思います。

コロナ禍での会議の開催の在り方、そういったものを考えたときに、やはり感染防

止対策をいかに図っていくかと、大変重要なことだというふうに認識しておるところ

でございます。

会議については、原則公開ということになっておりまして、定員を設けての傍聴も

可能となっているところでございます。この定員の設定については、会場の広さ等を

勘案し設定することが考えられ、感染防止の観点から、コロナ前に比較し減少するこ

とが想定でき、定員を超える場合にあっては先着順あるいは抽せんと、こうしたこと

が要綱上決められているところでございます。

コロナ後、会議開催として主に使用される会議室というのは２階の204、205、こう

いった会議室が使われているわけでございますが、コロナ後にあっては、この２つの

部屋をつなげて１つの部屋として広く使用していると。また、町民ホール等、広い部
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屋を使っての会議開催、こうしたことについて優先をさせていただいているというこ

とでございます。

委員ご提案の隣室での視聴ができるようにということでございますが、機材の関係

あるいは場所の確保等、こうしたこと、いろんな問題があろうかと思います。こうし

たことから現状では導入する考えのほうはございません。

以上でございます。

〇松本美子委員長 続きまして、村上教育委員会事務局長、お願いいたします。

、 、 、〇村上伸二教育委員会事務局長 私のほうからは 新校開校準備委員会の進め方 内容

統合についての意見を聞くということに関してお答えさせていただきます。

新校開校準備委員会は、令和２年４月１日施行の嵐山町新校開校準備委員会設置要

綱により設置し、令和２年度中に３回の会議を開催いたしました。この前提となる嵐

山町立学校適正規模等基本計画、こちらの中で小中一貫校の新校を設置するというこ

とが定められておりましたので、この新校開校準備委員会の会議につきましては、新

、 、 、 。校開校までのスケジュール 学校名 校章 校歌などについてご検討いただきました

、 、 、ですので 再編について改めてご意見を聞くというのではなく 新校開校に当たって

どのような形で進めていくかということでご検討いただいたところでございます。

しかし、令和３年１月に町長から学校再編について改めて検討する方向性が示され

ましたので、本年６月議会に嵐山町立小中学校再編等審議会設置条例を上程させてい

ただき、可決、決定いただいたところでございますので、今後はこの審議会の中で、

改めて再編等につきましてご審議いただくこととなっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは次に、青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 ６点目の町の職員体制につきまして、お答えをさせていた

だきます。

職員の配置につきましては、各課長へのヒアリング、職員の自己申告書、当年度の

各課の新規事業等、様々なことを考慮し配置を行っておるところでございます。

職員数の確保が難しい中にあって、お一人お一人の職員が自己の持つ能力を最大限

に発揮し、多様化する行政需要に的確に応えていかなければならないと、こうした状

況にあります。全体を見てみますと、どの課も十分かと言われれば、なかなかそうで

はないところもあろうかというふうに思います。しかしながら、先ほど申し上げまし
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たように、それぞれの職員が力を発揮していただき、限られた人員の中で行政を遂行

していく、こうしたことに日々努めておるというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、２回目の質疑をどうぞ。

〇川口浩史委員 難病者見舞金制度なのですが、１回で終わらせるつもりでいたのです

けれども、コロナの支援金で5,000円だというのは、それはもう分かっているわけな

のです。問題は、問題ではなくて、私は強く評価したいのです、よくこれをやってく

れたというのを。住民運動があれば、それは福祉重視というのはあります。でも、な

ければ、通常は、福祉はもう削減する一方、これが普通、ここ20年ぐらいそうではな

いですか。

関根昭二町長が、私が議員になって１期目頃ですけれども、よく皆さん、皆さんと

言ったかな、意見聞いて私やっているだろうとなって、個人的なことで言ってくれた

ことあったのですけれども、そのときも、ちょっと今、急に今思い出したので、福祉

を新たにやってくれたのです。それちょっと今思い出したのですけれども。それ以来

……それももうなくなっています。削減する一方だったわけなのです。それを復活さ

せた、住民運動がないところで復活させたというのは、これはすごく評価をしなけれ

ばいけないなと思いましたので、どういう心境というか、お考えでこれを復活させた

のか、ちょっと町長に伺いたいと思います。

それから、稼ぐ力なのですが、令和２年度の関係で使ったお金と今まであるものと

を比較されたのでは駄目だなと思って、ちょっと質問の仕方が悪かったかと思ったの

ですけれども、これだと稼いでいるほうが多いということになるわけですよね。そう

、 。なのかということで 少し質問の仕方を変えないといけないなとちょっと思いました

だから、もうこれはいいです。

ちなみに、千年の苑で１年間にかかるお金が、昨日、1,320万円だということで、

これは最低かかるお金ですから、地方創生交付金が来年まであるのか、それ以降はな

くなるわけなのでしょう。そういう中で、本当に稼げる力を、稼げていけるのかとい

うことは私は強く疑問を持っています。ちょっと質問の仕方が悪かったので、これで

は稼げてしまっているので、これ以上質問すると私の墓穴を掘るので、いいです、こ

れは。

水質調査なのですけれども、これは今年だけではないのです。酸素要求量が低い、
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あるいは水素イオンも書いてあったかな。あと、亜鉛は人間の体にいいのですけれど

も、ただ取り過ぎるとよくないということであります。それと、大腸菌の問題もある

。 。 、 。わけです これが今年だけではないわけなのです だから 私は質問しているのです

毎年基準値超過しているわけなのです。そうすると、どこで発生しているのかを突き

止めていかないと、これは改善しないわけです。環境を守る町としては、放っておく

ということでしょう、環境課長のこの答弁では。それではまた来年も同じことになり

ますよ、基準値を超える水を流しているということになるわけですから。それはやっ

ぱり改めていく必要があると思うのですけれども、もう一度伺いたいと思います。

都市下水路を昨日質問して、傾斜の緩い部分をさらったということで、これ大分効

果あったのだなと思いました。ただ、基準値は１ミリリットルだか10ミリリットルだ

かに大腸菌1,000個なのです。1,000個なのですよね、たしか。そうですよね。それが

１万幾つだったっけ、昨日のだと、書いてありますけれども。ですから、確かにまだ

まだ高いわけなので、傾斜の緩い部分は根本的にそこを直さないといけないので、そ

れはちょっとお金かかるでしょうから、当面はこれでやるしかないと思うのですけれ

ども、これはもうやってもらっていますから、これは答弁結構です。ちょっと環境課

長のほうだけ伺いたいと思います。

傍聴の制限がどうしても、それは通常の場合だって、コロナがなくたって制限はあ

るわけですけれども、ここだったら30人というふうにあるわけですけれども、コロナ

によってよりそれが狭まったわけですよね。通常の感覚でどうしても来てしまうとい

うのはあり得ることだと思うのです、幾ら皆さんが制限していますよということを言

っても。それで、来た人をそのまま帰すというのはいかがなものかなと。隣室等への

モニター配信をすることが、今の嵐山町の機器で十分できるのではないのですか。問

題はやろうとするかどうかの気持ちだけで、その気持ちがないからこういう答弁して

しまうのだと思うのです。会議の模様を聞きに来てくれた、ありがたいことだという

ことで、私はぜひ、現状の機器でできるはずなのですから、ある程度情報も得ていま

すので、だから私はこういうふうに申し上げているのです。これはぜひやっていって

ほしいと思うのです。もう一度伺いたいと思います。

新校開校準備委員会は、これ新校開校準備委員会ということがどうしても、これが

きっかけで思ったのですけれども、嵐山町の全体の委員会など、審議会などがこうい

う実態ではないかなと思って、よく中身を分からないで出席しているのではないかな
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という、そういうおそれを私は抱いたのです。ですので、資料を配ってもうそれで終

わりだというのがほとんどではないのですか、ほかの審議会や委員会などで。簡単な

説明はありますけれども、簡単過ぎるので、説明は。１回目はもう説明だけで終わっ

て、しっかり説明をして、それで理解してもらって中身に入っていくということを私

はしていくべきだというふうに思うのです。

それから、そのためには、ある程度決まってからやるというのは、私の感覚からし

てもなかなか理解がし切れないなと思うのです。統合を決めたのは教育委員会ですけ

れども、それだけの専門的な知識を持ってやられたのかということを考えると、政治

的判断でやっているのだろうなと思わざるを得ないわけで、そこにこそ私は保護者の

目線が必要だと、統合を決める段階で。校名に保護者の目線だと言われたって、入り

ようがないのではないですか。校章に保護者の目線だと、昨日保護者の目線が云々と

お話がありましたけれども、入りようがないわけです。ですから、統合をする段階で

決めていく。ほかの委員会や審議会でも、ある程度重要な段階から入っていかないと

いい意見はもらえない、私はそう思うのですけれども、これもう一度伺いたいと思い

ます。

最後に、環境課の仕事なのですけれども、どこでも足りない、そうでしょう。確か

に人数が、私が議員になった頃から比べて大きく減っているわけですから。ちょっと

、 、 、 、環境課の仕事を 昨日の決算書のこれを見ますと 犬の登録事業 外来生物対策事業

、 、 、 、空き家管理事業 ポイ捨て防止事業 水質・騒音・悪臭対策事業 不法投棄処理事業

、 、 、 、塵芥処理事業 オオムラサキの森管理事業 トラスト地管理事業 公園等の整備事業

武蔵嵐山管理活用事業、保護樹木管理事業、それに残土や盛土などの事業というか、

管理、太陽光の管理というかな、今度入ってくるわけですけれども、これだけのこと

をたった４人でやるわけですから、ちょっと体制が弱いのではないかなと思うのです

けれども、もう一度伺いたいと思います。

ちなみに、環境課の残業というのはどのぐらいあるのか、もし分かったら、今持っ

ていないかな、持っていなければしようがないのですけれども、分かれば伺いたいと

思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、佐久間町長から答弁をいただきます。

〇佐久間孝光町長 川口委員のご質問にお答えをさせていただきます。
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この難病患者見舞金制度、川口委員がこういった事業に目を向けていただいて、こ

ういう形で評価をしていただいた、非常にうれしく思っております。ただ、これは議

、 、 、会の場でありますので 正確にお答えをしなければいけませんので この見舞金制度

、 。 、制度を復活させたのは３年度でありまして ２年度は制度ではないのです ですから

大変申し訳ないのですが、今回はお答えは控えさせていただきます。来年度の決算の

ときには、その辺のところもしっかりと回答をさせていただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、藤原環境課長、お願いいたします。

〇藤原 実環境課長 それでは、お答えさせていただきます。

川口委員さんのもっと有効な手だてを打てないかと、積年の基準超過に対して有効

な手段がもっと打てないのかと、そういったご質問でございますけれども、特に問題

、 、 、になっているあの市野川は 上流の小川町さんのところでも……これは すみません

最初に大腸菌群数の基準値の限度に関しましては、河川ごとに決まっておりまして、

1,000の河川と5,000の河川とございまして、市野川のほうは5,000の河川でございま

す。小川町さんのほうも、やはりその5,000を超えているというような結果を調べて

おります。嵐山町でまた超えて、またそれぞれその最終ポイントがございまして、増

えたり減ったりしているのですけれども、そういった上下動を繰り返しながら滑川町

さん、東松山市さんと下流にも続くのですけれども、そちらのほうでもやはり基準値

は超えていると、そういった状況になっております。ですので、こちらの水質の、特

に大腸菌群数の改善に関しましては、嵐山町単独の施策だとなかなかそこを改善する

というのはちょっと難しい状況でございます。しかしながら、その辺は近隣の市町村

ともいろいろ連携を保って、何とか大腸菌群数を減らそうと、そういった活動という

のは必要だと思いますので、機会を捉えて、その辺はぜひそういったことを進めてい

けるように、連携を取っていきたいと考えております。

こちらの大腸菌群数のほうは、私も調べさせていただいた中では、やはり工場排水

とか、生活排水とか、その辺の汚濁を低減していくことが一番有効だと、そういう知

見が拝見されますので、これは環境課単独ではございませんけれども、町全体として

工場排水を適正に保つこと、あと生活排水の基準を保つように、これからそれぞれ下

水道事業なり、浄化槽事業なり、そういうのを着実に進めていくことがこの大腸菌群

数を減らす、最も近いかなというようなことを感じております。
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なかなか環境課単独で、次の年に基準値内に収まるような即効性のある対策が打て

ないのは、私もじくじたる思いではございますけれども、そういった生活排水なんか

におかれましても、なるべく汚れた水を流さないような、そういった広報等はぜひ力

を入れてやっていきたいと思っておりますので、ご理解のほどをいただければと思い

ます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは答弁を、青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、私からは会議の関係でお答えをさせていただき

たいというふうに存じます。

我々このコロナというのを本当に初めて経験をし、緊急事態宣言というものが発令

されて、その間会議の開催もできない状況が続いたと。その間、例えば書面会議であ

ったり、そういった模索をしながら進めてきた。中には、会議の開催自体もできない

状況が続いたと、こんなことを経験したわけでございます。

緊急事態宣言が解除されて以降、どう会議を安全に開催するか、これは本当に職員

の皆が細心の注意を払って会議を開催してきたわけでございます。第一義的には、会

議の出席者、この皆様方に安全に会議を行っていただくということを、これが一義的

だというふうに思っています。

傍聴に関しては、公開の会議の場合には、あらかじめ定員を定めていれば、定員は

何名です、こうですとか、そういった会議開催について、ホームページ上、お知らせ

をさせていただくということになっております。傍聴を希望される方については、そ

ういった情報を御覧いただき、傍聴していただく、こうしたことが基本だなというふ

うに考えております。こうした基本的な考えについては、今後も継続をしていきたい

というふうに思います。

先ほど委員さんから、既存の機器で十分対応ができるのではないかと、このような

お話をいただいたところでございますが、会議の内容を例えば隣の部屋で映すという

場合には、その様子を映すカメラも必要だと思います。そうした機材については、現

在町のほうには用意しておらないというふうに記憶をしてございます。新たなそうい

った投資も必要になります。１度目の答弁で申し上げましたように、場所の関係も当

然ございます。やはりそういった諸般の状況を考えてみますと、現状では委員さんご

提案のような対応は難しいというふうに考えております。
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以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、村上教育委員会事務局長、答弁お願いいたします。

〇村上伸二教育委員会事務局長 私のほうから、委員会の進め方についてご答弁申し上

げます。

新校開校準備委員会、先ほども答弁させていただきました、嵐山町立学校適正規模

、 、等基本計画 これに基づいてこの新校開校準備委員会は設置されたわけですけれども

この基本計画に至るまで、平成29年８月から平成31年１月まで小中学校適正規模等検

討委員会、こちら15回開催され、この委員には小中のＰＴＡ会長、また地域からとい

、 、うことで区長会のほうにも委員をお願いして その中で様々な検討をいただいた上で

学校の再編統合が望ましいというご意見をいただいた上での計画の策定でございまし

た。

新校開校準備委員会を開くに当たりまして、いきなり会議でお願いしてということ

でなく、まず委員をお願いする段階で、事務局のほうからそれぞれのところにこちら

から出向きまして、これまでの経緯、また当日、１回目の資料を事前にお渡しした上

で、お渡しするだけでなくて、そちらの説明もさせていただいた上で、１回目の委員

会を開催いたしました。皆様の前で改めて全体のこれまでの流れと今後のスケジュー

ルということ、第１回目の委員会でございました。

そうした形で進めてきたわけではございますけれども、最初の答弁でも申し上げま

したとおり、それでもやはり町民、保護者等のご理解が十分得られていないという町

長の判断で、改めて条例設置の委員会でこれから審議のほう、再編も含めて、統合す

るかしないかも含めて、改めて審議のほうをいただきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続きまして、青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、私から、環境課の関係でご質問いただきました

ので、お答えをさせていただきたいというふうに思います。

環境課の時間外の状況ということでお尋ねでございますが、細かい時間数につきま

しては、手元に資料がございませんので、お答えをすることはできません。ただ、決

算ということでございますので、環境課の時間外勤務手当につきましては、主要な施

策の説明書の95ページ、環境衛生総務事業というところに記載をさせていただいてお
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りまして、金額で申し上げますと、年間で26万6,902円という金額でございます。支

給の対象となる職員については２人でございますので、お一人当たり年間13万円とい

うような時間外勤務手当というふうになります。この金額というか、時間数、単価か

ら見ますと月おおむね10時間前後かなというふうに思います。この時間数は他課に比

べて極端に多いとか、そのような数字だというふうには思ってはございません。

また、環境課の職員につきましては、令和２年度、正職員は２名でございますが、

会計年度任用職員ということでございまして、お二人配置をさせていただいておりま

す。こうした会計年度任用職員さん、こうした方にも助けていただいて、業務を遂行

しているというふうに認識をしているところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、３回目の質疑に入ります。

川口浩史委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 難病患者の件は、制度と書いてしまったので、確かにそれは今年度か

らですよね、昨年度はコロナの支援金で復活させたということですからね。分かりま

した。いいです。きちんと評価は評価でしておくことが大事だなと思いましたので、

それだけ申し上げておきたいと思います。

水質の関係なのですけれども、工場排水、生活排水、そういうところから出ている

のだと思うのです。どうして出るのかなというのが私には分からないのです。工場に

しろ、生活にしろ、下水道か、浄化槽かと、そこに入るわけですから、汚い水がそこ

に入るわけですから、それ以外のところで出てくると。その出てくるのが、菅谷の都

市下水路も何でそこに出てしまうのか、たまると何か汚物がそこに入って大腸菌が出

るのか、これちょっと都市下水路のほうですけれども、ちょっと分からないのですけ

、 、 、れども そういう流れが悪くなると きれいなものも汚くなって大腸菌が増えるのか

ちょっとその原理が分からないのですけれども、もしそういう原理であれば、浄化槽

を幾らつないでいても駄目なわけです。そういう点が分かっていて、工場排水や生活

。 、排水に起因しているのではないかということでおっしゃったわけなのですか そこを

どこか漏れているとか、そういうことでおっしゃったのかどうか。そうすれば、やっ

ぱり各事業所には、あるいは家庭にはしっかり見ていただくしかないわけで、その辺

は近隣の市町村とやはり連携してやっていただくことしかないと思うのです、おっし

ゃるように。どういう原理で、課長がおっしゃった工場排水、生活排水はどういうこ
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とで大腸菌が発生するのかを、ちょっと大腸菌だけに限りますけれども、お聞きした

いと思います。

傍聴の関係なのですが、これちょっと、課長はこういう、いつも否定的な答えしか

言いませんので、町長か副町長に伺いたいと思うのですけれども、簡単なカメラもな

いのかな、カメラあるようなことでこう聞いたのですけれども、ちょっとカメラある

のかどうか、それは課長でいいや、カメラあるのかどうかだけ確認したいと思うので

す。

カメラ、仮になかったら、最低限音だけでも隣室に配信するということもやってい

く必要があると思うのです。やっぱり聞きたいということで、帰られたというのはや

っぱりまずいわけで。先日の私の一般質問のときも、入れたと思うのですけれども、

下のモニターで見ていたのです 「川口さん、頑張ってくれましたね」と声かけてく。

れましたから。やはりモニター、モニターがあったほうがいいのですけれども、最低

限スピーカーだけでも用意して、隣室で聞けますよということでやっていくことが大

事だと思うのです。ちょっとそのお考えを伺いたいと思います。

新校開校準備委員会、ちょっと新校開校準備委員会を代表して私質問しております

が、出向いて説明というのはほかの委員会でもしているのだと思うのです。それが理

解……全員が移動したわけではないでしょう、小中学校の適正規模の委員が増えてい

るわけだから、人数が。だから、その増えた人は関わっていないのですから、当然分

かっていないわけです。それ説明したからもういいということでおっしゃったのでし

ょうけれども、なかなかそこがつかみ切れないというのが実情としてあると思うので

す。皆さんは説明したというふうにおっしゃるけれども。だから、私に言ってきてい

るのですから、こういうことで。ここは統合をお話しする場所ではないのですよと、

ないわけなのですけれども、そう思って来ているわけなのですから。委員ですよ、こ

れは。だから、ほかでもあると思うのです、こういうのが。ですので、しっかり分か

ってもらわないといい意見は出されない。これは嵐山の損失になります。ただ開いた

というだけで、皆さんの意見どおりに、最初にまとめたようなものが通りましたとい

う、その実績づくりだけに委員会を使っていると、そんなふうに思われないようにし

てもらいたい、そういうことで私申し上げているので。新校開校準備委員会がどうな

ったか、それは経過は私も分かっていますので、委員に対しての対応ですよね、最初

の、それをお聞きしているので。それが新校開校準備委員会なので、局長のほうでお
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答えになっていただいているのですけれども、でもそんなにほかの課も変わりないと

思いますので、またもう一度代表して伺いたいと思います。

環境課のことについて、そうですか、残業はほかと変わらないようなということで

おっしゃられているわけですので、もう少し私も、ではこれは仕事量を見て、提言す

るときには提言したいというふうに思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、私のほうからは大腸菌の関係でご答弁させていた

だきます。

大腸菌と申しますと、やはりこの自然界の中にどの場所にでも存在しているわけで

ございます。全てがふん便性の由来のものではないわけです。地中の中に存在してい

るもの、あるいは水中の中に初めから存在しているもの、そういったもの全てを総称

して大腸菌群数ということで、河川の水質基準で定められております。

先ほど環境課長のほうからご答弁申し上げたとおり、市野川の上流から下流域の市

町村で、それぞれ全て超過しているということでございますので、一言で申し上げま

すと市野川が汚れているということになります。汚れているというのは、ＢＯＤの関

係もございまして、河川中の汚濁物質、有機物ですね、それを分解するときに好気性

の微生物が酸素を使って汚濁物質を分解するわけですけれども、きれいな水のところ

には汚濁物質がありませんので、微生物はそんなに酸素を必要としないで分解するこ

とができます。よって、ＢＯＤの数値が高いところは、有機物、汚濁物質がたくさん

あるということで、濁っているという指標の問題でございます。

それと、事業所排水及び浄化槽の排水によって、大腸菌群数が多く発生するという

ことなのですけれども、基本的に市街化区域の事業所、花見台工業団地とか、そうい

ったところは公共下水道に流しておりますので、そこからの排水はございません。

また、調整区域の事業所につきましても、合併浄化槽を入れておりますので、その

合併浄化槽によって汚濁物質がかなり軽減されて排水されるわけですけれども、それ

が河川に流れ込んでおります。

また、浄化槽の排水につきましても、調整区域につきましては市町村型で事業を進

めておりますので、市町村型の浄化槽を設置している浄化槽は、これは極めて高性能
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な浄化槽でございまして、通常の単独浄化槽とか、通常の合併浄化槽のちょっと性能

が悪くなったものと比較しまして、市町村型で排出される浄化槽の排水は８分の１の

ＢＯＤの量で排出されますので、高性能な浄化槽事業が進めば、おのずとＢＯＤ数値

あるいは大腸菌群数の数値も下がってまいります。

市街化区域につきましても、今現在、90％、公共下水路に接続しております。残り

の10％が単独浄化槽や合併浄化槽、それとくみ取り槽でございまして、その排水につ

きましては切替えの推進をしていかないと、その排水が性能の悪い浄化槽、単独浄化

槽はもう既にみなし浄化槽という法律の位置づけになっておりまして、浄化槽のてい

がないというふうに判断されております。その水が都市下水路、排水路ですね、に流

れ込むと、結果、管路のたまった部分とかで集まったときに、それがたまり水となっ

て大腸菌がどんどん、どんどん増えていったものが河川に流れ込む、それで大腸菌の

数値が高くなる、何百万とか何十万とか過去にはありますので、それをやはりこう公

共下水への接続替えを推進すれば、浄化槽排水がだんだん減ってきますので、それが

河川の水質改善に結びつくものだと考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、青木参事兼総務課長、答弁お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 会議の関係でお答えさせていただきます。

会議の配信に必要な資機材ということでございますが、現状、総務課のほうでは用

意はしておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続きまして、佐久間町長、お願いいたします。

〇佐久間孝光町長 お答えさせていただきます。

コロナ禍の中で、傍聴できなかった方がおられたということで、本当に申し訳ない

なというふうに私自身も思います。ただ、今国を挙げて感染防止ということで取り組

んでいる。そして、緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置を発令されると、特

に飲食店の方々は仕事すらもできないのです。収入はない、家賃は払わなくてはいけ

ない、給料は払わなくてはいけない、本当に人生がおかしくなってしまう。

そしてまた、若い人たちの中で、結婚式を挙げるといっても、こういう状態だから

皆さんに声かけることができない、それすらも延期して延期してという方々もおる。

もっとあるいは一生涯の中での最後の別れ、お葬式にしても、一生涯ずっと人生を歩
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んできた、様々な方たちとの関わりがあると思うのです。ですから、こういった方に

もお知らせをしたい、お礼を述べたいということがあっても、こういう状況だからと

いって親族だけでお葬式をされる方、私も何人か本当に不義理をしたというふうにも

実感をするほど、こういう時期なので控えさせていただいたこともございます。

また、それと同時に、嵐山町ではその当時はそんなに感染が拡大していなかったの

で、どうにかできましたけれども、成人式、これもあの当時は中止をしたところも数

多くありました。嵐山の場合にはそんなにその当時は感染が進んでいなくて、そして

担当課のほうでしっかりと感染対策をしていただく中で、どうにか無事にできました

けれども、そういったこと。

そして、何といっても、今回のオリンピック・パラリンピック、こういったものは

、 。本当に子どもたちにとっても一生涯 今回が最初で最後のチャンスだったと思います

しかし、こういう状況であるからこそ、やはりそこのところは観戦すべきではないと

いうことで、ほとんどの学校が中止にするというような状況であります。

何しろ感染防止ということに関しては、人流を止めるということがまず第一義であ

、 、 、りますので そういった点の中で今回そういう形で 申し訳ないと思いますけれども

ぜひご理解をいただきたい。

それからあとは、このいろいろな会議の中には、議会であれば議長がいる、委員会

であれば委員長がいる、その会の代表、長によって、いろいろな裁量権も任されてお

りますので、そういったことをしっかりと駆使する中で、適正な運営を図っていきた

いと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、最後になりますけれども、村上教育委員会事務局長、お

願いいたします。

〇村上伸二教育委員会事務局長 お答えさせていただきます。

川口委員ご指摘のとおり、小中学校の適正規模の検討から新校開校準備委員会に至

るそれまでの経緯について、委員さんも含め、町民、保護者の方のご理解が十分でな

かったというふうに、佐久間町長の判断で新たに条例設置の審議会を設置し、改めて

検討することになりました。その辺の反省点を踏まえまして、委員また町民に対して

十分、この新たな審議会を設置して検討していく意義、目的等について丁寧な説明を

した上で、この反省を生かして今後に進めていきたいというふうに考えております。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、すみません、１時間たちましたので、10時15分まで休憩

とさせていただきます。暫時休憩します。

休 憩 午前１０時０１分

再 開 午前１０時１５分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、渋谷登美子委員より総括質疑が出ておりますので、順次質疑をしていただき

たいと思います。どうぞ。

〇渋谷登美子委員 では、７点質問いたします。

１点目です。コロナ禍において、非課税世帯、特にシングルマザーの所得減少につ

いての把握について伺いたいと思います。

２番目です。コロナ禍の緊急事態宣言によって、当初予算より各課の事業の休止、

それから事業縮小で財政調整基金に7,000万円ほど積み立てたというお話でした。各

課の事業休止、事業縮小の事業の内容とその影響額について伺います。

３番目です。町民の町政参加がコロナ禍においてできなかったと学校統合に係る説

明でされています。では、都市計画マスタープランや第６次総合振興計画、各種計画

策定、それから嵐山町の事業変更に際して、町民への説明や町民が参加できるような

形に配慮した点を伺います。

次です。４番目です。特別地方消費税交付金と町立幼稚園３年保育をしなかったこ

とについての財政政策上の問題、課題を伺います。まず、これ令和２年度の消費税が

10％になって、それで令和元年度は10月からだったので、人口的には違うのですけれ

ども、令和２年度の消費税と平成30年度のことを比較してみたのです。令和２年度の

消費税10％分と平成30年度の消費税８％での地方消費税交付金の差額は5,420万

3,000円でした。地方消費税交付金の増額分は３歳児以上の保育・幼稚園の無償化に

ついての支出に充てるということで、消費税の10％の増額が始まりました。保育園の

平成30年度と令和２年度町支出分の差額は1,322万4,407円、町立幼稚園の経費の支出

の差額は929万2,138円となります。となりますと、消費税の交付金で5,240万3,000円

の差額というのは、本来３歳児以上のものに充てて、幼保無償化に充てて、その名残

の部分をほかの福祉財源に使うということになってきているわけなのですけれども、
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実際には３歳児以上の保育園の経費と幼稚園経費の分の支出額の増額分は2,253万

6,145円となるわけです。ですから、実際には国の方針の問題、消費税増額分の支出

の問題と嵐山町の消費税増額分のところは違っているわけで、これは、私は一般財源

として消費税交付金をほかの会計に支出するのは、ほかの残額が余った場合はいいと

思うのですけれども、そうではない場合は不適正であると考えているのです。ですか

ら、ほかの私立の幼稚園なんかでも３歳児保育を始めています。ところが、それがで

きていない。特に人口の問題もあるのですけれども、ここでは子どもたちの人口は減

。 。 、 。少しています 増えているわけではない それで これについての考え方を伺います

これはかなり大きな問題だなと思っています。ほかの部分に、本来使わなくてはいけ

ない部分に使っておらず、一般財源としてそれをほかの部分に使ってきたということ

は問題が大きいなと思っています。

５点目です。地方自治法138条４項違反の委員会の開催について伺います。

６番目です。令和３年度より、ふれあい交流センターの窓口業務を廃止するに至っ

た経過を伺います。これは、令和２年度のふれあい交流センターの使用の状況の中か

らこういうふうな形に進んできたと思いますので、その点について伺います。

７番目です。会計年度任用職員制度への変更後の人件費の増額分ですけれども、給

与と期末手当、社会保障費は入らないのですよね、これは。増えていないのだなと、

期末手当があるから増えているのかな、すみません。人件費比率と物件費比率の令和

元年度との比較を伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、順次答弁をいただきます。

まず、前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 私のほうから、１番目の特にシングルマザーの所得減少の把握は

ということについてお答えをさせていただきます。

独り親世帯の所得の減少の把握につきましては、ひとり親世帯臨時特別給付金の支

給時、これ８月にあったものですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

て家計が急変するなど、収入が減少した方に対して追加の給付の申請を受け付けまし

た。このときの状況ですが、独り親世帯131世帯中、44世帯の方から申請がありまし

た。このことから、おおむね３人に１人、33％の独り親世帯で影響があったものと把

握をしております。
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以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、２点目の各課の事業休止、事業縮小の事業、こ

ちらにつきましてお答えをさせていただきます。

主なものにつきましてお答えをさせていただきたいというふうに思いますが、大き

く分けて、施設の臨時の閉館によるもの、それと学校の臨時休校によるもの、それ以

外の部分と、この３つに分けさせていただきました。

まず、施設の関係でございますが、活き活きふれあいプラザやすらぎ、交流センタ

ー、スポーツ施設、図書館、こうしたものが当たるかと思いますが、こうしたものの

運営の委託料であったり、光熱水費が挙げられると思います。こうしたものの影響額

につきましては804万5,000円。

次に、学校の臨時休校に係るものとして、光熱水費が一番大きく影響を受けるわけ

でございますが、663万3,000円。

その他分といたしまして、行政バスの運行委託、こうしたものであったり、こども

医療費の給付、受診控え、こうしたことの行動もあったわけでございまして、こども

医療費給付、こうしたものが1,642万1,000円。

こうしたものに係る収入が、当然当初で見込んでいたわけでございますが、こうし

た収入の減少分を差し引きますと4,268万7,000円、こうした金額が主なものとして挙

げられるのではないかというふうに考えています。ただ、ただいま申し上げたものに

ついては主なものでございますので、これ以外細かなものは当然あろうかというふう

に思います。

また、臨時的な財源として、例えば減収補てん債の発行であったり、当初予定して

いた校務支援システム、こうしたものを延期したと。こうしたものが財調の積立ての

財源になったという内容でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続きまして、馬橋地域支援課長、お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから第６次総合振興計画の策定に関しま

してお答えいたします。

、 、 、こちらにつきましては 広く町民の方の意見を反映するために まず住民意識調査

それから町立小学校に在籍する４年生の保護者に対するアンケート、それから若者と
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、 。して消防団員へのアンケート調査 それからパブリックコメントを実施いたしました

また、審議会の開催におきましては、会議に来られない委員の方に対しまして、ズー

ムにより参加をしていただいております。

策定後につきましては、概要版を毎戸配布いたしまして、町民の方に周知いたしま

した。本編につきましては、図書館で閲覧できるほか、ホームページのほうにアップ

しております。

以上です。

、 、 。〇松本美子委員長 それでは続きまして 伊藤まちづくり整備課長 お願いいたします

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 まちづくり整備課における計画策定、事業説明につ

いてでございますけれども、まちづくり整備課は一種専門的な分野でございまして、

ある程度人数の参加人数が把握できたため、感染対策をしながら説明会等させていた

だきました。

都市計画マスタープランにつきましては、令和元年11月から策定を始めまして、ア

ンケートについては、先ほどの総合振興計画におけるものを利用させていただきまし

た。また、日程調整等を行っており、コロナ感染前だったため、２月には農業団体、

観光団体、商工団体のヒアリングも実施できました。

地域懇談会におきましては、なかなか難しかったのですけれども、９月26日にやっ

ております。これは、先ほど言いましたとおり、ある程度参加人数の予測ができてお

りますので、３か所に分けて行いました。体温の測定、手指の消毒、マスクの着用、

ソーシャルディスタンスを取るために席を空けての設置と、来られた方の住所、連絡

先の把握を行い、開催させていただいたところでございます。

また、10月にはパネル展示を行って、さらにコロナ禍における小学校児童、父兄へ

のアンケート、また12月にはパブリックコメントを行っているところでございます。

都市計画マスタープランにおきましては、都市計画審議会で審議しておりまして、

審議会からも広く町民から意見を取るようにということで、配慮しながら行わさせて

いただきました。

また、事業の説明ですけれども、ちょっと一例で、駅前広場の事業説明も令和２年

11月に行っているところでございます。こちらは、もう既に平成29年、平成30年に２

回同じような形を開催させていただいておりまして、こちらも人数の把握ができてお

りますので、ある程度の参加人数の予想ができておりますので、開催のほうをさせて
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いただいたところでございます。こちらも先ほどの説明と同じように、体温の測定と

か、手の消毒とか、マスクの着用、席を空けての設置とか、あと連絡先の把握とか、

そういうのを、感染拡大防止の対応をしながら、そちらの対応をさせていただきまし

た。

このように、まちづくり整備課におきましては、一種専門的でございますので、参

加人数が限られているということもありますので、説明会を開催させていただきまし

た。

以上でございます。

、 、 。〇松本美子委員長 それでは続きまして 青木参事兼総務課長 答弁お願いいたします

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、私から４点目から７点目まで、順次お答えをさ

せていただきたいというふうに思います。

まず、４点目の地方消費税交付金の関係でございます。地方消費税交付金につきま

しては、ご案内のとおり、一般分と社会保障分と、この２つに区分されて交付がなさ

れているところでございます。このうち社会保障分として交付された地方消費税を、

単純に元年度と２年度を比較いたしますと、6,972万7,000円増加をしたというところ

でございます。この増加をした6,900万につきましては、子どものための教育・保育

給付事業、幼稚園管理費、実費徴収に係る食材費補足給付、こうしたものに充当して

おるところでございまして、国において示している社会保障４経費、その他社会保障

施策に要する経費、こうしたものに適正に充当しているというところでございます。

次に、５点目の委員会の開催についてにお答えをさせていただきます。委員会等に

関しましては、それぞれ設置の根拠を設けておりまして、その設置根拠に基づき開催

をされているところでございまして、法令に反して開催しているものはないというと

ころでございます。

次に、６点目、ふれあい交流センターの窓口業務の関係でございます。経緯につい

てというお尋ねでございますが、その背景の一つとして、令和２年の第３回、ちょう

ど１年前だと思います。１年前の定例議会の中で、代表監査委員から財政状況、町の

財政状況に関して大変厳しいご指摘をいただいたというのは記憶に新しいところだと

いうふうに思います。また、その年、昨年の12月の町の広報紙においては、町の財政

調整基金、こうしたものについて、町民の皆様方に改めてお示しをさせていただいた

ところでございます。こうしたことで、大変な財政的な危機感を職員一同持っている
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というところが一つの背景としてはあろうかというふうに思います。

この交流センターの窓口の見直しに関しては、今申し上げましたような状況下にあ

って、職員体制を含め、より効率的な運営をいろんな部分で行っていく必要があると

いうこと。それと、交流センター設置当初と比較して、なかなか職員の配置ができな

い状況があったと、体制としては当初と比べれば大変脆弱化しているという背景。そ

れと、コンビニ納付、税の納付ですね、こうしたものが定着をしてきていると、また

、 、新たに証明書の交付のコンビニ交付 こうしたものもサービスとして開始ができると

こうしたサービスの提供体制が整ってきた。こうしたことをそれぞれ考慮し、窓口業

務を廃止をするということに至ったというような内容でございます。

、 。 。 、最後に ７点目です 会計年度任用職員制度の関係でございます ご案内のとおり

従前の臨時職員さんから令和２年度会計年度任用職員と新たな制度が創設をされて、

１年間運用してまいったというところでございます。元年度の人件費の総額と令和２

年度の人件費の総額を比較をいたしますと、増額分は8,967万5,000円でございます。

従前臨時職員賃金につきましては物件費に区分をしておりましたが、会計年度任用職

員に変更となりまして、報酬という措置で支弁するということになりますので、人件

費に区分をしたということになります。この物件費から人件費に区分替えした会計年

度任用職員の経費につきましては、6,821万3,000円になろうかと思います。また、会

計年度任用職員さんの期末手当でございますが、総額で712万5,000円でございます。

それと、人件費比率と物件費比率の元年との比較はというお尋ねでございますが、

歳出総額に対する人件費、物件費それぞれの比率ということでお答えをさせていただ

きたいというふうに思います。まず、人件費でございますが、令和２年度が14.7％、

令和元年度は17.2％でございまして、比較をいたしますと、2.5ポイント減少してい

るという状況でございます。また、物件費でございますが、令和２年度が11.7％に対

、 、 、しまして 令和元年度が14.9％でございましたので 3.2ポイント下落をしていると

このような状況でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ、質疑を。

〇渋谷登美子委員 まず、１番目なのですけれども、シングルマザーの所得減少につい

ては約33％の減少ということです。それで、生活保護世帯については、母子世帯で増

加しているかどうか分かるか伺いたいと思います。これは、生活保護になってくると
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全く変わってこないのかなと思うので、伺いたいと思います。

それから、２番目です。コロナ禍の事業休止、事業縮小の範囲なのですけれども、

、 、交流センター等の臨時閉館と臨時休校とか あと主なものを言われたのですけれども

私は嵐山まつり、町民体育祭とか、そういったものの減額というのはどこに入ってく

るのかなと思っているのですが、どうなのでしょうか。この前の答弁で覚えていたの

は、財政調整基金にその減額分を7,000万円ほど積み立てたというふうな形で私はメ

モしていたのですけれども、そうではなくて、実際には4,000万ぐらいということに

なるのですか。ちょっとそこのところが分からないのですけれども、伺います。

それと、これは細かいことになるのですけれども、ズームでの参加、１人だけの方

が参加された第６次総合振興計画に関しては、そのときの状況というのはズーム開催

で、どのような課題があったか伺いたいと思います。

駅西については、都市計画マスタープランで、ほとんど専門的なものであったから

問題ないということです。

あと、嵐山町の事業の変更というのは、このほかについて町民への説明とか町民参

加というのはなかったということですよね。例えば私はすごく重要な問題だなと思っ

ているのですけれども、ふれあい交流センターの窓口の廃止なんていうのは、多分町

民の方すごく驚いたと思うのですけれども、それについて町民の意見を聞くとか、そ

ういったことはなかったのか。これは必要なかったというふうな判断でそれをなさっ

たのどうか、後のほうになってしまうのかもしれませんけれども、この点で伺いたい

と思います。

あと、特別地方消費税の問題ですが、これは令和元年度と比べていただいて、そし

て6,000万円ほど増えているということですよね。これはどういうふうに考えたらい

いのかなと思ったのですけれども、元年度に関して言いますと、10月から３歳児の幼

保無償化が始まりました。それで、その部分が不足しているのでという形で国庫支出

金が出たと思うのです。ですけれども、嵐山町は本当は３歳児の無償化をしなくては

いけなかったのに、それに対応するような準備は少なくともやっていかなくてはいけ

なかったのだけれども、やらなかった。そして、そこの部分を一般財源として社会保

障費のほうに充てたということですよね。実際には、嵐山町は幼保無償化によって、

お金というのは、子どもに対しての保育の部分というのは、金額的には下がっている

のではないかなと思うのです。そこの部分を考慮しなくて、他の市町村では、必要だ
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と思われる市町村は充実させていった、３歳児以上のものを、３歳児からの幼稚園の

事業を進めていく準備をしていた。ところが、ほかのところでは今度、逆にこれが大

変だという形で、公立の幼稚園を廃止していくところが出てきた。ですけれども、嵐

山町は、町立幼稚園は非常に重要であるというふうな考えの下で存続させている。こ

このところの考え方なのですけれども、地方消費税交付金というのは10月からではな

かった、本来は。消費税の値上げというのは、10％にするのは前倒しでやったわけで

すよね。それなのに、これに対しての考え方がいま一つ、私としては納得できない、

非常に男性的な考え方で、女性がこういうふうに必要だと思っているものをやってい

かない、そういうふうな考え方があって、特に国の政策とはちょっと違っている方向

に向かっているなと思うので、それについて再度伺いたいと思います。

地方自治法138条４項違反の委員会の開催についてですけれども、ないというふう

なことでした。ですけれども、私はこれ非常に問題が大きいなと思ったのは、指摘し

ていたにもかかわらず 新校開校準備委員会には報償費を支払っています これ138条、 。

の４項違反です。

それと、そのほかに嵐山町の場合は、令和２年度で見ますと、これが問題だなと思

、 、 、 。ったのは 障害児就学支援委員会 それと学校給食運営委員会 これ開催しています

ほかの部分では、財政関係の部門で審議会に関わるものはあまり会議は開催されてい

なかったのですけれども、ほかのものでチェックしていても、令和２年度は開催され

ていなかった部分が結構ありました。ですけれども、ここに関しては問題が多いなと

思っています。

新校開校準備委員会に関しては、私はこれは報償費を支給するべきではなく、何か

の謝金という形で、報償費ではない形でやるのだったらよかったなと思っていて、え

っ、出してしまったのですかというふうな感じで思っていたのです。障害児就学支援

、 、 。委員会もそうですけれども これは嵐山町以外の 町内の人以外の方が入っています

学校給食運営委員会も、役場の職員以外の方が入っているのです。その場合は、基本

的に138条４項違反になってくる。それは、１遍一般質問でもお話ししていたと思う

のですけれども、これについては調査していただきたいというふうな形でやっていた

けれども、これについて調査せずに、それで全て法定でいけると、適合しているとい

うふうに思われるのはちょっと間違いかなと思うのですけれども、その点にどのよう

な解釈をなさって、138条４項違反でないというふうに思われるのか伺いたいと思い
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ます。

、 、それから ふれあい交流センターの窓口業務を廃止するに至った経緯ですけれども

財政状況の厳しさの指摘があったということです。職員体制の効率な運営、設置当初

と比較して難しいということで、またコンビニ納付とコンビニ交付が整ってきたとい

う形でこれを進めてきたということですが、これでは町民の方の考え方とか感じ方と

か、そういったものは一切入っていないわけです。同じような先ほどのことになって

いきますけれども、どっちでやったらいいのか分からないのですけれども、財政状況

の厳しさと職員を窓口に設置しなくて、別な方、会計年度任用職員で済ませていくと

、 、いうのは かなり私はここのところは問題が大きいかなと思っているのですけれども

その点についてはどのように考えていくのか伺いたいと思います。

。 、 、次の７番目です ７番目に関しては 人件費比率は実際には令和元年度が17.2％で

令和２年度は14.7％減少というのは、これは臨時交付金が入ってきたからそういうふ

うな形になっているということなのですか。物件費に関しても、ここでは全体でいく

と、全体の経費が膨れたからこういうふうな形になってきたという形で……すみませ

ん、私すっかりあれですね。令和元年度と令和２年度の比較というふうな形で出して

いるので、違ってきているなと思うのですけれども、実際には増額分があるわけなの

で、人件費比率は上がっていかなくてはいけないのですよね。だから、そこのところ

はどうでしょうか。31年度と比較するというのを書いていなかったので、その点につ

いてはどのように考えられるか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、順次答弁をいただきます。

前田福祉課長、お願いいたします。

〇前田宗利福祉課長 私のほうから、１番目の生活保護世帯についてお答えをさせてい

ただきます。

、 、生活保護世帯の支給につきましては 県の福祉事務所が管轄になってございまして

町のほうとしては世帯の種別については把握はできておりません。ただ、世帯数と人

、 。員については報告ございますので 参考までにお話をさせていただきたいと思います

ちなみに、平成30年度の末が173世帯、令和元年度の末が178世帯、令和２年度の末が

181世帯ということで、若干の増加はございますが、コロナ禍で急激に増えたという

ような数字ではないというふうに思っております。



- 253 -

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続けて、青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、２点目のご質問についてお答えをさせていただ

きます。

委員さんご質問のとおり、令和２年度、様々な事業が実施できなかったというもの

でございます。例えば嵐山まつりであったり、防災訓練、がん検診等の集団検診、も

ろもろのものがあったわけでございます。こうしたものについては、年度途中の補正

予算で減額をさせていただき、またそれ以外に年度末まで予算があれば、不用額とし

て計上をさせていただいたというものでございます。こうした事業の中止によるもの

については、補正で落としたもの、不用額となったもの、合わせますと約1,600万円

ほどあろうかというふうに思います。

また、先ほどもご答弁申し上げましたが、財調への積立ての関係については、令和

２年度のみの措置として発行することができた減収補てん債、こうしたものを活用し

て、財調のほうに積み立てたというような内容でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、馬橋地域支援課長、答弁お願いいたします。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうからズームの、過程とおっしゃいました

か、経緯なのですけれども、こちらにつきましては、審議会の委員さんのほうから、

どうしても役場のほうに来庁して会議のほうに参加できない、ウェブのほうで参加し

たいという意向がありましたが、当初地域支援課のほうでも、そのウェブの会議とい

う体制ができていませんでしたので、ズームのライセンスを急遽試験的に取得しまし

て、試してみたというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 では、４点目から７点目まで、順次お答えをします。

、 。 、まず ４点目の地方消費税の関係でございます 冒頭ご答弁申し上げましたとおり

元年度と比較をすると、引上げ分については6,972万7,000円というような金額でござ

います。こちらについて、国が示す基準に基づいて充当しているということで申し上

げさせていただきましたが、その内訳を申し上げますと、子どものための教育・保育

給付事業4,850万円、幼稚園管理費の、これは幼稚園の教諭分の人件費に充てさせて
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いただきましたが、2,072万7,000円、実費徴収に係る食材費、副食費の補足給付の補

助金として50万円、こうした経費に充てさせていただいておると。財政担当でござい

ますので、こうしたお金の使い道、こうしたことについてはこのようなことで、繰り

返しになりますが、適正に充当させていただいておるというところでございます。

次に、５点目でございますが、こちらの委員会の関係につきましては、渋谷委員さ

んからも過去に一般質問でいただいてあります。現状、先ほどご答弁申し上げました

が、それぞれの設置要綱等々、こうしたものに基づいて会議のほうを行っています。

支出が違法ではないかというようなお話でございますが、例えば新校開校準備委員

会であれば、７節の報償費でお支払いのほうをさせていただいていると、要綱設置で

すから報償費でお支払いをすると、これは間違いのないことでございます。報酬でお

支払いしたわけでございませんので、そういった意味では間違いなく実施をしている

ということでございます。

一般質問のときにもお答えをさせていただきましたが、全国町村会では、一つの指

針として、こうした取組をしている自治体があり、こうした方法がありますというこ

とをお示しをしておるというところでございます。こうした指針に基づきまして、全

国の状況で、見直しの状況は私把握をしておりませんが、嵐山町としてはそうした指

針を参考にさせていただいて、検討させていただくということで、たしか副町長から

ご答弁を申し上げさせていただいたというふうに記憶をしているところでございま

す。そのような方針で、今後見直しを、見直しというのでしょうか、より適正な方向

にこうした委員会を持っていくと、このような考えでいるところでございます。

次に、ふれあい交流センターの窓口の関係でございます。町民の考え方、感じ方が

こうした施策に反映されていないと、このようなお話かというふうに思います。こう

した施設にあっては、一番は利用の状況がどうなのかと、こうしたことを見るという

ことは大変重要なことだというふうに思っております。担当課、窓口業務を担当して

いる課からも情報をいただき、協議をし、そうした中でこうした形に持っていくこと

でも一定の町民サービスは確保ができるだろうと。それは、利用の状況等々を含めて

考慮し、そうした結論に至ったというところでございます。決して町民の皆様方の考

え方、そうしたものを全く考慮していないというふうには思っていないというところ

でございます。

最後に、会計年度任用職員の関係でございますが、令和２年度の決算については、
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先ほど委員さんのほうからお話しいただきましたとおり、コロナの関係で大変大きな

予算が国から来たということでございますので、先ほど私がご答弁申し上げました比

率、歳出総額に対する比率というのは、人件費、物件費とも当然下がると。というの

は、補助費と補助金等々で出したものが大変多うございましたので、補助費等が多く

なっているということでございまして、全体の割合からすれば、下がるということに

なります。

ご参考までに、こうしたコロナの関係経費、こうしたものを除いて、指標のほうを

参照させていただきますと、人件費については令和元年度に比べますと2.3ポイント

上昇するような形になっております。これは、当然物件費から人件費に会計年度さん

の費用が移行していますので、それだけをもって見ても上がってしかるべきというふ

うに思っています。また、物件費については0.7ポイントの上昇という形になってい

ます。

以上になります。

〇松本美子委員長 それでは、３回目の質問となりますけれども、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 １番目はいいです。そして、２番目もオーケーです。３番目ですけ

れども、３番目も大丈夫です。

そして、４番目なのですけれども、私がすごく問題にしているのは、特別地方消費

税交付金分は３歳以上の幼保無償化に使う まず最初に出すということで 消費税10％、 、

分を早めたわけですよね。ところが、それに関しては、町立幼稚園に関しては、３歳

。 。 、児保育をしようとしない 今現在もしようとしない 実際にかかった部分というのは

地方消費税交付金分で全部出しているということで、それを比較しないといけないの

だけれども、その比較の部分がちょっと違うなというふうに思っています。

これに関して、３歳児の保育を、本来３歳児は集団の中で教育するというふうな形

で、３歳児以上の幼保無償化が進んでいるけれども、嵐山町に関しては、特定の子ど

もたちは３歳児教育を受けることができない。この前からの一般質問を見ていても、

学校統合が終わってから考えていくという考え方ですよね。学校のことを進めてから

教育委員会は進めていく。でも、３歳児というのは一番重要なポイントになってきま

す。ここのところでそういうふうな形の答弁だと、次に進まないなと思うのです。特

、 、 。に嵐山町の コロナ禍だからどこもそうなのですけれども 出生率は下がっています

生まれてくる子どもも少ない。それはなぜかというと、あまりに若い人の意見を、特
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に子育てをしようとする女性の意見とか、結婚しようとする女性の意見を聞かない状

況があると思っているのです。それがここに反映されている。地方消費税交付金とい

うのは、３歳以上の幼保無償化に使うことになって、最初にやることになっていたけ

れども、それをやろうとしていなかった理由というのかな、それは何なのか伺いたい

と思います。今後もそういうふうな形になってくるので、それについて伺います。

次ですけれども……

〇松本美子委員長 はい、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 地方消費税交付金のことなのですけれども、私は、新校開校準備委

員会は、これは支出しなければよかったのになと、そういうふうに思っています。令

和２年度の中で一番問題だったのかなと思っているのは、学校給食運営委員会なので

す。学校給食運営委員会、これはずっと要綱でやっていったら……ではない。これ規

則なのですけれども、実際に学校給食費の値上げをしていますよね。それから、次の

段階では、学校給食費のある程度の免除というのですか、そういうふうな形をしてい

るのに、これが条例として嵐山町の議会で議決されていないために、学校給食の給食

費が値上がりしたことも、実は親御さんから聞くまで分からなかったという状況があ

ります。

138条の４項の附属機関というのは、何が必要かというと、これは町民に関わる、

権利に関わる問題に関して、町内の役場職員だけだったら別にそれは構わないのだけ

れども、町外の人が入ってくる場合は、より専門的な知識が必要なので、そこで条例

制定しなくてはいけないというふうになっているわけです。これについて見直しをす

るという形で言われていたけれども、実際にはまだ条例制定もされていないので、そ

この点についてはちょっとここのことは、令和２年度で出てきたのは障害児就学支援

委員会の問題とこの２点が、ここのところで私は引っかかったのです。全部で３点で

すけれども、引っかかったのですけれども、どうしたものかなというふうに思ってい

るのですけれども、実際には支出されているので、これに関しては監査請求とかいう

こともできるわけです。だけれども、それは見直すという形でなさっていくというこ

とで、私もこんな大変なことはやりたくないので、そこのところははっきり、いつぐ

らいまでに見直されるかというのがある程度出てこないと難しいかなと思うのです

が、伺いたいと思います。

それと、ふれあい交流センターの窓口業務を廃止するに至ったのは、町民サービス
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が確保できるという形で、ふれあい交流センターの窓口の方からお話を、情報収集し

て、そういう形になったということなのですが、実際にそうなのでしょうか。私も、

たまたま令和２年度はコロナ禍だったので、ほとんど使用、交流センター自体を使わ

なかったという状況があります。その中で、ふれあい交流センターの窓口に配置され

ている職員からの情報というのは適切だったのかどうかというの、分からないのです

が、コロナ禍で150日ですか、全部で休館していたというふうな形でしたよね。それ

についてはどうなのかなと思っていて、指定管理者になっているわけではないし、見

直しをしたほうがいいかなと思うのですが、その点について伺います。

７点目はいいです。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

奥田教育長、お願いいたします。

〇奥田定男教育長 それでは、４番の嵐山幼稚園の３年保育の問題についてお答えをし

ます。

税金の扱い方については、ちょっと私よく存じ上げないところもあるのですけれど

も、委員さんおっしゃるように、３年保育をやろうとしないというのはちょっとあれ

で、６月議会でご答弁申し上げましたように、３年保育の意義とか重要性、私、十分

認識しておりますので、それについてはぜひできるものならやっていきたいなという

ふうに思っております。したがいまして、３年保育を進める上でどういう課題がある

のか、既に職員を、滑川幼稚園、既に３年保育やっていますので、そちらのほうに職

員あるいは幼稚園の職員を派遣して、実情を伺って課題を整理したりして、道筋をつ

ける努力は現在しているところです。

ただ、この３年保育に関わっては、教育委員会は独立した執行機関ですけれども、

やはりこれだけの問題になりますと教育委員会単独では決定できません。当然予算も

絡んできますので、保育園を所掌している首長部局とも協議を進めなければいけませ

んし、また子どもの減り具合とか保育園の在り方とか幼保一体とした幼児教育全体を

考えて進めていかなければいけない課題であると認識しております。

したがいまして、その研究は今鋭意進めておりますが、なかなか、その滑川幼稚園

との話合いといいますか、研修でも、前に子どもの数が減って、学級が減って、教員

や施設に空きができた段階で検討しますというお答えをしているわけですけれども、

やはり単にそれだけの問題でもない、施設そのまま空いたからすぐ３歳児をできると



- 258 -

いう問題でもないというようなことも、その滑川幼稚園に行って研修してきた中で、

。 、 、職員からも報告を受けております したがいまして それらの課題をクリアしながら

また町の執行側とも十分協議を重ねて、できるだけ３年保育ができる方向で努力はし

てまいりたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

髙橋副町長、お願いいたします。

〇髙橋兼次副町長 それでは、５番目の問題につきましてお答え申し上げたいと思いま

す。

以前、見直しをするというふうに、私のほうからお答え申し上げてございます。た

だ、いろいろ事情ございまして、現在進んでおりません。ただ、当然これは予算にも

、 、関係することでございますので しかるべき時期までにはきちっとした結論を出して

対応していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、佐久間町長、お願いいたします。

〇佐久間孝光町長 ６問目について、お答えをさせていただきます。

青木総務課長のほうから、何点かご指摘ありました財政再建の問題、これはお話が

ありましたように、代表監査のほうから昨年のこの第３回の定例会において、普通監

査報告というのは出来上がった文章を読み上げるという程度で終わるのが通常だと思

います。しかし、その後に代表監査のほうから、いかに嵐山町の財政状況が厳しいも

のなのか、とうとうとお話がありました。私は、これは大変重く受け止めるべきだと

いうふうに考えておりました。それがまず大きな柱としてあるということ。

それからあとは、職員体制の問題も出ましたけれども、職員のほうから、今の体制

でここもここも担当しているのだと、とても大変だということ、そういった職員体制

の話も聞きました。

あとは、利用率の関係も当然ございました。また、コンビニ収納に関しては、その

時点においても、さらに今後いろいろな証明書なり、税の負担なり、そういったもの

が可能になっていくというような方向性が見えておりましたので、そういった点も考

慮する。

それからまた、ごみを持っていく、そういった手続もあちらのほうでしていたので
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すが、そういったことも、直接あちらのほうに搬入して手続をするというようなこと

も可能になりましたので、そういった点においても十分だろうと。

、 、 、 、それからあとは 外出支援タクシー 今まではある一定のお金を払う 初乗りでも

という形であったわけですが、今年度からはそういったことをなくしてやろうという

ようなことに切り替えたこと。

それで、私もあそこのふれあい交流センターの近くに住んでいますから、当然周り

じゅうの人から 「佐久間町長、就任早々何をやってくれたんだい」と、そういうお、

声は当然伺いました。中には 「年寄りを見捨てるんかよ」というふうに言われたこ、

ともございます。しかし、今のような状況を一つ一つ丁寧にお話をしたときに 「あ、

あ、そうなんか。でも、タクシー券といったってお金払わなくちゃいけないんでしょ

う」と 「そうじゃないですよ。もし890円だったら、２枚やれば、お釣りは出ないけ、

れども、お金を使わずに行けますよ」と 「ああ、そうか。まあ、私なんか行くのは、

年に１回ぐらいだから、まあ、いいけど、それだったらいいけどね」というふうな方

なのですね。それで、隣近所に、１軒１軒、全部歩きました。そうすると 「あっ、、

そういうことなんですね」と。それで、タクシー券も申請していない方がいたら、ぜ

ひこれ紹介してあげてくださいということでお願いをして、非常に快く皆さんご理解

をいただきました。

、 。 、そういうことを総合的に考えると 生活に支障は多少出るかもしれません しかし

不便はかかるけれども、生活ができなくなるとか、大きな支障が出るというところま

ではいかない。ですから、多少そういうことは、不便はおかけするかもしれないけれ

ども、やはり私の立場としては、町全体の財政運営ということもしっかりと頭に入れ

た中での判断が求められます。

それからあとは、これは社会情勢もあります。デジタル化というのは、今年度はデ

ジタル庁が発足をしましたけれども、ＩＣＴ化というのはもう何年も前からそういう

ことを言われているわけです。今の国の動向としては、役場に行かなくても、ほとん

どの手続が自宅でできるようにしようではないかと、こういうことを求めているわけ

でありますから、だから今あそこのふれあい交流センターの業務としては、貸館業務

だけを担当している。しかし、私から考えれば、貸館といえども、もうシステム上は

簡単にできるようになっている。むしろそういうことを望んでいる数のほうが多いの

かな、全体的には。ただ、ふれあい交流センターを主に使っている方々の年齢層だと
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か、今の状況を見ると、そこまでいくといろんな面で支障が本当に大きくなってしま

うということの中で、そこだけは人員を配置していこうという判断の中で、今のよう

な状態になっております。

しかし、今申し上げたように、これだってもうシステム上は十分できますので、時

期を見てしっかりとデジタル化の方向性で実施をしていって、さらに使い勝手のいい

形で、そしてまた手間を取らずにいろいろな手続が取れる、そういった体制を目指し

ていきたいと思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷登美子委員が３回まで質疑をなさいましたので、こ

れにて暫時休憩をさせていただきます。それでは、25分まで休憩ということになりま

すので、お願いいたします。

休 憩 午前１１時１３分

再 開 午前１１時２５分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

、 、 。３番目の総括質疑でございますけれども 青柳賢治委員 どうぞお願いいたします

〇青柳賢治委員 それでは、総括質疑のほうをさせていただきたいと思います。

令和２年度の決算は、コロナ決算と言っても過言ではないと、この辺のところを根

底にしながら質疑させていただきたいと思います。１点目から３点目まであります。

１点目ですけれども、地方創生臨時交付金が総務費補助金から消防費補助金まで、

約２億4,000万ほどが交付されました。自治体が初めて経験する事態ではないかと思

われます。この交付金が活用されること、さらに有効に町民の福利に行き渡るという

ことが大切だと思います。そういった意味では、この３日間質疑をお聞きしてきまし

て、効果を上げているのだろうなというふうに思っているところでございますが、担

当の課として、その辺のところの効果について、さらには評価についてお聞きしてお

きたいと思います。

２点目でございますけれども、コロナ禍で、今までの質疑にもあったように、特に

いろんな事業が縮小されておりました。私は、そこの中で、やはりコロナ禍、これが

一番感染症を防ぐということで大切であるということは認識をしておりますけれど

も、あらゆるそこまでに、いろんな健康器具とか、いろいろ使っていたその健康面、
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そういった事業が縮小されております。このような部分については、町民の健康面と

いうことについて、創意工夫のようなものがあったのかどうかということを聞いてお

きたいと思います。

それと、３点目ですけれども、駅前西口の整備、これはかなり進んできました。６

日の日の初日の現地調査のときに、最後に駅前の広場と西口の、そして嵐なびの店舗

をそれぞれの委員が実際に見てまいりました。下水の関係のこともありましたので、

ちょっと時間を費やしたのですけれども、随分なかなか、その現場から皆さんがなか

、 。なか立ち去らないというか ずっと見ていたというような状況を私は目にしたのです

、 、やっぱりあの姿になったということ それから嵐なびの店の中の品ぞろえなどを見て

やはり皆さんそれぞれに感じられたのだろうと思います。そういった中で、ここまで

いろいろと繰越しをしながら、担当課としてご苦労されて進んでまいりました。昨日

も私質疑で、令和３年度の中で何とかなっていくのだろうかということも質疑させて

いただきましたけれども、ここまでについても、令和２年度の時点までの評価につい

て、お尋ねしておきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木参事兼総務課長、お願いできますか。

〇青木 務参事兼総務課長 では、私からは１点目の地方創生臨時交付金の件につきま

してお答えをさせていただきます。

地方創生臨時交付金を活用した事業につきましては、この交付金の趣旨でございま

す感染の拡大防止、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援する、こ

うしたことを念頭に置きまして、全てで39の事業を実施したところでございます。

委員さんお尋ねは、事業の効果と評価ということでございますが、効果、評価につ

きましてはなかなか数値では表れない部分もあります。時間的な経過もございます。

なかなか難しいところでございますが、まず感染防止対策につきましては、町が管理

する公共施設において感染の拡大の防止が図られたと、こうしたことがあり、一定の

効果はあったのではないかと評価ができるかなというふうには思っております。

また、地域経済、あるいは住民生活への支援につきましては、誰一人として取り残

さないと、こうしたことを念頭に据え、事業者から子育て世代まで幅広い支援をさせ

ていただいたところでございます。町といたしましては、この感染拡大がいつまで続

くのか分からない状況の中での対応でございましたので、その時々に応じて、何が必
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要なのか、こうしたことを常に考え、事業を選択し、実施をさせていただいたところ

でございます。

このコロナ対策につきましては、今も進行中でございます。引き続き、常に住民目

線に立って、対策等を行っていきたいというふうに考えているところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、萩原健康いきいき課長、お願いいたします。

〇萩原政則健康いきいき課長 質問項目２についてお答えします。

コロナ禍で町民の健康を維持するため、埼玉県で実施しています埼玉県コバトン健

康マイレージ、こちらは歩数計を持って、ウオーキングによる健康づくりでございま

す。こちらの参加者の推進を行いました。

また、町独自で実施しております、コバトン健康マイレージらんらんポイント事業

の見直しを行いました。見直し内容ですが、町のイベント事業等が中止になり、ポイ

ントが集めづらくなると考えられましたので、ウオーキングポイントを３倍にして実

施いたしました。

また、活き活きふれあいプラザやすらぎのトレーニングルームにつきましては、利

用人数の制限、時間制、予約制、あとマシンとの間を広く間隔を空けるよう移動し、

利用者の健康チェック、換気、消毒等を行い、緊急事態宣言中は開館できませんでし

たが、それ以外のところは、感染予防対策をしっかり取って開館をいたしました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 次に、長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 ２項目めのコロナ禍で介護予防事業が縮小される中、創

意工夫したことにつきましてお答えいたします。

外出自粛が長期化することにより、高齢者の閉じ籠もりや健康への影響が懸念され

るため、令和２年５月に緊急事態宣言が解除されてからは、元気はつらつ体操教室、

脳の健康教室等、介護予防事業につきましては、事業を中止するのではなく、広い会

場に変更したり、１回の人数や実施時間を減らし、会場の消毒を定期的に行うなど環

境を整えるとともに、検温や健康チェックを行い、感染予防対策を徹底し、開催いた

しました。

また、教室に参加しなくても、自宅でできる体操や脳トレをできるだけ多くの方に

周知するため、ホームページや広報だけではなく、テレビ埼玉や埼玉新聞等の報道機
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関においても紹介させていただきました。

東松山ケーブルテレビにおきましては、令和２年６月より介護予防に関する体操等

を定期的に放映していただき、地区のグラウンドゴルフ参加者や幼稚園、保育園等、

町民の皆様に参加いただいて作成した嵐丸くん体操の動画を放映しております。この

ような世代間を超えた取組により、町民の皆様の健康が維持できるよう創意工夫して

おります。

以上でございます。

〇松本美子委員長 続きまして、まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

武蔵嵐山駅西口につきましては、もう既に、昭和57年、第２次嵐山町総合振興計画

におきましてから40年近く、都市基盤としての整備の課題とか、活性化の課題という

のが、長く嵐山町の課題として挙げられておりました。このような課題であった西口

でございますけれども、平成26年に、まち・ひと・しごと創生法というものが創設さ

れてから、地方創生の流れというのがございまして、前岩澤町長が平成28年、武蔵嵐

山駅周辺活性化10年計画というのを立てて、また始まったというふうに記憶している

ところでございます。

それを受けまして、町では、平成29年度から武蔵嵐山駅周辺活性化総合会議という

のを開催させていただいて、嵐なびや駅前広場の整備、県道武蔵嵐山停車場線の整備

の要望とか、そのものを検討させていただいて、アンケートを取ったり、調査を行っ

ておりました。

嵐なびにつきましては、順調に整備が完了したところでございますけれども、駅西

口の都市再生整備計画事業につきましては、平成30年度から事業を行っておりますけ

れども、地権者の交渉にちょっと時間を要しておりまして、事故繰越を２年連続で行

うという、ちょっとなかなか厳しい状況になっておるところでございます。しかしな

がら、そのような案件も契約については全て締結しておりますので、用地につきまし

ては令和３年度に全て確保できることになるというふうに考えてございます。目標年

度までには完了するというふうに進めているところでございます。

これまでの評価ということでございますけれども、事業中ということでございます

ので、完成後、事業評価というのを行おうかなというように考えているところでござ

います。ただし、コロナ禍におきましては、現在コロナ禍、今ありますけれども、コ
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ロナ後におきましても、既にいろんな議論がされております。本年３月、国土交通省

がニューノーマルに対応した新しいまちづくりに関する調査報告というのを出してお

ります。その中で、これからの都市に求められるものの一つとしまして、駅前空間を

多様な活動ができる場として活用するなど、魅力向上を求められているという、そう

いう結果も出ております。本事業によりまして、そのような空間になれればいいかな

と考えているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、２回目ですけれども、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 １点目ですけれども、嵐山町に国のほうから来た臨時交付金というも

のがどのように活用されるかということが一番肝腎だと私は思うのです。そして、今

、 、 。 、課長が説明してくれたように いろいろな 39事業にも及ぶものに及んだと そして

私は昨年の、この令和２年の予算の中においても、コロナの影響を考えた執行をして

いかなくてはならないのだぞということを私執行に申し上げているのです。当時、お

答えしている方は、副町長は安藤さんであったり、岩澤町長でしたけれども、そこの

ことをちょっと触れさせていただきますけれども、その当時ですと歳入の確保が果た

してできるかどうか、予定どおり図れるか、歳出は計画どおり歳出できるかと、その

ような令和２年の予算の審議であったわけです。

そして、今この決算を見ると、やはり先ほどもありましたように、代表監査委員か

らの指摘もあったりしながら、財政調整基金がここまで積み上がったと、この背景に

はいろいろな方が我慢している部分もあるのでしょう。ですけれども、今町の進めて

いる方向性というのは、必要な人に届くということなのです。そこをもう一度やっぱ

り深めていただくというか、今まだ進行しておりますコロナが、さらにデルタ型が拡

大しているような状況の中で、これを生かしていただくという意味で、私は特別定額

給付金もそうですが、それから子育て世帯への支援金もそうですけれども、ここでは

ちょっと臨時交付金しかうたってありませんが、そういった中で、町に篤志家がいら

っしゃって、さっきも言っていたような独り親家庭に補助ができたという、この決算

の内容というのは立派なものだろうなと私思っています。

、 、 、 、ただ ここの中で一度 その担当課なり 町長でも副町長でもいいのですけれども

臨時交付金という捉え方の中に、先ほどは子育て世帯の中で説明があったように、何

世帯だったかな、33％ぐらいだったというような申請、手を挙げてくれた人が。実際
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に130世帯ぐらいいると、44世帯の方が手を挙げたというような形でした。今回はた

またまそういうような臨時の、いわゆる寄附金があったことによって、それができま

したけれども、そういうような、ある程度今のこのコロナの、経済がこういった状況

で厳しい中にあって、その辺のところを町として、手を挙げてくれる人には何とか手

を差し伸べられるというようなことも大切なのかなというふうに思います。その点に

ついて、町の見解をいただければと思います。

、 、 、 、それから ２点目のコロナ禍なのですけれども これにつきましては非常に 閉館

やすらぎもそうでしたし、いろんな施設が閉館になっているという中で、私もこれは

いろんな方から耳にしたのは、どこの団体とは言いませんけれども、例えばいろんな

ものを指導している、そういった、借りる場所がなくなってしまったというようなグ

ループ、それはここの健康いきいき課や長寿生きがい課とはまた離れるのだろうけれ

ども、そういった人たちへの目線というかな、今までずっと町の答弁を聞いています

と、感染症の防止、これが一番だということであるとすれば、その辺をさらに、いろ

、 、いろ使っている団体を含めたり 健康のためにそこに行き交っている人たちに対して

そういうことをしっかりと説明してくることが足りていたかどうかということ。今の

課長さんお二人の説明だと、いろんなことを知恵出してやっていただいています。で

すけれども、その健康面というのは、いろいろ今までやってきたことに対して、でき

なくなることへのマイナスというのは、これ大きいのです。そういうことへの町民目

線というかな、団体で使っている人たちへの目線、そういう点は、そういう健康を管

理する立場としてはどうでいらっしゃったのかなということをお聞きしておきたいと

思います。

そして、３点目になりますけれども、この駅前西口はずっと長い間の嵐山町の一つ

の懸案でございました。そして、今回のこの３月の補正におきましては、国庫の補助

金自体が全体計画で40％になった。そういう中で、6,200万円ほどの減額になりまし

た。ただ、その分を町債を発行しながら、さらには財産売払収入を充てて、この決算

にたどり着いているわけでございます。

その辺のやはりご苦労というのかな、去年の今頃、夏頃を思ってください。駅から

見た西口はどうだったですか。今回のあの姿がやっぱり担当課として、さっき課長が

答えられたけれども、事故繰越という、非常に厳しいですよ、担当課としては。これ

を乗り越えながら、ここにたどり着いてきたという、そこは私は高く評価しておきた
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いと思います。

そして、さっき新しいことをおっしゃっていただいたのだけれども、私もそこ、決

算なのでどういうふうに触れたらいいか、ちょっと悩んでいたのですが、これからは

、 、 、いよいよ 令和３年度が終わるわけですけれども その効果を発現させていくという

やっぱり駅に人が来るというような手だてをしていくと。総務経済常任委員会でも提

言させていただきましたけれども、そこのところに向かって、町民の皆さんや、それ

から外から来ていただく方、そういった方へのアピールがこれから求められていくと

いうように思います。そこは、まちづくり整備課のあれにはならないかもしれないけ

れども、やっぱり駅が変わり、西口が変わって、町が元気になっていくと、そしてそ

れが財源を確保していくという一つの道にもつながるのだということにもなると思う

のです。その辺については、課長でなければ、副町長でも町長でも結構ですので、そ

の点についてお聞きしておきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 それでは、１点目のご質問につきましてお答えをさせてい

ただきたいというふうに思います。

委員さん、今お話しの中にもございましたが、このコロナ禍にあって令和２年度の

財政運営はどうなるのかと、こうした大変危惧をしておったわけでございますが、こ

こで決算を終えてみますと、例えば町税につきましては、昨年に比して若干減少、総

額ではしておりますが、それほどコロナの大きな影響もなく推移ができたのかという

ふうに思っております。こうしたことも、国からの支援等々、そういったものもあっ

て運営ができたのではないかなというふうに思っております。

また、歳出にあっては、先ほどの渋谷委員さんのご質問の中にもございましたが、

、 、当初予定をしていた事業も執行ができないと この状況もあったわけでございますが

そうした状況に対して、それぞれの各課が創意工夫を凝らして、いろんなフォローを

してきてくれたというふうに思っております。

先ほど委員さんのほうから、手を挙げる人には手を差し伸べることが必要だと、こ

うしたお話をいただいたところでございます。冒頭申し上げましたが、今回のこの臨

時特例交付金につきましては、大きく分けて４つの分野に経費を使ったわけでござい

ますが、そうした中で個人であるとか、あるいは事業者であるとか、こうした方に対
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。 、して直接的な支援というものもできたわけでございます 例えば国が特別定額給付金

こうした制度を設けて実施をしたわけでございますが、その制度に申請時漏れてしま

った、こうした方に対しても、交付金を活用して、町独自の施策として実施ができた

。 、 、 。 、と あるいは子育て世帯に対しても 少額ではございますが 支援をできたと また

現下の状況に苦しんでいる方に対する支援のみならず、将来を見据えた事業展開、こ

うしたことに対しても支援をさせていただいたというところでございます。

財政担当としては、39の事業ということで申し上げましたが、幅広い分野において

事業が展開できたのではないかというふうに思っておるところでございます。ただ、

これで果たして十分なのかと問われれば、そうではないと。なかなか手が届かなかっ

た部分もあろうかと思います。今後そういったところに対しては、しっかり考えて、

実行ができればというふうに思っているところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、萩原健康いきいき課長、答弁お願いいたします。

〇萩原政則健康いきいき課長 閉館したことについての利用者の理解についてですが、

コロナの初めにクラスターが発生したという報道があったのが、高齢者施設とトレー

ニングジムで起きたというのが私の記憶にはあります。それで、やすらぎは、やすら

ぎのトレーニングジム、どうなのかなというのが一番、町では心配をしました。緊急

事態宣言はもちろん休館でしたが、７月から開館を始めました。そのときに、今まで

トレーニングルームを登録している方全員に、６月17日付で今後のトレーニングルー

ムの再開についてというご案内をさせていただきました。

先ほど簡単に利用人数の制限だとかお話ししましたが、利用人数、一遍に使える人

数は12名でスタートしました 時間制限ということで 75分間の利用制限 その後15分。 、 、

間の消毒ということで、90分を１つのグループとして１日５回、その回数を行いまし

た。そして、もちろん予約制にしました。ここで誰かが感染したときに、その濃厚接

触者が分かるように、この時間帯のこの人たちということが分かるように、予約制、

時間制をしました。

一番もっと大事だったのが、朝入るときに全て全員に健康チェック、もちろん体温

もですが、健康チェックのシートの提出と、あと夏場でもエアコンを入れながら窓を

開ける等の換気、あと気になる方については、次のマシンに動くときに、全てのマシ

ンのところに消毒を置きまして、自分で拭いてもらって利用すると。それで、75分が
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終わったら、管理をしている人が全員で15分間の消毒ということで行いますというこ

とで、再開のいろいろな細かいルールまでを決めた通知を出して、７月から再開をさ

せていただきました。

利用者の方については、今までは好きな時間に行って、好きな時間にできたことか

らすると不便をかけたと思いますが、こういう状況の中で開けてもらったというだけ

ですごくよかったという声もいただいていますので、利用者の方からはご理解をいた

だいているというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 伊藤まちづくり整備課長、答弁お願いいたします。では先に、すみ

ませんが、髙橋副町長、答弁お願いいたします。

〇髙橋兼次副町長 それでは、３番目についてお答え申し上げたいと思います。

駅前の関係でございますけれども、やはり一番は関係する地権者の皆様方のご協力

が得られたということかなというふうに考えております。私も、時々あそこらへ行っ

て見ていたのですけれども、一番感じたのは、駅前に立って空が見えるようになった

というのは本当につくづく思いました。したがいまして、まだまだこれから移転をし

ていただく家もございますけれども、ご協力を得て、期限までには残りの事業をきち

っとすることが最大の課題かなというふうに思っております。

また、そういう点では、いろいろお話をさせていただくこともあるかと思いますけ

れども、まずはきちっとした形で所期の目的を達成すると、そしてそれが今後のまち

づくりにとってどういうふうに展開していくのかなというのも考えながら、事業を進

めていきたいなというふうに思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、３回目の質疑になりますけれども、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 副町長も、本当に長い間関わっていただいたわけでございまして、こ

こまで来られて、本当によかったなと私も思っております。

それで、この１、２、３を通してなのですけれども、地方創生臨時交付金は今度三

次分もありまして、補正予算も出ていますけれども、ここにはやはり今回あった39事

業含めて、令和２年度に行ったいろいろな事業に、国からの要請は４つの感染拡大の

防止等、これは変わっていないのだと思いますけれども、やはり町の独自の工夫を凝

らしたようなものをやっていける分があればやっていただきたいと思いますけれど
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も、その辺のところは令和２年度の反省みたいになってしまうので、ご回答がいただ

けるかどうかは別として、お尋ねしておきたいと思います。

それと、２点目の、今課長が話してくれたように、これだけのいろいろな努力をし

てきていたということ、それはよく分かりました。

そして、私がちょっとここであれしておきたいのは、そこに、いろんなところを利

用していた人たちがいたと。その利用していた人たちへの、その人たちも一つのこと

を通して、発表することの練習だったり、いろんなことをやっているわけです。そう

いった人たちへのその目線というものは、コロナが来るから、なかなかこっちの、通

常の健康面と重さが違うので、私もそうだろうなと思います。ただ、そういった部分

への配慮というものをやっぱり求められていると思うのですが、その辺のところにつ

いて、ちょっと最後なのだけれども、これは町長でも副町長でもいいですよ、聞かせ

ていただければ。

あとは、駅前のことは、今副町長が答えていただきましたので、できるだけこの効

果が出るような使い方というか、そういったようなものを、はっきり言うとある程度

、 、 、 、図ができてくるわけだから 町民に示して そして町民から こんな駅にしてほしい

こんなふうになってほしい、こんなことをやろうというようなところへ、この令和２

年度の決算をつなげていただけるようにお願いしたいと思います。これは答弁結構で

す。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 では、１点目につきましてお答えをさせていただきます。

コロナの対策でございますが、自治体によっては、財政的な余裕がある自治体は、

当初国の財源を当てにせず、一般財源を活用して、予備費等々ですね、そういったも

のを活用して、実施ができたところもあったかというふうに思います。残念ながら、

嵐山町はなかなかそのような対策が取れずに、国からいただける財源を最大限かつ効

果的に活用していくにはどうしたらいいかと、こうした視点で事業を決定し、実施を

してきたということでございます。先ほども申し上げましたが、令和２年度決算でご

ざいますので、振り返ってみて、そのときにやるべきことは何とか実行できたのでは

ないかと、このように思っておるところでございます。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、佐久間町長、お願いいたします。

〇佐久間孝光町長 お答えさせていただきます。

ちょっと全体的なことも含めてお答えをさせていただきたいと思うのですけれど

も、今回のコロナ対策の交付金のほう、基本的には、国がかなり思い切った予算措置

をしてくれたのだなというふうに私はまず感じています。これなくして、町村レベル

ではとてもではないですけれども、これだけのことは、分かっていてもできない。ま

ず、それがもう大前提にあります。

、 、 、あとは 青柳委員のほうから指摘あったように ではそれだけの財源をいただいた

これをどういう形に使っていくのか、何のために、誰のために使っていくのか、これ

は非常に大切なポイントで、庁内でも、これはもう必要ないのではないか、ではこっ

ちではないかと、ではこっちの代わりにこっちを優先しようという形の議論はしっか

りとさせていただく中で、最終的にそれではこれとこれとこれにしようということで

決めさせていただきました。

また、決まった後、今度は事業一つ一つに予算がつきましたけれども、この事業を

つくっただけでは意味がありませんので、本当に必要としている人のところにちゃん

、 、と届けるまでが当然仕事になりますから ですから特に商工会との連携の事業などは

今まではどっちかというと受け身だったのですけれども、そうではなくて、担当課か

ら、商工会のほうからどんどん積極的に地元の業者の方々に、何かお困りはないです

か、こういう制度がありますよ、こういう申請ができますよ、本当にきめ細かくやっ

ていただいた、こういった成果というのはしっかりと出ているかなというふうに思っ

ております。

そしてまた、触れていただきましたけれども、公的なものでなくて、個人の方が、

しかもこんなに大きな応援をしていただける。本当にありがたいかなという感じは何

度も受けました。

それからあとは、やすらぎのことに関してですけれども、私のほうにも 「佐久間、

、 、 、 」さん こんなに休館 休館じゃ かえってコロナの前にこっちが病気になっちゃうよ

というようなご意見も、正直なところいただきました。でも、それは裏を返すと、今

まで、コロナの前においても、どれだけすばらしい運営をやっていてくれたか、これ

の裏返しだなというふうに思っています。そして、こういう緊急事態宣言中、制限を
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かけられた中での利用者の中で１件事故が起こって、このときの対応は、そこにいた

トレーナーだけではなくて、一緒にトレーニングをしていた方々が本当に即座に対応

していただいて、人命救助に当たっていただいた。私も報告書を見させていただきま

したけれども、本当に素早い、無駄のない対応の中で、その方が一命を取り留めるだ

けではなくて、早い処置のために本当にお元気になられた。こういうことを見ると、

単に肉体的な健康だけではなくて、日頃のコミュニケーションだとか、そういったこ

とにも十分つながっているのだなということはとても感じます。

もちろんこういうときですから、取捨選択、優先順位というのをどうしてもつけな

くてはいけません。その中でも細かい軌道修正が幾つかありましたけれども、そのと

き、そのとき、ではこの方にはこうしてもらおう、この方にはこうしてもらおう、こ

の件はこういうふうに判断して、こういうふうにやろうではないかということで、軌

道修正をしながらやってまいりました。

また、駅前に関しても、今副町長のほうからお話がありましたけれども、何といっ

ても地権者の方々の理解と協力がなくてはできない。しかし、地権者というのはそこ

で生まれ育った人、そこでずっと商売をやっている人、地権者の心も１日１日動くわ

けです。頭では分かっている、協力してあげたい、でも片づける、この一冊、この一

つの書類、この一つのブロック、これ全部思い出があるのです。でも、そういうとこ

ろを本当に担当課の職員が寄り添って、私も報告を受けるたびに、よく我慢している

な、よく聞いてあげているなと。そういう中で、目に見える形であそこまで進んだと

いうこと、これは本当に私も職員一人一人に感謝しておりますし、また地権者の方々

にも当然感謝をして、しっかりと所期の目的、にぎわいづくりですね、あそこのとこ

ろににぎわいができるように、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。ただ、

まだまだ至らない点もたくさんあると思いますので、そういった点はまた皆さんのほ

うからいろいろご指摘をいただきながら、軌道修正できるものは即座に軌道修正をす

る中でやっていきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 ありがとうございました。

これにて青柳賢治委員の総括質疑が３回まで整いましたので、答弁もいただきまし

た。

暫時休憩とさせていただきます。１時30分から開始となりますので、よろしくお願
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いをいたします。

休 憩 午後 零時０２分

再 開 午後 １時２８分

〇松本美子委員長 それでは、皆様全員お集まりでございますので、時間はちょっと早

いのですけれども、お集まりになっていらっしゃいますので、これより始めさせてい

ただきます。

総括質疑につきましては、本日最後の藤野和美委員の質疑から、どうぞお願いいた

します。

藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 では、私のほうから主に３点についてお聞きいたします。

１点目は、臨時特例交付金の使い道と、その中での特に子育て世代への支援につい

てお聞きいたします。

それから、ちょっとページが前後してしまうのですが、２番目が駅西口の開発につ

いて、その中で停車場線の拡幅について、それから業者選定について、それから３番

目は歩道の確保、今後の歩道の確保等についてお聞きいたします。

それから、３番目は千年の苑について、最初はラベンダーの面積を縮小したと思う

のですが、その辺の経緯、考え方をお聞きします。それから、小麦61号、それからポ

ピー等を植栽したと思うのですが、その辺の経緯と成果についてお聞きします。それ

から、昨年度の苗の購入、購入先も含めてお聞きいたします。それから、マイラベン

ダークラブの活動等について、それについてお聞きいたします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 では、１点目の臨時交付金の事業に関しましてお答えをさ

せていただきます。

令和２年度に地方創生臨時交付金を活用し、39の事業を実施したところでございま

す。活用した交付金の総額でございますが、令和３年度への繰越事業を含めまして、

総額で２億5,336万5,000円でございました。

この臨時交付金を活用した事業につきましては、感染拡大の防止対策として、感染
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拡大防止に有効な消耗品や備品の購入、各種施設の換気改善対策などを実施している

ところでございます。また、災害時の感染拡大を防ぐため、避難所の感染拡大の防止

対策も実施をいたしました。

地域経済や住民生活への支援といたしましては、感染拡大により影響を受けている

中小企業の事業者や農業者に対し、各種給付金や補助金を給付し、事業の継続等の支

援を行ったところでございます。また、コロナによって負担が増大している医療機関

や福祉施設に対しましても、給付金を給付し、支援を行いました。さらに、小中学校

の児童生徒に１人１台のタブレットの配置やコンビニ交付サービスの開始等、ウィズ

コロナ時代に対応するための環境整備を行ったところでございます。

その中で、子育て世代への支援として活用した交付金でございますが、うち現金給

付を行ったものとしましては、新生児特別定額給付金事業が630万円、子育て世帯応

援給付金事業が1,732万6,000円、学校給食臨時支援事業が310万1,000円、この３つの

事業を合わせますと2,672万7,000円でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、２番につきましてお答えさせていただき

たいと思います。

駅西口整備につきましてでございまして、令和２年度についての決算にはございま

せんが、停車場線の内容につきましてお話しさせていただきたいと思います。武蔵嵐

山停車場線のことにつきましては、過去、平成29年、菅谷地区にアンケートをさせて

いただいて、約５割、48％の方が狭いという結果が出ました。これに基づきまして、

県のほうに相談等をさせていただいたところでございますが、基本的には歩道がもう

既に、狭くとも歩道がついて、それも両側歩道がついている道路でございまして、県

道でも歩道がない道路がたくさんある、その中で既設でもうあるものについてはかな

り優先度が低いというふうなお話でございまして、再整備についてはかなりハードル

が高いというふうに考えています。ただ、総務経済常任委員会様からも報告書が出て

おりますとおり、引き続き歩道拡幅については要望を行って、再整備についてお願い

をしているところでございます。

２番目の業者選定でございまして、これは町が発注する工事についての回答という

ことでさせていただきたいなと思います。嵐山町は、町内業者でできるものについて
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は町内業者でという、入札の基本的な方針というのをつくりまして、それを公表して

いるところでございます。現在コロナ禍でもございますので、それについても徹底し

て、町内業者でできるものは町内業者ということで行っているところでございます。

もちろん町の顔となる事業でございますので、地元業者を優先的に選定しているとこ

ろでございます。ただ、鉄道敷地に近いということもありますので、鉄道敷地に近い

ところは鉄道のほうから規制もありますので、そういうものをバランス取りながら選

定していきたいと考えているところでございます。

歩道の確保、今後のということでございますけれども、以前、既に議員の皆様方に

つきましては、令和元年に全員協議会を開いて、この駅前広場の平面図というか、そ

れについてはお示しさせていただいたなというふうに思います。この中の構想は基本

的に変わっておりませんので、今後そのような形で歩道を確保していきたいという、

、 。歩道の確保というか 歩行者の誘導をしていきたいと考えているところでございます

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは続きまして、杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 私のほうから、３番目の千年の苑につきましてお答えさせていた

だきたいと思います。

まず初めに、ラベンダー園の面積を縮小した件でございます。こちらにつきまして

は、千年の苑ラベンダー園といたしまして、当初10.5ヘクタールを目標とし、令和元

年度に開催をしましたラベンダーまつりでは、８ヘクタールのラベンダー園として町

内外の方に好評をいただきましたが、度重なる天候不良や台風により、育成状況が悪

化し、大半が枯れてしまうという深刻な事態になりました。

こうしたことから、枯れる原因を調査させていただき、原因であろうと考えられる

要因としての圃場の水はけの改善策を検討した結果、令和２年度には、まず比較的圃

場が高台で、見せ場である４ヘクタールのエリアを対象に、水路しゅんせつ、また圃

場の排水対策の工事を実施いたしました。したがいまして、現時点での規模で安定し

た株の育成を第一に優先といたしまして、現在の面積となっております。

続きまして、小麦61号、ポピーの成果につきましてお答えさせていただきます。千

年の苑事業といたしまして、年間を通して観光客を誘致することが課題であります。

圃場の周辺には、人気スポットとして定着しております都幾川の堤に咲き誇る桜堤が

ございます。６月のラベンダーの開花までの間に、集客を見据えて令和２年度にポピ
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ーを約２ヘクタールの種をまき、さらには隣接した圃場に、約３ヘクタールに特産品

の原料である農林61号を作付し、麦焼きを楽しんでいただく仕掛けづくりにチャレン

ジいたしました。残念ながら、コロナ禍でもあり、集客につきましては把握すること

ができませんでしたが、ポピーに関しては、堤をウオーキングされる方や、一眼レフ

カメラで本格的に撮影する方の姿が多数見られましたので、今後の集客に期待を持て

ると感じております。

続きまして、苗の購入の件でございます。令和２年度につきましては、嵐山町千年

の苑事業推進協議会におきまして、町内の農家３戸から1,748本、金額といたしまし

て34万6,104円、町外から7,896本、132万4,840円のラベンダーの苗を購入してござい

ます。なお、町内の育成農家につきましては、祭りのイベント等での苗の販売に来て

おりましたので、購入の配分として少なくなっているのが現状でございます。

続きまして、マイラベンダークラブの件につきましてお答えさせていただきます。

マイラベンダークラブは、平成30年に当初の第１期生として20名、４団体が加入し、

発足をさせていただきました。現在は、令和２年度に２期生29名、１団体を追加し、

農場長のアドバイスを受けながら、平均10株から20株、多い方は50株もの栽培を楽し

んでいただいてございます。

また、千年の苑クラフト工房におきましては、会員を対象としたラベンダーを使っ

た手芸教室や蒸留体験も行って、マイラベンダーを使用した６次産業化の手がかりや

町民の方が楽しんでいただく機会を提供してございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇松本美子委員長 それでは、藤野委員、２回目の質問どうぞ。

〇藤野和美委員 １番目につきましては、先ほどの青柳委員のほうからも質問がありま

したので、重複することはしないようにいたしますけれども、昨年度、当然コロナ対

策ということで、20億以上の国からの資金が入ってきたということでありますけれど

も、子育て世代につきまして私が質問をいたしますのは、３月から、去年の３月です

ね、学校の一斉休校というのが始まったと。これが数か月、約３か月ですか、大変な

影響というか、受けて、子育て世代の方、大変なご苦労があったと思うのです。その

中で臨時交付金が出てきた。１つは、定額給付で１人当たり10万ということで、非常

にこれは大きなことだったと思うのですけれども、もう一つ、先ほど出ました臨時交

付金、これが約２億5,000万、青柳委員のときは２億4,000万とおっしゃっていたと思
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うのですが、いずれにしましても臨時交付金が２回にわたって大きなものは出てきた

と思うのです。

この臨時交付金の際に、国のほうは指針は出していました。指針は出しておりまし

たけれども、国のほうではあくまでこれは指針だと、指針であって、自治体の判断で

結構ですと、使ってくださいと、自由に使ってくださいということがあったと思うの

です。そうしますと、その中で、いわゆる自治体の姿勢、判断というのが、ある意味

では問われたと思うのです。その自治体の判断の中で、ちょっと考えますと、子育て

世代へ使った金額が、先ほど課長のほうでは約2,200万、1,100万ぐらいでしたか、と

いうことでありました。

寄附をいただいたことによって、ひとり親の方にその寄附のお金、資金を給付がで

きたと、非常にこれは大変なことだったと思うのです。本当にありがたいことだった

と思うのですけれども。ただ、正直な話、町全体として考えますと、子育て世代への

金額が、苦労している世代に対しては甚だ少なかったのではないかというふうにちょ

っと私は思っているわけです。

その一方で、臨時交付金の中で、例えば図書館の4,300万云々かんぬんが出ていま

す。これは、一般質問の中でも、決算の中で聞きましたけれども、今年の10月から始

まるということで、緊急な課題ではなかったのではないかと思うのです。

それから、ＧＩＧＡスクールで、ＧＩＧＡスクールそのものは8,000万超えていま

すけれども、実はあの時点で、確かに全国的には早かったと、手を挙げるのが。その

後、文科省がＧＩＧＡスクールを推進するためのまた補助というのが８月から実はあ

ったと思うのです。ですから、あの時点で一番困っている人たちの、そこにやはり優

先的に資金を使っていくという考えがなかったのかどうかということをお聞きしたい

と思うのです。

それから、西口についてですけれども、停車場線の拡幅について、前町長から10か

年計画の中で、駅前開発、駅前の西口の開発があったと。それのときに、構想を出し

たときに、県との交渉がなかったのかということなのです。やはりこの西口開発をす

るからには、停車場線の道路の幅、歩道というのは、本来は町民的に考えますと一体

的に考えていたわけですけれども、それは最初の計画をつくるときに、それが前提と

してあって、県と相談して果たして進められたのかどうか、それについてお聞きいた

します。
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それから、業者さんの問題ですけれども、これ率直なあれなのですが、その会社さ

んどうこうと私が考えているわけではないのですけれども、該当される会社さんが、

この分野の専門的な会社さんなのかというのは、ちょっと率直な疑問があります。要

するに、建設関係を主にやっている会社さんなのかというのがあります。その会社さ

んが下請に出していることはないかと、それについてお聞きいたします。

もう一つ、歩道の幅ですけれども、これは総務経済委員会の中でも指摘したかと思

うのですけれども、今のままの計画だと、要するに歩道の場所も問題があって、実際

には歩道がないことによって、あの停車場線の道を要するに不規則横断する人が多数

出てくるのではないかという指摘もあったと思うのです。ですから、その辺の対処に

ついて、やはり歩道を歩く人の誘導をうまくしないと、あの道が、停車場線の道がか

なり危険な道になる可能性が非常にあるということがありますので、それについて、

２年度の段階でどのような検討があったのかということについてお聞きいたします。

それから、千年の苑についてですけれども、これが10.5から、ほぼ高台中心に、半

分ですか、というふうに変わったと。もともと10.5ヘクタールにするという計画自体

が無理があったというふうに、去年の決算と、要するにある意味総括として考えてい

るのかどうか、それについてもお聞きいたします。

それから、小麦61号、ポピーですね、要するに下の部分、ああいう形で新しい取組

、 、 、 、というか 小麦61号とか これは特産物等々の展開の中では 非常にいろんな意味で

私どもはつながってくるなというふうに思っています。

、 、 、 、それから ポピーについても ああいう形で新しい花 花があるということですね

季節、季節の中で展開ができましたので、非常に試みとしてはよかったかと思うので

す。ただ、あれを全体として観光地とするためには、やはりまだまだ研究する余地が

あると思いますので、その辺の課題について、そこから出てきた課題についてどうい

うふうに考えているかというふうに思います。

それから、苗の購入のところですけれども、これ前町長が千年の苑に関して、お金

は一切町内で消費するというか、苗も含めて町内でそのお金を回していくというか、

使っていくのだという、経済効果ですね、おっしゃっていたと思うのですけれども、

実際には育成農家は３戸しかないということで、今後の……この調達は実際には町外

でも132万、調達しているわけです。育成農家さんが、これは今後についても当然絡

んできてしまいますけれども、どういう形で育成というか、協力をしてきたのかとい
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うことです。特に町外から132万、購入していますので、去年の段階で。いろんな話

があったと思うのですけれども、それについてちょっとお聞きしたいと思います。

それから、マイラベンダークラブの関係ですけれども、これも非常に皆さんご苦労

されてやっていたと思うのですけれども、これはあそこの千年の苑の新しい方向とし

ての関係を考えますと、マイラベンダークラブの取組は非常に大きな取組だと私は思

っています。単なるコスト面だけではなくて、やはり町民の方が参加して千年の苑を

盛り上げていくというか、町民の方自身の苑というか、としていく、これが私は成功

の鍵だと思っておりますけれども、ポピー等をやった、それから生育状況いろいろあ

りますけれども、千年の苑のあの広いエリアの中で、マイラベンダークラブの方が、

さらに去年の総括の中で、もっと広げて、それから町民の方がほかの花もやっていく

とかいう、その総括の中で、そんな展望が生まれてきていないのかどうか、それにつ

いてお聞きします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

青木参事兼総務課長、お願いいたします。

〇青木 務参事兼総務課長 では、１点目のご質問についてお答えをさせていただきま

す。

まず、今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、こちらと、１人

10万円の特別定額給付金事業補助金、こちらにつきましては、別物という扱いをさせ

ていただいておりまして、特別定額給付金のほうが約18億円、コロナ感染症対応地方

創生臨時交付金が、先ほど申し上げました２億5,000万円ほどというような内容にな

っておるところでございます。

、 、 、この交付金の使途につきましては まず感染拡大防止 こちらに資する事業を行う

これが最優先だというふうに理解をしておりました。そういった意味でも、町民の皆

様方が安全に施設を利用できるような形で行政としては対応を取る、こうしたことが

喫緊の課題であったというふうに思います。

また、そうした中にあって、町民で、このコロナ禍にあって様々な部分で影響を受

、 、 、けている方 事業者含めてですね そういった方に対してどう支援を行うべきなのか

そうしたことを総合的に勘案して、事業選定をしていったところでございます。

子育て世代に対する現金給付という形での支援については、先ほどご答弁申し上げ
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たところでございますが、例えば子どもたちが生活をする場、保育所であったり、学

校、学童、こうしたところの感染防止対策もしっかり取っていかなければならないと

思います。

また、今回インフルエンザ予防接種、予防接種を受けることも効果があると、こう

いった認識の下、一定の世代の方に対して、そういった助成も行ったと。いろんな部

分で幅広く事業のほうを選定させていただいたというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続きに、伊藤まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、停車場線の拡幅について等、順次答弁さ

せていただきたいと思います。

駅西口の停車場線の拡幅につきましては、青柳委員のほうでも答弁させていただき

ましたけれども、長年の課題があって、その課題を受けて、平成28年の地方創生の流

、 、 、 、れを受けて 様々なご意見いただいた中で 平成28年 前岩澤町長が当選したときに

嵐山駅周辺活性化10年計画というのを立ち上げて、スタートしたというふうに記憶し

ているところでございます。その後、調整会議に諮って、この公約というか、内容に

ついてどうやって実現したらいいかというのを検討して、現在に至っているところで

ございまして、その中には、調整会議の中には前々の技監等入っていただいて、どの

ようにしたら整備を進めていただけるかというのを検討しながら行っているところで

ございますが、ただ県のほうに相談しても、やっぱりハードルが高くて、なかなか再

整備ができないということで、今現在も要望活動を続けているところでございます。

ただ、嵐山町ができる場所につきましては、町が整備していくということになって

おりまして、現在でも駅前広場の入り口のところはもう既に、県道ではございますけ

れども、駅前広場として整備するところについては幅員を広げて、歩道を広げて整備

を行う予定となっているところでございます。

業者選定につきましては、先ほど申し上げましたとおり、町内でできるものは町内

業者でという、そういう基本的な方針がございますので、こちらの工事につきまして

は土木ということで、資格を持っている業者の競争入札を行いました。

工事の内容につきましては、それほどすごく難しいとかいう、そうではなくて、十

分堪えられるような業種でございますので、町内でできる土木業者ということで選定

させていただきました。
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下請ということでございますけれども、確かに電気工事とかも含めていますので、

そういうものにつきましては下請というか、発注することございますけれども、基本

的には全てほぼ自前でやっているのかなというふうに考えているところでございま

す。

あと、駅の歩道の誘導ということでございまして、駅前広場を渡って、今現在で言

うと、横断歩道を渡って埼信に向かって右側の歩道を皆さん歩いていって、それで行

くとずっと右側に歩道があるという状態になると思います。今度はロータリーができ

ますので、左に渡っていく、そのときの状況が駅前広場を横断してしまうのではない

かというご懸念があるかなというふうに考えているところでございます。町では、以

前からポケットパークを、埼信の反対側というか、埼信の斜め前に造りまして、基本

的にはそちらのほうを優先的に造るという、当時の計画もございました。もちろんそ

の反対側の歩道も造る計画ございましたけれども、現在ちょっとなかなか交渉が、そ

の当時難航しておりまして、今歩道は造っておりませんけれども、ただ町としては埼

信の反対側にも歩道を造るという計画はまだ生きておりますので、それを順次やって

いきたい。土木事業でございますので、全部一遍にというのはできませんので、しか

るべき補助金を見つけたり、時期、時期によって歩道の整備を行いたい。その中で、

今回は駅前ロータリーの整備を行いますので、そのような整備をして、将来的な計画

、 。を持って進めさせていただきたいと そういうふうに考えているところでございます

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 私のほうからお答えさせていただきます。

まず、１点目のラベンダー園のほうの面積の関係でございます。当初10.5ヘクター

ルということで計画をさせていただきまして、北海道の先進地等も視察をさせていた

だきながら、あのエリアで可能であろうということで計画をさせていただいたわけで

ございますけれども、天候と、またスタッフが、今常時12～13名のスタッフで除草作

業、維持管理のほうを行って、させていただいてございます。この面積を令和元年度

当初で見させていただきますと、やはり雑草の繁茂が、非常に広大な面積になってま

いりますので、なおかつ畝を立ててございますので、機械のみで対処ができるという

ところではございませんでしたので、また７月、８月は健康を害するような暑さ、そ

ういった中で作業が午前中のみというふうなこともございましたので、非常に厳しい
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状況もありました。そういったことも考慮しながら、皆様にきれいに見ていただく面

積といたしまして、今現在４ヘクタールのところを集中的にさせていただいていると

いうところがあるかなというふうに考えてございます。

続きまして、２点目のポピーのほうの関係でございます。こちらにつきましては、

１年草でございますので、秋口から年明けぐらいに種をまきまして、開花時期が５月

ぐらいということでございます。見ていただく部分につきましては、非常に好評をい

ただいているかなと思いますけれども、こちらにつきましては、課題といたしまして

は、見ていただくのみということで、それを基に収入を得るものがなかなかないのか

な。見ていただいて入場料を取るという面積でもございませんので、そういったとこ

ろにつきましては、楽しんでいただくエリアとして活用ができればなというふうに考

えてございます。

続きまして、苗のほうの購入でございます。先ほどお話をさせていただきましたけ

れども、町内の農業者から購入をさせていただいているものにつきましては、ライセ

ンスのないグロッソというふうな品種のほう、これはこの千年の苑事業を始めたとき

に、育苗者をこちらにお招きをさせていただきまして、農産物生産組合の花卉部会の

方を中心に、希望する方につきましては挿し芽からやり方を順次指導いたしまして、

育成をした農家がございました。その当時、12～13戸の農家が参加していただいたと

思います。そうした中で、やはりロスであったり、なかなか向き不向きがございます

ので、最終的には３～４戸の農家さんのほうが今現在苗のほうを育苗していただいて

いるというふうな状況でございます。

先ほどお話をさせていただきました苗につきましては、令和２年度に新規として購

入した種類といたしましては、オーシャンブルーであったり、ミスドニングトンであ

ったり、ヒドコート、ミスキャサリン、こういったものが、グロッソ以外で、あそこ

のところで暑さ、湿気等に強い品種であろうということで圃場に植付けのほうをさせ

ていただいてございます。こういった苗も含めましての数でございますので、グロッ

ソという形でさせていただきますと5,425本購入させていただいてございますけれど

も、そのうちの中の町内業者が1,748本というところでございます。

また、ちょっと町内のほうの購入の単価でございますけれども、一般の町外の方か

ら購入させていただいている金額につきましては165円で購入させていただいてござ

いますけれども、町内業者の方からにつきましては198円ということで、単価のほう
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もちょっと上乗せをさせていただきながら、購入させていただいているというふうな

状況でございます。今後も、祭り等ができれば、そこでやはり町外の方に、ある程度

の株にして売っていただくというものが農家さんのほうの収入につながってまいりま

すので、引き続き育苗指導につきましては支援をしていきたいというふうに考えてご

ざいます。

続きまして、マイラベンダークラブのほうの関係でございます。こちらにつきまし

ては、平成30年のプレオープンのときに、県知事等にご参加をいただきまして、町民

の方、また東京都内の23区の方に来ていただきましての植樹、そういったこともやっ

た経緯がございます。そういった中で、町民参加はやはり必須な条件ではないかとい

、 。 、うことで マイラベンダークラブを発足した経緯がございます これにつきましては

基本といたしまして、町民の方々にラベンダーに関しまして興味を持っていただく、

また育苗していただきながら楽しんでいただく、そういった事業の中で手芸施設のほ

うも設置をさせていただきまして、マイラベンダークラブの方々に手芸教室であった

り、蒸留であったり、今までは株のほうの雑草取りが中心になってしまったという経

緯がございますけれども、これからはあそこのところで、枯れないところで、より摘

み取り、加工、手芸、そういったものを楽しんでいただく機会ということで、やって

いければなというふうに考えてございます。

場所につきましては、今現在あのエリアが一番株のほうの存続率がいいというふう

に考えてございますので、希望によりまして、そういう方々の声があれば、あのエリ

アを増やしていくということは可能ではないかなというふうに考えてございます。

他の花についてはということでございますけれども、あそこで育苗指導しているの

が農場長のほうでございますので、ラベンダーにつきましては、ああいう形で知識を

吸収させていただきながら指導してまいっているわけでございますけれども、他の花

につきましてはなかなか指導ができる部分があるのかどうかというところもございま

すので、これにつきましては検討させていただければなというふうに考えてございま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、３回目の質疑になります。

藤野和美委員。

〇藤野和美委員 臨時交付金のことなのですが、臨時交付金の中で子育ての1,732万と
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いうのが課長のほうからあったと思うのですけれども、これは国の事業として決めら

れたことかなという、その執行かなと思っているのですけれども、そう考えますと、

今回の臨時交付金の中で町が独自に子育て世代のをやったというのが、新生児への給

付金ですね、630万、それから給食の第２子以降の、これが310万ですか、これ約

1,000万。この件につきましては、佐久間町長が９月から就任されました。第二次の

臨時交付金の申請がぎりぎりのところで、たしか９月末だったかなと思うのですけれ

ども、そこで佐久間町長の判断もあって、我々もというか、私もちょっとお願いした

経緯もあったのですけれども、これは佐久間町長の判断でこの２件は入ったかなとい

う経緯も持っていますけれども、これについて、また町長のほうのその辺についての

考えというか、思いもお聞かせ願えればなと思います。

それから、西口につきましては、県のほうのハードルが高いというのは当初から、

ある意味では分かっていた。ですから、この西口の10か年計画の中で、実は停車場線

の拡幅というのはちょっと想定外というか、構想の中に実際には入れることができな

いというか、交渉事がずっと残ったまま、ハードルが高いままの計画だったのかなと

いうのを思いますが、そういうことなのでしょうから、これは返答がなくても結構で

すけれども、もし何かあれば、それについてお聞かせください。

あと、歩道の件ですけれども、これは当然今後、この後、駅前ロータリーの整備が

終わって、実はその後の周辺の関係、お店の展開もそうですけれども、にぎわいづく

りもそうですけれども、それが非常に大きな課題というか、町民の方の協力もいただ

きながら、あそこをどうにぎわいの場にしていくかとか、それから歩行者の方、それ

から町外から観光に来る方に、やっぱり利用しやすいようなものに仕上げていくとい

うのは、ある意味これからだと思うのです。これからの仕事だと思います。そのとき

に、歩く人の誘導です。誘導のところを、駅から降りて右側の道、あの道をやはり、

それから農協に抜ける道がありますので、農協というか、あれは歩道だけですけれど

も、道路というよりも。ですから、そういうことも、工夫もぜひ、誘導の仕方も工夫

をしていただいて、そのことによって右側の新しく移る方のにぎわい等も、お店等も

含めて考えられるのかなとちょっと思っていますけれども、そういうものを今後の検

討の中で入れていただければなと思います。

それから、千年の苑についてですけれども、これは当然、日本一のラベンダー園と

いうところから、面積に対して５ヘクタールにした、これは賢明だと思うのです。や
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はり１つの花で１年を暮らすというのは、実質上これ、観光地としてはできませんの

で、やはりほかの花等を含めて、総合的にやっていくという意味で、そういう意味で

はポピーを来年も咲くような形でお考えでしょうから、これはしっかりとやっていた

だければと思います。これは、返答は結構です。

それから、苗の関係ですけれども、ちょっと確認なのですが、今の町内でやってい

る方は大体グロッソを中心に、ノーライセンスのグロッソをやっていると。今圃場の

。 、 、中で植えてあるのはグロッソだけではないですよね 当然枯れたり 枯れなかったり

いろいろ苦労もされているわけですけれども、そのグロッソについては、その辺の判

断ですね、今後圃場の中でまだグロッソがメインになっていくのか、メインであれば

町内業者さんから調達というか、購入していくと思うのですけれども、その辺につい

ては去年の段階で大体総括がもう出ていると思うのですけれども、それについてお聞

かせ願えればと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、随時質問をお願いをいたします。

佐久間町長、答弁お願いいたします。

〇佐久間孝光町長 １について、お答えをさせていただきたいと思います。

今藤野委員のほうからご指摘がありましたけれども、その当時、藤野委員からもそ

ういったご要望をいただいて、私自身もそういうふうに考えておりましたし、また庁

内で職員の方々といろいろ議論する中で、やはりそれが妥当だろうという形の中で、

そういった形にさせていただきました。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、髙橋副町長、答弁お願いいたします。

〇髙橋兼次副町長 それでは、歩道等の関係につきましてお答え申し上げたいと思いま

す。

今藤野委員からご指摘もいただきましたように、やはりこれからどうするのかなと

いうふうに、いろいろ考えております。先ほど課長が答弁しましたように、現在の計

画の中で広げられる歩道があれば広げていこうという形で、駅から降りて左側になり

ますけれども、駅から降りて左側ですね、嵐山食堂のある側です。そこのところにつ

いては、多少道路の中心線をいじくりながら、できるだけ歩道が広げられるように今

考えています。
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それと、それから先なのですけれども、当然埼玉りそなさんもございますし、将来

を見ていくと、やっぱり右側はなかなか、まだお店もありますし、住宅もありますか

ら、そう簡単にはいかないのかなと。ただ、農協さんが新しいところに移転をすると

いうことも、もう既に工事が始まりました。したがって、あの後がどうなるのかとい

うこともありますし、県道の菅谷寄居線の交差点の歩道の計画もありまして、あそこ

のところがどうなるのかなというようなことで、ちょっと全体的に見ていくといろん

なことも考えられるのかなというふうに思っています。

したがって、これから地権者の協力を得ながら、駅広が完成した後、どうしていっ

たらいいかというのも改めて考えていきたいと思っていますし、それとやっぱり駅広

から、駅に降りた人が左側の歩道というのですか、先ほど嵐山食堂のこと申しました

けれども、そちらのほうに警察の協議で横断歩道から、駅広から渡っていくと、そん

なふうな今協議もなっておりますので、その辺を見据えながら今後どうしていったら

いいのかなというふうに、少なくともりそなさんの脇に町道はございますけれども、

そこまでは今駐車場等になっております。したがって、当面はそこまでをどうしてい

こうかなということです。

ただ、県道は県道ですので、県は、先ほど申し上げましたように、一次改良は終わ

っているので、その後の手というのはなかなかつけられないというふうな基本的な考

え方もあります。ただ、やはり地権者との交渉を町がして、拡幅の用地の方針が出れ

、 、ば やっぱり県のほうにお願いをする時期もあるのかなというふうに思っていまして

これからの一つの課題として取り組んでいきたいというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続きまして、杉田農政課長、お願いいたします。

〇杉田哲男農政課長 私のほうからは２点ほど、花の関係につきましてお答えさせてい

ただきます。

これにつきましては、あそこの千年の苑エリアが、春から秋まで楽しんでいただけ

るようなエリアにできればなというふうには考えてございます。今後どういった、昨

年度につきましてはポピーをということで、また違った花がどうなのか、そういった

ものにつきましては、観光協会とこれから、１年を通してあそこで楽しんでいただく

ようなスケジュールを組みながら、調整を取っていければなというふうに考えてござ

います。
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続きまして、苗の関係でございますけれども、今あのエリアの中で約半分程度がグ

ロッソの種類という形でさせていただいてございます。これにつきましては、見に来

ていただいた方々が、やはりあそこで摘み取りをしたり、生花として買っていかれる

方も非常に多いというところもございますので、販売もできる、またある一定の量の

中でオイルを搾らせていただきまして、オイルであったり、芳香蒸留水であったりと

いうことで、マスクスプレー等に加工してございますので、ある一定量につきまして

はやはり原資として生育していく必要はあるのかなというふうには考えてございま

す。

また、苗につきましては、グロッソという品種がやはりもうライセンスがないとい

うことで、一般のホームセンター等々で販売をしている経緯というのが非常に少ない

ものですから、見に来られた方は、この花の苗が欲しいのだということで、希望する

方も非常に多いわけでございますので、生産農家さんにつきましては、ある一定量の

生産のほう、販売ということもございますので、半分程度はグロッソのほうでさせて

いただきたいと。残りのものにつきましては、補充程度の苗の購入というふうな形で

維持管理ができればなというふうに考えてございます。

以上です。

〇松本美子委員長 以上をもちまして総括質疑を終了させていただきます。

これにて全ての質疑が終了したわけでございますけれども、討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結させていただきます。

これより認定第１号 令和２年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を

採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇松本美子委員長 挙手多数。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

◎散会の宣告

〇松本美子委員長 以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしましたので、これに

て散会をさせていただきます。
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大変お疲れさまでした。ご苦労さまです。

（午後 ２時１８分）
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決算審査特別委員会

９月１０日（金）午前９時００分開議

議題１ 「認定第２号 令和２年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」の審査について

２ 「認定第３号 令和２年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」の審査について

３ 「認定第４号 令和２年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」の審査について

４ 「認定第５号 令和２年度嵐山町水道事業会計決算認定について」の審査につ

いて

５ 「認定第６号 令和２年度嵐山町下水道事業会計決算認定について」の審査に

ついて

６ 「議案第４６号 令和２年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて」の審査について

７ 「議案第４７号 令和２年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて」の審査について
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 長 島 邦 夫 委員
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◎開議の宣告

〇松本美子委員長 皆様、おはようございます。

ただいま出席委員は全員であります。定足数に達しておりますので、よって決算審

査特別委員会は成立をいたしました。

これより本日の会議を開きます。

（午前 ９時０１分）

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで報告をいたします。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第２号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第２号 令和２年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

それでは、質疑をどうぞ。

犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私からは３点でございます。

まず、１点目は説明書の166ページ、ちょうど私、不納欠損額にちょっと注目して

いまして、それを見ていましたら、特別徴収、普通徴収とも現年度分はゼロというこ

とで、これはよかったと思うのですが、不納欠損額、滞納繰越分というのがそのまま

です。一応あるということですが、ただ前年度と比較すると、これも減額になってい

るなというふうなところは、これは評価できるかなというふうに思いますが、素朴な

質問として、この不納欠損内訳のこの表なのですが、どういう方が滞納して、そして

納めていただけていないのかなということをお尋ねしたいということがまず１つあり

ます。

それから、２点目は167ページ、これは保険給付等交付金ということで、ちょうど
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この保険給付等交付金の保険者努力支援分ということで、この努力支援というのに非

常に興味がありまして、これはどういうことなのかなということです。努力支援とい

うのは、どういうようなことで交付を受けられるのか、これをちょっとお尋ねしたい

ということです。

それから、３点目は175ページの特定健診の部分です。これは、令和元年度と比べ

ると随分委託料が減額になっているということです。ということは、当然これは要す

るに受診率も相当下がったのかなということです。ですから、その点のところをちょ

っとお尋ねしたいと。

この３つ、お願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

岡野収納対策室長、お願いいたします。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、お答えさせていただきます。

不納欠損の件数というか、この方、どういう方が欠損になっているかということで

、 、 、 。すけれども 主な原因として挙げますと 収入が少なかったということです 低収入

あとは、居所が不明だったり、あと収入の調査をしても分からないというか、不明の

人、あるいは生活保護の受給者の方ですとか、主な原因となるものがその３つかなと

いうふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。２点目の努力支援の件に

ついてお答えいたします。

町で行っておりますいろいろな事業、点数ごとにはいろいろ細かい事業は何点かご

ざいますけれども、主にそういった健康づくり、この後の質問にもございます特定健

診の健康づくりですとか、あとは徴収のほうの徴収率とかそういったのも関係してく

、 、るのですけれども そういったものの事業の獲得のポイントによって交付金のほうが

点数のほうが決まってきまして、与えられるものになっております。

続きまして、特定健診の件についてお答えいたします。委託料のほうが下がったと

いうことですけれども、これにつきましては、コロナ禍のために特定健診のヘルスア

ップ事業ですとか、そういった行えなかった事業の分が減額というふうな形になって
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おりますけれども、受診率のほうにつきましては、昨年度49％でしたけれども、今年

度は38.4％ということで、若干落ちてはございますが、受診率的にはさほどぐっと落

ちたような形ではなかったので、よかったのではないかと思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、２回目の質疑を、犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 それでは、ちょっと再質問をさせていただきたいと思います。

まず、１点目なのですが、例えば収入が下がった方とか、居在がちょっと不明だと

か、それから生活保護の方とかというふうなお話だったのですが、この（２）番目の

内訳でいくと、そういう方々はどこに入っているのか、それはお答えできないのです

か。例えばここで地方税法第15条の７第４項該当とかと、要するに３つほど表があり

ますよね。この方たちはこれに該当しているとか、そういうのをきちっと明確に分か

ればありがたいなというふうに思っているのですが、それがまずどれに該当するのか

教えていただければというふうに思います。

次に、２点……これは１個ずつでしたっけ。

〇松本美子委員長 続けて。

〇犾守勝義委員 ２点目なのですが、いろいろなところを評価してということなのです

が、嵐山町の場合に、これは683万6,000円というのが１つ、決算として、金額として

載っていると思うのですが、この金額というのは、例えば評価的に見ると埼玉県また

は全体の中、または市町村でも結構なのですが、どのくらいの位置にあるものか。要

するに標準的なものなのか、評価としては高いのか低いのか、その辺のところを教え

ていただきたいなということです。

それから、３点目としては、やはりコロナの影響で受診率が下がったと。これは、

予想はしていたのですが、ただそれが11％ぐらい下がっているということは、やはり

病気とかそういうものというのは早期発見というのが一番大事だというふうに言われ

ています。そう考えたときには、もう少し受診率をこれから上げていこうというよう

な考え方がやっぱり当然あるだろうと思うのですが、その辺のところでどういった対

策というか、要するに今までの状況を見たときにどういう総括をして検討するのかと

いうような考えがあるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思うのですが。

以上、３点です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。
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岡野収納対策室長、お願いいたします。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、お答えをさせていただきます。

この表にあります地方税法15条の７の第４項該当というのがあるのですけれども、

これについては収入がなかったり、生活保護の受給者の方だったりということで調査

をした結果、停止が妥当だというふうに判断した場合には、この一番上の４項該当と

、 、 、いうところに入りまして ここでその後３年間 継続して調査をいたしますけれども

状況が変わらないという場合には３年後に不納欠損になるというものでございます。

続いて、２段目の15条の７第５項については、これは即時欠損と言いまして、先ほ

ど言った３年を待たずに、今後納める見込みがほとんどないだろうということで、す

ぐに欠損するものがこの５項の該当というものです。

、 、 、最後に 18条の１項該当というのは 同じように調査は進めておるのですけれども

結果として何もしていないわけではないのですけれども、先ほど申し上げました滞納

処分の停止とか、そういった措置を取らない状態で５年間たって欠損になってしまっ

たというものでございますので、先ほど最初に答弁させていただきました低収入だっ

たり、居所不明で収入も分からなかったり、生活保護の受給者の方だったりというの

がどこにという、それぞれ区分けして入るわけではなくて、こちらの調査の状況によ

って入るところが違うというか、そういうことでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

努力支援の件ですけれども、評価の途中で何度か事業報告を、途中経過を出させて

いただくのですが、そのときに途中経過ですと上位５位以内の順位ぐらいをいただい

ていまして、最終的に何位というのは出ていないのですけれども、近隣に比べれば上

位のほうの結果の成績でいただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 私からは、３番目の特定健診等の今後の受診率向上の対策につ

きましてお答えさせていただきます。

まず、受診率ですけれども、先ほど副課長のほうから報告させていただきました

38.4％、これは昨年の49％に比べると、委員さんご指摘のとおり10.6ポイント減とな
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っております。ここ近年ずっと受診率のほうは向上しておりましたので、下がってし

まったということにつきましては大変残念に思っておるところなのですけれども、な

かなかこのコロナ禍の中、例年やっておりました受診勧奨対策の事業が思うようにで

きませんで、委託しての受診対策が今回できなかったことで委託料のほうも減額とな

っております。

初期の頃は、受診のほうが、病院さんからも若干少し控えてほしいというようなこ

とがございました。しかし、一般会計のときにもお話をさせていただきましたが、夏

過ぎぐらいからは、ぜひ健康管理のためにも受けていただきたいというような状況が

整ってまいりまして、被保険者の方もだんだん受診されるようになりました。

そうしまして、秋には対策としまして、ぜひ受けていただきたいというようなおは

がきは出させていただきまして、そういったことで最終的には38.4ということですけ

れども、近隣の状況を見ますと、滑川町さんで32.1％、小川町さんで38.9％、ときが

わ町さんで17.6％ということで、県内市町村の平均的な受診率が34.5％ということに

なっておりますので、県内平均よりは高い受診率となっております。

そうしまして 令和２年度に初めて行いました特定健診連続受診者報償制度 175ペ、 、

ージの中ほどに記載をさせていただいております42万8,500円でございますが、こち

らは特定健診受診率アップのために、３年連続で特定健診を受診した方に地域商品券

500円分を贈呈する事業でございます ですので 令和２年度につきましては 平成30年。 、 、

度、令和元年度、令和２年度の３年連続受診をされた方に、こちら地域商品券ですけ

れども、500円分をお渡ししまして、こちらを857人の方にお渡しすることができまし

た。こうした事業等を通して、今年も広報等で連続受診の方にはこういった報償制度

がありますということをお知らせしておりますので、こういったことをきっかけにし

て、また受診率のほうを向上させていきたいと思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにありますか。

藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 それでは、私のほうから、最初は164ページですけれども、歳入のほ

うは県の支出金が7,154万云々かんぬんが増えております。そして、歳出のほうは保

険給付費が8,970万と増えているわけですけれども、基本的には県の支出金が増えた

理由をお聞かせいただきたいと思います。
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それから、もう一つは164と168に関係いたしますけれども、繰入金です。繰入金の

ことでございます。繰入金が１億2,000云々かんぬん繰入れされているわけですけれ

ども、これは168ページを見ますと一般会計繰入金の中で、いわゆる保険基盤安定、

要するに（税軽減分）繰入金という項目があります。この一般会計繰入れというのが

県の方針、これは国全体もそうですが、一般会計からの繰入れを抑制していくという

方向があります。この繰入れが、いわゆる３月の議会でもちょっとお聞きしたかと思

うのですけれども、法定内繰入れ、法定外繰入れというのがありましたけれども、そ

の辺のことについてちょっとお聞きしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

それでは、吉田副課長、答弁をお願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

全体的に県支出金のところですけれども、保険給付費交付金ですとか、特別調整交

付金とか、県繰入金の、全体的に見まして少しずつのアップということで考えており

ます。

続きまして、繰入金についてですが、法定内繰入れと法定外繰入れということで…

…すみません、失礼いたしました。基盤安定のところの税軽減分と保険者支援分につ

きましては、基盤安定の税軽減分につきましては県が４分の３、町が４分の１という

ことで、一般会計からの繰入れということで歩合が決まっております。また、同じ基

盤安定でも保険者支援分として、保険税軽減対象の保険者数に応じた割合ということ

に関しましては、国が２分の１負担、県と町が４分の１負担というふうな割合で決ま

っております。

法定内繰入れと法定外繰入れですが、うちのほうでは、町では法定内繰入れのほう

のみに……すみません。町につきましては、法定内繰入れで行っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、藤野委員、どうぞお願いします。

〇藤野和美委員 一般会計の繰入れのことの確認ですけれども、非常に国保全体の料金

というか、税金の金額は、一般の社会保険に比べてかなり高い、負担が高いという、

これもあります。その中で、一般会計から軽減分が繰り入れられていると。県の、先

ほど申し上げましたけれども、全体としては一般会計からの繰入れをやめていくとい
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う方向です。これが、もしこの税軽減分の関係で対象になるとすると、これは大変な

ことになるなと思ったのですが、今後もそういう意味では一般会計のこういう法定内

の繰入れに関しては、その対象にはならないというふうに理解していてよろしいので

しょうか。それをちょっとお聞きいたします。

〇松本美子委員長 それでは、高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 それでは、お答えさせていただきます。

委員さんご指摘の法定外繰入れ、こちらにつきましては、国、県の方針で法定外繰

入れは一切やめていくという方向で、嵐山町においても令和３年度の会計からは法定

外繰入れは行っておりません。

しかしながら、委員さんがご心配されておりますような保険税軽減分につきまして

は、決められた法定の率におきまして基準に沿った繰入れをしておりますので、これ

につきまして被保険者の方に余分な保険税の負担をお願いするようなことにはならな

いと考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 その法定内につきましては今後やっていくということで、それは安心

いたしました。

もう一つ、法定外の繰入れをやっていたということですけれども、どのようなもの

をやっていたかということをお聞きいたします。

〇松本美子委員長 それでは、高橋町民課長、答弁をお願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 お答えさせていただきます。

嵐山町で令和２年度まで行っておりました法定外繰入れに該当するものにつきまし

ては、保健事業分になっております。こちらの保健事業に関しましては、県が事業主

体になる以前から、保健事業につきましては一般会計と国保会計両方でやっていたわ

けですけれども、町民の方の健康を守るということにつきましては同じだということ

で、国保の方が受診される分につきましても、一般会計のほうで幾分か補助をしまし

ょうということでやっていただいていたものと思っております。

、 、しかしながら 従前お伝えしておりますように財政主体が県のほうに変わりまして

運営方法も変わりましたので、こういったことは、後々は保健事業も県で統一された

保健事業というように変わっていく方向もあろうかと思いますので、町からそういっ
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た法定外の繰入れはなしということになりました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 163ページ、被保険者数が4,149人でございました。どうなのでしょう

か。この4,149人のうちの、令和２年度において、何らかの風邪だったり発熱、いろ

いろあって病院に受診したという受診者率というのですか、そういったものは担当課

のほうで把握できているのかどうか。

それと 165ページです 保険税の状況ですけれども 予算の額に対しまして3,100万、 。 、

ほど増額になりました。収納状況がその下に載っておりますけれども、この収納状況

も令和元年度と比べても非常に率が向上しているのです。これがいろんなポイントに

反映してくるということは、先ほどの説明で理解します。令和２年度において、これ

だけの収納率を上げていった担当課としてのまたいろんな努力もあったと思うので

す。その辺のところについてお聞きしておきたいと思います。

それと、175ページの基金積立金ですけれども、去年と比較して若干多く積み立て

られることができました。4,944万8,245円。これによって、令和２年度３月時点の嵐

山町の基金積立金分というのはどのくらいになっているものでしょうか。

３点、お願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、村田税務課長、答弁をお願いいたします。

〇村田 朗税務課長 お答えさせていただきます。

２点目の予算に対し、3,000万円増額になっている収納状況と努力した点というこ

とにつきましてお答えさせていただきます。令和２年度はコロナ禍の状況で、いろい

ろと国保税の減免という申請もございました。また、徴収に関しましては、滞納して

いる方の状況をよく聞き取りをして、分割納付をしたり、そういった納税相談をよく

しなさいということで、国、県のほうからも通知が来ておりました。期限内収納の確

保に努めるということで、いろいろ口座振替の推進、広報やホームページ等に載せて

取組を行いました。

また、令和３年度になりますけれども、スマホ収納が始まりました。この取組につ

いて、今までコンビニ納付を行っておりましたけれども、いろいろ近隣等、あるいは

業者等の打合せを行いまして、令和３年度からスマホ収納を導入することもできまし
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た。そういったような担当職員の納税相談、あるいは収納率の向上のための納税者の

利便性、そういうものをいろいろ行ってまいりました。

結果的に、収納率は、令和元年度につきましては87.8％でありましたけれども、今

回、165ページの右下にもございますが、全体で89.8％ということで、コロナ禍では

ありましたけれども、いろいろな努力の成果で、あと納税者の納税意識が高かったこ

ともありまして、このような収納率と税収が確保できたと思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 続きまして、吉田副課長、答弁をお願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

全体の被保に対する受診率ということですけれども、申し訳ございません、全体に

対する受診率というのは、ちょっとうちのほうでは把握してございませんので、申し

訳ございません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、高橋町民課長、答弁をお願いいたします。

、 。〇高橋喜代美町民課長 私からは 基金の残高につきましてお答えさせていただきます

令和２年度におきましては、令和２年度当初の基金残高が１億3,787万1,027円でご

ざいました。この額に、令和２年度中に、主要な施策の163ページを御覧いただけま

すでしょうか。ここの決算の概要の総括収支の状況の８、積立金でございますが、こ

ちらの欄の4,944万8,245円、こちらを令和２年度内に積立てをいたしました。しかし

ながら、取崩しもございまして、この表の欄の10番の積立金取崩額でございますが、

2,066万円 こちらのほうを取り崩して繰入れをしましたので こちら4,944万8,245円、 、

をプラスし、2,066万円をマイナスしましたので、令和２年度末の基金残高は１億

6,665万9,272円となっております。この基金は、医療費の急激な伸びとかによりまし

て予算が足りなくなったときに使うような形になっておりますが、令和２年度につき

ましては少し増額できたということになっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 この収納率、本当に収入未済額が前年比でも878万ぐらいで少なくな

っている。やっぱり国保が一番、なかなか財政が厳しいということで、県のほうに一

括になっているわけですけれども、そういう努力は本当に担当課として大事だと思い
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ますので、やっぱりこれも基盤ですから、これがあってこそ国保会計が成り立ってい

くわけです。引き続きの努力をお願いしたいと思います。

そして、国保会計全般で１億6,600万の令和２年で基金が積み立てられていると。

急激な、大きな医療費がかかったときの元になるわけですので、非常にこの件につい

ても評価をしておきたいと思います。答弁は結構です。

〇松本美子委員長 そのほかに。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 164ページの国民健康保険税が減額になっているわけなのです。その

理由を伺いたいのですけれども、世帯がプラス42件、世帯が大きいわけですよね。増

えているにもかかわらず、どうして減額になったのかなとも思いまして、ちょっと伺

いたいと思います。

それから、歳出の保険給付費なのですが、昨年は前年比減額でしたけれども、今回

は9,000万円近く増額になっていると。こども医療費を嵐山町は補助していますけれ

ども、あれは大きく減額になったのです。やっぱり病気になる子どもが少ないのだろ

うなと思って、マスクの影響は大きいのではないかなと思ったのですけれども、大人

はそうではなかったということなのですか。ちょっとどういう要因で、病気で増えて

しまったのか伺いたいと思います。

それと、どんな病気が主だったのか。コロナは、そんなに昨年度は嵐山は大きくな

かったと思うのですけれども、でもコロナも結構大きかったのか、ちょっと伺いたい

と思います。

それから、165ページの収納状況で、現年のほうです。収入未済、還付未済。還付

未済、どうしてお金返しますよというのにもらわないのか。ちょっと収入未済と還付

未済、理由を伺いたいと思います。

、 。それから 166ページの上の表の特別徴収と普通徴収の人数を伺いたいと思います

収入未済、還付未済、ここに入っているのだと思うのですけれども、この金額は。そ

うですよね。

それと、先ほど犾守委員さんがご質問して、不納欠損、低収入の方、居所不明、生

保というようなことをお答えになったわけですけれども、居所不明は仕方ないのです

けれども、低収入の方、生活保護の方、欠損後、どういう保険の在り方になっている

のか伺いたいと思います。
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それと、令和２年度中の差押えがあったのか、あれば内容を伺いたいと思います。

減免７、５、２の人数、世帯数を伺いたいと思います。

それから、175ページの下の特定健診の表の特定健診未受診者の診療情報の提供と

あるのですけれども、これは前もありましたけれども、どんな情報を提供しているの

か伺わせていただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

岡野収納対策室長、お願いいたします。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、私のほうからは不納欠損と差押えについて

お答えをさせていただきます。

申し訳ございません、不納欠損のご質問ですが、欠損になった方がその後どういう

状況かということでよろしかったでしょうか。すみません。

〇川口浩史委員 そのまま保険に入っているのか、国保に入れているのかどうか。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、続けてお答えをさせていただきます。

この不納欠損の方ですけれども、全部で31件というか、31人おりまして、町外に転

出された方も半数近くいらっしゃいますので、その後の状況というのはちょっと分か

らない部分があるのですけれども、町内については、国保に入っているかどうかとい

うのは、細かくは調べていないですけれども、引き続き国保に加入している方もいら

っしゃいます。国保に加入していて、当然国保税が出ている方については、引き続き

こちらのほうも調査等を進めておりまして、その中で当然折衝ができれば、そこで納

めていただきたい旨のお話をして、少しずつでもというお話もしますけれども、なか

なか折衝ができなかったり、調査しても内容がつかめなかったりということですと、

その内容、金額によって滞納処分の停止をかけたりですとかということで、引き続き

対応していっている状況でございます。

、 、 、続きまして 差押えですけれども 一般会計のときも答弁させていただきましたが

国保税についても差押えのほうはしております。件数につきましては36件で、差押え

の内容ですけれども、預金の差押えが29件、給与の差押えが３件、生命保険の差押え

が１件、所得税還付金の差押えが２件と、最後に差押えの債権の残預金の差押えが１

件ということで、合計で36件でございます。

ちなみに、前年と件数を比較いたしますと、令和元年度が52件ですので、16件ほど
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減少、少なかったという状況でございます。

私のほうからは以上です。

〇松本美子委員長 それでは、贄田副課長、答弁お願いいたします。

〇贄田秀男税務課課税担当副課長 お答えいたします。

一番最初の世帯数が増えているのに調定が減っているという理由なのですけれど

、 、 、も 昨年コロナの減免とかありまして 今までそういうのはなかったのですけれども

あと一人一人の所得の変化にもよると思うので、一概に世帯が増えたので減ったとい

うのが、理由は細かくはちょっと分からないのですけれども、一応コロナで社会情勢

は変わったということがあるかと思います。

、 、 、あと 還付未済につきましては12万8,800円なのですが これはこの出納閉鎖期間

、 、 。年度が替わる変わり目のときに 異動は毎月ありますので ６件の異動がありました

国保から社保へ、また転出する方といった異動なのですが、その異動の処理をするの

に還付する金額を口座に振り込ませてくださいということで、郵送でのやり取りがあ

るのですが、そのやり取りの間に年度が替わってしまってということで、その金額は

12万8,800円あったのですが、口座先が確認でき次第、還付をいたしました。

あと、特徴、普徴の人数ということで、これは世帯で、当初の数なのですが、特徴

が611件で、普徴が2,073件になります。

あとは、７、５、２、人数ということで、７割、５割、２割の軽減の人数だけでよ

ろしいのですか。人数ですが……

〔 世帯」と言う人あり〕「

。 、 。 、〇贄田秀男税務課課税担当副課長 世帯 ７割軽減が835人 663世帯 ５割軽減が667人

世帯が384世帯。２割軽減622人、371世帯です。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続けて答弁をお願いいたします。

吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

保険給付費のアップということでございますけれども、年を通しまして、前半はや

はりコロナの影響もありまして受診控えというのがあったのですけれども、後半、そ

の分受診のほうがやはり増えてきまして、特に70歳以上の方で大きな病気の方がいら

っしゃったために、結果的に保険給付費のアップのほうになってしまったという形に
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なっております。

続きまして、主立った病気ということですけれども、主には白血病、大動脈瘤、く

も膜下出血といったところが主立った病気となっております。

最後の情報提供の件に関してですけれども、特定健診に相当する診療情報を特定健

診未受診者の方に医療機関から町へ提供していただくというふうな内容になっており

まして、特定健診を要するに受けていない方で、その方のかかりつけ医のところで特

定健診の診療情報の内容に合致する情報を持っていらっしゃる場合に、未受診者の方

の内容を提供していただくというふうな形になっております 今回その対象者が672人。

いらっしゃったのですが、それで提供を受けた件数は32件となっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 国保税が、コロナということでありますから……一般会計の税収は若

干下がっているのです。一般会計も若干下がっているのです。でも、それ以上に下が

っている感じがするのです、国保は。確かに人数を見まして、特徴が611人、普通徴

収のほうが2,073ですから 普通徴収の方が多いというのは それだけ これは月18万、 、 、

円以下ですよね、の方が多いということですから、低い人が多いのでこういう結果に

なったのか。分かりました。これは、ではいいです。もう少し分かるようになるとい

いのですけれども、何かの機会に聞きたいと思いますので。

、 、 。保険給付費ですけれども 大きな病気が やっぱりそこが一番大きいのでしょうね

大きな病気を除くと、こども医療費のように全体で下がるのですか。ちょっとそれが

分かりましたら伺いたいと思います。

165ページの還付未済で、そうするとこれは全体で、全て払い切っている、戻し切

っているということでよろしいのでしょうか、伺いたいと思います。

それと、どんな病気かで、白血病、大動脈、くも膜下、今まで脳だとか、心臓だと

か、骨格筋だとかというのがありましたけれども、ちょっと状況変わったのですか。

ちょっとそれ確認ですので、伺いたいと思います。

166ページの不納欠損のその後の関係なのですけれども、国保に入れている方もい

ると。入れている方に対しては、低収入の方、そして生保の方が不納欠損になってい

るわけですから、何とか生保の方はもう少しもらえる金額が増えるようなことで対策

を取ったのでしょうか。ただ、生保の方は、国保は来ているはずなのですけれども、
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そうだと思いますけれども、分かりますか、担当者は。ただ、それも生活のほうに使

ってしまったと、それで払い切れなくなってしまったということなのですか。ちょっ

とそれ１件目、確認するのを忘れてしまいました。

低収入の方は、やっぱり保険ですから、保険に入っておかないといけないと思うの

です。その方たちの何らかの対応というのはしているのか。低収入なので、お金があ

りませんので払えません、ではもうしようがないですねで終わったのではちょっとま

ずいので、国保に入れるような対応をしているのかどうかをちょっと確認したいと思

います。

差押えは、一般会計で聞きましたから、その件だけでいいです。

〇松本美子委員長 それでは、約１時間たちますので、10分まで暫時休憩とさせていた

だきますので、お願いいたします。

休 憩 午前 ９時５５分

再 開 午前１０時１０分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

国民健康保険特別会計の答弁からということになると思いますが、よろしくお願い

します。

それでは、贄田副課長、お願いいたします。

〇贄田秀男税務課課税担当副課長 お答えいたします。

還付未済の先ほどのご質問なのですが、先ほど還付口座が分かり次第返しています

とお答えしたのですけれども、実は例年、今の時期ですと、もう全て還付は終わって

いるのですが、今回１人海外に転出された方がいまして、その方に連絡が取れない状

態で、調査というか、附票とかそういうものを取って、また日本に戻ってきているの

かとかということを確認するために今調査しているところです。ということで、まだ

全ては今回は還付できておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして岡野収納対策室長、お願いいたします。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、私のほうからは、欠損の関係で生活保護の

方と低収入の方について答弁をさせていただきます。

生活保護の方については、今回のこのケースですと、以前は働いていたけれども、
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例えば事故に遭ってしまったとかということで、収入が途絶えてしまった場合に生活

保護になる方がいらっしゃると思うのですけれども、そういう方の分として今回計上

してあるものでして、生活保護の場合ですと、ちょっと担当外なのですけれども、国

保には入っていなくて、医療扶助の対象になっている方については、国保の資格は多

分ないのかなというふうに考えております。

低収入の方ですけれども、こちらについてはご連絡いただいたり、ご相談いただい

たりしている中で、本当に大変なのだよというような、そういうお話をいただいたと

きには、その後のフォローといいますか、ケアといいますか、そういうのは担当外に

なってしまいますので、これは福祉サイドのほうにつないで、相談してくださいとい

うようなことでお話はさせていただいているところです。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

先ほど申し上げました高額の方に係る費用分を差し引きますと、おおよそ7,000万

円ちょっとの分が引かれる形になりますので、例年どおりになるのではないかと思わ

れます。

続きまして、先ほど主立った病気ということで、高額のほうの病名のほうを申し上

げましたので、例年うちの、嵐山町の傾向といたしましては、一番多いのががんとい

った新生物、続きまして脳梗塞とか脳出血といった循環器系で、３番目に精神といっ

た例年と変わりない状況が今年度も続いております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、質疑をどうぞ。

〇川口浩史委員 低収入の方の件ですが、そうするとこの低収入の方は、当然７割軽減

。 、 。 、の対象者ということでよろしいのでしょうか さらに コロナの関係でここに ただ

昨年と比べて７割軽減は世帯数でも人数でも減っていますよね、若干ですけれども。

大きく増えているとコロナも影響するかなとも思ったのですけれども、増えていない

ので、ここに入っている方なのか、まず低収入の。さらにコロナの方がここにはいる

のか、ちょっと確認で伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

岡野収納対策室長、お願いいたします。
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〇岡野富春税務課収納対策室長 お答えいたします。

軽減になっているかどうかということでございますけれども、こちらで把握した限

りでは軽減の該当になっているということでございます。

コロナの影響はあるかということですけれども、その辺、正直そこまで詰めて見て

ございませんで、当然何人かの方については影響があるかと思いますけれども、それ

以前からの方もいらっしゃいますので、その辺は正直何ともお答えできかねます。申

し訳ございません。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

長島委員、どうぞ。

、 。 。〇長島邦夫委員 指名をいただきましたので 質問させていただきます １点だけです

今もというか、前の委員さんが特定健診等の質問をしておりましたが、私はそこの

ところの人間ドックの関係をお聞きしたいというふうに思います。174ページです、

遅くなりましたが。ここの中に197人、併診まで含めると14人。予算のときに、予定

では300人の50人ですよというふうなことで、それなりの予算がついていたかなとい

うふうに思うのですが、さほど、逆に予防の健診というか、早期発見で重要な部分、

。 、特定健診と同じに非常に重要な部分だというふうに考えています そういう観点から

この少なくなっているところをどのように評価しているかということと、あと医療機

関が指定されていまして、ここに載っておりますが、ここの受診というか、受けてい

る方の人間ドックと併診ドックのほうの数を教えていただきたいというふうに思うの

ですが。受診者数です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

前年度に比べて、やはりコロナの影響で受診の人数のほうは減っているような形に

、 、 、 、なりますけれども 皆さんのほうの 各個人個人 事情があるかと思いますけれども

一応今年度もやはり予算のほうはございますので、皆さんには受けていただければな

と思っております。

、 、 、続きまして 医療機関のそれぞれの人数ですけれども 嵐山病院の人間ドック50名

併診ドック５名、市民病院、人間ドック28名、併診ドック２名、小川日赤、人間ドッ
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ク45名、併診ドック１名、医師会病院、人間ドック15名、併診ドック５名、野崎クリ

ニックは人間ドックのみで16名で、埼玉成恵会病院、人間ドック43名、併診ドック１

名となっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 ありがとうございました。

我々なんかが思うに、コロナだけではないのではないかなというふうに。いろんな

ところの健診をしていただけるところが増えているということと、町のほうの料金だ

とか、そういうところの基準か何か、私は変わったところはないかなというふうに思

うのですけれども、だから逆に増えていってもおかしくないというふうに思うのです

が、そういうところはなかったかどうか。

受診者数については分かりましたので、これで後で参考にさせていただきます。

そこのところだけ、どうでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、高橋町民課長、答弁をお願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 お答えさせていただきます。

人間ドック、併診ドックでございますが、嵐山町はこうした併診ドックに係る脳ド

ック、こういったものを県内、国内で言ってもいち早く取り入れた自治体であったと

記憶しております。平成５年ですとか、そういった当時は大変画期的なもので、市町

村が脳ドックまでやるというのは大変画期的なことであったということでした。脳ド

ックセミナーなどを開いて、脳ドックに関する知識を得た上で受診していただくとい

うのが当初の受診の仕方であったと思います。

現在は、こういった脳ドック等も多くの方に受けていただけるようなことになって

おりますが 人間ドックは町負担分が２万円 併診ドックにつきましては３万6,000円、 、

を町から補助しております。その補助をいたしますと、人間ドックにつきましては、

およそ自己負担が１万8,000円程度、併診ドックにつきましては３万円から４万円程

度、医療機関ごとによって健診項目が違いますので、自己負担額に変わりは出ますけ

れども、そのぐらいの金額で受けられるようになっております。

この自己負担額は、社会保険の健康診査における自己負担額よりも大変低いものに

なっておりまして、最近社会保険から国保に移られた方で、こういった人間ドックの

申込みをされた方の中には、こんなに安く受けられるのだねというふうにおっしゃっ
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ていただけた例もございました。そういったことで、多くの方に受診をしていただけ

るように体制のほうは整えている状況だと考えております。

受診につきまして、確かにコロナだけではない受診控えというのも、受診をなさら

ない方の理由の中にはコロナだけではないかと思いますので、日頃の健康意識をどの

ように持っていただくかということを町民課、また実施する課であります健康いきい

き課のほうと相談をしながら、広報や、またその他の健康講座の中でも受診の勧奨を

していきたいと考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 確かに私も社保から国保のほうに移った人間ですから、内容的にはよ

く分かります。私も初めて受けたときに、相当安く、いろんな部分を診ていただける

ので、よかったなというふうな感じは持っています。ですけれども、社保から国保に

移る方というのは、大体年齢的に退職した後の自分の医療機関の中で国保を選んでい

くと、そういうふうな関係の中から、それは分かります、内容的には安いのも分かり

ます。ですけれども、この一環の中で、自分でする場合、ほかの原因もあるかなとい

うふうに。要するに脳ドックの場合なんかは１年に１回ということで、また国保のほ

うでは、この人間ドックでは２年に１回ということで、そうすると１年空いてしまう

わけです。空いてしまうと、先生方のほうで、少しでも、何もなければいいですけれ

ども、何かあった方は必ずその後で再診というか、再検査を受けたほうがいいですよ

というふうなことで受けるわけです。そうすると、定期的に１年に１回はそこの病院

の中で医療として、それで少なくなっている部分もあるかなというふうに思います。

いろんなことが考えられるわけですけれども、やはり多くの方に、これだけ予算を

取っていただいて大変ありがたいなというふうに私なんかもいつも予算のとき思うの

です。ですから、やはり先駆的にこれを取り入れたということであれば検証して、な

るべく国保に移った方については、軽減ない方には特にお勧めをして、もちろん費用

もかかりますけれどもということで、前提はありますが、受けていただきたいなとい

うふうに思うのです。そこら辺のところの考え方はどうでしょうか。初年度に限って

は何かをするだとか、初めて町のドックを受けた方には何か特典があるだとか、そう

いうふうな啓発のあれというのは、意向的なものは持っていますでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。
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高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 お答えさせていただきます。

人間ドックにつきましては、国保では35歳から74歳の方まで毎年希望があれば受け

られます。併診ドックにつきましては、35歳から69歳までの方が３年に１回受けられ

ることになっております。費用のほうもかかりますので、なかなか毎年受けられるの

は難しいということでありましたら、その間は特定健診のほうを受けていただいて、

何年かに１回は人間ドックを受けていただけるように、毎年何がしかの健診は受けて

いただきたいと考えております。

先ほど特定健診につきましては、連続受診者への特典で、３年連続受診の方には景

品を差し上げるという制度を令和２年度から実施ということになっております。そう

した中で、人間ドックや併診ドックを受けられる方への特典というものは、やはり補

助する金額が２万円、３万円とかなり高額な金額を補助している観点からも、今のと

ころはその方たちに受診をしたことに対しての特典ということは想定しておりません

が、今後そういうことをすることによって、より受診が高められるということがあれ

ば、何がしか検討していく余地はあるのかなと考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑ある方はどうぞ。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、質疑を終結いたしま

す。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第２号 令和２年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩とさせていただきます。
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休 憩 午前１０時３０分

再 開 午前１０時３１分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第３号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第３号 令和２年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

それでは、質疑をどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 嵐山町の医療費の総額を伺います。

それと、医療費の負担額が１割の方と３割の方の人数を伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

医療費の総額についてですが、20億7,574万7,305円となっております。

続いて、１割の人数ですが、2,684人、３割の方は148人となっております。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、２回目の質疑、どうぞ。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、嵐山町の１人当たりの医療費というのはどのくらい

。 、 。になりますか それは 嵐山町は県内の平均と比べるとどんな感じになっていますか

〇松本美子委員長 それでは、吉田副課長、答弁をお願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

１人当たりの医療費ですが、73万8,437円となっております。県内平均の１人当た

りの医療費ですが、81万1,648円となっております。

以上です。
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〇松本美子委員長 よろしいですか。

そのほかに質疑のある方はどうぞ。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 182ページの収納状況の特別徴収と普通徴収の人数を伺いたいと思い

ます。

それから、ただいまの１人当たりの金額は、医療費、昨年と比較して増えているの

か減っているのか。納付金を見ると大きく増えているわけですけれども、人数も増え

ていますので、このぐらいの納付金になるのかなとも思いますので、ちょっと前年と

どうなのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

特別徴収の人数ですが、2,132名となっております。普通徴収の人数ですが、700名

となっております。

続きまして、医療費ですが、昨年度との比較ということですけれども、昨年度に比

べますと、昨年度の１人当たりが80万6,173円となっておりましたので、前年比約８

％減少した形になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 まだ分析できていないですか、減った要因は。もし分かれば伺いたい

と思います。

それから、ここに、７割軽減等の表になっているわけです。ぜひ国保でもこういう

表を作ってもらえれば質問しなくて済みますので。ただ、私が言うとやらないのでし

ょうけれども。

〔 余計なこと言わない」と言う人あり〕「

〇川口浩史委員 余計なこと言ったね。

長期入院をされている方というのは、１人当たりの金額が減っているから、いない

のかなとは思うのですけれども、昨年聞いたのかな、ちょっとメモはしてあるのです

けれども、一体どんな病気だったのかが、もしお話しできるのであれば伺いたいと思

います。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

吉田副課長、お願いいたします。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

長期入院の該当者がどのくらいいたかということなのですけれども、申し訳ござい

ません、そこまでは把握してございませんので、お答えできません。傾向といたしま

しては、病気のほうはやはり循環器系がトップになっております。続いて消化器系、

筋骨格系及び結合組織の疾患、内分泌系というふうな形で続いているのが現状でござ

います。

以上です。

〔何事か言う人あり〕

〇松本美子委員長 それでは、もう一度答弁をお願いいたします。

吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

分析についてということですけれども、申し訳ございません、そこまでの分析等は

行っておりませんので、お答えできません。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 分析できていないので、何とも言えないのでしょうけれども、やはり

マスクというのは大きいかなと思うのですけれども、どうでしょうか、感じとして。

こども医療費が大きく下がって、先ほど言われたのですけれども、赤ちゃんや乳幼

児はそんなつけるわけないので、そこが大きいわけですから、こども医療費の。だん

だん大きくなればなるほどあまり医者にかからなくなるわけで、ちょっと違うなとい

、 。 。 、うのを言われて そうだなと思って ちょっとそこは訂正したいと思うのです ただ

これはマスクが大きいのかなと思うのですが、感じでいかがでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 お答えさせていただきます。

コロナとの関係ですけれども、こちら後期高齢、今副課長が申しましたように、主

立った減少の要因につきましては分析ができておりませんが、大きな減少につきまし

ては、がんなどの大きな病気がたまたまこの年度は少なかったということかなと思い

ます。
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、 、 、 、そして 全般的なことにつきましては これは国保 後期通してなのですけれども

レセプト点検をしております点検員のほうに確認いたしましたところ、令和２年度は

インフルエンザの流行がほとんど見られなかった。これにつきましては、タミフルで

すとかリレンザ等のインフルエンザ治療薬がほぼ処方されていなかったということな

のです。ですので、委員さんのおっしゃるとおり、マスクの着用、手洗い、うがい、

こうしたことをしていただくことによって、インフルエンザや風邪など予防できるも

のが大きかった、こういったことは本当によく分かった１年だったと思います。今後

も、引き続きマスクの着用や手洗い、うがいを励行していただくことは、医療費削減

に大きな貢献をしていただけることだと思っております。後期ではございませんが、

特に未就学児や小中学生の医療費は、インフルエンザがはやらなかったことによって

令和２年度は大変抑えられている状況でございました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方。

山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 １点だけ伺います。

。（ ） 、 。説明書の181ページです ２ の歳入の状況の表中 寄附金という区分があります

ほかの特別会計ではないようなのですけれども、この寄附金の意味と、なぜ設けてい

るのかということ、素朴な質問なのですけれども、お願いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 お答えさせていただきます。

こちらの歳入区分におきまして、１から６までの区分を設定しておりますが、こち

らは後期高齢者医療広域連合、こちらのほうの歳入科目に沿ったものとなっておると

考えておりますので、町に対しての寄附金というのはなかなか想定できないかもしれ

ないのですけれども、こういった科目の設定につきましては各保険者共通のものとな

っておると考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 よろしいですか。もう一度質疑しますか。

〇山田良秋委員 決まっているということなのですよね。

〇松本美子委員長 すみません。山田委員、どうぞ、質疑を。
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〇山田良秋委員 それで、では過去あったかとか、そういうのはないですよね。再質問

ですけれども。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

高橋町民課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 過去にこの寄附金において歳入の事例はございません。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はいらっしゃいませんか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようでございますので、終結をさせていただ

きます。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第３号 令和２年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩とさせていただきます。

休 憩 午前１０時４５分

再 開 午前１０時４７分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第４号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第４号の質疑でございますが、令和２年度嵐山町介護保険特別

会計歳入歳出決算認定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。



- 317 -

それでは、質疑をどうぞ。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 ２点ほどあるのですけれども、お願いしたいと思います。

最初に、190ページの要介護、要支援の認定者数の関係なのですけれども、団塊の

世代がピークというか、一番多いのは73だか74、75ぐらいの方が一番多いのではない

かなというふうに思います。ですから、その人たちがもう少し年を取ってくると、認

定者のほうが当然増してくるというふうに私は思いますが、そこら辺のことをどのよ

うに現状を捉えているか、まずお聞きをできればというふうに思います。

それと 202ページの予防の住宅改修の関係でお聞きをしたいのですけれども 19件、 、

、 、 。の内容 予算に対して申込みは少ないように思うのですが どのような内容のものが

改修であっても、手すりだとか、お風呂の改修だとかいろいろあると思うのですが、

そこまで把握しているようであれば教えていただきたいなと思うのですが。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えさせていただき

ます。

190ページの認定者数の件のお問合せなのですけれども、令和２年度につきまして

、 、は第１号被保険者が884人ということで 昨年に比べても増えているのですけれども

今後ももちろん増える予定になっております。

それから、202ページの住宅改修なのですけれども、住宅改修の内容につきまして

はほとんどが手すりの設置になります。98％ぐらいが手すりの設置になりまして、あ

とは段差の解消とか、開き戸から引き戸に変えたりとか、床材を滑りにくい床材にす

るというのがあります。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。

、 。〇長島邦夫委員 対象者が増えているということは 認定者数も増えてくるのでしょう

それなりのこれから様々な対策を、今の事業のほかにもこれから考える必要があるの

かなというふうな感じで思いますが、とにかくこれについては、認定者数はそのよう

に思っているということで、見守っていきますから結構です。

202ページの住宅改修の件なのですけれども、ほとんど手すりの関係だということ

でございますけれども、この中においても手すりでも、要するにベッドのところから
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、 、自分の行動する範囲は全て手すりをつけるとか お風呂のところだけにつけるだとか

いろいろ内容はあるかなと思うのですけれども、一番大きなような金額で、１件につ

いてどのくらいのものがあったでしょうか。平均ではなくて、１件でどのくらいの金

額が、多い人では１件についてこのくらいのあれがありましたというふうなのはあり

ましたか。もうこれは補助でほとんどやっていただいているような関係ですから、大

変助かっているのではないかなと思いますが、お願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

菅原副課長、お願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

住宅改修につきましては上限がありまして、20万円が上限になっておりまして、そ

れ以下の方が結構多いです。手すりを１つつけるに当たりまして、大体１万円から３

万円ぐらいかかるので、一遍に５か所つけたりとか、１か所だったりとか、いろいろ

あるのですけれども、大抵は部屋につけて、廊下につけて、トイレにつけて、階段に

つけてという感じですか。ですので、10万円ぐらいの方が大体一般的なのかなという

ところです。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 了解しました。特別、１件でたくさんの金額ということは、上限が決

まっているからないのですよと、大体平均的に皆さん利用されているということで了

解しました。ありがとうございました。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 被保険者の介護保険の認定率、全国と県と、それから比企市町村圏

内の65歳以上と75歳以上の割合を伺いたいと思います。

それと、介護給付費の方で、今１割と３割になるのですか、の方の人数を伺いたい

と思います。

それから、200ページになるのかな、居宅介護の人で介護度３以上になると大体施

、 。設介助になると思うのですけれども 独り暮らしの方の人数を伺いたいと思うのです

それから、190ページにやっぱり居宅介護のことが書いてあるのですけれども、居

宅介護の方でショートステイ利用の方はどの程度いらっしゃって、ショートステイの
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申込みからどれぐらいの、すぐに予約できるものかどうかの現状を伺いたいと思いま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えいたします。

それでは、私のほうからは令和３年３月末現在の１号被保険者の認定率につきまし

てお答えさせていただきます。全国になります。全国は、全体でいくと18.7％です。

65歳以上75歳未満につきましては4.3％です。75歳以上につきましては32.4％です。

埼玉県です。埼玉県は、全体ですと15.8％、75歳未満が4.1％、75歳以上が27.6％

です。

嵐山町です。嵐山町は、全体で15.1％、75歳未満が3.7％、75歳以上が27.3％。

。 、 、 、 。滑川町です 滑川町は 全体で12.3％ 75歳未満が3.3％ 75歳以上が23.7％です

小川町です。全体で15.3％、75歳未満が3.6％、75歳以上が29.4％。

ときがわ町です。全体で15.8％、75歳未満が3.6％、75歳以上が30.3％です。

吉見町です。全体で13.5％、75歳未満が3.5％、75歳以上が26.3％。

川島町が全体で14.1％、75歳未満が3.2％、75歳以上が28.7％。

東秩父村です。全体が17.0％、75歳未満が4.6％、75歳以上が30.5％。

鳩山町です。全体で11.5％、75歳未満が2.9％、75歳以上が21.0％です。

、 。 、 、 。最後に 東松山市です 全体が14.9％ 75歳未満が3.9％ 75歳以上が27.5％です

認定率につきましては以上です。

続きまして、負担割合になります。令和３年３月末現在の負担割合ですが、１割負

担の方が821人です。そのうち75歳以上は716人です。２割負担の方が42名おります。

そのうち75歳以上は35名です。３割負担の方は21名です。そのうち75歳以上は20人に

なります。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、簾藤副課長、お願いいたします。

〇簾藤久史長寿生きがい課包括支援担当副課長 ３点目の独り暮らしの人数につきまし

てお答えいたします。

令和３年度の民生委員さんの社会調査のデータのほうをお借りしまして、人数のほ

うを集計させていただきました。独り暮らしの人数、65歳以上の独り暮らしが750名
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になっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、近藤長寿生きがい課長、答弁をお願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 続きまして、私からはショートステイの人数等について

お答えいたします。

令和２年度のショートステイの利用の延べ件数は370件となっております。令和３

年２月にショートステイを利用された方が25名となっております。

予約の現状なのですけれども、各事業所でショートステイの枠を取っていただいて

おりまして、ケアマネジャーさんが事業所を探していただいているわけなのですけれ

ども、いっぱいで入れないところもありますが、ご尽力いただきまして、希望されて

いる方にはショートステイができるような形で対応していただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 被保険者数が令和１年と比べると伸びていますよね、60人か、全部

で。それで、今の認定率を見ますと、やはり鳩山町が低いのですよね。この状況につ

いての嵐山町の認定者が増えているということの分析というのはどういうふうになさ

っているか。私は、コロナがやっぱり影響して外に出られないというのが大きいのか

なと思っているのですけれども、人との交渉が、人と会えないということが結構大き

くなっているのかなと思うのですが、その点について伺いたいと思います。

あと、ショートステイなのですけれども、ショートステイは特定の方が何回かとい

う形なのでしょうか、その点伺います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

近藤長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課長 まず、１点目の認定者数が増えてきているのにコロナの

影響があるかということなのですけれども、１号被保険者に対する要介護認定者数の

割合というのが、令和２年度は15.1％になっております。令和元年度が14％なので、

それ以前、平成24年度から令和元年度くらいまでは14％台を維持していたところが、

２年度になりまして急激にちょっと上がっておる状況でございます。

ただ、コロナの影響で認定を受ける人が多くなってきたかというと、確かに外出が

なかなか自粛される中で、お買物に行けなくなってしまったりとかという方もいらっ
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しゃいますので、そういう方たちが介護認定を受けて訪問介護等を利用していただく

ということはあるかと思いますが、詳細に関してはまだそこまで分析というかはでき

ていない状況でございます。

あと、ショートステイにつきましては、特定の人かどうかということなのですけれ

ども、先ほど令和３年２月のショートステイを利用された方が25名ということで、月

ごとの人数を見ましても大体20人前後の方が利用されておりますので、ある程度やは

り在宅で過ごされている方の中でもショートステイを利用することが必要な人という

のは特定の方でいらっしゃるかと考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

犾守さん、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私からは１点です。これは、国民健康保険のときもちょっとお聞きし

たのですが、195ページの努力支援交付金です。これは226万6,000円ですか、交付さ

れているわけですけれども、これは上限というのはどのくらいの金額なのか。それか

、 、ら 嵐山町はどういうところを評価していただいてこういう金額の交付になったのか

その辺をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

195ページの介護保険保険者努力支援交付金につきましてお答えさせていただきま

す。こちらにつきましては、主に包括的支援事業、任意事業という事業があるのです

けれども、そちらに対しまして評価指標に基づいて点数をつけて交付されるものなの

です。要はインセンティブ交付金というものなのですけれども、ですので上限という

のはないのですが、これは令和２年度から始まった交付金なのですけれども、870点

が満点なのです。それで、嵐山町は328点ですので、その点数に沿った金額になって

おります。

以上です。

〇松本美子委員長 犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 870点満点で328点ということは、今後まだまだこれから努力するとい

うような方向性だろうと思うのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。
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〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えいたします。

嵐山町につきましては、先ほど申し上げたとおり328点なのです。それで、埼玉県

内の平均が413.4なのです。ですので、埼玉県の平均より若干低いのですけれども、

今後介護予防に取り組みまして点数を上げていければなと考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私は２点です。

まず、191ページなのですが、介護サービスの未利用者数、利用されていない方が

198名の方がいらっしゃるということなのですが、この方の……認定を受けているの

にもかかわらずサービスを利用していないということなのですけれども、この状況を

どういう形で把握等しているのかをまずお聞きいたします。

、 、それから 208ページに配食サービスの委託料というのが入っておりますけれども

これを利用されている方の人数をお聞かせ願えればと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

191ページのサービス未利用者数の198人なのですけれども、こちらにつきましては

そこまで分析していないのですけれども、大抵病院で入院していますと、介護申請を

受けたほうがいいというふうに勧められまして、介護申請をすると。まだ病院から退

院できていないという方が結構いらっしゃいまして、あとそれから介護申請をして、

住宅改修をするためだけに申請する方もいるので、住宅改修が終わってしまったら、

もうあとは大丈夫という方もいらっしゃるし、福祉用具を購入したいということで申

請をして、福祉用具が購入できたら、その後介護サービスを使わなくて大丈夫という

方が結構いらっしゃいます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、続けて簾藤副課長、答弁をお願いいたします。

〇簾藤久史長寿生きがい課包括支援担当副課長 ２点目の配食サービスにつきましてお

答えさせていただきます。

昼食、お昼が44名です。夕食が22名になっております。
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以上です。

〇松本美子委員長 藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 そうしますと、198名の方、病院に入院される方、これははっきりし

ていると。そのほかは、こういう形でいろんな方が申請をして、いろんなサービスと

いうか、住宅改修とかを受けるということで、ある意味では軽度というふうなことで

理解してよろしいですね。その１点だけ。

〇松本美子委員長 菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

先ほどおっしゃられたとおり、割と軽度の方が多いということです。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに何人かいらっしゃいますか。

質疑のある方が何人かまだいらっしゃるようですけれども、時間が１時間以上たち

ましたので、暫時休憩とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

25分から再開ということになりますので、お願いします。

休 憩 午前１１時１１分

再 開 午前１１時２４分

〇松本美子委員長 それでは、皆様おそろいでございますので、休憩前に引き続き会議

を開きます。

会議に入る前に、高橋町民課長より答弁漏れということの申出がありましたので、

これを許可させていただきますので、課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美町民課長 貴重なお時間をおかけして申し訳ございません。国保会計の長

島委員さんのご質問の中で私の答弁に誤りがございましたので、訂正をさせていただ

きます。175ページの特定健診連続受診者報償品でございますが、こちらは人間ドッ

ク、併診ドックの内容も特定健診の受診内容を含みますので、人間ドックを例えば３

年連続で受けていただいても、こちらの連続受診者報償事業の対象となります。人間

ドック、特定健診、特定健診でもいいですし、併診ドック、人間ドック、特定健診で

もこちらの報償事業のほうの対象になりますので、人間ドック、併診ドックを受けた

際の特典を考えていただきたいということでしたが、こちらの特典のほうはこの報償

品事業のほうに含まれますので、実施しているということでございました。大変失礼
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いたしました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 長島委員さん、今の答弁でよろしいでしょうか。

〇長島邦夫委員 はい。

〇松本美子委員長 それでは、質疑のほうを続行させていただきますけれども、質疑の

ある方はどうぞ。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 決算書の340ページの実質収支に関する調書が出ております。これを

見ますと１億5,736万4,213円というのが今年の調書になっておりまして、前年と比較

しても増えております。ただ、返還金がこの後発生してきますので、返還金になって

きます主要な施策の説明書192ページ、国庫支出金と県の支出金が約9,000万ぐらいに

なります。この辺の今回の決算には増えているのだけれども、返還をしていかなくて

はならないというふうな流れになるわけですけれども、この辺のこれだけの金額が増

減してしまったという経緯、その辺についてお尋ねしておきたいと思います。

それともう一点、195ページです。これは、第２款の国庫支出金の中で、４目の介

護保険災害臨時特例補助金、これが町のほうに補助基準額の10分の６ということで、

15万5,000円ほど今回補助していただいています。これがどのようにこの介護保険の

制度の中で、これは免除ですから、減免措置に補助されたとあります。この減免の措

置というのは、どのようなところに表現されているのかということです。この主要な

施策の説明書を通したり、決算書を通して。ちょっと見当たらなかったので、その２

点についてお尋ねしておきます。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えいたします。

192ページの返還金、国庫と県支出金の関係の返還金の関係なのですけれども、今

回につきましては返還金がとても多いということなのですけれども、この返還金につ

きましては、給付費の過去３年間の伸び率があるのですけれども、その伸び率で国や

県から来るのです。ですので、割と多めに国や県から交付されますので、実績に伴い

まして返すということになりますので、令和２年度につきましては実績がそこまでそ

んなに、要はもらい過ぎてしまったということなのですけれども、そこまで実績が伸

びなかったので、返す金額が9,000万というか、１億近くになってしまったというの
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が経過になります。

それから、195ページなのですけれども、195ページの災害臨時特例補助金なのです

けれども、こちらは195ページの15万5,000円と、あと隣のページの194ページの調整

交付金というのがあるのですけれども、その調整交付金の中ほどぐらいに特別調整交

付金というのがあって、そこでもコロナウイルスの関係で一定程度収入が下がった方

に対して免除しているのです。それで、昨年はコロナで一定程度収入が下がった方に

対して、介護保険料を免除している方が６人おりました。６人に対してこの調整交付

金と、あと国の災害特例補助金というのが、その免除した分が充てられるものなので

す。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 そうすると、当初３年平均の予定をしていた伸び率というところに至

ることなく、順調に介護保険が運営できたというふうに思いますけれども、よろしい

でしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えいたします。

そうでございます。よろしくお願いします。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 192ページの一番上の表の保険料の件なのですが、昨年度に比較して

130万円ほど減額になっているわけなのです。人数は、この初めの表にもありますよ

うに72人増えているわけですよね。72人増えていて保険料が減っているというのは、

ちょっとどういう理由なのか伺いたいと思います。

それから、193ページの上の表なのですけれども、収納状況の。昨年もこういう表

を出されたのですけれども、調定額より収入済額のほうが多いということで、調定額

はこれだけのお金が入りますよということで決められた金額ですよね。普通、それを

上回るということは、通常考えられないと思うのですけれども、ちょっとそれをどう

いう理由からか伺いたいと思います。

それと、収入未済と還付未済、４万円で発生しているわけですけれども、この理由
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を伺いたいと思います。

それと、特別徴収の人数、普通徴収の人数を伺いたいと思います。

それから、その下の表の不納欠損ですけれども、件数、延べ、実、両方とも減って

はおります。金額も減ってはいますが、ちょっとどういうことで。これは時効だとい

うことで、介護保険５であるということなのですけれども、内容を伺いたいと思いま

す。

それから、入所待ちというのは、令和２年度ではどのくらい発生したのか伺いたい

と思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

192ページの歳入の状況の保険料なのですけれども、130万円の減額についてなので

、 、 、すけれども こちらにつきましては 確かに被保険者数は増えているのですけれども

低所得者に対する保険料の公費負担といいまして消費税分が減額されるのですけれど

も、低所得者の方が増えまして減額になっております。ページで言うと、189ページ

の（４）番に所得段階別第１号被保険者数というのがあるのですけれども、１段階か

ら９段階までありまして、１段階から３段階の方が対象になります。こちらの対象者

が42名増えておりまして、その分の方の軽減率が昨年よりもさらに軽減されまして介

護保険料が安くなりましたので、その分130万円ぐらい減額になっております。

続きまして、193ページなのですけれども、こちらの収納状況の調定額と収入済額

の関係なのですけれども、この収納済額の中に還付未済の４万円が入っているので、

調定額と収入済額が違ってきていることになります。それから、還付未済につきまし

ては４万円ということで、内容につきましては７件ございました。７件のうち１件が

相続放棄になりまして、残り６件につきましては年金から天引きになっている方なの

で、年金機構のほうから通知を待ってから還付することになっていますので、年度中

に還付できなかったので、その６件の方については還付未済として計上されてしまっ

ています。今現在は、その６件につきましては還付済みになっております。

それから、普通徴収の方なのですけれども、普通徴収の方は5,320人になります。

普通徴収の方は502人です。それから、特徴と普通徴収がある、一緒に年度中になる

方がいるのですけれども、その方は26人になります。
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不納欠損につきましてですが、不納欠損は川口委員のおっしゃるとおり時効が来ま

したので 不納欠損をさせていただいております こちらにあるとおり 実件数が39件、 。 、

になっています。

次に、入所待ちなのですけれども、入所待ちは令和２年度は25人です。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 保険料については、なるほど、そうですか。軽減がどういうふうにな

っているのか、ちょっとこれだと分からないので、教えていただきたいと思います。

それから、193ページの調定額と収入済額は、なるほど、そういう還付未済がこち

らに入るということなのですか。収入未済は、この表の見方はどういうふうに見たら

いいのでしょうか。収入未済のほうに……還付未済は支払うわけですから。たまたま

金額が同じだということで見てよろしいのでしょうか。

不納欠損なのですが、時効でこういう方も当然いるとは思うのですけれども、ちょ

っとどういう方だったのかが具体的に分かると。低収入で、なかなか生活が厳しそう

だったですよとかというのが分かれば伺いたいと思います。

それから、入所待ちなのですが、25人と。入所待ちであるから、施設に入れないわ

けですから自宅になるわけです。192ページの歳出の状況で、地域支援事業費、昨年

は減っているのですけれども、増減で。今年も236万7,263円と減額になっているわけ

です。家での介護、地域の支援事業が十分行われているのかなとちょっと疑問に思う

のですけれども、こういう金額を減らしてしまっていて。その点どうなのか伺いたい

と思います。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、介護保険料の軽減につ

きましてお答えさせていただきます。

第１段階の方が軽減前は0.5なのですけれども、軽減後は0.3になりました。それか

ら、第２段階が0.75が0.5、第３段階が0.75だったのが0.7になりました。

それから、193ページの収納状況の件なのですけれども、こちらにつきましては収

入未済が４万円あって、還付していないのが４万円ということで計上させていただい

ているところなのですけれども。

それから、不納欠損なのですけれども、こちらは時効が来てしまったから不納欠損
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になったわけなのですけれども、収入が低いからというわけでもなくて、割と介護認

定を受けていない、まだ健康で納めるべき方が納めていないという状況になっており

ます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、簾藤副課長、答弁をお願いいたします。

〇簾藤久史長寿生きがい課包括支援担当副課長 192ページの地域支援事業が減ってい

ると、事業は十分に行っているかというご質問に対しましてですが、コロナによりま

、 、 、 、して やはり地域支援事業はデイサービスとか 居宅介護とか ヘルパーさんですね

そういったものも、要支援の方に対するサービスも入っております。あと、町の当然

事業も入っているのですが、デイサービス等はなかなか、控えたという方もいらっし

ゃいまして、利用者が減っております。

十分事業を行っているかというご質問に対しましては、町の事業をいろいろやって

いるのですが、町の事業に関しましては、緊急事態宣言中はやめた時期もあったので

すが、その後に関しましては、ただ単にやめるのではなく、感染対策を十分に考慮、

配慮した上で事業のほうを行うようにしておりますので、努力した上で十分やってお

るというふうに理解しております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑を終結させていただきます。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第４号 令和２年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩とさせていただきます。
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休 憩 午前１１時４３分

再 開 午前１１時４６分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第５号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第５号 令和２年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件

を議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますの

で、直ちに質疑に入ります。

では、質疑をどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 下水道の企業会計になるというの……

〇松本美子委員長 すみません、水道事業です。

〇渋谷登美子委員 水道。ごめんなさい。

〇松本美子委員長 ほかにいらっしゃいますか。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 水道会計には、令和２年度の一般会計から約2,000万ほどのいわゆる

繰入れといいますか、減免の関係で基本料、出てありましたが、その辺のところは給

水収益のところに反映されているのか、どのようにそれが水道事業会計の中で処理さ

れているのかということと、それと実際に担当課として、それぞれの家庭だとか、そ

れから実際に受益を受けた町民皆さん、全員なわけですよね。そういったようなとこ

ろの意見などが聞けていたらお聞きしておきたいと思います。１点。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

片岡副課長、お願いいたします。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 それでは、ご答弁いたします。

先ほどの一般会計から補助金を水道事業のどこに繰入れをしていたのかというご質

問なのですけれども、決算書の375ページ、収益費用明細書のほうをお開きいただけ

ればと思います。こちらの中の収益で、款、項、目、節とございまして、款で事業収

益、２項の営業外収益、目として４番の他会計補助金、節といたしましては一般会計
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補助金、こちらのほうで一般会計補助金として基本料金減免分につきましての補助金

を受け入れております。

続きまして、２つ目のご質問なのですけれども、こちらのコロナに関わります基本

料金減免事業というものを水道事業のほうで実施いたしましたけれども、町民の方か

ら直接どうだったよというお声がけのほうはいただいてはいないのですけれども、実

態といたしましては、町内で水道をご利用いただいている一般家庭の皆様、あとは事

業所の皆様とかというのを分けずに基本料金のほうを減免いたしました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 この費用明細で分かりました。そうすると、減免された約2,000万相

当の額というのは、この給水収益が減収になっているという捉え方でよろしいのでし

ょうね。

〇松本美子委員長 それでは、片岡副課長、答弁をお願いいたします。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 給水収益のほうには水道料金のほうが掲載

といいますか、計上しているのですけれども、水道料金の中に基本料金分といたしま

して軽減いたしました約2,000万円なのですけれども、こちらのほうは水道料金とい

たしましては少なくなっているのですけれども、先ほどご説明いたしました他会計補

、 、 、助金 一般会計補助金 こちらのほうが営業外収益のほうで受け入れておりますので

収益といたしまして、全体としてはそちらで、水道料金のほうの減収分を一般会計補

助金のほうで補っているという形でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方は。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 初めに、報告書の１ページの有収率が今回下がっているのですけれど

も、平成30年と令和元年はそんなに違わないな、今回ちょっと下がっています。どう

いう要因だったのか伺いたいと思います。

それから、２ページの県水の関係なのですけれども、これ一般質問で課長が、１日

2,000トンが来ているということなのですか。2,000トンとちょっと書いてあるのです

けれども この受水量……2,000トンでは合わないな ミリリットルではない この70万。 、 。

立方メートルの関係なのですけれども、第３水源、第２水源だったかな、その補修の
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関係でまだ高い値だということになっているのですか、値ということは。一般的には

30年までの67万ぐらいが平均で来ていますけれども、この高いというのはそういうこ

とで高かったのか、第２水源だか第３水源だかの関係で。ちょっとそこを伺いたいと

思います。

それから、決算書の355ページの不納欠損なのですけれども、14万2,000円、かつて

50万円ぐらいありましたから、大分減ってきたなというのを。ちょっとどういうこと

で不納欠損になったのかを伺いたいと思います。

、 。それから 令和２年度の内部留保はどのくらいになったのかを伺いたいと思います

工事の表が載っていますよね。これで、一般質問に出ていた10年かけて更新すると

いうやつ。令和２年度はどの程度更新できたのか、メートルとこの工事内容、報告書

の14ページの内容、どこに当たるのかを伺いたいと思います。

以上です。

、 。〇松本美子委員長 質疑の途中でございますけれども 暫時休憩とさせていただきます

１時30分から始めさせていただきますので、お願いをいたします。

暫時休憩です。

休 憩 午前１１時５５分

再 開 午後 １時２７分

〇松本美子委員長 それでは、全員の方がお集まりのようでございますので、休憩前に

引き続き会議を開きます。

水道事業会計の決算認定でございますけれども、川口委員さんの質疑が終わってお

りますので、答弁からお願いをいたします。

それでは、清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、私のほうからは県水の関係についてからご説明申

し上げます。

令和２年度の県水が70万4,000立米と例年より多かったというご質問でございます

けれども、令和２年度の計画予定水量、契約予定水量でございますけれども、そちら

が66万3,000立米でございました。これと比較して、結果４万1,000立米多く県水を入

れていたということでございますけれども、原因が令和元年度の台風19号によりまし

て、第３水源の付近の護岸が崩壊しまして、そちらのほうは県の河川のほうで護岸の
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改修工事をしていただいたところなのですけれども、その工事期間中の令和２年の２

月から６月までの間、第３水源から取水を停止しておりました。

理由につきましては、井戸の近接の護岸工事でございましたので、何か工事によっ

て井戸に影響を受ける可能性があったため、その期間、104日間ですけれども、取水

を停止いたしました。その分、第３配水場に補給水が行くわけですけれども、その間

、 、 、は補給水も入れていたのですけれども 若干 停止期間の分の水量が賄えないために

県水のほうから４万1,000立米増量して第３配水エリアの水量を確保したということ

でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、片岡副課長、お願いいたします。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 それでは、私のほうからご質問のありまし

た有収率が下がっているというところについてお答えいたします。

令和２年度の有収率なのですけれども、91.59％ということで、令和元年度の実績

。 、から比べて1.63％の減となっております こちらの有収率についてなのですけれども

計算の求め方といたしましては、有収水量を総配水量で割ったものでございます。

この有収率が下がった理由なのですけれども、すみません、業務報告書の１ページ

の給水人口統計表を基にちょっとご説明差し上げたいと思うのですけれども、この表

の右から２番目が令和２年度の実績になっております。番号の11番の項目が有収率に

なっているのですけれども、こちらのすぐ上の行の無効水量、こちらにつきまして令

和元年度より大きく増えている数字でございます。この無効水量なのですけれども、

17万3,077立米となっておりまして、こちらのほうの配水の分析をしている中で、無

効水量につきましては調定で漏水軽減とかさせていただいている水量と、あとほかに

、 、も無収水量という項目があるのですけれども そちらにつきまして町の事業用の水量

配水管で漏水があった内容ですとか、それに伴う工事の後の洗管作業をやったりです

とか、そういったものを除いた、ほかに起因する水道施設等の破損により無効となっ

た水量、不明の水量ということでこの数字が上がってくるものでございます。考えら

れる理由といたしましては、各配水池、配水場から配水しているのですけれども、ま

だこちらのほうで確認できていない配水管の漏水とかということがあった影響かなと

思っております。

続きまして、355ページの不納欠損の内訳の関係なのですけれども、令和２年度の
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不納欠損といたしましては14万2,715円を計上いたしておりまして、全体で人数とい

たしましては27名の中で、その内訳といたしましては居所不明、転出して、その転出

先が追えなくなってしまった人が20名、あとお亡くなりになられた方が６名、破産し

た事業所が１社ということになってございます。

続きまして、令和２年度決算を終えての内部留保はどのくらいかというご質問なの

ですけれども、内部留保といたしましては、積立金として減債積立金を１億2,770万

円、建設改良積立金といたしまして1,210万円、こちら合計いたしまして１億3,980万

円、このほかに２年度決算、これからご審議いただく分の未処分利益剰余金といたし

、 、まして１億3,277万2,950円 損益勘定留保資金といたしまして10億4,172万3,396円と

このほかに引当金として計上しております３億7,747万8,777円がございまして、これ

らを合計いたしますと16億9,177万5,123円となります。こちらから資本繰入れ分とい

たしまして4,050万円、長期前受金戻入分の別管理分といたしまして3,570万7,786円

を差し引きまして、事業全体として使用可能な資金として把握している分は16億

1,556万7,337円となります。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

永嶋副課長、お願いいたします。

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 私のほうからは、昨年度の工事の概要とし

て、総延長ということで、昨年度におきましては総延長630.966メートル、こちらは

全て耐震管を布設しております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、質疑をどうぞ。

〇川口浩史委員 そうですか。分かりました。

ちょっと１点だけ伺いたいと思うのですが、有収率なのですけれども、漏水があっ

たのではないかということでご説明があったのですけれども、決算書の372ページに

重要契約の要旨というのがあって、下から４番目に漏水調査業務委託というのがある

わけです。この調査でどの程度漏水というのは発見できているのか、ちょっとそれを

伺いたいのです。この調査で全域を調査できているのか、部分的なものなのか。全域

にするには、この金額ではとてもできないのですよということになるのかな。ちょっ

とそこを確認したいので、この業務委託のここのところだけ伺いたいと思います。
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〇松本美子委員長 それでは、永嶋副課長、答弁をお願いいたします。

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 私のほうから、昨年度行われました漏水調

査業務委託の内容についてお答えいたします。

昨年度におきましては、対象エリアを平沢、千手堂、遠山、鎌形、大蔵、根岸、将

軍沢のエリアで調査を行いました。総延長距離として52.1キロメートル、戸数として

は1,967戸、漏水発見件数としましては16件となっております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 ちょっと補足いたします。漏水調査業務委託、これは毎年行

っております。町内を昔は２分割にして、毎年南部、北部というふうにやっていたの

ですが、今は３分割にいたしまして、北部、中部、南部の順番で調査を行っておりま

す。３年に１度その地区の漏水調査が入りますので、３年に１度ですので、その間に

また新たな漏水等々増えてくる可能性もございますけれども、目に見える、道路に出

てくるような漏水につきましては即座に修理を行っております。どうしても水脈がで

きてしまって地下に潜ってしまう漏水につきましては、なかなか発見が難しく、そう

いった漏水調査で見つける以外方法がございませんので、なかなかすぐにそういった

無効水量になるような漏水につきましては発見が困難な状況でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 そうだと思うのです。それで、有収率をいかにして上げるかとなった

ら、やっぱり漏水調査しかないのかなと思うのです。３年に１度だと、やっぱり無駄

、 、に地面にお金かけて水を流しているということになるわけですから それを１件１件

あるいは工場にやればお金になるわけですけれども、町がお金を負担して地面に出し

ている、お金を流しているということになってしまうわけですから、ですので漏水調

査の在り方というのが３年に１度ではどうでしょう。全域、全部だと、大体この３倍

のお金がかかると見たほうがいいのですか。どうなのだろう。せめて２年に１回ぐら

いのことはできないのか。有収率を上げていくということはどうでしょうか。ちょっ

と課長に伺いながら、町長あるいは副町長に伺いたいと思うのですけれども、その判

断を。



- 335 -

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁をお願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

。 、やはり毎年全域を調査するというのが一番理想的な形でございます しかしながら

全域となりますとかなり面積もございまして、予算的なものもございます。先ほど３

倍かかるのかとおっしゃいましたけれども、まさしく３倍の委託料が毎年毎年かかっ

てまいります。しかしながら、費用対効果を考えますと、全て漏水が原因ではござい

ません。漏水をなるべく少なくするのもやはり有収率を上げるには有効な手段と考え

ておりますので、以前のように南部と北部を交互にやるというような方法に変えてい

けるかどうか、これから検討してまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。

以上でございます。

〔 町長、副町長。考え」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、髙橋副町長、お願いいたします。

〇髙橋兼次副町長 それでは、私のほうからお答え申し上げたいと思います。

漏水調査、非常に大事な調査ではないかというふうに思っております。ただ、いか

んせん広範囲でございますので、どうやったら効率的に毎年の調査が生かせるのかと

いうのも検討していかなければいけないのかなというふうに思っております。いずれ

にしても、一回全体的にこういうふうにしていったらどうかというのを改めてちょっ

と考えていきたいなというふうに思っておりまして、あとはまた予算の許す範囲内で

できるだけやっていくというふうに考えていきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 嵐山町の水道事業業務報告書の中の１ページなのですけれども、今回

、 、 、は総配水量が コロナ禍で在宅が増えたということで 277万6,304立方ということで

9,219万円の確保ができたということであるのですけれども、前年度、元年はそれよ

りも３万立方ぐらい少なかったのですが、元年は幾らぐらい利益があったのか教えて

いただきたいと思います。

それで、５ページになるのですけれども、今の報告書の５ページなのですが、こち

らに地区別給水件数と用途別と口径別とあって、8,248件ですよという報告がござい



- 336 -

まして、次のページの６ページのところに検針委託費用ということで、検針件数が、

こちら令和２年度は５万3,419件ということで、さっきの件数と一緒にならないので

すけれども、この多くなっている理由というのですか、教えていただきたいと思いま

す。

以上、２件です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

片岡副課長、お願いいたします。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 それでは、お答えいたします。

令和２年度の決算といたしまして、損益計算書の中で9,219万428円の利益があった

ということでございまして、令和元年度なのですけれども、8,125万240円の当期純利

益、令和元年度の決算といたしましてその利益がございました。

続きまして、地区別件数と、あと検針の合計の件数、業務報告書の５ページと６ペ

ージの関係なのですけれども、こちらの５ページに掲載させていただいている地区別

給水件数なのですけれども、これは令和３年の２月の検針の時点での水道使用中の分

の件数となっております。それが8,248件、町内でご利用いただいている件数となっ

、 、ておりまして 続きまして６ページの検針委託費用の中の検針件数なのですけれども

こちらにつきましては例月、偶数月に検針を実施しているのですけれども、そちらの

件数と、あと休止精算をしている分の件数と、あと検針につきましては中止中のもの

のメーターにつきましても検針をしておりまして、そちらの年間の合計の検針件数と

なってございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 今の２番目の質問なのですけれども、そうしますと5,319件、休止の

ものとかも全部含めて、これだけのものが嵐山町内にメーターが設置してありますよ

。 。ということでよろしいのでしょうか ちょっとよく意味が分からないのですけれども

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

片岡副課長、お願いいたします。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 申し訳ございません。ちょっと私の説明が

拙かったのかもしれないのですけれども、５ページの地区別の給水件数は２月の検針

の一月分でございまして、６ページの令和２年度の検針件数の５万3,419件というの
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は、先ほどの５ページの２月の検針の件数を６回に検針したものにプラスいたしまし

て、もう利用していない、水道としては使用していない中止中のメーターにつきまし

ても、無断使用がないかとかということで実際検針をしておりまして、それにプラス

して利用をやめたお客様につきましての休止精算の件数も含んだ件数の年間の合計と

なっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

〔 なし」と言う人あり〕「

、 。〇松本美子委員長 質疑がないようでございますので 質疑を終結させていただきます

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第５号 令和２年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件を採決

いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩とさせていただきます。

休 憩 午後 １時５０分

再 開 午後 １時５１分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第６号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第６号 令和２年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての

件を議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますの

で、直ちに質疑に入ります。

それでは、質疑をどうぞ。ありませんか。
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渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 報告書の５ページなのですけれども、令和２年度公共下水道を建設

しなかったという理由はどういうふうなことになっているのか伺いたいと思います。

。 、 。 、５ページ ということになると思うのですが 違いますか 進捗が増えていないので

具体的には。違ったかな、私何か間違えているかな。だと思ったのだけれども。令和

２年度の増減というのがありますよね、下水道管口径別の延長というの。それ合計す

るとゼロになっていますでしょう。

あともう一点、５ページの下の管理型浄化槽の人槽別基数なのですが、これは21人

槽とか個人型ではないものも結構あるのだなと思っているのですけれども、これは後

で設置されたものが町に移管されたものというふうに考えていいのでしょうか。

あとそうなりますと、この389ページのところに減価償却が出ていますけれども、

合併浄化槽と公共下水道の減価償却なのですが、公共下水道のほうは耐震化していく

と減価償却費はどういうふうになっていくのか。ちょっとごめんなさい、私は今回決

算が初めてなので、どういうふうに見たらいいのかなと思っていて、合併浄化槽につ

いても移管されたものというのですか、町管理型に。それは、21人槽などみたいなの

は、やっぱり減価償却がだんだん減っていくわけですよね。それはどういうふうにし

て考えていくのかなと思っているのですが、伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、お答え申し上げます。

まず、１点目の公共下水道事業につきまして、工事をしなかったかというご質問で

ございます。令和２年度につきましては、公共下水道につきましては工事はございま

せんでした。公共下水道の工事につきましては、もう既に完了しておりますので、今

後発生する公共下水道事業、工事が始まるまでは、こちらの記載はゼロということに

なっております。

続きまして、浄化槽の21人槽のこちらでございますけれども、こちらは集会所の浄

化槽でございます。これは、町管理型浄化槽の整備につきましては、専用住宅、併用

住宅、店舗兼併用住宅並びに集会所が町管理型浄化槽の整備対象となっておりますの

で、こちらは平成25年度に整備をいたしました大蔵の構造改善センターの浄化槽とな

ってございます。



- 339 -

続きまして、減価償却の関係でございますけれども、こちらにつきましては公営企

業会計化に移行するに当たりまして、29年度、30年度において現有する公共下水道施

設、それと町管理型浄化槽施設の固定資産を全て整理いたしました。そちらに従いま

して、公共下水道施設及び浄化槽施設を耐用年数に従って毎年毎年減価償却をしてい

くものでございます。それと、減価償却もいたしますけれども、国庫補助金等のその

ようなものは長期前受金戻入として、同じく減価償却をして収益化されていくという

ものでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、公共下水道については次の川島地区が始まるまでは

もうしばらくない、建設についてはなくて、耐震化が始まっていくということで、耐

震化の工事はあるかもしれないということですよね。それもまだ分からないというこ

となのかな。ということでよいのかなと思うのですけれども。

これはよく分からないのですけれども、耐震化した場合に減価償却の部分というの

はどうなっていくのか。50年の減価償却の期間だったと思うのです。それで、耐震化

はどういうふうになっていくのか。たしか合併浄化槽も50年になっていたのですか、

そこのところがよく分からないのですけれども、どういうふうに計算していくのか伺

いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁をお願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

まず、公共下水道工事は、おっしゃるとおり、川島の工事が始まるまでは開始され

ません。

老朽化に対する耐震化でございますけれども、こちら昨年度策定しましたストック

マネジメントによりまして、優先すべき、今ちょっと老朽度が激しい管路から順次調

査、点検をして、それで更新をしていくという計画になっております。更新をいたし

ますと長寿命化されますので……入れ替えると、また新しい管になりまして生き返る

わけです。またゼロから始まる。長寿命化、補修的なものですと、修繕的なものは固

定資産の延命になりませんので、そのまま減価償却されていくという考え方になって

おります。

それと、浄化槽のほうで、耐用年数につきましては28年で見ております。
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以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

川口委員、どうぞ。

、〇川口浩史委員 決算書の385ページの下から２段目に特別損失があるのですけれども

結構金額が大きいなと思って、これは全部不納欠損になってしまうわけですか。ちょ

っと内容が違うかなと思って、伺いたいと思います。

それから、報告書の９ページの一番下に企業債元金償還金、そして２としてその他

の企業債償還金とあるのですけれども、元金償還金があると利息は、この２が利息に

、 、 。なるのですか ちょっと別な形になるのですか 利息はどうなっているのか伺いたい

水道会計の決算書の379ページに企業債明細書と詳しく載っているのです、どこで

借りたというのが。ところが、下水のほうはそういうのがないのです。この企業債の

表をもう少し詳しく見せてもらいたいなと思うのですけれども……

〔 408ページ」と言う人あり〕「

〇川口浩史委員 この細かいのがそうか。すごく細かいのだな。そういうことか。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

〇川口浩史委員 ちょっと一応聞いてみる。

〇松本美子委員長 質疑なさいますか。

〇川口浩史委員 はい。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁をお願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 順次お答え申し上げます。

まず最初の特別損失でございますけれども、不用額の欄に2,641円のところでござ

いますけれども、これが過年度損益修正損の掲載となってございます。

それと、２点目の企業債、その他の元金償還金でございますけれども、こちらは公

営企業適用債の元金償還金となってございます。利息につきましては、３条の支出の

ほうに支払利息ということで掲載をさせていただいているところでございます。

３点目の企業債明細書でございます。こちら一般会計の主要な施策の地方債の明細

は利率別とか、借入先別とか、そういった表記になっていると思います。こちらにつ

きましては、借入れ年度別にずらずらと表記させていただいているところでございま

す。全部で115件で、未償還残高が20億3,200万ほどになってございます。
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以上でございます。

〇松本美子委員長 答弁漏れのようですから、清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 その他特別損失の内訳でございますけれども、引当金の繰入

額が255万1,000円、その他特別損失につきましては令和元年度分の消費税でございま

す。こちらの金額が235万8,000円ほどでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、続きまして川口委員、質疑をどうぞ。

〇川口浩史委員 そうしますと、特別損失では不納欠損はこの年度は発生していないと

いうふうに見ていいのですか。ほかのところであるのか、ちょっと確認したいと思い

ます。

それから、企業債の関係なのですが、３条予算は、これ予算書のほうに載っていま

すよね。３条予算の中に載っているということなのですか、３条というのは。３条予

算に載っていたかな。３条はあれではないか、資本の部のあれではなかったっけ。ち

ょっとその点を確認です。予算書持ってきていないのだよな。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

まず、不納欠損の関係でございますけれども、下水道使用料及び受益者負担金の中

で不納欠損がございました。まず、下水道使用料につきましては12万1,671円、こち

ら数にいたしますと37件でございます。人数で申し上げますと、19名の不納欠損がご

ざいました。その欠損理由につきましては、16名につきましては転出先不明、３名に

つきましては死亡による不納欠損でございました。受益者負担金の不納欠損でござい

ますけれども、こちらは、令和２年度につきましては９万6,520円の不納欠損でござ

います。こちらにつきましては、令和元年度の大幅な移行に伴いまして、大幅な不納

欠損がございました。そちらの方々の令和２年度分の不納欠損分ということで計上し

ております。そのうち死亡が４、破産が２、転出先不明が２でございます。

続きまして、企業債利息につきましてお答え申し上げます。３条予算の事業費用の

、 。中の営業外費用の中に 企業債の利息ということで掲載をさせていただいております

２年度につきましては、4,502万336円で掲載をしているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、質疑をどうぞ。
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〇川口浩史委員 この不納欠損はどこのところを見たらいいのか、ちょっと教えてもら

。 、 、えますか 企業債の利息の部分は そこの３条予算を見れば分かるということですね

予算書の。これは確認です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

不納欠損につきましては、特別損失の中のその他特別損失の１、引当金繰入額の中

に貸倒……

〔 何ページ」と言う人あり〕「

〇清水延昭上下水道課長 406ページです。その他特別損失の引当金繰入額の中に貸倒

引当金繰入額として不納欠損分が入っております。

〇松本美子委員長 それでは、そのほかに質疑のある方、どうぞ。

〇川口浩史委員 利息は、予算書の３条予算を見れば分かるということで。ちょっと確

認ですが。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 決算書406ページ、同じく406ページの２項営業外費用の中の

支払利息及び企業債取扱諸費の中に企業債利息ということで明記させていただいてお

ります。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、そのほかに質疑をどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 令和２年度で浄化槽を寄附されていて、故障したとかで一から入れ直

した基数の数というのは分かりますか、基数は。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁をお願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

令和２年度中の寄附の浄化槽の入替えは１件でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 20年ぐらいたっていても寄附される方というのはいると思うのです、

今までこの10年近くの中で。その中で、令和２年度は寄附されていたのだけれども、
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故障してというか、新しく入れ直したというのが１件でよろしいのですね。

〇松本美子委員長 それでは、お願いいたします。

清水上下水道課長。

〇清水延昭上下水道課長 そのとおり、１件でございます。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 町側としては、移管するときにしっかり修理をすれば受け入れてくれ

て、それが年数が何年であっても受け入れていただいているわけなのですけれども、

そういう中で、やはり古いものを頂いたために毎年毎年入れ直さなくてはいけないと

いう業務が増えているのではないかなと思って確認したわけですけれども、今までの

期間の中で、総数にして入れ替えた数というのは分かりますか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。

清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

今まで寄附していただいた浄化槽につきましては288基、そのうち寄附後、入れ替

。 、 、 、えた浄化槽が10基でございます また 寄附後 更地になってしまった浄化槽が１基

それと寄附後、建て替えによる取下げが１基でございまして、差し引きいたしますと

町管理型の寄附浄化槽の管理基数は現在276基でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はおりますか。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 １点お尋ねしておきます。

405ページの収益費用明細書、ここのところの営業外収益として国庫補助金886万

7,000円、県の補助金177万9,000円というふうに載っております。この辺の補助金に

ついて、令和２年は予定どおりある程度確保できているのか、それとも少しやっぱり

減額になっているのかというのを、その点のところについてお尋ねしておきます。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁をお願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

浄化槽の補助金がほとんどでございます。国庫補助金は整備基数、転換に係るもの

は２分の１補助、それ以外、新築、合併から合併浄化槽への変更は３分の１でござい

ます。そのほかに県からの補助金につきましては、配管及び撤去費補助金が40万円以
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内で、さらに工事が困難であるような場所につきましては、県との協議の上、20万円

を限度に補助金が交付されております。

それと、令和２年度につきましては、国庫補助金としまして800万円が、ストック

マネジメントの計画策定に係る補助金として800万円が交付されております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 その部分というのは、そうするといわゆる浄化槽の寄附、町が買い取

るというようなことがないと、今のストックマネジメントの800万を除くとあまり収

入が、補助金が確保できるというふうには考えられないのだなということでよろしい

のですね。それ確認しておきます。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、お願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 大変申し訳ございませんでした。こちらにはストックマネジ

メントの交付金と、国の補助金のその中の転換に係る部分の補助金のみが入っており

ます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 そうすると、800万は今回だけだったというような捉え方でいいので

しょうか。国からのストックマネジメントについての補助金は今回限りだと。

〇松本美子委員長 それでは、清水上下水道課長、答弁をお願いいたします。

〇清水延昭上下水道課長 ストックマネジメント計画は策定が完了いたしましたので、

今回限りの交付となっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

〔発言する人なし〕

、 。〇松本美子委員長 質疑がないようでございますので 質疑を終結させていただきます

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第６号 令和２年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての件を採

決いたします。



- 345 -

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

◎議案第４６号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 それでは、議案第46号に移らせていただきます。令和２年度嵐山町

水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

それでは、質疑をどうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結します。

これより議案第46号 令和２年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎議案第４７号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 続いて、議案第47号でございますが、令和２年度嵐山町下水道事業

会計未処分利益剰余金の処分についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

それでは、質疑をどうぞ。

〔 なし」と言う人あり〕「
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〇松本美子委員長 質疑を終結します。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより議案第47号 令和２年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎閉会の宣告

〇松本美子委員長 以上をもちまして、決算審査特別委員会に付託されました決算議案

６件並びに議案第46号及び議案第47号の審査は全て終了をいたしました。

５日間にわたりまして、慎重審議大変お疲れさまでございました。

また、堀江代表監査委員、大野監査委員、佐久間町長をはじめとする町理事者の皆

様には大変ご多用のところご出席をいただき、誠にありがとうございました。

お諮りいたします。決算審査特別委員会の審査報告の作成につきましては、正副委

員長に一任させていただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 異議なしと認めます。

よって、本委員会の審査報告書の作成につきましては、正副委員長に一任させてい

ただきたいと思います。

これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会とさせていただきます。

大変ご苦労さまでございました。お世話になりました。ありがとうございました。

（午後 ２時２５分）
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